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1. 議 事 日 程（初日） 

   （平成25年第１回美作市議会３月定例会） 

                                        平成25年２月19日 

                                        午 前 10 時 開議 

                                        於   議   場 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 日程第２ 会期の決定 

 追加日程第１ 道上政男議員の議員辞職の件 

 追加日程第２ 選挙第１号 美作市議会議長選挙について 

 追加日程第３ 選挙第２号 美作市議会副議長選挙について 

 追加日程第４ 議席の一部変更について 

 追加日程第５ 美作市議会運営委員会委員の選任について 

 追加日程第６ 選挙第３号 美作養護老人ホーム組合議会議員選挙について 

 日程第３ 諸般の報告 

 日程第４ 行政報告 

 日程第５ 議会活性化調査特別委員会委員長の報告について 

 日程第６ 美作クリーンセンター建設特別委員会委員長の報告について 

 追加日程第７ 発議第１号 美作市議会委員会条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例について 

 追加日程第８ 発議第２号 美作市議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例について 

 追加日程第９ 発議第３号 予算審査特別委員会設置について 

 日程第７ 報告第１号 専決処分の報告について（和解及び損害賠償額の決定） 

 日程第８ 議案第１号 美作クリーンセンター造成等工事請負変更契約の締結について 

 日程第９ 議案第２号 住民基本台帳法等の改正に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について 

      議案第３号 美作市営バス有償運送に関する条例の一部を改正する条例について 

      議案第４号 美作市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について 

      議案第５号 美作市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正 

            する条例について 

      議案第６号 美作市債権管理に関する条例の制定について 

      議案第７号 美作市立幼児園に関する条例の一部を改正する条例について 

      議案第８号 美作市高齢者福祉施設設置及び管理に関する条例の制定について 

      議案第９号 美作市農村高齢者交流施設「三友荘」設置及び管理に関する条例の制定について 

      議案第10号 美作市介護予防支援通所センター設置及び管理に関する条例の制定について 

      議案第11号 美作市介護保険条例の一部を改正する条例について 

      議案第12号 美作市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める 

            条例の制定について 

      議案第13号 美作市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地 

            域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基 

            準を定める条例の制定について 

      議案第14号 美作市新型インフルエンザ等対策本部条例の制定について 
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      議案第15号 美作市獣肉処理施設設置及び管理に関する条例の制定について 

      議案第16号 美作市企業立地促進条例の一部を改正する条例について 

      議案第17号 大芦高原国際交流の村設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について 

      議案第18号 能登香の里小房リゾート施設設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例につ 

            いて 

      議案第19号 美作市トム・ソーヤー冒険村設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例につ 

            いて 

      議案第20号 美作市東粟倉ふれあいセンターの指定管理者の指定について 

      議案第21号 美作市放課後児童健全育成事業施設の指定管理者の指定について 

      議案第22号 美作市高齢者生活福祉センターの指定管理者の指定について 

      議案第23号 美作市英愛センターの指定管理者の指定について 

      議案第24号 美作市コスモス苑の指定管理者の指定について 

      議案第25号 美作市作東老人福祉センターの指定管理者の指定について 

      議案第26号 美作市高齢者福祉センター「やまゆり苑」の指定管理者の指定について 

      議案第27号 美作市大原居宅サービスセンターの指定管理者の指定について 

      議案第28号 美作市いきいきゆうゆうの里地域福祉センターの指定管理者の指定について 

      議案第29号 美作市いきいきゆうゆうの里世代交流多目的ホール・多目的運動広場・遊歩自然公 

            園の指定管理者の指定について 

      議案第30号 山の学校の指定管理者の指定について 

      議案第31号 作東吉野きんちゃい館の指定管理者の指定について 

      議案第32号 美作市都市農村交流促進施設「彩菜みまさか」の指定管理者の指定について 

      議案第33号 美作市湯郷駐車場の指定管理者の指定について 

      議案第34号 大芦高原キャンプ場の指定管理者の指定について 

      議案第35号 美作市トム・ソーヤー冒険村の指定管理者の指定について 

      議案第36号 美作市ベルピール自然公園の指定管理者の指定について 

      議案第37号 能登香の里小房の指定管理者の指定について 

      議案第38号 作東バレンタインホテルの指定管理者の指定について 

      議案第39号 市道路線の廃止及び認定について 

      議案第40号 美作市内の辺地に係る総合整備計画の策定について 

 日程第10 議案第41号 平成24年度美作市一般会計補正予算（第８号） 

      議案第42号 平成24年度美作市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

      議案第43号 平成24年度美作市介護保険特別会計補正予算（第２号） 

      議案第44号 平成24年度美作市簡易水道特別会計補正予算（第２号） 

      議案第45号 平成24年度美作市土地取得特別会計補正予算（第１号） 

      議案第46号 平成24年度美作市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算（第２号） 

      議案第47号 平成24年度美作市公園墓地事業特別会計補正予算（第１号） 

      議案第48号 平成24年度美作市都市と農村の交流施設特別会計補正予算（第１号） 

      議案第49号 平成24年度美作市老人保健施設事業特別会計補正予算（第２号） 

      議案第50号 平成24年度矢田茂・原田政次郎・福田五男奨学基金特別会計補正予算（第１号） 
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      議案第51号 平成24年度美作市武蔵の里特別会計補正予算（第２号） 

      議案第52号 平成24年度美作市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

      議案第53号 平成24年度美作市愛の村パーク特別会計補正予算（第１号） 

      議案第54号 平成24年度美作市水道事業会計補正予算（第２号） 

      議案第55号 平成24年度美作市下水道事業会計補正予算（第１号） 

 日程第11 議案第56号 平成25年度美作市一般会計予算 

      議案第57号 平成25年度美作市国民健康保険特別会計予算 

      議案第58号 平成25年度美作市介護保険特別会計予算 

      議案第59号 平成25年度美作市簡易水道特別会計予算 

      議案第60号 平成25年度美作市土地取得特別会計予算 

      議案第61号 平成25年度美作市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算 

      議案第62号 平成25年度美作市公園墓地事業特別会計予算 

      議案第63号 平成25年度美作市都市と農村の交流施設特別会計予算 

      議案第64号 平成25年度美作市老人保健施設事業特別会計予算 

      議案第65号 平成25年度矢田茂・原田政次郎・福田五男奨学基金特別会計予算 

      議案第66号 平成25年度美作市武蔵の里特別会計予算 

      議案第67号 平成25年度美作市後期高齢者医療特別会計予算 

      議案第68号 平成25年度美作市愛の村パーク特別会計予算 

      議案第69号 平成25年度美作市水道事業会計予算 

      議案第70号 平成25年度美作市病院事業会計予算 

      議案第71号 平成25年度美作市下水道事業会計予算 

2. 出席議員は次のとおりである（20名）        

  １番   山  本  雅  彦            ２番   則  本  陽  介 

  ３番   萬  代  師  一            ４番   山  本  重  行 

  ５番   尾  髙  誉  久            ６番   岡  﨑  正  裕 

  ７番   西  元  進  一            ８番   本  城  宏  道 

  ９番   安  東  章  治            10番   橋  本  健  二 

  11番   向  原  伸  一            12番   鈴  木  悦  子 

  13番   粟  井  基  雄            14番   岩  江  正  行 

  16番   万  殿  紘  行            17番   絹  田  和  昭 

  18番   新  免  昌  和            19番   日  笠  一  成 

  21番   内  海  健  次            22番   道  上  政  男 

3. 欠席議員は次のとおりである（２名） 

  15番   小  渕  繁  之            20番   福  島     恊 

4. 会議録署名議員 

  ２番   則  本  陽  介            ３番   萬  代  師  一 

5. 地方自治法第121条により説明のため出席した者の職氏名（20名） 

  市    長  安  東  美  孝         副  市  長  皆  木  照  夫 

  教  育  長  内  海  壽  志         政 策審議監  岩  﨑  清  治 
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  総 務 部 長  中  西  祐  司         危 機管理監  小  林  昭  文 

  企画振興部長  大  寺  剛  寅         市 民 部 長  平  尾  孝  之 

  税 務 部 長  西  浦  豊  照         保健福祉部長  神  吉  康  之 

  建 設 部 長  春  名  修  治         田園観光部長  江  見  幸  治 

  上下水道部長  中  尾  友  保         教 育 次 長  福  原     覚 

  消  防  長  森     正  彦         会 計管理者  谷     和  彦 

  ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ建設担当部長  石  田     薫         保健福祉部健康づくり推進課長  西  田  尚  美 

  上下水道部下水道課長  井  上  知  己         市民部環境課長  有  岡  忠  彦 

6. 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名（３名） 

  議会事務局長  鍬  先  耕  二 

  課    長  内  藤  淳  子 

  課 長 補 佐  則  本  尚  輝 
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                                       午前10時00分 開会 

議長（道上 政男君） 

 皆さんおはようございます。 

 いつものことながら、携帯電話の電源は切っていただくようお願いいたします。 

 定刻が参りましたので、ただいまより平成25年第１回３月美作市議会定例会を開会いたします。 

 欠席者の報告を行います。15番小渕繁之議員が葬儀のため欠席であります。20番福島恊議員が通院のため

欠席であります。 

 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

 今定例会に説明員が随時出席いたしますので、これを許可しております。 

 去る１月９日、議会活性化調査特別委員会を開会し、小渕委員長、内海副委員長辞任に伴い、正副委員長

の互選が行われ、委員長に尾髙誉久議員、副委員長に山本重行議員を選任いたしましたので、御報告いたし

ます。 

 

    日程第１  会議録署名議員の指名 

 

議長（道上 政男君） 

 日程第１、「会議録署名議員の指名」を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第88条の規定により２番則本陽介議員、３番萬代師一議員を指名いたしま

す。 

 

    日程第２  会期の決定 

 

議長（道上 政男君） 

 日程第２、「会期の決定」を議題といたします。 

 先般、本定例会の運営について議会運営委員会が開催されておりますので、委員長報告を受けます。 

 議会運営委員長。 

１８番（新免 昌和君）〔登壇〕 

 おはようございます。 

 ただいまから議会運営委員会委員長報告を行います。 

 去る２月７日午前10時から、議長、委員、副市長、政策審議監、担当部長出席のもと、議会運営委員会を

開催いたしました。３月定例会の会期及び会議日程等、その運営につきまして協議いたしましたので、その

報告をいたします。 

 まず、会期につきましては、本日２月19日から３月18日までの28日間とし、会議日程は既にお手元に配付

のとおりであります。 

 次に、市長から送付されました議案は、報告１件、契約の締結案１件、条例の制定案９件、条例の一部改

正案９件、指定管理者の指定案19件、路線の廃止及び認定案１件、計画の策定案１件、補正予算案15件、当

初予算案16件、以上、72件の議案であります。 

 本日の第１日目は、議案上程の後、市長からの提案説明を受け、即決案件のみ委員会付託を省略し、質

疑、討論、採決といたします。なお、即決案件は、報告１件、契約の締結案１件、合計２件であります。 
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 続いて、２日目の２月21日から26日までの４日間は、一般質問及び議案質疑を予定しております。なお、

議案質疑終了後、各議案を各委員会付託といたします。 

 最終日は３月18日とし、委員長報告、報告に対する質疑を受けた後、討論、採決といたします。 

 次に、質問についてでありますが、申し合わせのとおりお願いをしたいと思います。一般質問につきまし

ては、発言の順番は通告順であり、質問回数は１通告事項で３回まで、質問時間は45分であります。議案質

疑については、予算認定議案を含めて、通告期限を２月21日午後５時までといたします。通告をしない者の

質疑は、通告した者の後に行うこととし、１議案につき１件といたします。なお、議案の質問回数は３回ま

でとし、一括質疑といたします。各議案は委員会付託されますので、所属委員会に属する質疑は控えていた

だきますようお願いいたします。 

 次に、請願・陳情案件については、２月６日までに受理した請願２件であり、委員会付託し、審議いたし

ます。 

 今定例会の予備日は２月20日、３月６日としております。 

 以上で議会運営委員会の委員長報告といたします。〔降壇〕 

議長（道上 政男君） 

 ただいま議会運営委員長の報告が終わりました。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議会運営委員長の報告にありましたように、本定例会の会期を本日19日から３月18日までの28日

間と決定することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（道上 政男君） 

 異議なしと認めます。よって、本定例会の会期は本日19日から３月18日までの28日間と決定いたしまし

た。 

 ここで市長より発言を求められておりますので、これを許可いたします。 

 市長。 

市長（安東 美孝君） 

 ３月定例議会の冒頭、議長のお許しを得て発言の機会をいただきますことをまずもって御礼を申し上げま

す。 

 先般、マスコミ等にもお知らせをいたしましたが、私の市長選挙への不出馬の経過につきまして、議会議

員や市民の皆様方に改めて御報告をさせていただきたいと思います。 

 ここでまず最初に、議会議員や市民の皆様には平素から行政全般にわたりまして多大なる御理解と御協力

を賜っておりますことを心から厚く御礼を申し上げます。 

 平成21年４月、市長に就任して以来、行政運営には全力を挙げ、さまざまな課題に取り組んでまいりまし

た。それが多くの市民の皆様方の御支援に対する精いっぱいの務めであるというふうに思ってまいりまし

た。議会議員、市民の皆様に全般にわたりまして多大な御理解、御協力に対しまして厚く御礼を申し上げま

す。 

 市民の皆様方の御信頼に対して、それぞれ各地区へ出かけてそれぞれの皆様方と対話することが少のうご

ざいましたけれども、行政運営にしっかりと対応していくことが唯一の道であるというふうに思って取り組

んでまいりました。まだまだやらなければならない課題、道半ばの課題があり、もう一度挑戦をと昨年末に

決意をしたものでございます。 
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 しかしながら、昨年の半ばごろから体調に不安を覚えておりまして、治療を行いながら公務を続け、何と

か回復をというふうに努めておりました。市長として美作市の構築に全力で取り組んでまいりましたが、体

力面において改善の兆しは見られず、市民への責任を考えたとき、あと４年間やり遂げる自信が大きく揺ら

いでまいりました。市長という職責は重大なものでありまして、一日たりともおろそかにできません。通院

しながら果たせる役職であると思っておりません。続けることがかえって市民の皆様方に御迷惑をおかけす

ると考え、道半ばであり、本当に後ろ髪を引かれる思いではありますが、医師とも相談し、市長選挙への出

馬を断念せざるを得ないこととなりました。議員や市民の皆様には御期待に沿えないことを心よりおわびを

申し上げます。 

 行政は継続であります。皆様方の力で夢のある美作市をつくっていただきたいと願うものであります。私

も市長職を辞しても、御協力を惜しむものではありません。また、残された任期、私の任期は体にむちを打

ってもなし遂げていこうと心に誓っております。議会開会時の貴重な時間をいただきましてまことにありが

とうございました。 

議長（道上 政男君） 

 これより10分間休憩いたします。 

                                       午前10時11分 休憩 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

                                       午前10時21分 再開 

副議長（内海 健次君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 休憩中に道上議長から議員辞職願が提出されましたので、これより私が議事を進めます。 

 お諮りをいたします。 

 「道上政男議員の議員辞職の件」を日程に追加し、追加日程第１として議題とすることに御異議ございま

せんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

副議長（内海 健次君） 

 異議なしと認めます。したがって、「道上政男議員の議員辞職の件」を日程に追加し、追加日程第１とし

て議題とすることに決定いたしました。 

 

    追加日程第１  道上政男議員の議員辞職の件 

 

副議長（内海 健次君） 

 それでは、追加日程第１、「道上政男議員の議員辞職の件」を議題といたします。 

 地方自治法第117条の規定により、道上議員の除斥を求めます。 

〔22番道上政男君 退場〕 

副議長（内海 健次君） 

 それでは、職員に辞職願を朗読させます。 

議会事務局長（鍬先 耕二君） 

 それでは、辞職願を朗読をさせていただきます。 

〔以下朗読〕 
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 以上でございます。 

副議長（内海 健次君） 

 ここで地方自治法第117条の規定により、道上議員より発言したい旨の申し出がございます。 

 お諮りをいたします。 

 これを許可することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

副議長（内海 健次君） 

 異議なしと認めます。よって、地方自治法第117条の規定により道上議員の発言を許可することに決定い

たしました。 

 道上議員の入場を許可いたします。 

〔22番道上政男君 入場〕 

２２番（道上 政男君） 

 ただいま一身上の都合により、議員辞職することを申し出させていただきました。また、このように貴重

な時間をいただきまして大変ありがとうございます。 

 市民の皆様、また議会議員の皆様、また執行部の皆様には合併以来８年間、大変お世話になりまして本当

にありがとうございます。心から感謝申し上げます。 

 私もこれから美作市発展のために微力ではございますが、頑張っていきたいというふうに思っておりま

す。議員の皆様、また執行部の皆様もこれからもますます御活躍を御祈念申し上げて、簡単ですが挨拶とさ

せていただきます。本当に長い間ありがとうございました。 

副議長（内海 健次君） 

 それでは、道上議員の除斥を求めます。 

〔22番道上政男君 退場〕 

副議長（内海 健次君） 

 お諮りをいたします。 

 道上政男議員の議員辞職を許可することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

副議長（内海 健次君） 

 異議なしと認めます。したがって、道上政男議員の議員辞職を許可することに決定をいたしました。 

 これより20分間休憩いたします。 

                                       午前10時26分 休憩 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

                                       午前10時46分 再開 

副議長（内海 健次君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 道上議員の議員辞職を許可したことにより、議長が欠員となりましたので、「美作市議会議長選挙につい

て」を日程に追加し、追加日程第２として議題とすることに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

副議長（内海 健次君） 

 異議なしと認めます。したがって、「美作市議会議長選挙について」を日程に追加し、追加日程第２とし
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て議題とすることに決定いたしました。 

 それでは、議案を配付いたしますので、しばらくお待ちください。 

〔議案書配付〕 

 配付漏れはございませんでしょうか。 

 

    追加日程第２  選挙第１号「美作市議会議長選挙について」 

 

副議長（内海 健次君） 

 それでは、追加日程第２、選挙第１号「美作市議会議長選挙について」を行います。 

 選挙の方法は、地方自治法第118条の規定によりますが、投票による方法と指名推選による２つの方法が

ございます。いずれの方法によって選出したらよいかお諮りをいたします。 

 岩江議員。 

１４番（岩江 正行君） 

 指名推選したらいかがと思いますが。 

副議長（内海 健次君） 

 西元議員。 

７番（西元 進一君） 

 指名推選でできるわけはねんじゃから、投票でいったらどうですか。 

副議長（内海 健次君） 

 ただいま投票という発言がありました。 

 地方自治法第118条第２項の規定によって、一人でも異議のある場合は指名推選はできないことになって

おりますので、選挙は投票で行います。 

 それでは、これより投票に入ります。 

 議場の閉鎖を行います。 

〔議場閉鎖〕 

副議長（内海 健次君） 

 ただいまの出席議員は19名です。 

 次に、立会人を指名します。 

 会議規則第31条第２項の規定により、立会人に１番山本雅彦議員、２番則本陽介議員を指名いたします。 

 念のため申し上げます。投票は単記無記名であります。投票用紙に被選挙人の氏名を記入の上、投票を願

います。なお、白票は無効といたします。 

 それでは、ただいまより投票用紙を配付いたします。 

〔投票用紙配付〕 

副議長（内海 健次君） 

 投票用紙の配付漏れはございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

副議長（内海 健次君） 

 配付漏れなしと認めます。 

 投票箱を改めます。 
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〔投票箱点検〕 

副議長（内海 健次君） 

 異状なしと認めます。 

 それでは、点呼により順次投票を行います。 

 これより点呼を命じます。 

 それでは、点呼いたしますので、投票をお願いいたします。 

議会事務局長（鍬先 耕二君） 

 それでは、申し上げます。 

〔点呼・投票〕 

副議長（内海 健次君） 

 投票漏れはございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

副議長（内海 健次君） 

 投票漏れなしと認めます。投票を終了いたします。 

 それでは、開票を行います。 

 １番山本雅彦議員、２番則本陽介議員、開票の立ち会いをお願いいたします。 

〔開  票〕 

副議長（内海 健次君） 

 選挙の結果を報告いたします。 

 投票総数 19票 

 有効投票 18票 

 無効投票 １票 

 有効投票中 

  内海健次議員 11票 

  粟井基雄議員 ７票 

 以上のとおりです。 

 この選挙の法定得票数は4.75票であります。したがいまして、内海議員が議長に当選されました。 

 議場の閉鎖を解きます。 

〔議場開鎖〕 

議長（内海 健次君） 

 ただいま私が議長に当選いたしました。議長職として中立性、尊厳性を保ち、議場の秩序を保持し、議事

の整理、議会の運営に当たります。前道上政男議長と同様に皆様の御理解と御協力を賜りたいと存じます。 

 引き続き議事運営を進めさせていただきます。 

 ただいま私が議長に就任いたしましたことにより副議長が欠員となりましたので、「美作市議会副議長選

挙について」を日程に追加し、追加日程第３として議題とすることにいたします。 

 それでは、議案を配付いたしますので、しばらくお待ちください。 

〔議案書配付〕 

 

    追加日程第３  選挙第２号「美作市議会副議長選挙について」 
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議長（内海 健次君） 

 それでは、追加日程第３、選挙第２号「美作市議会副議長選挙について」を行います。 

 選挙の方法は、地方自治法第118条の規定によりますが、投票による方法と指名推選による２つの方法が

ございます。いずれの方法によって選出をしたらよいかお諮りをいたします。 

 西元議員。 

７番（西元 進一君） 

 投票でいってもらいたいと思います。 

議長（内海 健次君） 

 ただいま投票という発言がありました。 

 地方自治法第118条第２項の規定によって、一人でも異議ある場合は指名推選はできないことになってお

りますので、選挙は投票で行います。 

 それでは、これより投票に入ります。 

 議場の閉鎖を行います。 

〔議場閉鎖〕 

議長（内海 健次君） 

 ただいまの出席議員は19名です。 

 次に、立会人を指名します。 

 会議規則第31条第２項の規定により、立会人に３番萬代師一議員、４番山本重行議員を指名いたします。 

 念のため申し上げます。投票は単記無記名であります。投票用紙に被選挙人の氏名を記入の上、投票をお

願いします。なお、白票は無効といたします。 

 ただいまより投票用紙を配付いたします。 

〔投票用紙配付〕 

議長（内海 健次君） 

 投票用紙の配付漏れはございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 配付漏れなしと認めます。 

 投票箱を改めます。 

〔投票箱点検〕 

議長（内海 健次君） 

 異状なしと認めます。 

 それでは、点呼により順次投票をお願いします。 

 これより点呼を命じます。 

議会事務局長（鍬先 耕二君） 

 それでは、点呼いたしますので、投票をお願いいたします。 

〔点呼・投票〕 

議長（内海 健次君） 

 投票漏れはございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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議長（内海 健次君） 

 投票漏れなしと認めます。投票を終了いたします。 

 それでは、開票を行います。 

 ３番萬代師一議員、４番山本重行議員、開票の立ち会いをお願いいたします。 

〔開  票〕 

議長（内海 健次君） 

 選挙の結果を報告いたします。 

 投票総数 19票 

 有効投票 19票 

 無効投票 ０票 

 有効投票中 

  本城宏道議員 11票 

  安東章治議員 ６票 

  粟井基雄議員 ２票 

 以上のとおりです。 

 この選挙の法定得票数は4.75票であります。したがいまして、本城議員が副議長に当選されました。 

 議場の閉鎖を解きます。 

〔議場開鎖〕 

議長（内海 健次君） 

 ただいま副議長に当選されました本城議員が議場におられますので、会議規則第32条第２項の規定によ

り、当選の告知をいたします。 

 この際、御挨拶をお願いいたします。 

 本城議員。 

副議長（本城 宏道君）〔登壇〕 

 先ほどの選挙におきまして、図らずも副議長に選任されました。残りわずかな期間でございますが、新し

い内海議長のもとで支えながら、議会運営に全力を尽くしてまいりたいと思います。どうぞひとつよろしく

お願いいたします。〔降壇〕 

議長（内海 健次君） 

 これより20分間休憩いたします。 

 休憩中に全員協議会を開催いたしますので、議員控室にお集まりください。 

                                       午前11時15分 休憩 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

                                       午前11時35分 再開 

議長（内海 健次君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 議長、副議長交代によりまして、議席の一部変更が必要になってまいります。よって、追加日程第４「議

席の一部変更について」を日程に追加し、議題としたいと思いますが、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 
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 なしということですので、「議席の一部変更について」を日程に追加し、追加日程第４として議題とする

ことに決定いたしました。 

 

    追加日程第４  議席の一部変更について 

 

議長（内海 健次君） 

 追加日程第４、「議席の一部変更について」を議題といたします。 

 議長、副議長の選挙に伴い議席を変更いたしたいと思います。議席につきましては、申し合わせにより副

議長席を21番、議長席を22番とし、当選回数ごとに年少議員から議席番号の小さい順と決定しております

が、議員が１人欠員となりましたので、８番を空席といたします。 

 議席番号及び氏名を事務局職員に朗読させます。 

議会事務局長（鍬先 耕二君） 

 それでは、議席の変更につきまして朗読をさせていただきます。 

 議席番号21番へ本城宏道副議長、議席番号22番へ内海健次議長、８番を空席といたします。 

 以上でございます。 

議長（内海 健次君） 

 お諮りをいたします。 

 ただいま朗読したとおり議席を変更することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 異議なしと認めます。よって、ただいま朗読したとおり議席を変更することに決定をいたしました。 

 これより議席の変更をしていただきますが、その際には名札を持って移動をお願いいたします。 

 暫時休憩いたします。 

                                       午前11時37分 休憩 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

                                       午前11時37分 再開 

議長（内海 健次君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 議会運営委員会は議長の諮問機関でありますので、美作市議会委員会条例第14条の規定により、本日２月

19日付をもって、副議長より私の委員辞任の許可をいただきました。よって、美作市議会委員会条例第８条

の規定により、「美作市議会運営委員会委員の選任について」を日程に追加し、追加日程第５として議題と

したいと思いますが、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 異議なしということですので、「美作市議会運営委員会委員の選任について」を日程に追加し、追加日程

第５として議題とすることに決定をいたしました。 

 それでは、議案を配付いたしますので、しばらくお待ちください。 

〔議案書配付〕 

 



－14－ 

    追加日程第５  美作市議会運営委員会委員の選任について 

 

議長（内海 健次君） 

 それでは、追加日程第５、「美作市議会運営委員会委員の選任について」を議題といたします。 

 委員会条例第８条の規定により、議長の指名により選任を行います。 

 本城副議長を議会運営委員会委員に選任いたします。 

 なお、総務委員会は道上議員の議員辞職により１名欠員となりますので、御了解ください。 

 続きまして、美作養護老人ホーム組合議会議員でありますが、道上議員の議員辞職に伴い、美作養護老人

ホーム組合規約第６条第３項により、組合議会議員の資格を失われました。また、第７条により、組合議員

に欠損を生じたときは、関係市村の議会は速やかに補欠選挙を行わなければならないとなっております。よ

って、追加日程第６、「美作養護老人ホーム組合議会議員選挙について」を日程に追加し、議題といたした

いと思いますが、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 異議なしということですので、「美作養護老人ホーム組合議会議員選挙について」を日程に追加し、追加

日程第６として議題とすることに決定をいたしました。 

 それでは、議案を配付いたしますので、しばらくお待ちください。 

〔議案書配付〕 

 

    追加日程第６  選挙第３号「美作養護老人ホーム組合議会議員選挙につ 

いて」 

 

議長（内海 健次君） 

 追加日程第６、選挙第３号「美作養護老人ホーム組合議会議員選挙について」を議題といたします。 

 本件につきましては、美作養護老人ホーム組合規約第６条の規定により、関係市村の定数のうち１名は議

長を含めるものとすることから、組合議員の選挙を行いますが、規約により議長という規定になってござい

ますので、私が当選者となることになります。これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 異議なしと認めます。したがって、ただいま指名いたしました当選者を決定し、当選者の告知といたしま

す。 

 

    日程第３  諸般の報告 

 

議長（内海 健次君） 

 日程第３、「諸般の報告」を行います。 

 例月出納検査の結果報告書、平成24年度定期監査結果報告書（第１次）はお手元に配付しております資料

をもって報告にかえます。 

 次に、一部事務組合議会については、美作養護老人ホーム組合議会、勝英衛生施設組合議会、勝英農業共



－15－ 

済事務組合議会、勝田郡老人福祉施設組合議会の４組合議会定例会が行われております。お手元に配付いた

しております資料をもとに報告を行います。 

 最初に、美作養護老人ホーム組合議会、岡﨑正裕議員より報告をいたします。 

 岡﨑議員。 

６番（岡﨑 正裕君） 

 それでは、美作養護老人ホーム組合議会の報告をいたします。 

 去る２月４日月曜日、作東総合支所委員会室において開催されました、平成25年第１回美作養護老人ホー

ム組合議会定例会の報告をいたします。 

 議案は、24年度補正予算３件、25年度当初予算３件でございました。 

 補正では、歳入では、平成24年４月の介護報酬改定による減収及び入所者確定による更正、歳出は個々の

費用の確定による更正でございました。詳細な数字については、配付されました資料にお目通しをいただけ

ればと思います。 

 主な質疑だけを報告させていただきます。 

 議案第４号、平成25年度養護老人ホーム会計予算の質疑では、臨時職員の賃金アップは何％ぐらいになる

のかという質問がございました。答弁として、アップ率については計算していないが、現行日額6,800円を

最低ラインとして、高いほうで七千数百円になるというような答弁でございました。 

 それから、議案第５号、平成25年度特別養護老人ホーム会計予算におきまして、男女を一緒にすることが

できないか、これはショートステイのことなんですが、稼働率が悪くなっているのではないかという質問に

対しまして、ショートステイは緊急避難的な意味合いがあるので、若干の余裕を持って運用するのがベター

ではないかという答弁がございまして、増床は早急にはできないということでございますが、検討は必要で

あるというような答弁でございました。 

 ほかの４議案については質疑はございませんでした。 

 そして、６議案とも全員賛成ということで原案どおり可決をいたしましたので、報告をいたします。 

議長（内海 健次君） 

 御苦労さまでした。 

 続きまして、勝英衛生施設組合議会、尾髙誉久議員より報告をいたします。 

 尾髙議員。 

５番（尾髙 誉久君） 

 去る２月６日に開催されました平成25年第１回勝英衛生施設組合議会定例会について報告をさせていただ

きます。 

 今回の定例会の案件は、議案３件でございました。 

 主な内容といたしましては、議案第１号「勝英し尿処理場滝川苑条例の一部を改正する条例について」

は、地域主権一括法の施行による廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正に伴い、勝英衛生施設組合

に置く技術管理者の資格を定める等のための条例の一部を改正するものです。 

 次に、議案第２号「平成24年度勝英衛生施設組合一般会計歳入歳出補正予算（第２号）」につきまして

は、落雷によるトラックスケール修繕のための補正予算です。 

 最後に、議案第３号「平成25年度勝英衛生施設組合一般会計歳入歳出予算」で、歳入歳出予算の総額は、

歳入歳出それぞれ１億2,020万円とするものです。 

 以上、平成25年第１回勝英衛生施設組合議会定例会の報告といたします。 
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議長（内海 健次君） 

 御苦労さまでした。 

 続きまして、勝英農業共済事務組合議会、絹田和昭議員より報告をいたします。 

 絹田議員。 

１７番（絹田 和昭君） 

 勝英農業共済事務組合議会の報告を行います。 

 先日の２月６日、勝央町役場３階議場において午後１時30分より、平成25年勝英農業共済事務組合議会第

１回定例会が開催されましたので、その概要を報告します。 

 当日は、勝央町の福田弘議員が通院のため欠席でありましたが、定足数に達していましたので開会し、議

事録署名議員には美作市の山本重行議員、それから同じく福島議員を指名し、会期は当日の６日の１日と決

めました。 

 水嶋管理者の挨拶、行政報告を受けた後、直ちに議案の審議に入りました。 

 議案第１号「勝英農業共済事務組合組織条例の一部を改正する条例」については、引用している地方自治

法第158条の第２項及び同条第７項の条項が改正されましたので、それに伴い条例の改正を行ったもので

す。 

 議案第２号「平成25年度果樹共済無事戻しについて」は、平成21年度から23年度までの３カ年の引き受け

た農家の３名が対象となり、総額１万3,069円を支払うのものでありました。 

 議案第３号「特別積立金取崩し額の変更について」は、平成24年度獣害防止施設設置事業に係る助成金の

取り崩し額を533万5,542円から921万2,780円以内に変更するものです。 

 議案第４号「特別積立金取崩しについて」は、平成25年度の獣害防止設置事業に係る助成金の取り崩し額

848万2,522円以内、平成25年度の果樹共済無事戻し金に係る取り崩し額を3,922円以内に設置するものであ

りました。 

 議案第５号「平成25年度勝英農業共済事務組合農業共済事務費の賦課総額及び賦課単価について」は、水

稲、麦、家畜、果樹、畑作物、園芸施設の賦課総額は1,941万3,000円であり、賦課単価については平成24年

度と変更はなしでありました。 

 議案第６号「平成24年度勝英農業共済事務組合農業共済事業会計補正予算（第１号）」については、鳥獣

害防止柵の助成金及び家畜保険料の増額、また建物農機具共済事業推進協議会より繰り入れなどが大きく、

あとは決算見込みにより増減の補正をされていました。 

 議案第７号「平成25年度勝英農業共済事務組合農業共済事業会計予算について」は、平成24年度よりいず

れの共済事業勘定について大きな増減はありませんでしたが、業務勘定において建物農機具共済事業の事務

が平成25年度から勝英地区建物農機具共済事業推進協議会――実務は共済組合がしておったんですが――か

ら岡山県農業共済組合連合会に事務が移管することにより、平成24年度末の現在高の業務引当金等の財産は

清算事務が終了した後、勝英農業共済事務組合が引き受けることになるため、受け取り寄附金として

9,700万円は計上されているため、大幅な増額となっていました。 

 以上、７議案全て全会一致で可決されました。 

 これで勝英農業共済事務組合議会の報告を終わります。 

議長（内海 健次君） 

 御苦労さまでした。 

 ただいまから１時まで休憩をいたします。 
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                                       午前11時55分 休憩 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

                                       午後１時00分 再開 

議長（内海 健次君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 続きまして、勝田郡老人福祉施設組合議会、新免昌和議員より報告をいたします。 

 新免議員。 

１８番（新免 昌和君） 

 お手元に報告書が配付されておりますが、その報告書に補足する立場から発言をさせていただきます。 

 平成25年第１回勝田郡老人福祉施設組合議会の報告でございます。 

 ２月８日午後２時から、養護老人ホーム塩手荘会議室において、平成25年第１回勝田郡老人福祉施設組合

議会が開催されました。 

 「平成24年度勝田郡老人福祉施設組合一般会計補正予算（第２次）について」、「平成25年度勝田郡老人

福祉施設組合一般会計予算について」、「平成25年度勝田郡老人福祉施設組合訪問介護事業所会計予算につ

いて」の３件が上程されました。 

 平成24年度一般会計補正予算（第２次）の内容は、退職手当負担金を支出するため、款民生費、項社会福

祉費、節負担金補助及び交付金を209万6,000円追加し、予備費を209万6,000円減額し、予算額は変わらず２

億766万8,000円とするものです。全員賛成で議決いたしました。 

 平成25年度一般会計予算では、予算総額は１億9,029万2,000円で、前年比78万9,000円の減額となってい

ます。美作市の分担金は、均等割40％、入荘者割60％で、516万3,029円となっています。なお、美作市は旧

勝田町時代に施設建設債務償還金の元金と利息分については一括して組合に納入しているため、維持管理費

のみ賦課されています。美作市から施設に入所しているのは、年平均で17.5人となっています。 

 平成25年度訪問介護事業所会計予算では、予算総額1,754万2,000円で、対前年比301万8,000円の減額とな

っています。特定施設訪問介護事業所は、平成18年10月より当塩手荘において外部サービス利用型特定施設

入居者生活介護及び訪問介護サービス事業所を立ち上げております。県の指導、監査を受けながら処遇計画

に基づいた介護サービス計画を立てて利用契約を結び、実施しております。平成25年１月１日現在、定員

60名のうち、要支援者６名、要介護者31名、計37名であり、27名の方が介護契約をし、介護サービスを利用

されております。今後も入所後に重度化による認定者、要支援、要介護者の方がふえることが予想される

中、さらなる契約増を図り、健全な事業所運営を図ってまいりますとの方針です。 

 以上、平成25年第１回勝田郡老人福祉施設組合議会報告といたします。 

議長（内海 健次君） 

 御苦労さまでした。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

 次に、市長から送付されております議案の送付書につきましては、お手元に配付しておりますのでごらん

ください。 

 

    日程第４  行政報告 

 

議長（内海 健次君） 
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 日程第４、「行政報告」を行います。 

 市長。 

市長（安東 美孝君）〔登壇〕 

 本日、平成25年美作市議会３月定例会を開催をいたしましたところ、議員の皆様方には何かと御多用の

中、御出席をいただきましてまことにありがとうございます。 

 寒風に耐え忍び、早春の気配を漂わせ、今まさに咲かんとする梅の花を見ますと、東日本大震災でいまだ

避難生活を強いられておられる方々への思いをはせるものでございます。あれからもう２年たとうとしてお

ります。被災者の方々が希望を持って冬の合間の太陽の光で心と体を温めていただき、きっとすばらしい春

を迎えてくださるものと祈念するものであります。 

 退任表明をしてからの行政報告でありまして、４年間を振り返っての報告となりますが、御理解をお願い

いたします。 

 美作市のこの４年間を一言であらわしますと、６カ町村から市へと大きく変貌し、持続可能な市政を確立

していくため、議会や自治組織、市民の皆様に理解していただきながら、行政の質と内容を変えていくため

の長い揺籃期であったように感じております。私の市長としての目標は、市民生活の安全・安心・安定であ

り、そしてその土台となる市民経済が成り立つため、賑わいのある田園観光都市の実現でありました。就任

した平成21年は、美作市にとって大変な年でありました。７月には経験をしたことのない竜巻による被害が

発生、そして８月には突然の集中豪雨で予期せぬ大災害に見舞われました。改めて自然の恐ろしさを思い知

らされました。このことによって行政が果たすべき本来の役割を再認識したものでございます。早速全庁を

挙げて災害復旧に当たりながら、災害の備えとして専門職の危機管理監を配置し、市内各地にリアルタイム

で監視できるよう、カメラ、雨量計、水位計を設置いたしました。そして、自助、共助の理念のもとに自主

防災組織の設立、育成に努めてまいりました。 

 女子サッカーは、大きな盛り上がりを見せ、今や美作市の看板となっております。福元、宮間選手などの

活躍によりましてワールドカップで金メダルを獲得し、その後、美作市でのアジア予選キャンプの６日間は

３万人以上の来場があり、10億円以上の経済波及効果があり、大変にぎわいました。昨年はロンドンオリン

ピックで銀メダルを獲得し、これら空前のなでしこブームによって全国に美作市観光の中心でもあります湯

郷温泉を知っていただくことになり、この宣伝効果ははかり知れないものでありました。その上、24年なで

しこリーグにおいては、岡山湯郷Ｂｅｌｌｅが過去最高順位の３位となり、結果を出してくれました。そし

て、全てのホームゲームでの観客動員数が大幅に増加し、今や市の大事な誘客資源となっております。 

 自然が相手の野生動物には悩まされ、さまざまな模索を行ってまいりました。２年前、ツキノワグマが

139頭、大量出没をし、大事件となりました。そのため全国の自治体に呼びかけて、全国クマサミットを開

催し、ツキノワグマの専門家を美作市に招聘しました。一方で、全国から寄せられた熊への寄附により、ど

んぐりの森基金を設け、野生獣対策として広葉樹の植栽などで過疎地の現状のアピール、野生動物との共生

を課題として提起することができたと思っております。袴ヶ仙での植樹祭では悪天候の中、市内外から

300人以上の応援をいただき、地元市民と交流もでき、再生への道がアピールできたものと思います。 

 同時に、イノシシ、鹿を対象として、駆除した獣肉の処理施設の３月末完成を目指しております。この施

設は、安心で安全な獣肉を使ったジビエ料理や鍋料理など、さまざまな料理メニューにつなげ、市の特産と

なるよう活用できるものと信じております。 

 市民生活の足であります公共交通は、大きな変更を余儀なくされました。神姫バスの撤退により美作共同

バスが路線を引き継ぐ形で運行を開始しました。英田バス循環線の有償運送化や勝田地域は民間事業者によ
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るデマンドタクシーの事業化を実施いたしました。ことし４月からは宇野バスの岡山美作線の大幅な減便に

伴い、往復３便、赤磐市と美作市を結ぶ広域路線バスとして運行することとしましたが、まだまだそれから

先の予断は許せません。 

 私の公約であります田園観光都市構想では新たな事業を始めました。 

 １つは、美作市ドリームプランを実現するために私の直轄の部署を新設いたしました。田んぼアートの設

置、ふるさと塾の開講、地元高校生との連携によるむかし倉敷カミナリ祭りの復活や今、吉井川舟唄の復活

による新たな踊りを岡山県議の協力を得て創作をして普及に努めております。最近では、湯郷Ｂｅｌｌｅ展

の開催、そして東日本の復興支援としての喜多方物産展、県外からのＩターン者を対象とした定住促進な

ど、人と人のつながりを重視した取り組みを続けております。 

 ２つ目は、定住促進対策といたしまして、平成23年度に都市圏からの転入を希望される方に一定の期間、

実際に田舎暮らしを体験していただくため、空き家を改修したお試し住宅を梶並地区に整備し、地域の方々

との交流を行っており、定住に向けた準備をしていただいております。さらに、今年度から、３年間ではご

ざいますが、市外から転入し、住宅を取得された方や市民の方が住宅を取得された場合に補助金や奨励金を

交付する制度を設けました。美作市の魅力をＰＲしながら、この制度を活用をしていただき、市外からの転

入促進と市外への転出を抑制し、人口の維持に努めております。 

 ３つ目は、定住政策と兼ねて地域おこし協力隊員を採用し、都市圏から美作市に転入した８名の隊員とそ

の家族が美作市内に移住をしております。英田上山地区では、棚田再生や梅の栽培、地元の祭りの復活、梶

並地区では、山村シェアハウスや間伐材の利活用などに取り組んでおります。地域おこし協力隊は積極的に

市民の方々との触れ合いを図り、その活動がたびたびマスコミにも取り上げられ、全国から注目をされてお

ります。 

 ４つ目は、彩菜みまさか箕面店のオープンでございます。オープン以来、順調に売り上げを伸ばしており

まして、平成23年度では４億円の売上目標に対しまして５億3,000万円を売り上げ、さらに平成24年度の売

り上げは６億円に達するという見込みの報告を受けておりまして、市内の生産農家に収入増をもたらし、農

業再生への道筋ができたと確信をしておるところでございます。 

 次に、市民の安全・安心・安定のための公共施設の建設整備についてでございます。 

 １つは、平成17年度から市内全域を高速通信網でつなぎ、行政情報などの伝達の手段として美作市情報基

盤整備事業を実施いたしました。行政情報を広く市民の皆さんに伝達する手段として、告知放送端末を１万

2,503戸へ接続を完了し、放送を開始、あわせてテレビ放送もアナログ放送から地上デジタル放送に完全移

行することを踏まえ、ケーブルテレビの引き込みを8,280戸を行っております。ケーブルテレビ放送といた

しましては、市民から愛称を募集し、みまちゃんネルとして放送を開始し、ニュースなどの美作情報局、週

の特集としてにぎわいみまちゃんネルを30分番組でありますが、放送をしております。そして、この市議会

中継を見ることができるようになりました。株式会社みまちゃんネルは、本年３月１日に法人化し、新たな

スタートを切ることとなっております。 

 ２つ目に、美作クリーンセンター建設事業では、国から循環型社会形成推進地域計画の承認を受け、各種

の調査業務や生活環境影響調査の公告縦覧等の手続を経て、平成24年度に公募型プロポーザル方式により優

先交渉者を選定し、契約締結の議会承認をいただきました。本年10月より本格的な施設建設工事に入り、平

成26年10月からの本格稼働を目指しております。 

 ３つ目に、消防庁舎についてでありますが、かねてより耐震強度の不足、施設の老朽化や狭隘化に加え、

豪雨時の冠水が課題となっていました。平成23年度に楢原下地内に移転を決定し、昨年10月には建設に着手
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したところであります。ことしの秋には新庁舎が完成し、美作市の防災の拠点として活動を開始するととも

に、市民の皆様にも防災教育の場として活用していただけるものと思っておるところでございます。 

 ４つ目には、上水道事業は、小規模で分散し老朽化している簡易水道施設の統合を行い、安定した水道水

の供給を行うため、平成22年度より大原地域の簡易水道統合整備事業に着手し、本年度完了する予定でござ

います。下水道事業では、勝田地域の集合処理の整備をもって今年度で完了いたします。過去４年間では、

普及率が95％から97％となり、水洗化率におきましては76％から82％となっております。 

 そして、美作岡山道路では平成24年３月に一部区間が開通いたしました。また、鳥取自動車道、姫路鳥取

線でございますが、平成22年には佐用大原間が開通し、本年３月23日には大原西粟倉間が開通し、全線が供

用開始となります。これらによりまして美作市が山陰と山陽を結ぶ交通の結節点になってまいります。 

 次代を担う子どもたちのための施策を充実をさせてまいりました。子育て支援施策として、妊婦健診公費

負担の拡大、大原放課後児童クラブの新築を行いました。乳幼児期の育児支援や発達支援について専門的な

視野をもつ臨床心理士による育児相談を開始しており、子どもたちの健全な成長を支援していきたいと考え

ております。子育て支援に関する制度やさまざまな情報を総合的に提供していくため、新たに子育て支援サ

イト「みますくネット」を立ち上げております。そして、子どもたちを初め多くの市民の皆さんに美作市の

ことを知っていただくため、美作市ＫＩＤＳサイトを立ち上げました。それぞれアクセス件数は増加をして

おります。より一層充実を図ってまいりたいと思います。 

 幼児教育では、多様化するニーズに対応した保育サービスの充実を図るとともに、幼・保一元化の取り組

みとして美作北幼児園の整備を行っております。 

 学校教育では、知徳体のバランスのとれた子どもの育成のため、確かな学力の向上と豊かな心の育成を目

指し、基本的生活習慣の確立や食育、体験活動など、教育環境の充実に努めてまいりました。小・中学校の

耐震化につきましては、計画的に取り組むことができ、平成23年度末をもって全ての小・中学校の耐震化事

業を完了することができました。 

 また、学校、園舎の統廃合につきましては、美作市学校等整備審議会から受けました答申をもとに、教育

委員会において取りまとめた指針に従い、関係者の皆様に御理解を得ることを第一に考えながら取り組んで

まいります。特に、施設の老朽化が目立つ保育園、幼稚園につきましては、耐震化の問題もあり、早急に取

り組まなければならない課題であると認識をしておるところでございます。 

 増加傾向にある発達障がいなど支援を要する児童・生徒に対しては、特別支援員の配置を行ってきたとこ

ろであり、引き続き一人一人を大切にしたきめ細やかな支援を行ってまいります。また、誕生寺支援学校の

分教室の新設についても岡山県と協議を進めておるところでございます。 

 また、今後需要がふえていく高齢者福祉サービスにつきましては、合併以来の懸案でありました特別養護

老人ホームやすらぎ荘の新築移転を行い、指定管理者による民間運営にスムーズに移行することができてお

ります。当初より満床に近い状況での移行で、安定した管理運営ができております。また、盆踊りや秋祭り

など、地域との交流も積極的に取り組んでもらっておるところでございます。 

 高齢化率の上昇とともに、ひとり暮らしの高齢者や高齢者だけの世帯がふえ、介護保険の利用者につきま

しては年々増加をしておりまして、見守りや介護保険サービスの充実が求められております。こうした中、

第４期介護保険事業計画におきまして、小規模多機能型居宅介護事業所１カ所、認知症対応のグループホー

ム１カ所の整備など進んでおります。第５期の今年度におきましては、小規模多機能型居宅介護事業所を開

設、来年度は特別養護老人ホームの建設が美作地域に予定されておるところでございます。そして、不足す

る介護従事者の養成事業としてホームヘルパー２級養成研修に取り組み、４年間で123名が研修を終了して
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おります。 

 また、高齢者を初めとした見守り体制の強化として、従来からの地域等での見守りに加え、高齢者見守り

ネットワーク事業、通称みまさかほっとネットと申しますが、市内の事業者の協力により発足し、相談、通

報の窓口を地域包括支援センターに設置することで早期の対応に取り組んでおります。高齢者が自分らしい

自立した生活ができ、またたとえ介護が必要な状態になっても生きがいを感じながら安心して暮らすことの

できるよう、今後も支援体制の充実を図ってまいりたいと考えております。 

 障がい者の施策につきましては、障がい者が自立した日常生活及び社会生活を営むことができる地域社会

の実現を理念として、障害者基本法に基づき策定をしました美作市障がい者計画並びに障害者自立支援法に

基づく障がい福祉計画を策定しております。障がい者の就労事業所やグループホーム、ケアホームの整備な

どに取り組んだ結果、市内に複数の施設が整備され、目標数値を大きく超える利用となっているところでご

ざいます。これら複雑多様化する福祉相談に対応するため、総合相談係を配置し、相談窓口の一元化による

ワンストップ相談や関係窓口に迅速につなぐなど、相談者の利便性の向上を図ってまいりました。また、災

害時における要援護者の支援対策として、高齢者や障がい者など要援護者の緊急連絡先や日常生活状況など

の情報を管理する要援護者台帳システムを整備いたしております。 

 若い人たちが帰ってくる、都市部からやってくるためには働く場所が必要であります。そのために雇用の

創出拡大、市税収の増、市土地開発公社の債務軽減を図り、美作市独自の企業誘致優遇制度や交通の利便性

をＰＲし、誘致活動を強力に進めておるところでございますし、先ほど申し上げました鳥取姫路、美作岡山

道の開通による交通結節点として大きなメリットが企業誘致にも生じるものと期待をしておるところでござ

います。 

 特に、作東産業団地においては、神機建材株式会社が操業を開始、株式会社横山基礎工事の３号地への立

地調印ができ、さらには企業側の事情により会社名は公表はできませんが、５号地に立地意向の意思を確認

を１社しておるところでございます。順調に立地調印が成立をいたしますと、作東産業団地への立地率が団

地の３分の２に当たりまして、約67％が売却することができます。現在、作東産業団地には日本フィルム工

業株式会社を初めとして６社が操業をしており、株式会社横山基礎工事もことしの５月からの操業開始を目

指して工場の建設を進めておられます。賑わいのある田園観光都市の実現のため、作東産業団地への企業誘

致の活動の推進が不可欠でもあり、雇用の基盤でもあります。就労の促進を図ることにより、人口の流出、

少子・高齢化現象の進行を防止することを最優先に心がけて、優良企業の誘致と雇用の創出拡大に取り組ん

でまいりました。現在の雇用状況は、操業６社で約400名となっておりまして、市民の雇用は団地全体では

６割となっておるところでございます。 

 最後に、行財政改革の具体的な施策であります。岡山大学と構想日本の協力をいただき、事業仕分けに取

り組みました。３年間で５回を開催し、47件について公開で仕分けを行いました。判定結果は、不要または

要改善が39件に上りました。事業仕分けでいただいた仕分け人の意見、考え方を生かして事業の選択と改革

に反映してまいりました。また、事業仕分けでは、700以上にも及ぶ市の全ての事業を台帳化をしておりま

して、これは究極の情報公開に当たるものであり、市のホームページで見ることができるようにしておりま

す。 

 迫りくる交付税の一本算定による28億円の減額につきましては、真庭市、島根県雲南市、広島県安芸高田

市の４市で交付税制度研究会を設置いたしまして、その後、４市長名で総務省に制度変更の要望を提出して

おるところでございます。このことによって交付税の減額が美作市の現状に合った仕組みとなるよう期待を

するものでもございます。 
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 私自身は全身全霊をかけてきました４年間であると思っております。成果もあれば、課題もまだまだあり

ます。次の市長に継続を期待をするものでございます。 

 以上、諸行政の一端を御報告申し上げまして、４年間の行政報告とさせていただきます。御清聴ありがと

うございました。〔降壇〕 

議長（内海 健次君） 

 御苦労さまでした。 

 以上で行政報告を終了いたします。 

 

    日程第５  議会活性化調査特別委員会委員長の報告について 

 

議長（内海 健次君） 

 日程第５、「議会活性化調査特別委員会委員長の報告について」を議題とし、議会活性化調査特別委員会

委員長より報告をしたいとの申し出がありました。 

 お諮りをいたします。 

 本件は申し出のとおり報告を受けることにしたいと思いますが、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 異議なしと認めます。したがって、議会活性化調査特別委員会委員長の報告を受けることに決定いたしま

した。 

 議会活性化調査特別委員長。 

５番（尾髙 誉久君）〔登壇〕 

 議会活性化調査特別委員会調査報告書。 

 本委員会に付託された調査事件について調査の結果を別紙のとおり、会議規則第110条の規定により報告

いたします。 

 平成23年12月定例会において、議員発議により設置されました議会活性化調査特別委員会も平成25年３

月、今定例会を迎えることになりました。今定例会までに特別委員会関連の会議は累計で19回開かれまし

た。市民に真に開かれた議会運営と議員に対する市民の揺るぎない信頼を目指して基本となる協議事項につ

いて、１、議会のあり方について、２、議員報酬について、３、議会運営について、４、情報公開につい

て、５、政務調査費について、６、その他について、この６項目を柱に特別委員会をＡ、Ｂ、Ｃの３グルー

プに分けて意見集約、内容の検討と協議を進めてきました。その中で、議員政治倫理の制定をすることとな

り、平成24年３月定例会において美作市議会議員政治倫理条例を全員賛成で可決いたしました。 

 平成24年４月９日には、全国市議会議長会法制参事本橋謙治氏を講師に招き、「地方議会の活性化の現状

と課題」をテーマに講演をしていただきました。この講演を参考にしながら、基本６項目について各グルー

プ会を開催し、67項目にわたる詳細な内容について活発な意見と議論を重ねてまいりました。 

 また、委員の中から、市民の側から見れば議会の仕事、議員の仕事の内容、議会に対する要望とかさまざ

まな意見があると思うので、市民アンケート調査を試みてはどうかとの意見が多数あり、実施することを決

めました。調査内容につきましては、プロジェクトチームを組織し、正副委員長を初め各グループの座長、

書記を含めて８名で構成し、15問のアンケートを平成24年10月22日に1,000人を対象に実施いたしました。 

 1,000人のうち503名から回答があり、男性233人で46％、女性268人で53％でありました。アンケート内容
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のうち、美作議会に関心がありますかの問いには、あるが180人で36％、少しあるが204人で40％、ないが

109人で22％、美作市議会の会議等を見たことがありますかの問いに対して、みまちゃんネルで見たことが

ある、また議場で見たことがある、議場でもみまちゃんネルでも見たことがあるを合わせて267人で53％

で、見たことがないが226人で45％でございました。市民の声が市議会に反映されていると思いますかの問

いに対して、思わないが250人で50％、やや思うが119人で24％、わからないが110人で22％でした。市議会

議員の報酬についての問いには、多過ぎると思うが303人で60％、適当だと思うは122人で24％でした。 

 以上のような市民アンケート調査結果報告を平成25年１月末に市民の皆様に配布いたしました。 

 今定例会での報告をもちまして、議会活性化調査特別委員会委員長の最終報告といたします。〔降壇〕 

議長（内海 健次君） 

 御苦労さまでした。 

 議会活性化調査特別委員会委員長の報告は終わりました。 

 議会活性化調査特別委員会は、議員全員で構成され調査を行っておりますので、質疑はないものと思いま

す。よって、議会活性化調査特別委員長報告に対する質疑を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ご

ざいませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 異議なしと認めます。 

 なお、ただいまの議会活性化調査特別委員会委員長報告において、委員会で調査中の事件について調査終

了の報告がありました。よって、議会活性化調査特別委員会の調査は終了いたしました。 

 

    日程第６  美作クリーンセンター建設特別委員会委員長の報告について 

 

議長（内海 健次君） 

 日程第６、「美作クリーンセンター建設特別委員会委員長の報告について」を議題とし、美作クリーンセ

ンター建設特別委員会委員長より報告をしたいとの申し出があります。 

 お諮りをいたします。 

 本件は申し出のとおり報告を受けることにしたいと思います。御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 異議なしと認めます。したがって、美作クリーンセンター建設特別委員会委員長の報告を受けることに決

定しました。 

 美作クリーンセンター建設特別委員長。 

１８番（新免 昌和君）〔登壇〕 

 ただいま委員長報告の許可をいただきましたので、ただいまから委員会調査最終報告を行わせていただき

ます。 

 本委員会に付託された調査事件については、お手元に資料として会議の経過を配付をいたしております。

会議規則第110条の規定により報告をいたします。 

 まず、御承知のとおり、美作市議会議員の任期が2013年４月23日までであることから、任期満了により今

期市議会議員の取り組み全てが終了することになります。美作クリーンセンター建設特別委員会も美作クリ
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ーンセンター建設は平たん地造成工事が１月30日現在、80％以上の工程進行中であり、エネルギー回収施

設、焼却炉、マテリアルリサイクル推進施設建設については、現在実施設計が行われ、４月以降にでき上が

る予定の段階でありますが、委員会に課せられた全ての責務が任期満了となり終了しますので、最終報告と

いたします。 

 2009年１月、津山・英田圏域資源循環施設組合設立議案を美作市議会が全会一致で否決しました。このた

め、津山ブロックごみ処理広域化対策協議会を脱退させられて以来、市は国、県の指導も受け、単独でのご

み処理施設の建設を認めることになり、施設設置計画の作成が取り組まれてきました。こうした市の取り組

みの中、美作市議会の任期満了に基づき、４月に改選が行われ、新たに出発した美作市議会は、2009年10月

６日に仮称美作クリーンセンター建設特別委員会を立ち上げ、施設建設予定地周辺地域住民の理解及び合

意、焼却灰等の焼却残渣の処分のあり方及び最終処分場、大型施設建設にかかわり、経済性や行政の公平性

の確保等の課題をクリアし、市民の日常の生活に安全と安心を確保するため、先進施設、焼却炉の方式、焼

却灰の処理方式等の視察を初め、美作クリーンセンター建設特別委員会を26回開催し、市民の目線から施設

の建設費用を監視し、かつ円滑な推進に資するため取り組んでまいりました。 

 委員会からの方向性の提示は、質疑、議論を通じて行っていますが、文書での要請は行ってはいません。

その委員会が示したものとして、事業推進では周辺地域に負荷をできる限りかけないこと、市民の安心・安

全確保のためのコストは惜しまないこと、具体的な取り組みとして行政と地域住民の合意形成への努力、焼

却炉はストーカー方式が望ましいこと、焼却灰は灰溶融による自己完結型を基本とするが、費用対効果の検

討、タイムスケジュールの検討を行うこと、処理して再利用ができるようにすることを考慮すること、排ガ

ス処理は最燃焼方式の採用などの高温処理による環境に負荷の少ない対応をすること、施設の維持管理にか

かわるランニングコストなどの研究に力を入れるなどがあります。 

 当局は市民生活における一般廃棄物に関しての現状と将来の展望を踏まえ、一般廃棄物処理基本計画、地

域計画を策定し、国の内示を受け、施設設置位置の選定、市民が排出する一般廃棄物の量の設定、じんあい

焼却による排気ガスや焼却灰処分等にかかわる国が定める環境基準を踏まえ、その水準を上回る独自の規制

値の設定で対応してきています。その内容は、市民の安全確保ができる規制値水準であることが特別委員会

の質疑や議論を通じ確認されています。 

 2011年に実施された生活環境影響調査結果に関し、公開縦覧が行われ、意見書は250人から505件寄せら

れ、委員会はその意見と当局の回答の報告を受け、市民の意見の内容と当局の見解を把握し、より安全な施

設環境への対策を特別委員会としては検討してきました。 

 今日まで12回の中間報告をしてまいりました。これまでの美作クリーンセンター建設特別委員会で議論さ

れた方向性を提示した要点を報告し、長期にわたる取り組みに御協力と御理解をいただいたことを感謝し、

最終報告といたします。〔降壇〕 

議長（内海 健次君） 

 御苦労さまでした。 

 美作クリーンセンター建設特別委員会委員長の報告が終わりました。 

 これより美作クリーンセンター建設特別委員会委員長に対する質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 ないようですので、質疑を終了いたします。 
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 ただいまの美作クリーンセンター建設特別委員会委員長報告において、委員会で調査中の事件について調

査終了の報告がありました。よって、美作クリーンセンター建設特別委員会の調査は終了いたしました。 

 ただいまから10分間休憩いたします。 

                                       午後１時53分 休憩 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

                                       午後２時03分 再開 

議長（内海 健次君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 １番山本雅彦議員が通院のため一時退席であります。 

 休憩中に議会運営委員会を開催いたしておりますので、議会運営委員長より報告をお願いいたします。 

 議会運営委員長。 

１８番（新免 昌和君）〔登壇〕 

 ただいまから議会運営委員会の委員長報告を行います。 

 先ほど議員控室において、議長、委員、市長、副市長、担当部長出席のもと、議会運営委員会を開催いた

しました。今定例会に議員から議案を提出したい旨の申し入れがあり、協議いたしましたので、その結果を

報告いたします。 

 新たな追加議案は、発議第１号「美作市議会委員会条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例につ

いて」、発議第２号「美作市議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例について」、発議第

３号「予算審査特別委員会設置について」の３件であります。この発議は議会運営委員会で発議いたしま

す。各委員長報告後に追加し、議案上程の後、質疑、討論、採決といたします。 

 以上、議会運営委員会の委員長報告といたします。〔降壇〕 

議長（内海 健次君） 

 御苦労さまでした。 

 ただいま議会運営委員長の報告がありましたように、発議第１号「美作市議会委員会条例の一部を改正す

る条例の一部を改正する条例について」、発議第２号「美作市議会政務調査費の交付に関する条例の一部を

改正する条例について」、発議第３号「予算審査特別委員会設置について」を日程に追加し、追加日程第

７、追加日程第８、追加日程第９として議題といたしたいと思いますが、御異議ございませんでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 異議なしと認めます。発議第１号「美作市議会委員会条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例に

ついて」、発議第２号「美作市議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例について」、発議

第３号「予算審査特別委員会設置について」を日程に追加し、追加日程第７、追加日程第８、追加日程第９

として議題とすることに決定いたしました。 

 これより議案を配付いたしますので、しばらくお待ちください。 

〔議案書配付〕 

 

    追加日程第７  発議第１号「美作市議会委員会条例の一部を改正する条 

例の一部を改正する条例について」 
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議長（内海 健次君） 

 それでは、追加日程第７、発議第１号「美作市議会委員会条例の一部を改正する条例の一部を改正する条

例について」を議題とし、提案者の説明を求めます。 

 議会運営委員長。 

１８番（新免 昌和君）〔登壇〕 

 ただいま上程になりました発議第１号「美作市議会委員会条例の一部を改正する条例の一部を改正する条

例について」。 

〔以下朗読〕 

 以上。〔降壇〕 

議長（内海 健次君） 

 御苦労さまでした。 

 提案説明が終わりました。 

 これより質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 ないようですので、質疑を終了いたします。 

 これより討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 ないようでございますので、討論を終結し、これより採決を行います。 

 追加日程第７、発議第１号「美作市議会委員会条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例につい

て」、本案に賛成の方の起立を求めます。 

〔起立全員〕 

議長（内海 健次君） 

 全員賛成。よって、発議第１号は原案のとおり可決されました。 

 

    追加日程第８  発議第２号「美作市議会政務調査費の交付に関する条例 

の一部を改正する条例について」 

 

議長（内海 健次君） 

 続きまして、追加日程第８、発議第２号「美作市議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条

例について」を議題とし、提案者の説明を求めます。 

 議会運営委員長。 

１８番（新免 昌和君）〔登壇〕 

 発議第２号「美作市議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例について」。 

〔以下朗読〕 

 お手元に別表の資料が配付をされておりますので、お読みいただきたいと思います。 
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 以上、説明をいたします。〔降壇〕 

議長（内海 健次君） 

 御苦労さまでした。 

 提案説明が終わりました。 

 これより質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 ないようですので、質疑を終了いたします。 

 これより討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 ないようでございますので、討論を終結し、これより採決を行います。 

 追加日程第８、発議第２号「美作市議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例につい

て」、本案に賛成の方の起立を求めます。 

〔起立全員〕 

議長（内海 健次君） 

 全員賛成。よって、発議第２号は原案のとおり可決されました。 

 

    追加日程第９  発議第３号「予算審査特別委員会設置について」 

 

議長（内海 健次君） 

 続きまして、追加日程第９、発議第３号「予算審査特別委員会設置について」を議題とし、提案者の説明

を求めます。 

 議会運営委員長。 

１８番（新免 昌和君）〔登壇〕 

 発議第３号「予算審査特別委員会設置について」。 

〔以下朗読〕 

 以上です。〔降壇〕 

議長（内海 健次君） 

 御苦労さまでした。 

 提案説明が終わりました。 

 これより質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 ないようですので、質疑を終了いたします。 

 これより討論を行います。 
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 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 ないようでございますので、討論を終結し、これより採決を行います。 

 追加日程第９、発議第３号「予算審査特別委員会設置について」、本案に賛成の方の起立を求めます。 

〔起立全員〕 

議長（内海 健次君） 

 全員賛成。よって、発議第３号は原案のとおり可決されました。 

 ただいま設置されました予算審査特別委員会につきましては、委員の定数が21名となっておりますので、

議員全員となります。 

 続きまして、委員長、副委員長の選任ですが、委員の構成が議員全員ということですので、本日、議会終

了後に予算審査特別委員会を開催し、委員長、副委員長を決定したいと思います。これに御異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 異議なしと認めます。それでは、予算審査特別委員会を本日、議会終了後に開催いたします。委員長、副

委員長につきましては、後日報告をいたします。 

 

    日程第 ７  報告第 １号「専決処分の報告について（和解及び損害賠 

償額の決定）」 

    日程第 ８  議案第 １号「美作クリーンセンター造成等工事請負変更 

契約の締結について」 

    日程第 ９  議案第 ２号「住民基本台帳法等の改正に伴う関係条例の 

整理に関する条例の制定について」 

議案第 ３号「美作市営バス有償運送に関する条例の一部

を改正する条例について」 

議案第 ４号「美作市職員の育児休業等に関する条例の一

部を改正する条例について」 

議案第 ５号「美作市特別職の職員で非常勤のものの報酬

及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例につい

て」 

議案第 ６号「美作市債権管理に関する条例の制定につい

て」 

議案第 ７号「美作市立幼児園に関する条例の一部を改正

する条例について」 

議案第 ８号「美作市高齢者福祉施設設置及び管理に関す

る条例の制定について」 

議案第 ９号「美作市農村高齢者交流施設「三友荘」設置

及び管理に関する条例の制定について」 
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議案第１０号「美作市介護予防支援通所センター設置及び

管理に関する条例の制定について」 

議案第１１号「美作市介護保険条例の一部を改正する条例

について」 

議案第１２号「美作市指定地域密着型サービスの事業の人

員、設備及び運営に関する基準を定める条例の制定につい

て」 

議案第１３号「美作市指定地域密着型介護予防サービスの

事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防

サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関

する基準を定める条例の制定について」 

議案第１４号「美作市新型インフルエンザ等対策本部条例

の制定について」 

議案第１５号「美作市獣肉処理施設設置及び管理に関する

条例の制定について」 

議案第１６号「美作市企業立地促進条例の一部を改正する

条例について」 

議案第１７号「大芦高原国際交流の村設置及び管理に関す

る条例の一部を改正する条例について」 

議案第１８号「能登香の里小房リゾート施設設置及び管理

に関する条例の一部を改正する条例について」 

議案第１９号「美作市トム・ソーヤー冒険村設置及び管理

に関する条例の一部を改正する条例について」 

議案第２０号「美作市東粟倉ふれあいセンターの指定管理

者の指定について」 

議案第２１号「美作市放課後児童健全育成事業施設の指定

管理者の指定について」 

議案第２２号「美作市高齢者生活福祉センターの指定管理

者の指定について」 

議案第２３号「美作市英愛センターの指定管理者の指定に

ついて」 

議案第２４号「美作市コスモス苑の指定管理者の指定につ

いて」 

議案第２５号「美作市作東老人福祉センターの指定管理者

の指定について」 

議案第２６号「美作市高齢者福祉センター「やまゆり苑」

の指定管理者の指定について」 

議案第２７号「美作市大原居宅サービスセンターの指定管

理者の指定について」 
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議案第２８号「美作市いきいきゆうゆうの里地域福祉セン

ターの指定管理者の指定について」 

議案第２９号「美作市いきいきゆうゆうの里世代交流多目

的ホール・多目的運動広場・遊歩自然公園の指定管理者の

指定について」 

議案第３０号「山の学校の指定管理者の指定について」 

議案第３１号「作東吉野きんちゃい館の指定管理者の指定

について」 

議案第３２号「美作市都市農村交流促進施設「彩菜みまさ

か」の指定管理者の指定について」 

議案第３３号「美作市湯郷駐車場の指定管理者の指定につ

いて」 

議案第３４号「大芦高原キャンプ場の指定管理者の指定に

ついて」 

議案第３５号「美作市トム・ソーヤー冒険村の指定管理者

の指定について」 

議案第３６号「美作市ベルピール自然公園の指定管理者の

指定について」 

議案第３７号「能登香の里小房の指定管理者の指定につい

て」 

議案第３８号「作東バレンタインホテルの指定管理者の指

定について」 

議案第３９号「市道路線の廃止及び認定について」 

議案第４０号「美作市内の辺地に係る総合整備計画の策定

について」 

    日程第１０  議案第４２号「平成２４年度美作市一般会計補正予算（第 

８号）」 

議案第４２号「平成２４年度美作市国民健康保険特別会計

補正予算（第２号）」 

議案第４３号「平成２４年度美作市介護保険特別会計補正

予算（第２号）」 

議案第４４号「平成２４年度美作市簡易水道特別会計補正

予算（第２号）」 

議案第４５号「平成２４年度美作市土地取得特別会計補正

予算（第１号）」 

議案第４６号「平成２４年度美作市住宅新築資金等貸付事

業特別会計補正予算（第２号）」 

議案第４７号「平成２４年度美作市公園墓地事業特別会計

補正予算（第１号）」 



－31－ 

議案第４８号「平成２４年度美作市都市と農村の交流施設

特別会計補正予算（第１号）」 

議案第４９号「平成２４年度美作市老人保健施設事業特別

会計補正予算（第２号）」 

議案第５０号「平成２４年度矢田茂・原田政次郎・福田五

男奨学基金特別会計補正予算（第１号）」 

議案第５１号「平成２４年度美作市武蔵の里特別会計補正

予算（第２号）」 

議案第５２号「平成２４年度美作市後期高齢者医療特別会

計補正予算（第１号）」 

議案第５３号「平成２４年度美作市愛の村パーク特別会計

補正予算（第１号）」 

議案第５４号「平成２４年度美作市水道事業会計補正予算

（第２号）」 

議案第５５号「平成２４年度美作市下水道事業会計補正予

算（第１号）」 

    日程第１１  議案第５６号「平成２５年度美作市一般会計予算」 

議案第５７号「平成２５年度美作市国民健康保険特別会計

予算」 

議案第５８号「平成２５年度美作市介護保険特別会計予

算」 

議案第５９号「平成２５年度美作市簡易水道特別会計予

算」 

議案第６０号「平成２５年度美作市土地取得特別会計予

算」 

議案第６１号「平成２５年度美作市住宅新築資金等貸付事

業特別会計予算」 

議案第６２号「平成２５年度美作市公園墓地事業特別会計

予算」 

議案第６３号「平成２５年度美作市都市と農村の交流施設

特別会計予算」 

議案第６４号「平成２５年度美作市老人保健施設事業特別

会計予算」 

議案第６５号「平成２５年度矢田茂・原田政次郎・福田五

男奨学基金特別会計予算」 

議案第６６号「平成２５年度美作市武蔵の里特別会計予

算」 

議案第６７号「平成２５年度美作市後期高齢者医療特別会

計予算」 
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議案第６８号「平成２５年度美作市愛の村パーク特別会計

予算」 

議案第６９号「平成２５年度美作市水道事業会計予算」 

議案第７０号「平成２５年度美作市病院事業会計予算」 

議案第７１号「平成２５年度美作市下水道事業会計予算」 

 

議長（内海 健次君） 

 日程第７、報告１件、日程第８、議案１件、日程第９、議案39件、日程第10、議案15件、日程第11、議案

16件、報告第１号、議案第１号から議案第71号を一括議題といたします。 

 なお、日程第７、日程第８につきましては、議会運営委員長の報告にありましたように即決案件となって

おりますので、提案説明の後、質疑、討論、採決といたします。 

 それでは、日程第７、報告第１号「専決処分の報告について（和解及び損害賠償額の決定）」、市長より

報告を求めます。 

 市長。 

市長（安東 美孝君）〔登壇〕 

 それでは、ただいま上程されました報告第１号「専決処分の報告について（和解及び損害賠償額の決

定）」を御報告申し上げます。 

 この報告につきましては、地方自治法第180条第１項の規定により、議会において指定している事項につ

いて別紙のとおり専決処分をしましたので、同条第２項の規定により報告するものでございます。 

 それでは、報告書を読み上げさせていただきます。 

〔以下朗読〕 

 以上、報告とさせていただきます。〔降壇〕 

議長（内海 健次君） 

 この件につきましては、全員協議会において執行部より報告を受けておりますので、質疑は行いません。 

 以上で報告第１号を終わります。 

 続きまして、日程第８、議案第１号「美作クリーンセンター造成等工事請負変更契約の締結について」、

市長より提案説明を求めます。 

 市長。 

市長（安東 美孝君）〔登壇〕 

 それでは、ただいま上程されました議案第１号「美作クリーンセンター造成等工事請負変更契約の締結に

ついて」、御説明申し上げます。 

 美作クリーンセンター造成等工事は平成24年５月８日の臨時議会において工事請負契約の御承認をいただ

き、同日より工事着手いたしました。工事の実施に当たりまして、立木伐採量の増量、それに伴う産業廃棄

物処理の増量や工事敷地内にある建物の切り取りや隣接する倉庫については、造成地からの排水路設置の支

障になることと、地域からの要望にもある広場整備の用地にするため、解体撤去することにいたしました。 

 また、盛り土部分や切り土部分は当初設計では植生工や客土吹きつけを予定しておりましたが、土壌硬度

判定結果などによりまして、当初工法では崩壊のおそれがある箇所があるため、簡易のり枠と植生基材吹き

つけや植生マットなどに変更をいたします。 

 以上、主な理由により工事内容の変更や工事量がふえたため、当初請負金額４億9,140万円を５億3,550万
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円に変更するものでございます。金額はいずれも税込みでございます。 

 以上、詳細につきましては、担当部長より補足説明をさせていただきますので、御審議のほどよろしくお

願いを申し上げます。〔降壇〕 

議長（内海 健次君） 

 クリーンセンター建設担当部長。 

クリーンセンター建設担当部長（石田  薫君）〔登壇〕 

 美作クリーンセンター造成等工事請負変更契約の締結について、補足説明をさせていただきます。 

 工事変更の内容は、大きなものとして３点でございます。 

 まず１点目は、造成工事に伴う立木の伐採、除根の廃棄物としての搬出処理量についてでございます。こ

れは立木の枝葉の量が当初想定より異常に多く、立木材の搬出処分量が増加したものでございます。 

 ２点目は、市道沿いに所在いたします建物の切り取り補修と解体処分によるものでございます。事務所形

態の建物につきましては、北西方向の一部が道路境界に接していたため、大型暗渠排水を道路方向に迂回さ

せておりましたが、当初契約締結に伴う臨時議会におきまして、岩江議員のほうより、市道交通の安全確保

を推進するため、将来歩道を設置することも考慮して水路の設置を実施をしてはという貴重な御意見をいた

だきました。実施検討の結果、建物の一部を切り取り補修し、建物と市道との離隔を確保するとともに、排

水路を直線的に配置することで通水の阻害の懸念も解消いたしました。 

 ３点目は、のり面工法の変更でございます。当初設計では数カ所のボーリング調査によりまして、土砂、

岩等の堆積層を把握いたしまして、掘削工とのり面工の設計を実施いたしましたが、施工前は造成地の全面

が樹木に覆われた森林でございまして、のり面の植生保護工を検討する資料が乏しく、土質区分等により種

子吹きつけ、客土吹きつけ、植生基材吹きつけを予定しておりました。工事の進捗に伴い、施工のり面等の

調査が可能となりまして、土壌硬度判定の実施や整形のり面の状況の検討を行い、当初工法では搬入路の一

部でのり面表面の崩落のおそれがあるなど、施設の安全のため、簡易のり枠工法、植生基材吹きつけ工法や

植生マット張り工法などへ変更することとなりました。 

 これらにより、変更契約金額は税込み価格で５億3,550万円となり、4,410万円の増額となりました。 

 以上、議案につきましての補足説明とさせていただきます。御審議のほど、よろしくお願いいたします。

〔降壇〕 

議長（内海 健次君） 

 提案説明が終わりました。 

 これより質疑、討論、採決に入ります。 

 まず、質疑はございませんでしょうか。 

 西元議員。 

７番（西元 進一君） 

 反対するものではないんですが、4,410万円という数字というのは変更契約としてはかなり大きいという

ふうに私は思うんです。これのちょっと内訳を教えてほしいというのは、伐採工事に伴ういわゆる変更とい

うことがあるみたいですから、それが大体どれくらいか。 

 それから、建物をめぐんですか、調整するんですか、そういうことについてはどういう工法でどういうふ

うになって、どの程度の金額か。 

 それから、歩道についても岩江議員が言われたからの、どうのこうのというて言われようるけど、どなた

が言われようとどういうふうな格好になろうとせにゃあいけんものはせにゃあいけんし、それからせえでえ
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えものはせえでもええというふうに思えて。 

 のり面工法というのはどこにのり面が、かなりのり面は私も見ておりますが、のり面があるみたいです。

その辺での工法的なことからいうと、あれは最初の計画の段階でのり面というのはあったはずなんです。そ

れが大きく変更されて、金額としてはどの程度かということを教えてください。 

議長（内海 健次君） 

 クリーンセンター建設担当部長。 

クリーンセンター建設担当部長（石田  薫君） 

 まず、のり面工法でございますが、当初の考え方でございます。先ほども申し上げましたが、これは土木

工事、切り土工・斜面安定工指針の判定フローシートというものが設計時にございます。その判定フローシ

ートにより当初は設計をいたしております。それから、最終的な変更でございますが、先ほども申し上げま

したが、当初は木がずっと生えておりますから、ボーリング調査では大体の岩がこの辺に出るんじゃないか

というような想定はしとるんですが、実際に工事の進捗をし出しますと、切り土とか盛り土とかがわかって

きます。それを土壌硬度判定ということで…… 

〔７番西元進一君「もう一回」と呼ぶ〕 

 土壌硬度判定です。で、判定をいたしましてやりました。 

 それで、金額でございますが、約でございますが、伐採関係で約1,200万円前後、それから事務所等で

900万円程度、それからのり面工等で1,000万円程度、その他でございます。 

議長（内海 健次君） 

 西元議員。 

７番（西元 進一君） 

 判定フローシートとかというて難しいことを言われて、私らを煙に巻いとんですが、その点ではもう少し

石田部長さんですから、わかったことをちゃんと言うてください。 

 それから、少なくともこういう変更に対して提案される場合には、大枠がもう決まっとるわけですから、

その上に議会に対して4,000万円も5,000万円も変更させてくださいということなんで、そういう点ではあな

たたちが提案した最初の提案がどうだったかという問題をちゃんと説明して、その上に立って変更をされに

ゃあならんと。そういう変更に対してはこういうものとこういうものとこういうものがちゃんとあって、そ

ういうものがどうしても変更せにゃあならんと。で、議会の承認が要るんだということをちゃんと教えても

らわんと、せっかく当初予算で、もめながらじゃないけど、実際にはかなりの研究をされた結果に対して私

たちが賛成しとるわけですから、そういう点ではきちっとした説明、きちっとした工法に対する判定、それ

で自分たちの設計が本当に今まで議会に対して、あるいは市民に対して提案されたものが正しいものであり

ながらも変更せにゃあならんということをちゃんともう一度できたら説明をしてください。 

議長（内海 健次君） 

 クリーンセンター建設担当部長。 

クリーンセンター建設担当部長（石田  薫君） 

 まず、伐採の関係ですが、これは岡山県土木工事標準設計基準書というものがございまして、それをもと

に当初設計はしとるわけですが、どうしても山の木ですから、最初はどのくらいだろうという想定をしま

す。それで、今回の山の木は、密と密でないという基準があるんですけど、密、いわゆるいっぱい生えとる

という積算をしております。それで、当初は15センチぐらいな木が８メーターぐらいの木が枝があるだろう

という想定をしとったんですが、先ほど一番最初に言いましたが、枝葉とかいろんなものが多いかったとい
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うことで今回の変更になっておりまして、それで積算基準書におきましても、実施をすると枝葉の数や木の

太さ等が違いがあることが多いと、だからこれらの数量については処分後の実績によるマニフェスト、要す

るに処分するとマニフェストが出てくるわけですが、それによって変更するようにという歩掛かりになって

おります。だから、最初の想定が少し少なかったかもしれませんけど、実際のもので変更をいたしておりま

す。 

議長（内海 健次君） 

 西元議員。 

７番（西元 進一君） 

 それでいいです。それで、私が言いたいのは、少なくとも１割からの変更ですから、そういう点では10分

の１ですから、だからそういう点ではちゃんとした計画のもとにやった上での変更なんだという、やっぱり

細心の注意ということが必要なんで、そういう点では今後もあることかもしれませんから、そういう点では

ちゃんとした説明、あるいはちゃんとした根拠を示しながらやってもらえるようによろしくお願いしたいと

思います。よろしゅうお願いします。 

議長（内海 健次君） 

 次、質疑。 

 岩江議員。 

１４番（岩江 正行君） 

 ちょっと部長、尋ねるんじゃけど。これ伐採するときに、立木調査をしたわな。調査費は含んどんじゃろ

う、お金を。含んでねえんか、ただでしてもろうたんかな、これ。この辺のところ、１点。 

 それから、ある建設会社の事務所があったわけですね。わし、あんたが今言うたように指摘しました。の

り面に建物の一画が入っとるじゃねえかということを説明しました、質問しました。それが途中となか、あ

の工事かかってから、かかっとるとこだけじゃろう思うんじゃけど、こういうふうにかぎにまたやり直した

んじゃな。あれは誰がしたんかな。あらから潰すんだったら、あがんこともせえでもええのに思うちゃるん

じゃけど。 

 それと、やっぱし盛り土、切り土にしてみたって、これボーリング調査しとんでしょう。ボーリング調査

は何カ所したんかな。それと、ボーリング調査したら、ここがやわらかいとか、吹きつけの芝だけでもつん

かもたんかぐらいなことはわかるん、これ。常識なんじゃ、これ。ボーリング調査はしとるわ、お金を出い

て立木調査までしてもろうてしとるし、したらこれちょっと疑問じゃ、この補正というのは。何もわしらが

見ることはねえ、そんな立木調査したもんでもあるし、お金を払うとんだったら、おまえとこの責任じゃと

いうて言うたらいいんじゃねえですか、これ。そうでしょうがな。一番当初のときに、これ言うとんよ。後

から、この締結のときに、補正予算は出りゃあへんじゃろうなというたら、ありませんというようなうにゃ

むにゃと口を濁した言葉をわし聞いたことがあるん。それが特別委員会も本気でやってくれたんじゃろうけ

ど、１割高やな、１割からのこういうようなやつがあるというのはちょっと解せん。 

 それと、大体山を掃除する人、今チップ切る人じゃな、チップ切る人だったら、１反だったら大体

3,000円ぐらいをくれるわけよ、１反で。うちらのはお金を出してしてもらいよんよ、これ。恐らくこっち

から、わしもあそこのとこは津山へ行くのに今あの道ばっかし通るんです。429号よくなったから。なった

ら、成木のこういうような柱を取れるような木がたくさんあったんじゃ。これらも皆中間処理場へ持ってい

ってごみにしてしもうたんか、その伝票はどのくらいのもんが出たんか、それちょっと教えてもらやあ、数

字を。恐らく中間処理場へ持っていったら、そこら辺の今公共事業で仕事を皆受けますわな、業者が。受け
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たら、ほんなら舗装のがらがこんだけ出ましたというやつは、ほんならたかのへ持っていった。ほんなら、

そのまつもとコーポレーションへ持っていった、それから北部砕石へ持っていったという、伝票が皆もらえ

るんよ。それを計算のときにそれをつけ足してくるんよ、こんだけ持ってきましたよという。 

 これをわしちょっと疑問に思うんじゃけど、お金になるような木、１立米が、運び賃も要るけど、あれが

ヒノキとして立米が9,000円だったら、何立米ぐらいあったんか、それ。立木調査したんなら、そのくらい

の計算出とるじゃろう。立木調査しとんだったら、どのくらいな、こういうような木が何立米出たら何トン

出たんじゃという調査結果というものはあるはずなんよ。それから設計組むんじゃろう思うんじゃ、わし。

処分してくださいというて、全部普通だったらほとんどただのような形の中でできるやつが、今言ようる余

りやいやいというて言うたっていけんじゃろう思うて黙っとったんよ。そしたら、今ごろになってからの補

正じゃというて、ばかげたことも大概にしてくれにゃいけんぞ。 

〔市長安東美孝君「違う」と呼ぶ〕 

 違やへんがな、これ、絶対に。ほんなら、その違う言われるんだったら、その説明をきちっとちょっとし

てください。 

議長（内海 健次君） 

 市長。 

市長（安東 美孝君） 

 岩江議員の御質問の中で、質問の根底の部分が大きく違う部分があるんで、ちょっと横で言うたら、違う

んかというてどなられますけど。 

 まず、立木調査は行っておりません。工事をやるときに全ての立木調査までをやり切ってやる工事はござ

いません。おおむね山の状況を見ながら、いわゆる疎とか密とかという判定の中で設計を行ってまいりま

す。そういった意味での調査しかやっておりませんから、切った木は基本的には産業廃棄物です。産業廃棄

物の処理はきちっと処理を処理場において処理をしなければなりませんから、岩江議員、十分御承知だろう

と思いますが、産廃業者が処理したときに受け入れるマニフェストに基づいて、その数量については発注者

が保証しなければならないことになっております。ですから、実際のかかった量において、設計で例えば

10トンと設計しておりましても、マニフェストが５トンでしたら、５トンしか出しません。マニフェストの

量に基づいて変更を加えるのが産業廃棄物のほうでとり行っておる方法でございます。立木調査は行ってお

りません。 

 それから、ボーリング調査でございますが、ボーリング調査も例えば人間の体でやる、私やりましたけ

ど、ＣＴがやるように隅から隅までの調査はできません。何カ所かをボーリングをかけて、４カ所ボーリン

グ調査をかけて、おおむね岩盤とか土質等の調査を行いまして、工事を行っていく中で、安全と見ればあえ

て工法変更はいたしませんが、掘削をした結果にはのり面には泥が出たり、もっと簡単に言えば岩盤が出た

りしますと。その土壌の状況に応じてのり面の保護を入っていかなければなりませんので、これは工事を実

際にやらなければわからないという部分が多々あります。その点は岩江議員、現場は豊富ですから御承知だ

ろうというふうに思います。そういう意味でののり面の安定を図るのが第一でございますから、そういった

意味で補正を行ってきております。 

 それから、補正予算ではございますが、工事の請負契約の変更につきましては、議会が定められておりま

す3,000万円以上という数値の現状がありますから、これは議会に変更契約を上程するわけでございます

が、予算的には当初いただいた予算の中ではオーバーはしておりません。プラスの補正があるように誤解を

されとるんでございましたら、そういう意味ではございませんので、御理解をお願いしたいと思います。 
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 それからもう一点、ある建設業者がやり直しをされたというふうに御発言されましたが、実は私のところ

へもお見えになりました。市の職員が現場監督をやっております。現場監督をやりながら工事をチェックし

ておりますが、市が示した構造、基礎コンクリートが市が指定しとるより薄ければ、それは直しなさいと、

当然の仕組みです。薄いから、これじゃあだめだと、全部チェックしなさいということで高さをはかった結

果、だめなところはだめです、これは当然基準の高さを求める。基準の厚さを持っておかなければ、土に埋

まってしまって後からわからなくなるということでは困りますので、当然うちの職員が当たり前の指摘を行

ってきたわけですから、それに対して業者にやり直しを命じたという部分については、これは当然業者の費

用でやり直しをするべきもんでございます。そこら辺は御理解は、もう岩江議員は私が言うまでもない、よ

う知っとられるだろうというふうに思います。 

 それから、水路の、水路というか河川といいましょうか、進入路の付近から入っとる大きな水路なんです

けれども、これは私どもも再度検討いたしました。水の流れからいいますと、こくりこくりと曲がるよりは

真っすぐがよいというのは当然のことでございまして、それからそこに建物がありまして、地域の皆さんか

らの、まだ実現はしておりませんけれど、あの建物の利用という声も一部にあるようにお聞きしております

から、できるだけあの建物は残しながら、周辺の地域の皆さんの御協力によって成り立っとるクリーンセン

ターでございますから、可能ならば建物を取っ払ってしまわずに、使えるだけは残すべきだろうということ

でよけとったわけですけれども、一部を切除するだけで十分使えるだろうということで、真っすぐしようと

いうことで水路を真っすぐしたと、そういったいきさつがございます。そういうことで御理解のほどをお願

いしたいと思います。 

議長（内海 健次君） 

 岩江議員。 

１４番（岩江 正行君） 

 市長、わしは底張りのことを言うとりゃあへんよ、底張りのことは。水路の底張りが10センチ打たにゃあ

いけんやつを、水路の下に、５センチの話はわし今、さっき言ってないですよ。 

〔市長安東美孝君「ちょっと言われたけん、言よんで」と呼ぶ〕 

 それ、わし言うたん違うがよ。わしが言うたのは、あっこへ建設会社の事務所があったんじゃと。あれが

こういうふうにのり面のとこに出てきとったんじゃと、のり面の上へ建てられとったんじゃと、それを今言

うこういうに角っこにＬ字型に切り取っとると。当たり前の建築のやり方でしたんじゃろうと、きれいにな

っとるから。そうまでしたのは誰がされたんですか、市がしたんか、何のためにしたんならという話じゃ

な。計画性が１つには地元が使うというてされたんかな、その辺のところは今あんたの話を聞きょうたらど

うなんか、わしもようわからんけども、した経過については。 

 じゃけど、ボーリングしたのは４カ所だった、４カ所、ようわかりました。ボーリングのことについちゃ

あ。だけど、伐採のことについたら、そりゃあ市長ちょっと違いますよ。あれ、こんなことは言いたいこと

はないけども、何もかにも横の、例えばようわかるように説明するけども、あそこに地元の業者が何社か入

っとるんよ。市長のところも再々耳に入っとる思うんじゃ。50％少々ぐらいで仕事をしとんよ。大体中間ゼ

ネコン、県内のＡＡから中堅ゼネコン、皆下請へ入ったら、14％から16％、17％、高いとこで18％までぐら

いなんよ。50％なんじゃな。50％近い金額で仕事をしょうるわけなんじゃ。わしはどこが間違うとんじゃろ

うか、１次下請で50％というて言うたら、元請はどれほどもうかるんじゃな思うて。それは市長もそのこと

についてはよう聞いとる思うんじゃ。 

〔市長安東美孝君「聞いてねえ」と呼ぶ〕 
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 聞いとらんことはねえ。あんたとこ再々行ったというてわし聞いとる。ほじゃから、請け合うときにそれ

がよしんば立木の計算、現地説明を受けるときには、現地説明というんが恐らくある思うんよ。現地説明し

て、こんだけの立木ありますよというて説明されとんだったら、受けた吉田組が全部したらいいんですよ。

地元の業者は50％ぐらいでさせ、またこれよりまだ立木がほんならちょっと葉の数が多過ぎたからという

て、金見るような、こういうふうな美作市は銭はない思うよ、お金は。ねえ、石田部長。そうと違うか。い

や、計算せんうちに、あんた枝がいっぱいあるやつをそりゃあわかっとるわけじゃろう、こっちから見て、

大体。受けよう思うたら損得、損じゃ得じゃという計算した請け合うわけじゃから、そうでしょう。後か

ら、請けときゃあ、何ぼうでも追加しちゃるけんというような話じゃないでしょう。だったら、請けた者の

責任じゃから、今言ようるのり面のことについたら、それは今言ようる、わしら何とも言いません。 

 それから、この建物を潰す潰さんの関係についたら、さっき言うたような話。じゃけど、この立木計算に

ついては、一切わしはこれはちょっと同意できないということです。ちょっとその辺の詳しい説明をしても

らわなんだら。あんた考えてみんさい、立木調査はしとらん言うし、そんだけを丸々請けとったという、多

い少ないというのは何を基準にして請けたんか、その辺のところを説明してもらわにゃあいけんよな、石田

部長。おかしゅうなろうがよ。１立米で入札したやつが、後から何立米だったというて、あんだけの山を見

させて現地説明して入札に入ったんじゃろう。納得しとる話じゃが、そんなもん。山の木が何ぼうあるぐら

いのことは。そんなばかな話がどこにあるんなこがいなもん。 

議長（内海 健次君） 

 市長。 

市長（安東 美孝君） 

 岩江議員、私の細かい数字を言えと言われると、これは担当部長に任せますが、基本的な考え方の中で、

立木伐採したものは、もし売れればこれは商品ですからいいんですが、基本的には処分です。処分するのは

必ず産業廃棄物になるんです。その産業廃棄物をできたのは、業者の責任にならんの。あくまでも発注者が

全て費用を見て、産業廃棄物をきっちりと処理しなさいというふうになっとる。ですから、このマニフェス

トが設計では、例えば10トンになっとるのが20トンになったんじゃけど、これどうしてくれるんならと。見

ませんというたら、あとの10トン、業者は困るから、どこへ不法処理されても困るわけです。きちっと産廃

処分ができるまで面倒を見なさいというふうに産業廃棄物法でなっとる。それは発注者が持たにゃあいけ

ん。それを請け負うた業者が例えば20トンなら20トンを請け負うた業者が10トンどこか山の中へほかして、

10トンだけ処理しましたんじゃということになったらだめだから、マニフェストという正式に工場が受け取

りましたという、俗に言う伝票です、向こうが受け取りましたよという証明書を出してくれる。それに基づ

いて、こちらもその費用について計上してくる。これは義務づけられとりますんで、これを削るということ

は、前におまえがこれで見て請け負うたんじゃけえ、これでええがなというのは、我々今度は発注者側の過

失を問われますので、それはできないということで御理解をお願いしたいと思いますし、用地の補償とかで

あれば、例えば１本何ぼうじゃというような用地の補償の仕方もあります。だけど、用地の補償ではなしに

工事の発注でございますから、立木の調査というものは基本的には行いません。おおむねこのくらいあると

いう部分についての鑑定に基づいて計上をしてきます。それで、結果的に産業廃棄物で処理した数値をもと

に工事の設計書に反映していくというのが岡山県下でとっておる処理の仕方でございますので、そういう手

法をとらせていただいております。御理解をお願いしたいというふうに思います。 

 もう一歩突っ込んだ設計書の中身の話になりますと、担当のほうで答えていかなければならないと思いま

すが、部長、わかるな。 
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〔クリーンセンター建設担当部長石田薫君「はい」と呼ぶ〕 

 わかるようでございますので、説明させます。 

議長（内海 健次君） 

 クリーンセンター建設担当部長。 

クリーンセンター建設担当部長（石田  薫君） 

 伐採の考え方でございますが、これは岡山県の先ほど申しました土木の積算歩掛かりでやっとるわけです

が、産業廃棄物の処分については先ほど市長が申し上げたように、マニフェストで変更するようにというふ

うになっています。 

 それから、集積、要するに伐採、木を切ったり、それから集めたりする作業は密と密でないという２つの

歩掛かりになっております。だから、これにつきましてはもともと密で当初設計しておりますから、これは

全くそのときに何ぼう木がいっぱいあったとしても、もうこれは変更対象になりません。密のもので設計を

しておりますから、全く変更しておりません。だから、今回の変更は産廃処分のみの変更となっておりま

す。 

 以上です。 

議長（内海 健次君） 

 岩江議員、３回目。 

１４番（岩江 正行君） 

 部長、それようわからんのよ。岡山県の土木工事標準設計基準じゃってされたんでしょう。当初何ぼうあ

ったん、これ。この伐採の処分の金は全部で何ぼうあったん、初め。初め積算されたのは何ぼうあったんで

すか。 

 それで、それに今言ようる何ぼうふえたんか、1,000万円のやつに1,200万円ふえたんやらわからんし、そ

うでしょう。何ぼう見とったん、初め。きょう1,200万円というて言うたら、あんたにしてみたらほんの小

遣いぐらいな金はか見えとらんのじゃ思うけど、わしらにしたら大変なお金なんよ、これ。これ、みまちゃ

んネルの向こうで市民の人も見ようる。何ちゅうむちゃなことをしてくれよんじゃろうかというて言ようる

ど、皆。 

〔「議長、ちょっと休憩しょう」と呼ぶ者あり〕 

 こういうふうな数字だけきちっと出してしてくれなんだら、積算基準に標準基準に全然ほんなら合うてな

かったというん、それ以上のもんが出たというこっちゃな。これであんたは設計した言よんじゃけえ。どが

いにもようわからんのじゃ、わし。 

 それで、こんなことを言うたらなんやけど、地元の人が仕事が出てくるというて言うたらどえらい喜んど

ったんじゃ。喜んどったやつが森林組合は木びきさせてもろうただけじゃ、あっこで。木を切るだけ。森林

組合だったら、あそこの木を持って帰って、西粟倉へ持って帰って、製品にするのも大分あったらしい。製

品にしよう思うやつは。じゃけど、ところが今言ようる吉田組がどえらい気を使うてくれて、そがいなもう

かることはおまえところはせえでもええんじゃというて、よそのほうの津山のほうの業者に皆持っていって

しもうた。ちょっとおかしいんと違う、これ、考えてみんさいよ。森林組合は森林組合だけど、森林組合が

したんなら、木を切った、木びきしただけの話じゃがな。ひどうようなかったというて。それで、森林組合

が木がちょっとようけいふえとったというのはちょっと聞いたんよ、森林組合に。それで、ちょっと見てく

れにゃあいけんというたら、予算がないけえいけんというた。森林組合は断ったというん。森林組合のを断

って、今の処分する人にだけ、処分する今言ようる吉田組だけはお金、まだ残しちゃるんか。地元の者が全
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部赤字の金を、赤字出た金を皆持っていっとんじゃ、あっこへ、どっどっどっど。多い者は月に300万円ぐ

らい持っていった言ようた。多いときに。 

 ちいたあ、これ美作市の公共事業じゃから、その辺のところもよう考えてしてあげてくれなんだら、ええ

ことにならんで。どっち向いた行政しょうたんなら。その辺のところ、ちょっと説明してくれえ。森林組合

にはお金が……。 

〔市長安東美孝君「もう一遍、もう一遍、質問の内容を言うてん。ようわから

んわ、それじゃあ意味が」と呼ぶ〕 

 森林組合には、よう聞きねえ、森林組合にはふえたって、今言ようる予算がないから、ようしないという

て、よう払わんというて言うとんじゃ。これ聞いとんじゃ、森林組合から。 

〔市長安東美孝君「森林組合がどうされたって。ようわからんの、意味が」と

呼ぶ〕 

 聞こえんのか、ほいで。 

〔市長安東美孝君「聞こえんのじゃ、意味もわからんのじゃ、意味も」と呼

ぶ〕 

 よう聞いとけえ、ほいで。 

〔市長安東美孝君「ようわかるように言うてください。意味がさっぱりわから

んの。話が飛んで。クリーンセンターと森林組合の絡みがようわからんのじゃ

けど。どこで森林組合が出てくるん」と呼ぶ〕 

 森林組合が伐採したんでしょうがな。部長、違うんか。 

〔市長安東美孝君「意味のわからん質問をされて、説明せえ、説明せえ言われ

ても困るんじゃけえ」と呼ぶ〕 

 森林組合が１次下請で伐採したんでしょうがな。 

〔市長安東美孝君「１次下請に入ったん、森林組合」と呼ぶ〕 

〔クリーンセンター建設担当部長石田薫君「そうです」と呼ぶ〕 

〔市長安東美孝君「そのようです」と呼ぶ〕 

 そうじゃろう。そのことを言よんじゃ。そしたら、立米数が当初言ようたやつよりか、どえらい本数が多

いかったというて。それで、ちょっと見てもらえんかというて言うと、それはもう今予算がないけえ見れな

いと、こう言うとるという。 

〔市長安東美孝君「市が」と呼ぶ〕 

 市が言うとんが。 

議長（内海 健次君） 

 石田部長、元請と発注者側との基本的な考えと、いわゆる立木の増量があったんでしょう、それはイコー

ル廃棄物の増量につながっとんじゃろう。当初の廃棄物の基本ベースと、その辺だけを説明してください。 

 クリーンセンター建設担当部長。 

クリーンセンター建設担当部長（石田  薫君） 

 当初設計と変更後の数量でございますが、当初設計で立木及び根の部分の処分量は3,900立米を計上して

おりました。実施におきまして5,900立米となりまして、約2,000立米の増となっております。金額的には約

1,200万円の増となっております。 

 以上です。 
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〔14番岩江正行君「そのことじゃねえがな、わしが言よんのは」と呼ぶ〕 

議長（内海 健次君） 

 市長。 

市長（安東 美孝君） 

 私も少し質問の意味がようわからんところもあるんですけど、森林組合がぜひ伐開をやらせてほしいとい

うのは、実は私にも声がかかってきた、お願いに来たというのを今思い出しましたが、そういう依頼を受け

て、できたらそれは森林組合ですから、できるもんならもらえればいいですがなということもあるんです

が。基本的に前も申し上げました、下請業者に対しましては可能な限り市内の業者を下請で使ってほしい、

これは議会でも何回でも申し上げておりますが、利権とかなんとかじゃなしに、市内業者にできるところは

渡してほしいと要望しておりますが、そこから先の金額が高いか安いか、もうかるかもうからないかについ

ては、市内それぞれ業者が努力をかけられて交渉していただかないと、市がこの金額じゃ安いとか高いとか

というところまでは介入ができない、森林組合においても同様のことが申し上げれまして、高いか安いかは

それぞれが業者と協議をしながら、商取引ですから、あくまでも民の取引でございますから、我々は手を出

すところではないというふうに御理解をお願いしたいと思いますし、またどこであろうと、産業廃棄物へ持

っていく費用は、市とすればかかった費用は必ず出さにゃあいけない。ですから、その部分で市が出すとか

出さないとか、下請業者からダイレクトに市に来られても、それはある意味ルートが違うから、下請業者か

らダイレクトに持ってこられてもだめですよ、元請業者と話をした上で、こちらへ市のほうに話が上がって

こないと、下請業者と市とがダイレクトの話ということにはならないのは建設業界でのルールでございます

ので、御理解をしてもらいたいというふうに思います。 

 決して下請業者を泣かそう、市内業者に出さないという思いでしとるわけではございません。もちろん工

事に係る費用はできるだけ安く抑えたいです。だけど、必要なものは必要でございますので、今言った産業

廃棄物を20トンあるのに10トンしか見ちゃらんというのは、これは産廃法で市のほうが訴えられたら負けま

すんで、その点は御理解していただきながら、決して市内業者をいじめたり、泣かせたろうと思うて発注し

ょうるわけじゃございません。その点は御理解を願いたいし、また、市内業者も逆に市の監督から10センチ

ねえものを５センチしかねえがなというような指摘を受けないような努力も市内業者もやっていただかない

と、我々も安心して市内の業者を下請に使うてくれということは言えないんです。その辺は双方がしっかり

と考えて対応していかなければならないことだろうというふうに思いますので、よろしくお願いしたいとい

うふうに思います。 

議長（内海 健次君） 

 質問者も答弁者も、ややこの本題から若干はずれてますよ。それは肝に銘じてください。あくまでも増額

補正に対する理由のもとにそれぞれ質問と答弁をお願いします。 

 岩江議員、総括あります。 

１４番（岩江 正行君） 

 ちょっと総括させて。 

 じゃから、あんた部長言われようた、3,900と5,900立米だったら、2,000から違うわけじゃから、これ出

いてあげた、さっき例えばの話をしたんじゃ、業者の下請の話は、建設業者の下請の話は。50％少々で１次

下請が50％少々なんじゃという話はしただけの話。姫路のほうから来た人間に、それを銭を持って帰らさん

でもええんよ。それをこの木を切ったのは、3,900で5,900だったら2,000から違うわけじゃから、そうでし

ょう。それを今言ようる市内の業者が、契約の中で仕事をしてきとんじゃけども、追加工事のことについて
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は、こっちは金が見れんという言うとるわけじゃ、誰かが言うとんよ。それは名前を聞けというたら、聞か

んことはないけど。けれども、これを2,000の関係のお金をまた吉田組だけが持って帰るんだったら、こん

なばかげた市民だけをいじめるような行政というのは、わしは到底考えられん。討論の関係については反対

させてもらいますけど。 

 以上です。 

議長（内海 健次君） 

 他に質疑はありませんでしょうか。 

 粟井議員。 

１３番（粟井 基雄君） 

 １点は、その立木についての先ほどの答弁の中で、もとが3,900立米、増が2,000立米ということは1.5倍

になっております。まず、1.5倍というふうな立米数の数字が出てくること自体、ややもとがおかしいので

はないかと。基本的に１割、２割の変化は考えられますが、50％もふえる、これは異常じゃないかというふ

うに思いますので、なぜそのような誤差が出たのか、担当者のほうで御説明をお願いしたいのと、2,000立

米って言われますと、１立米当たり6,000円かかっております。で、1,200万円の増ということです。その内

訳がわかれば教えていただきたいのと、先ほど質問がありましてお答えがあったのが、処分費ということで

ございますが、役所がやられるんであれば、処分費がそれだけふえれば、なぜ伐採費をふやしてあげなかっ

たのかと。やはり切るほうも多いかったはずです。役所という立場上からいくと、片方は無料、片方は有料

にするというようなやり方は一般的には通用しないのではないかというふうに思います。その点についての

御説明をお願いいたします。 

 それから、もう一点が事務所の解体でございますが、事務所と隣に倉庫がございました。事務所について

は先ほど答弁の中で利用目的があるということで残しておったけれども、利用目的がなくなったのでという

御説明でございましたが、まず最初に何の目的で残す気であったのか、そして地元とどういう相談があった

経過によって解体する腹になられたのか、地元とどういう経過があるのかを、残さにゃあいけない理由と撤

去するようになった経過、そしてその隣にありました倉庫についてはもともとは設計に入っておったのか、

この点についての御説明をお願いします。 

議長（内海 健次君） 

 市長。 

市長（安東 美孝君） 

 数字のほうは担当部長がやると思いますから、その結果、撤去しなければならなくなった経過という部

分、当初から全て私が携わっとるわけじゃございませんが、地元との要望の中で、できたらそこらで地域で

集まれる場所が欲しいという要望の声がありました。地域の周辺整備という部分については、可能な限り市

のほうも対応していこうという思いで取り組んでおりますから、そこにある建物が地域の皆さんに役に立つ

ならば残しておくべきだろうと。ただ、答えは出てませんから、可能な限り残していこうということで、今

の事務所のほうをなるべく残したかったと。だけど、じゃあ実際に地元の人が使うのかというと、これはま

だ結論が出ておりませんから、最終的に要らないということになるかもしれませんが、でも建物があれば利

用方法があるのではないか、めぐのはいつでもできるということで、一部切り取っても残していこうという

のが１つ。 

 それから、倉庫につきましては、同じようにその建物と倉庫との利用のほうが両方セットですから、その

辺で可能ならば残していけばいいというふうに思っておったわけですけれども、それはまた、これははっき
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りとその地域を広場にしてほしいという地域の要望が入ってきましたので、倉庫を撤去せざるを得なくなっ

た。ですから、倉庫を撤去したというふうに変更理由で申し上げとります。その点をなぜでなしに、言うと

りますから、説明しましたよ。そういう意味で倉庫はそういったことで要望を受けて広場にするために撤去

をしていったものです。 

 場合によれば、今の事務所ももう少し広い広場が要るんじゃということで地域の皆さんが衆議一決されれ

ば、今の事務所だって別途で壊さなければならないかもしれませんが、今のところ今の倉庫の撤去だけで、

地元の方々は了解してもらえるものと思っておるところでございます。 

 そういうことでよろしくお願いしますが、1.5倍という部分については、担当部長がお答えをします。 

議長（内海 健次君） 

 クリーンセンター建設担当部長。 

クリーンセンター建設担当部長（石田  薫君） 

 まず、建物の一部撤去の御質問の詳細でございますが、全体の床面積が150平米ございました。その切り

取った面積が約23平米、だから一部事務室を切り取りました。それで、現在残っとるのが130平米ほど残っ

ておりますが、そこにはトイレとか事務所とか会議ができるようなスペースは残っております。だから、

150平米のうち一部、23平米だけ切り取ったということでございます。 

 それから、伐採でございますが、これは当初、先ほど岩江議員の御質問でもお答えしたんですが、立木調

査はしておりません。当初、目視というか全体の目視によって大体密と、先ほど密と密でないということを

言うたんですが、100平米当たり50本程度以上か以下という歩掛かりになっておりますが、50本以上だとい

う密という設計をしまして、その１本当たりの平均の木の高さを約８メーターと想定を当初設計はしており

ました。それで、平均の直径が12センチで８メーターぐらいの木ではないかと。それで、枝葉が約１割ぐら

いあるんではないかという設計をしておりました。それを実際のマニフェストをいただきますと、これが先

ほど粟井議員が言われました、約1.5倍になったということになりました。 

 以上です。 

議長（内海 健次君） 

 粟井議員。 

１３番（粟井 基雄君） 

 ちょっと聞いとる内容と答弁が全然違うんですけど。私聞いとりますのは、立木について1.5倍になった

んだと。そしたら、撤去費は何で見てあげんのんですかというのを聞いたはずなんです。今のことではそれ

はありません。 

 もう一点は、事務所は解体という説明だったんですが、事務所は残すような説明でしたが、合うとんでし

ょうか。その辺をちょっと聞いとることと答えが違うんですけど。 

議長（内海 健次君） 

 クリーンセンター建設担当部長。 

クリーンセンター建設担当部長（石田  薫君） 

 倉庫は解体をいたしましたが、事務所は一部を取り壊して、現在130平米ほどが残っております。 

 それから、処分ですが、これは伐採の集積及び伐採につきましては、先ほど申しました密という設計にな

っておりますので、変更はいたしておりません。しかし、処分量については、実際のマニフェストで変更を

かけております。これは岡山県のほうから出ております歩掛かりでございます。 

議長（内海 健次君） 
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 粟井議員。 

１３番（粟井 基雄君） 

 役所として、まず立木について、先ほどお尋ねしました1.5倍にふえたというのを、もとがこうだったか

ら1.5倍になりましたというお話になりょんですけど、太さと長さは大体１本、２本、山の木っていうのは

見てなりはかるなりしてやられるんでしょうから。だから、先ほど言いましたように、その１割、２割の誤

差はわかりますと言うてるんです。それが５割もふえるっていうのは、それは何でかなという根本的な問題

をお尋ねをしとんですが、ふえたんだということでございますが、もう一点につきましては、撤去費はなぜ

ふやしてあげなかったんですかと。処分費だけふやされた理由は何ですかとお尋ねをしたはずなんです役所

としては、公平に扱わにゃあいけんのじゃないですかという観点の中で私は申し上げたわけですけども。再

度そのことをお尋ねをして、役所としては片方、産廃だけを見てあげますよということなのか再度お尋ねを

いたします。 

 それから、先ほどの御答弁の中で、事務所と建物の件については、今残っておる建物は残されるんです

か。解体、先ほどの最初の説明では、この建物を解体処分をする事務所というふうに追加予算に上げますと

いうお話でしたんです。それが倉庫棟のほうなんだというふうに言われるんであれば、倉庫棟もう既にあり

ません。これはまだ議会が承認して追加予算ないんですが、現地のほうではもう既に解体をされて、敷地の

中には倉庫棟はありません。それにちょっと私が聞き間違いかもわかりませんが、事務所等の解体費用とし

て追加というふうにお聞きしておりますので、ちょっと完全に違いますんで、教えてください。 

議長（内海 健次君） 

 市長。 

市長（安東 美孝君） 

 何度も申し上げておりますが、山の木の伐開をする積算基準は、１本当たり何ぼうじゃないんです、工事

の積算根拠は。疎か密かでやるんです。わかります。多いか少ないかが積算根拠なんです。ですから、元請

であろうとも、その費用の変更はないんです。わかります。工事の積算基準がそうなんです。これが先ほど

岩江議員が言われたように請負で請けた人の裁量の範疇なんです。ただ、伐開した木は、枝葉に至るまで捨

てるならば、きっちり産業廃棄物として処理しなさいと産廃法にうとうてある。だから、その費用について

は市は全部持たなければならない。だから、マニフェストという言葉が、最近は政治の公約のほうへなって

おりますけど、マニフェストと昔から言うんです。きちっと処分しましたよ、これだけうちの工場が請けま

したよという証拠の書類なんです。それに基づいて費用を行政、発注者が出すというのがきちっと定められ

とる。ですから、処理については変更を、当然その後でするんです。 

 今まで何も言われませんが、今市内でたくさん行われてきた下水道工事でもアスファルトでも掘削面積は

決まっとんです。ですが、実際にアスファルトを切ると厚さが違うんです。５センチしかねえ思うたアスフ

ァルトが実は何層も重ねて二、三十センチもあったという例はざらにあるんです。でも、アスファルトを捨

てる場合は産業廃棄物なんです。だけど、５センチしかないから５センチしか見んのじゃというと、業者は

どうするかというと、どこかへ不法投棄せざるを得んようになるから、きちっとした費用を見なさいという

ことで、何度もそういう変更を今までやってきとるわけです。とりわけここだけが特別なことをしとるわけ

じゃございません。 

 それから、先ほど申しますが、下請業者と元請業者との民の取引です。森林組合といえども民でございま

すから。私も頼まれたけど、これは元請に話は行くんですよ。それは一応、どうしても言われりゃあ言いま

すけど、一応元請に話に行ってくださいよという話をしたんです。なぜ森林組合に限ってここで議会で取り
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上げて下請の話を元請と下請がせにゃあいけん話をここの行政を責めて、責めるというちゃあ失礼、質問さ

れてこられて議題にせにゃあならんのか、おかしいのはそっちじゃねえかというふうに私は思いますよ。そ

うじゃないでしょう。我々は元請に対して発注をかけて、元請は仕事をしていくために下請を雇うとる。そ

の高い安いをここの議会の中で高いじゃ安いじゃというて我々に攻め寄られても何ができるんですか。でき

るわけがない。これ以上やると越権行為になります。その点は粟井さんも建築業を長うやられとんじゃか

ら、設計をされとんじゃから、その点は理解されとんじゃないかと。だから、その点をよく御理解をお願い

したいと。 

 それからもう一つ、倉庫につきましては、地元が広場がそこが欲しい言うから、邪魔になるから撤去しよ

うと。建物については、まだ使途は決まっておりません。ですから、今は切って削除する部分については、

ねえようになっとりますけど、残した建物自体は残ります。場合によれば、また今後、別途予算で対応、撤

去ということになれば別途でやらにゃあいけません。この工事には関係はいたしません。 

 それからもう一点、何度も申し上げました。3,000万円以上の場合は議決を要しなさいとなっております

が、工事自体は我々執行部が執行権を持って工事を適正に行っております。予算を増額を求めておりませ

ん。予算の範疇の中で我々があっちをへずり、こっちを足しながら、しながらあちこち動いていく、けど万

やむを得ん、変更として出てくる数字がこういう数字が出てきましたということで議会の議決を要するとな

っておりますから、計上をさせていただいとんで、長年議員をされとんですから、その点の辺は御拝察をし

ていただけるものと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

議長（内海 健次君） 

 クリーンセンター建設担当部長。 

クリーンセンター建設担当部長（石田  薫君） 

 粟井議員のほうからおっしゃられました建物の切り取りやそれから撤去についてがよくわからないという

御質問だったんですが、市長も一番最初の提案説明のほうで工事敷地内にある建物の切り取りや隣接する倉

庫については造成地からの排水の支障になることや地域からの要望があるために広場の用地にするために解

体撤去をすることにいたしました。じゃから、倉庫については解体撤去をいたしますし、それから事務所形

態の建物については切り取りをして、私のほうでは補修をすると、切り取り補修という補足説明をさせてい

ただいております。 

 以上です。 

議長（内海 健次君） 

 粟井議員。 

１３番（粟井 基雄君） 

 1.5倍になることについては御説明がないので、そういう実質がこうであるということでございますか

ら、やむを得んのでしょう。 

 それから、もう一個のなぜ撤去費は、木の伐採のほうはというお話を質問させていただきましたけど、業

者がどうの、元請が下請がという話を言われようりますけど、14番さんは言われました、13番の私は元請、

下請の流れについて言ってませんよ。あくまでも立木の立米数と、見てあげるんなら伐採も見てあげにゃあ

いけんのでないですかということをお尋ねしただけで、業者じゃ、下請じゃ、元請の話は14番がされており

まして、私はいたしておりません。その点の誤解のないように。 

 それから、建物のほうで移りますが、倉庫棟につきましてはもう既にありません。工事が終わっておりま

す。今、工事が終わっておる段階での追加工事をここで契約変更したいという議案になっておりますんです
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が、もう既に解体を済んで、整地も済んでおります。その辺について幾らか、なぜ事前にそういうことにな

っておるのか、御説明ができればとお尋ねをいたします。 

〔市長安東美孝君「議長、休憩、休憩お願いします」と呼ぶ〕 

議長（内海 健次君） 

 それじゃあ、ただいまから暫時休憩をいたします。 

                                       午後３時28分 休憩 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

                                       午後３時42分 再開 

議長（内海 健次君） 

 それじゃあ、休憩前に引き続き会議を開きます。 

 副市長。 

副市長（皆木 照夫君） 

 産廃処分費が上がったことについてもお話がございましたので、それぞれお話をさせていただこうと思い

ます。 

 まず、もう既に倉庫棟については撤去しておるではないかと、それを今からというような話もございまし

たけれども、粟井議員も設計士さんをされとるんで、十分その内容はおわかりじゃと思いますけれども、

我々は議会から認めていただいた予算の中で今施工をやっております。済んでおりません。したがって、ま

だ未施工の部分が今回変更を出させていただいた金額以上のものがございます。それは担当者の中が現状を

見ながら行っておりますので、きょうこの部分の変更の御承認がいただければ、続けて施工に入りますし、

それがだめな場合には現在で打ち切った中だったら、もう既に契約した範疇の中で終わることになります。 

 それから、産廃処分が1.5倍になったがなということを盛んに言われますけれども、この産廃処分の中に

は立木ももちろんございますけれども、立木を伐開して撤去して、伐根して、これを処分ということですか

ら、切った木についてなぜふえんのんならという部分は、木についてはこれは担当の部長も説明しました

し、市長のほうも説明を再々させていただきました。設計基準の中で平米当たり幾らというんでなしに、そ

の平米の中に密であるか疎であるかという部分の中で設計基準がここなんです。その中で一番密であるとい

う最高のとこにしとんで、本数がこれ以上ふやせれないと。１本切ったから幾らというような設計ではあり

ませんということで申し上げたと思います。そのふえた分については、これはあくまでも元請と下請の関係

ですから、第１次下請さんが元請さんに、ふえたんだからふやしてくれえというのを当然言うべき話で、そ

れが私どものほうが答えとるかどうか、これは聞いて、また調査をしてみますけれども、私どもにはそれに

対して答える権限を持っておりませんし、答えるように思うておりません。最高の基準で設計をしとると、

設計基準なんです。 

 それから、そのことによって、そのマニフェストは出てきたものは、伐開したものは、葉もあれば幹もあ

る、根もあるんです。ですから、1.5倍、1.5倍の本数がふえたんじゃなしに、産廃処理をしなくてはならな

い根もあれば、幹もある、また葉もあるということで、これらがふえたということ。これはもう先ほど市長

が何回も説明しましたけれども、全ての市から発注するものについて、マニフェストによる精算をするもの

は、舗装も先ほど言いましたようにありますし、上下水の工事等もこれあるんです。ですから、それでやっ

ております。市内の業者にしてみても、元請はどうしても設計の断面で行こうとするんですけれども、現実

に真四角に切れるようなこともないですから、ある程度の変更も、これは業者保護のために我々はやってき

ておるわけなんです。ですから、このあたりももう十分設計の仕事に携わっておられますので、おわかりと
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思うんで、ぜひこの部分はわかっていただきたいなと、このように思います。 

 こういう感じで今回ふえたんだということで、あと民民の契約は別として、まとめとしてお答えをさせて

いただきたいと思います。 

 以上です。 

議長（内海 健次君） 

 ここで、通院のため退席しておりました１番山本雅彦議員が出席をいたしましたので、報告をいたしま

す。 

 粟井議員、４回目、総括。 

１３番（粟井 基雄君） 

 理解せえということでございますんですが、私は元請、下請についてのお話は一切しておりません。それ

についてのお答えが非常に多いかったんで、ちょっとなぜ私の質問をそっちの方向に振られるんか、ちょっ

とよくわかりませんが、1.5倍という大きな数量に変更があるということがわかりました。 

 それから、もう一点は伐採につきましては一番最大で見ておるんで、これ以上ふやせれないんだという御

答弁と解釈をいたしました。 

 もう一つの事務所の解体ですが、この契約変更より以前に既にもうやっておられるようですが、それは予

算内でやられると。まだ予算内でやっている中でその分も入れたんだけど、残っている工事金額のほうが大

きいので、事前に工事にかかっておるんだというお話でございます。今後、建築、土木に対しても予算内で

あれば、契約範囲内であれば事前着工をされるということを許されるという答弁と解釈をいたしました。そ

ういうことも含めまして市の方針が徐々に変わるんだなあということを思い、やや疑念を持ったままでござ

いますが、感想というか、まとめとさせていただきます。ありがとうございました。 

議長（内海 健次君） 

 他に質疑はございませんでしょうか。 

 安東議員。 

９番（安東 章治君） 

 この補正につきまして、かなり詳しく説明いただいたんですけれども、少しおさらいをさせていただきた

いなというように思っております。 

 まず第１点、その他の金額1,000万円ぐらいありますので、大まかで結構でございますから、その辺も少

し教えていただきたいということ。それから、大体４つに分かれとったと思うんです。立木、建物、それか

らのり面、それからその他ということで、１つのその他は今言うことであります。それから、建物の900万

円ですけれども、どうも私はぴんとこないんですけど、その900万円というのは事務所分をとったのが900万

円ならえらい高いしなというような感覚で聞いとったわけであります。そのことをもう少し教えていただき

たいというのと、もう再々重複するようになりますけれども、御勘弁いただきたいと思います。 

 今、副市長のほうからも少し言われましたけれども、倉庫の部分、着工するときもう既になくなっとった

わけでありますけれども、事前に着工されて工事が進んでいったということなんですけれども、この原材

料、建物自体は今どこにどのようにその業者さんが処理されたんかなという気がしております。もう既に溶

鉱炉の中で解けて２度目の鉄になっとるんかもわかりませんけれども、その辺がわかればおしえていただけ

たらと思います。もちろん建屋ですので、かなり重厚な基礎工事がしてありましたので、これは産廃処理と

いうことでどちらが持たれたんかわかりませんけれども、出とんじゃねえかなというように思います。その

２点だけを簡単に御説明いただけたらと思います。 
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議長（内海 健次君） 

 クリーンセンター建設担当部長。 

クリーンセンター建設担当部長（石田  薫君） 

 まず、その他の大きく分けて３つとその他があるんではないかという御質問でございます。 

 その他に関しましては、市道沿いの大型水路施工に伴って市道、道路面と大型水路面に落差が生じまし

た。そのため道路管理者、建設部ですけど、建設部等と協議を行いながら、車両通行や歩行者の安全性を確

保するためにガードレールを設置をいたしております。それから、山を今回かなりの大きな造成をしとるわ

けですが、その中で地下水、湧水がある箇所が何カ所かありました。その湧水箇所への暗渠排水処理を何カ

所かしております。それから、軟弱地盤のところがございまして、その地盤改良、セメント安定処理等をや

っております。それがその他、主なものでございます。 

 それから、倉庫の事前着工というお話があったんですが、これは事前着工ではございません。今回工事を

発注後に変更で、工事打ち合わせ後による変更、契約書にも19条、20条という変更がありますが、要するに

20条というのは発注者側から変更を指示するもの、19条というものは現地と設計書が違うから業者側からこ

れはおかしいという協議が行われるものでございます。今回の倉庫につきましては、20条により美作市のほ

うから工事発注者による指示により倉庫の撤去を行っております。 

 それから、お金がちょっと900万円は高いんじゃないかということですが、これは補修とそれから先ほど

も申します倉庫の撤去の２カ所で900万円程度でございますから、撤去だけが900万円ではございません。 

 以上です。 

議長（内海 健次君） 

 安東議員。 

９番（安東 章治君） 

 これは、ということになりましたら、あの大きい倉庫の部分と一部削り取った部分ということで理解をい

たします。 

 一番初めにそこの建物は事務所で残すとたしか聞いとったと思うんですけど、これはほんなら最終的に建

屋が建ってしまって完成するときまでは事務所のほうは事務所で残して、またこういう形で契約変更、これ

は何ぼうになるんかわかりませんけれども、これが出てくるというように理解したらよろしいんでしょう

か。 

議長（内海 健次君） 

 クリーンセンター建設担当部長。 

クリーンセンター建設担当部長（石田  薫君） 

 先ほど市長のほうからも答弁があったと思うんですが、事務所として今残っとるものにつきましては、今

後利用を考えていくと。だから、例えば地元のほうからも要望が出とりますから、例えばあそこは集会所と

かそういうものに使えるかもしれませんし、それから広場の要望も出てますから、そこを公園に例えば公園

かゲートボール場、何になるかわかりませんけど、そういうものをつくったときに、そこの休憩場所等にも

使えるかもしれませんし、今後事務所については検討していきたいと。だから、建物が建つからプラントが

できたら壊すとか、そういうのは今後検討をしていきたいと思っております。 

議長（内海 健次君） 

 安東議員。 

９番（安東 章治君） 
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 そういうことでしたら、もし必要ならあっこを広場で使いたいんじゃということで、建物が邪魔になれば

このような形で契約変更して潰すというように理解したいと思います。 

 それからもう一点、ちょっと先ほどの質問に落ちとったかと思うんですけれども、その倉庫の建物は、こ

れどなたが壊されて、いややっぱり２度目の鉄になっとんでしょうか。その辺、わかりましたら。倉庫の部

分、倉庫の。 

議長（内海 健次君） 

 クリーンセンター建設担当部長。 

クリーンセンター建設担当部長（石田  薫君） 

 倉庫の撤去ですか。撤去は今回の工事の中で、業者のほうが撤去をしております。だから、当然鉄骨等は

スクラップ価格等で、それは設計書のほうから差っ引いてやっております。今回の工事でやっております。 

議長（内海 健次君） 

 市長。 

市長（安東 美孝君） 

 そういうことで倉庫の鉄くずは売れますから、売れたら売れた代金はこっちの単価で積算して差っ引くと

いうことになるんですが、基本的に私も説明が足らなんだんかな、何回も同じことを申し上げるようで、安

東議員はわかって質問されとった思うんですが。 

 予算の範疇という意味が、いわゆる予算書の議決の範疇とそれから請負契約の範疇がありますわね。現場

監督に与えられとるのは予算の範疇も当然必要なんですが、議決を受けた予算の範疇、いわゆる請負契約の

金額の範疇の中で、現場で予算がふえたり減ったりするものを現場監督は、うちの職員です、うちの職員が

その計算をしながら、先ほど言いましたように、つけたり削ったり、その範疇の工事の変更の中でおさまる

ように、現場をコントロールします。その中でやるから、その部分については一々例えばここを水路１メー

ターやめましたからというて議会に御報告はいたしませんし、協議も申し上げません。これはあくまでも

我々の執行権の範疇ですと。予算の上、契約書を超えた上、予算、その予算の範疇については、これは先ほ

ど、今言いますようにここで4,000万円ふえるから、ここへ議会へ上程をさせて、変更契約を求めとんです

と。現場の判断の中で、もちろん倉庫をめいでやると、それで土質を変えて、のり面を変えると、これは必

要なもんじゃからやらにゃあいけん。だけど、例えば道路を上までしよう思うたけど、この予算の範疇、契

約の範疇では認めてもらえなければ、道路は途中でとめるしかないんです。そういう差し合いをしながらや

るのが、うちの現場を担当しとる職員の仕事でございますから。その範疇は御理解をお願いしたいというふ

うに思います。 

 ですから、決して執行権を振り回しとるわけじゃねえんです。ただ、お願いをしたいのは、クリーンセン

ターを26年10月に稼働させるために、一生懸命前へ進めております。この変更契約が御承認いただけなけれ

ば、どうしても場合によれば、工期延長をやらざるを得ません。完成が後ろへ後ろへおくれるということに

なるやもしれません。そういうことがございますので、ぜひこの切りで造成工事でやり遂げておかなければ

ならない費用で4,000万円という数字が安いということはございませんけれど、基本的に先ほどから説明し

ております、必要な経費、必要な費用であるということで御理解を賜って、26年10月稼働開始を目指して執

行部は一生懸命頑張ってまいりますので、御理解と御協力をお願いしたいというふうにい思います。 

 以上です。 

議長（内海 健次君） 

 他に質疑はございませんでしょうか。 
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 岡﨑議員。 

６番（岡﨑 正裕君） 

 先ほどからいろんな議論をされよんですが、本当にこれ正確に言いましたら、５割を超える金額となりま

す、分母が3,900ですから。そこの中で御理解をいただきたいというふうなお話もあるんですが。ちょっと

聞きたいんですけど、この立木の増量なんですが、これは産廃の処理量というふうに先ほどからも説明をさ

れとんですが、契約の中で先ほどアスファルトの説明もされましたけれども、こういった関係で産廃が施主

持ちと、産廃の処理代が施主持ちというふうな中で契約をされるわけなんですが、場合によってはこの比重

が物すごく高くなる契約も出てくるような、一般論ですが、あるんですが、そういった中で契約として今の

法律の中でやられとんでしょうが、うまくいくというたらおかしいんですが、この産廃処理量をこちら持ち

なんですよというふうな明確な契約と、契約というんですか、明確に例えば別で、これは私もわからんので

すが、別契約でこれをやるとか、そういうのは現行法上無理なのかどうなのか、その辺をちょっとお聞きし

たいと思うんですが、本当にこのことだけちょっとお聞きいたします。 

議長（内海 健次君） 

 市長。 

市長（安東 美孝君） 

 マニフェストという言葉が政治の方面でのマニフェストは結構皆さん、浸透しとんですが、産業廃棄物に

対するものにかなり前からマニフェストという言葉を使っております。いわゆる私が何度もここで申し上げ

ておりますが、産業廃棄物を処理する場所が、処理業者が決まっとんです、許可をもろうてやりょうるわけ

です。そこの業者が、あなたはこれだけの産業廃棄物を持ってこられましたよという証明書を発行していた

だけるんです。発行がないと、でたらめを書いてきたって、市のほうはそれは見ません。逆に言うと、でた

らめをやると逆に産廃法違反で摘発せにゃあいけんかということになるんです、我々が。だから、そういう

ことで業者が許可をもろうた処理業者が、あなたはこれだけ産業廃棄物を持ってきましたよというて持って

きた書類を出してくれるのを我々はマニフェストと呼ぶんです、専門で。マニフェストを返していただく、

その分については必ず設計書に計上しなさいというふうに国、県も指導があるわけです、うたわれとるわけ

です。ですから、それを少なくも多くもできないということで、きっちりしたそのマニフェストという書類

が、伝票と考えてください、受け取りましたよという伝票、その伝票をもとに最後に積算をやります。 

 だから、さっきも何度も言ってますが、10トン仮に見とっても、５トンしかその伝票がなかったら、５ト

ンしか計上しません。10トン見とるけど、20トンになったんじゃというと、それはもう20トンにせざるを得

んのです。そういう産業廃棄物の処理の規制が厳しく入っておりますということで、建設業といえども、そ

れに対しては厳しい指導が入りますので、市のほうも適切な費用を出して、適切な処理をするという方向で

対応しておりますんで、1.5倍というのはそういったことでふえてきた数字と、現実に処理した数字という

ふうに御理解をお願いしたいと思います。 

議長（内海 健次君） 

 岡﨑議員。 

６番（岡﨑 正裕君） 

 わかります、それは。1.5倍、実際に出てきた量だと、処理した量だというのはわかるんですが、要する

に1.5倍というのは本当に最少の見積もり、業者の見積もり、契約、そういったものから……。 

議長（内海 健次君） 

 ちょっとボリューム上げてください。 
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６番（岡﨑 正裕君） 

 考えると非常に疑問にも思うということを申し上げて終わります。 

議長（内海 健次君） 

 よろしいかな。 

 他に。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 それじゃあ、質疑なしと認め、質疑を終了いたします。 

 討論ございませんか。 

 岩江議員。 

１４番（岩江 正行君） 

 とりあえず今回の補正予算、樹木の産廃の関係について、この請けとんのは吉田組が請けとるということ

は、吉田組が予算がねえから下は見れんというような、吉田組だけを過保護にするような、そういうような

予算については私は今回反対させていただきます。 

 以上。 

議長（内海 健次君） 

 賛成討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 反対討論は。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 ないようですので、討論を終結いたします。 

 これより採決を行います。 

 日程第８、議案第１号「美作クリーンセンター造成等工事請負変更契約の締結について」、本案に賛成の

方の起立を求めます。 

〔起立多数〕 

議長（内海 健次君） 

 賛成多数によって、議案第１号は原案のとおり可決されました。 

 続きまして、日程第９、議案39件、日程第10、議案15件、日程第11、議案16件、議案第２号から議案第

71号について、市長より提案理由の説明を求めます。 

 市長。 

市長（安東 美孝君）〔登壇〕 

 それでは、ただいま上程されました議案第２号から議案第71号、条例の制定改廃18件、指定管理者の指定

19件、市道の廃止及び認定が１件、辺地総合整備計画の策定１件、補正予算15件、当初予算16件、計70件の

議案につきまして、一括して副市長が説明を申し上げます。〔降壇〕 

議長（内海 健次君） 

 副市長。 

副市長（皆木 照夫君）〔登壇〕 
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 それでは、市長の指名でございますので、私のほうからかわりまして説明をさせていただきます。 

 まず、議案第２号「住民基本台帳法等の改正に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について」でござ

いますが、住民基本台帳法の改正に伴い、外国人住民も住民基本台帳に記載し、行政事務の合理化、利便性

の増進を図るため、外国人住民を適用対象とする関係条例について整理する必要が生じたため、美作市事務

分掌条例のほか３条例の一部を改正する条例を制定するものであります。 

 次に、議案第３号「美作市営バス有償運送に関する条例の一部を改正する条例について」でございます

が、市営バスの再編により、新たに有償運送として運行する英田地域コミュニティバスの路線及び使用料等

を定め、また有償運送としている作東バスを廃止するため、路線及び使用料に関する事項の削除等、所要の

改正を行うものであります。 

 次に、議案第４号「美作市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について」でございます

が、地方公務員の育児休業等に関する法律の改正に伴い、育児休業法及び条例に定める範囲内において、非

常勤職員も育児休業や育児時間の取得が可能とするよう、所要の改正を行うものでございます。 

 次に、議案第５号「美作市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正す

る条例について」でございますが、年額及び月額の委員が月の途中で就任及び退任された場合、その月の報

酬について日割り計算した額で支給するよう、また投票管理者及び立会人が途中交代された場合の報酬を時

間に応じて支給できるよう、所要の改正を行うものであります。 

 次に、議案第６号「美作市債権管理に関する条例の制定について」でございますが、本条例は市全体の債

権を適切に管理することを明文化した上で、市営住宅使用料や住宅新築資金貸付金などの市債権について破

産、行方不明等により事実上、回収が不可能な債権について、これらを解消し、適正な債権管理を行うため

に必要な事項を定めるものでございます。 

 議案第７号「美作市立幼児園に関する条例の一部を改正する条例について」でございますが、勝田ひまわ

り園及び江見保育園について、幼児園として４歳児、５歳児のみ長時間保育、短時間保育の両方ができるよ

う、所要の改正を行うものでございます。 

 次に、議案第８号「美作市高齢者福祉施設設置及び管理に関する条例の制定について」、議案第９号「美

作市農村高齢者交流施設「三友荘」設置及び管理に関する条例の制定について」、議案第10号「美作市介護

予防支援通所センター設置及び管理に関する条例の制定について」でございますが、福山福祉ホーム、三友

荘、介護予防支援通所センターの運営管理を指定管理によって行ってきましたが、施設の利用状況や大規模

修繕が必要であるため、指定管理を終了し、25年度からは美作市の直営で管理運営を行うため、条例の全部

を改正するものでございます。 

 次に、議案第11号「美作市介護保険条例の一部を改正する条例について」でございますが、地域主権一括

法による介護保険法の改正に伴い、指定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員及び地域密着型サービス事

業等の申請者が法人であることについて、市の条例により基準を定める必要が生じたため、所要の改正を行

うものでございます。 

 次に、議案第12号「美作市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条

例の制定について」及び議案第13号「美作市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営

並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める

条例の制定について」でございますが、地域主権一括法による介護保険法の改正に伴い、指定地域密着型サ

ービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準について、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人

員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関



－53－ 

する基準について、それぞれ必要な事項を定めるものであります。 

 次に、議案第14号「美作市新型インフルエンザ等対策本部条例の制定について」でございますが、新型イ

ンフルエンザ等対策特別措置法の制定に伴い、新型インフルエンザ等の発生時や緊急事態における措置等、

対策の強化を図るための対策本部の設置に関し、必要な事項を定めるものであります。 

 次に、議案第15号「美作市獣肉処理施設設置及び管理に関する条例の制定について」でございますが、平

成25年度より稼働するイノシシ、ニホンジカを食肉化するための施設として、美作市平福地内に整備を進め

ております美作市獣肉処理施設の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものであります。 

 次に、議案第16号「美作市企業立地促進条例の一部を改正する条例について」でございますが、本条例に

よる奨励金の対象業種に研究所等を追加することにより、美作市における企業立地を促進し、さらなる雇用

機会の増大と地域振興を図るため、所要の改正を行うものでございます。 

 次に、議案第17号「大芦高原国際交流の村設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について」で

ございますが、大芦高原国際交流の村経営健全化及びサービスの向上を行うため、指定管理制度を利用する

ことができるよう、所要の改正を行うものであります。 

 次に、議案第18号「能登香の里小房リゾート施設設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例につい

て」でございますが、能登香の里小房リゾート施設のうち、ふるさと交流館谷本屋について、所有者及び指

定管理者の申し出により、賃借契約の解除を行ったことに伴い、条例の管理施設から削除する必要が生じた

ため、所要の改正を行うものでございます。 

 次に、議案第19号「美作市トム・ソーヤー冒険村設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例につい

て」でございますがトム・ソーヤー冒険村内にあるコテージについて、健全な運営及び市内類似施設との整

合性から、繁忙期である４月から９月までの利用料金を見直しするため、所要の改正を行うものでございま

す。 

 次に、議案第20号「美作市東粟倉ふれあいセンターの指定管理者の指定について」から議案第38号「作東

バレンタインホテルの指定管理者の指定について」までの19議案につきましては、平成25年３月31日、指定

期間の満了に伴う指定管理者の指定でございます。 

 まず、美作市東粟倉ふれあいセンター、市内８カ所の放課後児童クラブ、美作市高齢者生活福祉センタ

ー、美作市コスモス苑、美作市高齢者福祉センター「やまゆり苑」、美作市大原居宅サービスセンター、美

作市いきいきゆうゆうの里世代交流多目的ホール・多目的運動広場・遊歩自然公園は、引き続き３年間を社

会福祉法人美作市社会福祉協議会に、また美作市英愛センターは社会福祉法人千寿福祉会に、美作市作東老

人福祉センターは能登香の湯運営委員会に、美作市いきいきゆうゆうの里地域福祉センターは社会福祉法人

幸輝会に、また美作市子ども等自然環境知識習得施設「山の学校」は福山地域農業生産組合グリーンサービ

スふくやまに、作東吉野きんちゃい館は作東吉野特産物生産組合に、美作市都市農村交流促進施設「彩菜み

まさか」は有限会社特産館みまさかに、また美作市湯郷駐車場は湯郷駐車場運営委員会に、大芦高原キャン

プ場は大芦高原キャンプ場運営委員会に、美作市トム・ソーヤー冒険村はトム・ソーヤー冒険村管理運営委

員会に、美作市ベルピール自然公園は後山部落自治会に、能登香の里小房は小房和田営農組合に引き続きそ

れぞれ３年間、また作東バレンタインホテルは、平成25年３月で解散する財団法人バレンタインパーク作東

振興公社の業務も引き継ぐことになる株式会社作東バレンタインホテルに６年間、それぞれ当該施設の設置

目的を効果的に達成するため、指定管理者として指定をするものでございます。 

 次に、議案第39号「市道路線の廃止及び認定について」でございますが、市道のうち、幹線市道について

は改良等の整備計画策定や急傾斜、砂防の採択基準のほか、パトロールや除雪、避難路の設定等、維持管理
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の面からも適切な選定が必要となってまいります。合併後の土地利用、道路整備による利用形態の変化等に

より見直しが必要となり、国の選定基準に基づき見直すためには、影響する路線が多くあり、全市的な路線

の認定がえとして扱いたいため、全ての路線を一旦廃止し、新たに道路認定をお願いするものでございま

す。 

 次に、議案第40号「美作市内の辺地に係る総合整備計画の策定について」でございますが、現在策定して

おります美作市辺地総合整備計画でございますが、万善辺地において集会所の老朽化、また福山診療所は平

成21年の豪雨で浸水したことから、拠点となる集会所施設及び診療施設の整備事業を新たに追加し、万善辺

地総合整備計画を策定するものでございます。地域住民が安全・安心に暮らせる地域づくりの観点から重要

な事業であるため、当該事業に財源を充当するために行うものでございます。 

 次に、議案第41号「平成24年度美作市一般会計補正予算（第８号）」でございますが、２億2,092万円を

追加し、予算総額を218億4,172万6,000円とするもので、農業体質強化基盤整備促進事業等５事業の繰越明

許、作東産業団地分譲促進補助金に充当する過疎対策事業債相当事業分１億9,380万円の追加など、各事業

の決算見込みによる地方債の変更を行っております。 

 歳出の主なものは、民生費では、生活保護費1,000万円を追加し、農林水産業費では、下水道事業会計へ

の負担金補助金7,352万4,000円、商工費では大芦高原国際交流の村運営会社出資金2,500万円、土木費で

は、下水道事業会計への負担金補助金２億1,017万6,000円、諸支出金では、減債基金積立金３億4,134万

4,000円、公共施設整備基金積立金３億27万8,000円をそれぞれ追加するものでございます。そのほか、全体

に事業の確定や決算見込みによる財源更正や減額更正を行っております。 

 財源といたしましては、地方交付税を２億5,123万8,000円、繰越金１億9,558万3,000円、財産収入505万

2,000円などでございます。 

 次に、議案第42号「平成24年度美作市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）」でございますが、

2,607万1,000円を追加し、予算総額を39億8,244万5,000円とするもので、事業勘定では、449万7,000円を減

額し、総額を38億1,247万9,000円に、作東診療所直診勘定では、1,790万4,000円を追加し、総額を１億

2,436万5,000円、また福山診療所直診勘定では、484万4,000円を追加し、総額を1,730万6,000円に、英田診

療所直診勘定では、782万円を追加し、総額を2,829万5,000円とするものでございます。 

 事業勘定では、保健事業費893万7,000円の減額、直営診療所施設勘定への繰出金444万3,000円の追加など

で、各直診勘定では、繰越金や事業勘定繰入金等の確定による更正となっております。 

 次に、議案第43号「平成24年度美作市介護保険特別会計補正予算（第２号）」でございますが、7,324万

5,000円を減額し、予算総額を40億8,319万円とするものでございます。 

 歳出では、保険事業勘定で、介護給付費7,330万円の減額、歳入では、繰越金の確定に伴う522万3,000円

の減額と、介護給付費の更正に伴う、国、県等の負担金6,807万7,000円を減額するものであります。 

 次に、議案第44号「平成24年度美作市簡易水道特別会計補正予算（第２号）」でございますが、360万

7,000円を追加し、予算総額を８億6,013万4,000円とするものであります。財政調整基金利子、消費税還付

金の確定による財政調整基金への積立金の増額と前年度繰越金の確定による一般会計繰入金の財源更正を行

うものでございます。 

 次に、議案第45号「平成24年度美作市土地取得特別会計補正予算（第１号）」でございますが、279万

6,000円を追加し、予算総額を１億8,538万9,000円とするもので、新クリーンセンター用地及び井口分譲地

残地の売払収入、前年度繰越金等の歳入確定に伴い、土地開発基金へ積み立てるための繰出金271万7,000円

を追加するものでございます。 
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 次に、議案第46号「平成24年度美作市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算（第２号）」でございま

すが、243万2,000円を追加し、予算総額を2,541万6,000円とするもので、歳出では、債権回収の弁護士委託

料、委任件数の減による手数料181万2,000円と基金積立金702万円を減額し、一般会計への繰出金1,407万

7,000円を追加するものでございます。歳入では、前年度繰越金700万7,000円の追加と、弁護士委任による

債権回収件数の減に伴う回収金462万5,000円を減額するものでございます。 

 次に、議案第47号「平成24年度美作市公園墓地事業特別会計補正予算（第１号）」でございますが、23万

4,000円を追加し、予算総額を147万4,000円とするもので、基金利子、繰越金の額確定による基金積立金の

増額を行うものでございます。 

 次に、議案第48号「平成24年度美作市都市と農村の交流施設特別会計補正予算（第１号）」でございます

が、72万5,000円を減額し、予算総額を878万3,000円とするもので、歳出では、アゼリア館の売上収入減に

伴う賄い材料費34万8,000円と嘱託職員の勤務体系見直しによる賃金32万9,000円を減額し、歳入では、繰越

金の確定により35万3,000円の追加、貸しガレージの退去による使用料48万円とアゼリア館の売上収入60万

円を減額するものでございます。 

 次に、議案第49号「平成24年度美作市老人保健施設事業特別会計補正予算（第２号）」でございますが、

655万9,000円を追加し、予算総額を３億134万1,000円とするもので、歳出では、高齢者生活福祉センター入

所者の減及び配食サービスの減により給食用材料費100万円、繰出金200万円、消費税60万円を減額するもの

です。歳入では、介護保険報酬の改定による介護保険収入300万円の減額、指定居宅介護サービス計画収入

100万円の増額、繰越金955万9,000円の増額などであります。 

 次に、議案第50号「平成24年度矢田茂・原田政次郎・福田五男奨学基金特別会計補正予算（第１号）」で

ございますが、34万7,000円を追加し、予算総額を1,065万9,000円とするもので、奨学基金利子、繰越金収

入金額の確定に伴う更正でございます。 

 次に、議案第51号「平成24年度美作市武蔵の里特別会計補正予算（第２号）」でございますが、244万

1,000円を追加し、予算総額を２億128万1,000円とするもので、歳出では、時間外手当60万円の減額と、宴

会等利用客の増による臨時職員の賃金70万円、賄い費用38万1,000円、光熱水費72万円、燃料費134万円の増

額で、歳入では、食事料112万円及び繰入金193万4,000円の増額などでございます。 

 次に、議案第52号「平成24年度美作市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）」でございますが、

879万6,000円を減額し、予算総額を４億230万円とするもので、歳出では、総務費188万9,000円、広域連合

納付金795万円の減額と一般会計への精算償還金92万5,000円の増額で、歳入では、保険料804万5,000円、一

般会計繰入金110万6,000円の減額と、前年度繰越金確定による104万5,000円の増額などでございます。 

 次に、議案第53号「平成24年度美作市愛の村パーク特別会計補正予算（第１号）」でございますが、今回

654万9,000円を減額し、予算総額を8,159万6,000円とするもので、歳出では、嘱託職員の削減による人件費

291万8,000円、賄い費用364万2,000円の減額、光熱水費56万円の増額などでございます。歳入では、利用者

の減少による食事料、売店収入等1,006万9,000円を減額し、繰越金373万1,000円を増額するものでございま

す。 

 次に、議案第54号「平成24年度美作市水道事業会計補正予算（第２号）」でございますが、収益的収入

700万円を減額し、総額を６億2,446万6,000円とし、収益的支出を450万円減額し、総額を６億1,464万円と

するものであります。これは受注工事の事業費の確定による収益及び支出の減額と固定資産の減価償却費及

び資産減耗費を更正するものであります。 

 次に、議案第55号「平成24年度美作市下水道事業会計補正予算（第１号）」でございますが、収益的収入
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を4,721万2,000円減額し、総額を20億2,019万3,000円に、収益的支出を１億450万3,000円減額し、総額を

23億7,576万5,000円とするものです。また、資本的収入を１億5,816万円追加し、総額を10億9,531万円に、

資本的支出を8,995万3,000円減額して、総額を18億5,851万2,000円とするものでございます。収益的収入で

は、特定環境下水道と農業集落排水の道路改良に伴う下水道施設等移転補償受託事業収入の減額、事業費精

算に伴う基準外繰り出しの減額で、支出では、人事異動及び職員削減による人件費の減額、受託工事費の減

額及び事業費精算によるものであります。また、資本的収入では、一般会計からの出資金を追加し、支出で

は公共下水道、特定環境公共下水道事業、農業集落排水事業、個別排水事業等事業費精算による更正でござ

います。 

 次に、議案第56号「平成25年度美作市一般会計予算」でございますが、歳入歳出予算の総額を211億

7,800万円と定め、広域路線バス事業など、債務負担行為の設定３件、コミュニティバス整備事業など11項

目の地方債の発行は36億3,230万円、一時借入金の借り入れ最高額などについて定めてございます。 

 平成25年度予算は、本年４月に市長選挙を控えていることから骨格予算として編成しており、人件費、扶

助費、公債費といった義務的経費や施設の維持管理などの経費、普通建設事業のうち継続事業、債務負担行

為により議決をいただいているもの、既に国、県の補助の内示を受けているもの、本年６月までに実施しな

ければならないものなどを計上いたしております。 

 前年度予算と比較すると、新クリーンセンターの整備事業など、本格事業の着工による大幅な増により

2.0％、額にして４億2,300万円の増額となっております。増額となった主なものについてでございますが、

歳出では美作国建国1300年記念事業2,682万円、障がい者介護訓練給付事業4,604万7,000円、新クリーンセ

ンター事業８億9,254万円、道路橋梁新設改良事業１億3,995万円、消防救急デジタル無線負担金事業３億

2,541万1,000円、消防庁舎建設事業５億1,793万円などで、歳入では、市たばこ税が県からの移譲により

3,963万7,000円、市債が新クリーンセンター整備事業及び消防庁舎建設事業などのため10億1,630万円の増

額となっております。 

 次に、議案第57号「平成25年度美作市国民健康保険特別会計予算」でございますが、予算の総額を38億

4,828万9,000円と定め、前年比1.5％、額にして5,794万8,000円の減額となっております。事業勘定では、

4,060万1,000円の減額の37億2,623万8,000円とするもので、主なものは、一般被保険者並びに退職被保険者

等の療養給付費、高額療養費など保険給付費5,742万9,000円の減額や、後期高齢者支援金1,654万3,000円の

増額などでございます。歳入では、被保険者の負担軽減を図るため、財政調整基金の取り崩しを２億

6,201万4,000円計上いたしております。 

 また、地域医療の役割に沿って診療業務を行っている直診勘定では、作東診療所直診勘定が295万2,000円

の増額の１億941万3,000円に、福山診療所直診勘定が17万6,000円増額の1,263万8,000円をそれぞれ計上い

たしております。 

 次に、議案第58号「平成25年度美作市介護保険特別会計予算」でございますが、予算の総額を42億144万

4,000円と定め、前年比1.2％、額にして5,000万9,000円の増額となっております。保険事業勘定では

4,888万3,000円の増額の41億8,117万7,000円、介護サービス事業勘定では112万6,000円増額の2,026万

7,000円となっております。歳出では、介護サービスの利用に係る介護給付費40億360万1,000円、介護予防

事業に伴う地域支援事業費１億1,681万8,000円で、歳出予算全体の98.1％を占めており、歳入では、保険給

付と介護予防事業に係る国、県等の負担金34億1,698万2,000円が予算全体の81.3％を占め、介護保険料は６

億1,460万円で、全体の約14.6％となっております。平成25年度は第５期美作市介護保険事業計画の２年目

に当たり、介護保険会計の安定的な運営の維持と継続を図るため、引き続き介護給付費の抑制に積極的に取
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り組んでまいりたいと考えております。 

 次に、議案第59号「平成25年度美作市簡易水道特別会計予算」でございますが、予算の総額を５億

9,211万6,000円と定め、前年比30.4％、額にして２億5,827万9,000円の減額となっております。歳出の主な

ものは、簡易水道施設の維持管理及び東粟倉地域簡易水道施設統合事業、公債費の償還等でございます。 

 次に、議案第60号「平成25年度美作市土地取得特別会計予算」でございますが、予算の総額を６万

8,000円と定めております。本年度は公共用地先行取得の予定がないため、主なものは、歳入では基金運用

収入、歳出では基金積立金となっております。 

 次に、議案第61号「平成25年度美作市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算」でございますが、予算総額

を2,061万円と定め、前年比19.8％、額にして340万6,000円の増額となっております。歳出では、債権回収

の弁護士委任手数料163万3,000円、一般会計繰出金1,085万7,000円、償還元金、利子などで、歳入では、債

権回収の弁護士委任による貸付金回収の増額、滞納整理に伴う県補助金の増額などでございます。 

 次に、議案第62号「平成25年度美作市公園墓地事業特別会計予算」でございますが、予算総額を123万

7,000円と定め、主なものは、歳出では、墓地管理委託料80万円、歳入では、墓地使用料及び手数料収入

122万円などであります。 

 議案第63号「平成25年度美作市都市と農村の交流施設特別会計予算」でございますが、予算総額を898万

円と定めて、主なものは、歳出では、ガレージの管理費141万円、アゼリア館の管理費751万8,000円、歳入

では、ガレージの使用料360万1,000円、ラジコンコース使用料25万円、アゼリア館の軽食販売収入432万

7,000円などでございます。 

 次に、議案第64号「平成25年度美作市老人保健施設事業特別会計予算」でございますが、予算の総額を２

億9,900万3,000円と定めて、本年度は入所者を49名、通所者を18名と見込んでおり、前年比1.8％、額にし

て518万1,000円の増額といたしております。歳出の主なものは、施設の一般管理費２億2,104万6,000円、医

業費用2,503万5,000円、指定居宅介護支援事業費1,865万9,000円、公債費3,160万3,000円などでございま

す。 

 次に、議案第65号「平成25年度矢田茂・原田政次郎・福田五男奨学基金特別会計予算」でございますが、

予算の総額を1,147万7,000円と定め、本年度は奨学金として新規５名、継続12名の計17名に総額612万円の

貸し付けを予定いたしております。 

 議案第66号「平成25年度美作市武蔵の里特別会計予算」でございますが、予算の総額を１億7,927万

3,000円と定めて、前年比5.4％、額にして1,018万5,000円の減額といたしております。また、歳入では、一

般会計からの繰入金については前年比18.3％減の4,904万9,000円を計上いたしております。平成25年度は、

昨年同様、赤字幅の多い部門の運営見直しを行いながら経費削減、赤字抑制に努め経営努力を行いながら、

市の財政負担を少しでも少なくしたいと考えております。 

 次に、議案第67号「平成25年度美作市後期高齢者医療特別会計予算」でございますが、予算の総額を４億

490万2,000円と定めております。主なものは、歳出では、岡山県後期高齢者医療広域連合に拠出する納付金

３億9,779万1,000円で、歳入では、後期高齢者医療保険料２億5,762万7,000円などでございます。 

 次に、議案第68号「平成25年度美作市愛の村パーク特別会計予算」でございますが、予算の総額を

8,029万1,000円と定め、前年比8.9％、額にして785万4,000円の減額といたしております。また、歳入で

は、一般会計から繰入金を前年比6.8％減の3,000万円を計上いたしております。本年度は民間からの支配人

も２年目となり、前年以上の営業強化に取り組み、収入アップを図り、また経費については職員のマナーと

サービスの充実に努め、さらなる経費削減に取り組み、市の財政負担を少なくしたいと考えております。 
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 次に、議案第69号「平成25年度美作市水道事業会計予算」でございますが、収益的収入の総額を６億

774万4,000円として、支出の総額を５億8,807万5,000円とし、資本的収入の総額を375万2,000円、支出の総

額を３億7,411万8,000円と定めております。収益的収支では、給水収益が前年度より568万4,000円減の５億

4,040万2,000円、受託工事収益の主なものは、県の道路改良工事に伴うものを見込んでおり、水道事業費用

では前年度より2,280万円減の５億8,807万5,000円を見込んでおります。資本的収支で主なものは、収入に

おいては加入負担金で294万円、支出においては前年度より１億2,576万円増を予定しており、集中監視装置

の統合更新や有収率向上につながる老朽管更新、災害時等における水道水融通のための連絡管の整備等、建

設改良費では３億177万4,000円を予定いたしております。 

 次に、議案第70号「平成25年度美作市病院事業会計予算」でございますが、収益的収支において、事業予

定量を前年度と同数の入院患者を１日68人、一般病棟34人、療養病棟34人、稼働率においては85％、年間２

万4,820人、外来患者については１日136人、年間３万9,984人で算定して、予算規模は前年比2,354万円増の

９億5,468万4,000円と定めております。収入において、医師数が基準を満たしたことにより、入院収益を対

前年比1,489万2,000円、外来収益を467万8,000円の増額、収益的支出においては、給与費が3,292万7,000円

の増額、材料費が140万円の減、経費が110万9,000円の減といたしております。企業債支払い利息が632万

7,000円の減額などとなっております。また、給与費については、医師１名、看護師２名増をそれぞれ計上

いたしております。資本的収支においては、支出では、医療機械等の購入630万円、起債償還7,985万

3,000円、有価証券等の買いかえ２億円などでございます。 

 次に、議案第71号「平成25年度美作市下水道事業会計予算」でございますが、収益的収入では、前年度よ

り１億3,008万8,000円を増額し、総額を21億9,749万3,000円に、支出では、前年度より１億3,033万4,000円

を減額し、総額を23億4,993万4,000円と定めております。支払い利息4,596万4,000円及び人件費1,475万

5,000円の減額などでございます。資本的収入では、梶並地区農業集落排水事業の終了に伴い、前年度より

５億2,707万3,000円を減額し、総額を４億1,007万7,000円に、支出では、前年度より２億9,012万6,000円を

減額し、総額を16億5,833万9,000円と定めております。昨年度、農業集落排水事業の面整備が終了してお

り、本年度は個別排水事業の合併浄化槽の設置、公共下水道の長寿命化計画、公共及び特定環境並びに農業

集落排水事業では、新規取り出しなどを予定いたしております。 

 以上、議案につき、駆け足で説明をさせていただきました。御審議のほどよろしくお願いしまして、提案

説明とさせていただきます。ありがとうございました〔降壇〕 

議長（内海 健次君） 

 大変御苦労さまでした。 

 以上で提案理由の説明が終了いたしました。 

 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 

 本日はこれで散会いたします。 

 再開は２月21日午前10時からです。 

 予算審査特別委員会を開催いたしますので、議員控室にお集まりください。 

 大変御苦労さまでした。 

                                       午後４時54分 散会 
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                                       午前10時00分 開議 

議長（内海 健次君） 

 改めておはようございます。 

 携帯電話の電源を切っていただきますようお願いをいたします。 

 19日に引き続き会議を開きます。 

 欠席者の報告をいたします。11番向原伸一議員が通院のため欠席です。12番鈴木悦子議員が葬儀のため欠

席であります。15番小渕繁之議員が所用のため欠席であります。 

 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

 一般質問に入ります前に御報告をいたします。 

 19日議会終了後に予算審査特別委員会を開催し、委員長に則本陽介議員、副委員長に萬代師一議員を選任

いたしましたので、御報告をいたします。 

 

    日程第１  一般質問 

 

議長（内海 健次君） 

 日程第１、「一般質問」を行います。 

 一般質問につきましては、申し合わせにより質問席で行い、質問の方法は１質問項目ごとに３回まで、質

問時間は45分とすることになっておりますので、御承知願います。 

 それでは、通告順に発言を許可いたします。 

 通告順番１番、議席番号19番日笠一成議員の発言を許可いたします。 

 はい。 

１９番（日笠 一成君）〔質問席〕 

 議長、19番。 

 それでは、議長の許可を得ましたので、19番日笠が一般質問を始めさせていただきます。 

 まず、項目１、少子化対策について。 

 質問の要旨、幼稚園、保育園、所の充足対策についてでございます。育児中の保護者が就労したいなどの

理由で幼稚園、保育園、所に入所させたい場合の対応については、美作市の合併前の旧町村単位ぐらいに１

カ所は幼児園が必要と思いますが、いかがでしょうか、お尋ねします。 

議長（内海 健次君） 

 教育長。 

教育長（内海 壽志君）〔登壇〕 

 皆さんおはようございます。 

 今議会の最初の御質問ということで、日笠議員の御質問にお答えをさせていただきます。 

 日笠議員の御質問、幼稚園、保育園の充足対策についてのお答えでございます。 

 旧町村に幼児園の設置が必要ではないかとの御質問でございますが、本市では御承知のとおり、昨年教育

委員会におきまして将来に向けての学校、保育園、幼稚園のあり方、また適正な配置と適正な規模につい

て、美作市立学校園等統廃合整備に関する指針を示しております。この指針の中で、幼稚園、保育園につき

ましては、今後は幼・保一体化を進め、幼稚園と保育園の両方の機能を兼ね備えた幼児園の設置を進める一

方、園児が進学する小学校と連動した形での保育園、幼稚園の統廃合整備を検討するという方向性を示して
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おり、この指針に沿った整備を進めてまいりたいと考えております。現在は旧６町村におきましては保育

園、幼稚園がございます。園児の減少等によりましてこれから統廃合の問題に入っていくということでござ

います。よろしくお願いいたします。〔降壇〕 

議長（内海 健次君） 

 日笠議員。 

１９番（日笠 一成君） 

 今度とも保護者の家庭の都合で保育をお願いしたい、あるいは幼児教育をしていただきたいなどの要望に

沿った施策に対応していただきますようにお願いをします。前向きに頑張るんだというお気持ちをさらに発

信をしていただければありがたいのですが、いかがでしょうか。 

議長（内海 健次君） 

 教育長。 

教育長（内海 壽志君）〔登壇〕 

 ただいまの日笠議員の保護者の家庭の都合でいろいろなことがあれば応じてもらいたいということでござ

いますが、当然保護者、そして園とよく連絡をとりながら、相談しながら要望に沿っていけるような形で

我々も進めてまいりたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。〔降壇〕 

議長（内海 健次君） 

 日笠議員。 

１９番（日笠 一成君） 

 ありがとうございます。迅速に対応するということを感じましたので、この項目の質問は終わります。 

 次に移らせてもらいます。 

 定住対策についてでございます。 

 新規定住者や里帰り定住者等への支援対策について。 

 とりわけ子育て中くらいの若い人が客観的に日常生活の利便性がよく、教育環境のよいところ、例えば近

くに大型店があり、幼稚園、学校等があるところに移住されておられると思いますが、実情をどのように分

析されておられますか。 

 また、市外から移住し、住宅を新築、購入した場合は最大100万円を助成、さらに子ども加算があること

をＰＲし、移住希望者を支援する必要があると思いますが、現状はどのように取り組んでおられますか、お

知らせください。 

 就農希望者には空き農家住宅、不要農機具の貸与等の支援が必要と思いますが、新たな支援対策案があれ

ば、お知らせください。 

議長（内海 健次君） 

 企画振興部長。 

企画振興部長（大寺 剛寅君）〔登壇〕 

 失礼いたします。 

 日笠議員の御質問にお答えします。 

 新規定住者、里帰り定住者等への支援についてでございますが、美作市では過去３年間、市外転出者が転

入者を上回っている状況にあります。平成22年度が139人の減、平成23年度が97人の減、平成24年度が229人

の減となっています。３年間で465人の減となっております。市内で移動した方から直接聞いたわけではご

ざいませんけれども、教育上の問題や利便性などを考慮すると、転居せざるを得なかったようでございま
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す。 

 次に、今年度から定住促進事業として取り組んでおります新築住宅等の取得助成や奨励金につきまして

は、ホームページや住宅関連業者へのＰＲを行っております。２月11日現在までで市外からの住宅取得は７

件あり、前住所は、東京、神戸、津山、勝央などとなっております。 

 市内の奨励金対象につきましては21件あり、旧町村地域で申し上げますと、勝田２件、大原３件、美作

11件、作東４件、英田１件となっております。 

 次に、空き農家などを賃貸借された就農者への支援策についてでございますが、県の就農促進トータルサ

ポート事業に定められた農業実務研修を終えられた方が独立、自営就農され、公営住宅以外の賃貸住宅に入

居された場合、県からの補助金が交付される早期経営確立支援事業による制度がございます。美作市がこの

家賃、月額６万円以内の２分の１以上を助成した場合に限り、１年間の期限つきで家賃の３分の１以内にお

いて適用されますが、この制度を利用された方は現在のところおられません。 

 また、不要農機具の貸与等への支援を制度化しているものはございませんでした。 

 以上でございます。〔降壇〕 

議長（内海 健次君） 

 日笠議員。 

１９番（日笠 一成君） 

 地核の変動期で自然災害の発生が心配されておりますが、岡山県は全国的にも安全度は上位にあり、さら

に当美作市は津波の心配もないので、今後企業進出、転入者の転入希望者ともにふえると期待しております

ので、各種のニーズに対応できるような政策を講じていただきたいのですが、いかがでしょうか、お尋ねし

ます。 

議長（内海 健次君） 

 企画振興部長。 

企画振興部長（大寺 剛寅君）〔登壇〕 

 失礼します。 

 美作市といたしましては定住対策といたしまして少しでも新規企業進出や新規定住者が増加することを望

んでおりますので、今後財政の許す限り各種施策を講じていく必要があると考えておりますので、よろしく

お願いいたします。〔降壇〕 

議長（内海 健次君） 

 日笠議員。 

１９番（日笠 一成君） 

 さらに前向きに取り組んでいただきますようにお願いをして、この項目の質問は終わります。 

 次に、高齢者対策についてでございます。 

 施設入所希望待機者の対策について。 

 高齢になっても住みなれた地域で生きがいを持って安心して住み続けたいと思うのが多くの人の願いだと

思います。しかし、加齢とともに日常生活が自宅ではしづらくなったなどの事情で困難されておられる人へ

の支援対策について、第５期介護保険事業計画の進捗状況に基づいて説明をお願いします。 

議長（内海 健次君） 

 保健福祉部長。 

保健福祉部長（神吉 康之君）〔登壇〕 
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 おはようございます。 

 日笠議員の高齢者対策についての御質問でございます。 

 まず、第５期の介護保険事業計画における施設整備の進捗状況でございますが、第５期計画では認知症や

ひとり暮らしの高齢者の増加や、要介護認定者が年々増加している現象から、居宅を中心とした地域密着型

サービス施設が市内全ての日常生活圏域を賄うべく整備が必要と考えており、認知症対応型通所介護事業

所、認知症デイサービスのことでございますが、これを市内に２カ所、小規模多機能型居宅介護事業所を３

カ所、また入所施設として広域型の特別養護老人ホームの整備を計画しております。今年度はこの３月に小

規模多機能型居宅介護事業所が１施設開設されます。また、25年度においても認知症対応型通所介護事業所

の開設希望が１カ所ございます。また、特別養護老人ホーム１施設の整備予定施設として先日岡山県が公表

し、来年度中の開設に向け、事業者において県と協議を進められているところでございます。入所待機者の

解消に向けて前進するものと考えております。 

 以上でございます。〔降壇〕 

議長（内海 健次君） 

 日笠議員。 

１９番（日笠 一成君） 

 施設等への入所希望者の待機者ゼロを目指し、あわせて在宅介護支援対策にも積極的に取り組んでいただ

きますようにお願いしたいのですが、先ほどの答弁につけ加えていただくことがあれば、つけ加えていただ

きたいと思いますが、いかがでしょうか。 

議長（内海 健次君） 

 保健福祉部長。 

保健福祉部長（神吉 康之君）〔登壇〕 

 先ほど申し上げました第５期の介護保険事業計画を策定するに当たり、高齢者の方のニーズ調査を行って

おります。そして、介護認定を受けておられない方、8,600人ほどございますが、このうち施設に入所を希

望される方は10％程度、９割の方が自宅で生活をしたいと。それから、既に介護認定を受けられとる方、

1,700人で、居宅で生活されとる方についても、８割程度は自宅で介護になっても生活を送りたいというよ

うなことでございますので、特に地域密着型サービス施設を重視した施策をしていくのがニーズに応えるも

のと思います。ただ、ひとり暮らし等で入所が必要な方については、施設も必要なんで、あわせて整備をし

ていきたいというように考えております。〔降壇〕 

議長（内海 健次君） 

 日笠議員。 

１９番（日笠 一成君） 

 おのおのニーズに合った対応をしていただきますようにお願いをして、この項目の質問は終わります。 

 次に、地域の活性化対策について。 

 質問の要旨は、旧吉野小学校跡地活用計画についてでございます。平成24年度初頭には宅地分譲による計

画案が策定されましたが、全体の利活用計画の詰め等ができなかったのが主な理由で、現在は白紙の状態で

す。この土地は当地域の中心に位置し、当地域の宝です。地域から有効活用を図る活性化計画案等ができた

場合年度内でも対応していただきたいのですが、いかがでしょうか、お尋ねします。 

議長（内海 健次君） 

 日笠議員、項目４の中に江見商業の要旨が入ってますので、あわせて。 
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１９番（日笠 一成君） 

 はい、わかりました。 

 ２番目に、旧江見商業高等学校跡地利用計画についてでございますが、当土地は県有地なので、市の都合

のみでは利活用できませんので、美作市への払い下げに向けてさらに尽力していただきたい。そして、当地

域の活性化を初め、美作市全体の活性化の起爆剤となるような利活用計画を策定していただきたいと思いま

すが、現時点での取り組み状況をお知らせください。 

議長（内海 健次君） 

 市長。 

市長（安東 美孝君）〔登壇〕 

 おはようございます。 

 日笠議員の地域の活性化対策についてということでございます。 

 まず、旧吉野小学校跡地の活用計画についてでございますが、今年度地元要望もございまして、事前募集

型の分譲宅地を造成することで計画をしてまいりましたが、日笠議員が言われます全体の利活用の計画の詰

めができなかったとの理由ではなく、跡地は地元の施設として利用したいとの要望が強くなったことにより

まして断念しておる経緯がございます。この跡地は地域でのコミュニケーションの場所としてソフトボール

や夏祭り、操法訓練など広く利用されております。また、地元の要望にもよりましてプールを撤去し、駐車

場の整備、防火水槽の設置や吉野ふれあいセンターなど、拠点施設としての整備を行ってまいりました。こ

のようなことで地元要望に沿った整備を行ってまいりました。今後の利活用につきましては、内容を精査さ

せていただきながら検討していくものになるというふうに思います。 

 次に、旧江見商業高等学校の跡地活用計画でございますが、昨年の12月の定例議会、一般質問で山本重行

議員御質問でお答えをさせていただいておりますが、現在は岡山県に要望書を提出しておりまして、回答を

待っておる状況でございます。具体的には、岡山県の誕生寺支援学校の分校としての開校を再度要望をして

おり、分校の開校がどうしてもできないという場合には岡山県において建築物等の撤去を行って、更地で無

償で返還を要望しております。岡山県からの回答を受けた上で、跡地利用計画の策定を行っていくことにな

るというふうに思いますので、よろしくお願いしたいと思います。〔降壇〕 

議長（内海 健次君） 

 日笠議員。 

１９番（日笠 一成君） 

 旧吉野小学校跡地の利活用計画については、さきほど申し上げましたようにこの地域の宝ですので、将来

を見据えた利活用が必要だと思いますので、地元の意向は尊重しますよと言っていただきましたが、行政の

ほうで国・県の政策等で地域の活性化に役立つ事業メニュー等ができた場合は、地元のほうにこういうこと

ができますよという情報を流していただくなど、前向きに取り組んでいただきたいと思いますが、いかがで

しょうか。 

 先ほどこの土地、高等学校の跡地は旧作東町の中心的な役割を担ってきた大切な位置にあります。地域の

活性化には利活用がぜひとも必要ですので、そのことを念頭に置いて岡山県と土地交渉、利活用について積

極的に交渉しているとのことですが、なるべく早目にやっていただきたいということであります。どのよう

に促進を図っていただけるのか、その気持ちをお聞きしたいと思います。先ほど申し上げていただいたので

大体わかるわけですが、さらにつけ加えるものがあればお願いしたいということでございます。 

議長（内海 健次君） 
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 市長。 

市長（安東 美孝君）〔登壇〕 

 ２回目の御質問でございます。 

 吉野小学校跡地の利活用ということで、地元の活性案がもし地元中心で活性案をつくられて、その内容を

行政側としてもできるかどうか、しっかりと精査させていただいて取りかかるというふうになると思います

ので、必ずしも地元の要望が100％ということにはならない。じゃけど、いける、地元の地域の、いずれに

しましても地域の皆さんがこういう方向でというのをしっかりと議論してまとめていただくということが大

事でございまして、取りかかると、いや、それじゃいけんのじゃということに……。〔降壇〕 

議長（内海 健次君） 

 暫時休憩します。 

                                       午前10時26分 休憩 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

                                       午前10時39分 再開 

議長（内海 健次君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 幹部職員に体調不良が出たため暫時休憩をとりました。大変失礼いたしました。 

 それから、福原教育次長にかわりまして川野社会教育課長が出席をいたしておりますので、御承知願いた

いと思います。 

 市長。 

市長（安東 美孝君）〔登壇〕 

 回答の途中で大変失礼いたしました。職員の健康管理、十分やっておるつもりなんですけれども、急遽体

調不良ということで失礼をいたしました。 

 日笠議員の２回目の御質問でございます。 

 吉野小学校の跡地、それから江見商業高等学校の跡地、両方とも同じことが言えるというふうに思います

けれども、地元との協議をしっかりさせていただきながら、方向を定めてまいりたいと思っております。そ

して、もし対応できる事業ということがあれば、それも非常に財政は圧迫をされてきておりますので、有利

な事業を、いわゆる国、県の補助がいただけるような有利な事業の中で検討をしていきたいというふうに思

います。いずれにいたしましても、地域の皆さんがしっかりとまとまっていただいて、案を練っていただい

て、要望していただければ、なるべく意向に沿った形の中で取り組んでいけるものではないかというふうに

思っておりますので、御協力をお願いしたいというでございます。〔降壇〕 

議長（内海 健次君） 

 日笠議員。 

１９番（日笠 一成君）〔質問席〕 

 ありがとうございました。 

 両校の跡地とも美作市の大切な財産であります。今申し上げていただきましたように地元の意向を尊重し

ながら活性化対策を講じていただきますことを御期待申し上げて、私の質問は終わります。ありがとうござ

いました。 

議長（内海 健次君） 

 御苦労さまでした。 
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 以上をもちまして通告順番１番、議席番号19番日笠一成議員の一般質問を終了いたします。 

 続きまして、通告順番２番、議席番号２番則本陽介議員の発言を許可いたします。 

 則本議員。 

２番（則本 陽介君）〔質問席〕 

 ２番則本でございます。 

 ただいま議長より質問の許可をいただきましたので、質問を始めさせていただきます。 

 最初に、ひとり暮らし高齢者への支援サービスの取り組みについてであります。 

 近年において65歳以上のひとり暮らし者数が増加傾向にあり、さらに男性よりも女性のほうが増加してい

るとのことであります。また、要支援、要介護高齢者の認定数も年を追って増加し、要支援者は2010年から

2035年までに1.5倍になる推計データが作成されているとのことであります。一般的に65歳以上のひとり暮

らしの人は日常生活での見守り、支援、相談等が得られにくいことが想定されております。そのため介護保

険給付の対象となる前の段階からさまざまな支援ニーズが存在していることが考えられます。また一方で、

要介護２、要介護３状態の独居高齢者も自宅で生活を継続している事例もあるとのことでございます。そし

て、その多くが家族のみならず、近隣住民、民間事業者からの手助けを受けながら、できる限り自宅での生

活を望んでいるという調査報告もあるようです。 

 以上の観点から当市においても今後さらに増加することが予想されますひとり暮らし高齢者の現状と支援

について、２番目に緊急通報装置の現状と公的支援についてお尋ねします。よろしくお願いいたします。 

議長（内海 健次君） 

 市長。 

市長（安東 美孝君）〔登壇〕 

 則本陽介議員のひとり暮らし高齢者への支援サービスという御質問をいただいております。ひとり暮らし

の高齢者の現状と支援ということでございまして、高齢者、年々ひとり暮らしの高齢者は年々増加しており

まして、65歳以上、人口の約24％に当たる2,597人、これは24年４月１日の調査でございますが、ひとり暮

らしをされており、近年高齢者が地域での孤立化や孤独死が取り沙汰される中、美作市においてもその防止

に向け、行政と地域が一体となった取り組みが必要であると考えております。こうした中、従来からの民生

委員さんを初めとした地域での見守りに加え、平成22年11月から市内の事業者を中心とした見守り、みまさ

かほっとネットと名づけておりますが、これを推進しておりまして、現在130を超える事業者の御協力をい

ただいております。今後も広範な担い手によっての支え合いや地域の実情に合わせながらそれぞれの役割や

協働の仕方を考えていくことが必要であると考えております。 

 また、食の自立支援事業といたしまして、ひとり暮らしの高齢者や高齢者世帯等を対象として、希望者で

ございますが、現在約300名おられまして、食事を配送し、低栄養、身体機能の低下などの食に関する支援

と声かけによる見守りを実施しております。 

 次に、緊急通報装置の現状と公的支援ということでございますが、ひとり暮らしの高齢者の在宅生活を支

援する目的で急病や災害などの緊急時に対応できる通報装置を設置するもので、合併前はそれぞれの町村が

貸与制度によって実施してまいりましたが、合併後は工事費の１万円を限度とした補助制度により実施をし

ておるものでございます。先般から萬代議員もこの辺をしっかりと御質問いただきましたけれども、こうい

った補助制度、工事費の１万円を限度となりますけれども、そういった制度を実施しております。現在の設

置数は全体で332件、内訳は合併以前からの貸与によるものが240件、合併後のレンタルと買い取りによるも

のが92件で、近年は携帯電話の普及などによりまして撤去する利用者もふえておりまして、設置数は全体的
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には減少傾向であるというふうになっておりますので、御理解をお願いしたい。〔降壇〕 

議長（内海 健次君） 

 則本議員。 

２番（則本 陽介君） 

 答弁をいただきました。 

 昨年の４月現在65歳以上のひとり暮らし高齢者は2,597人で、行政と地域の一体となった取り組みとし

て、民生委員を初めとした地域での見守りや、130を超える事業者の協力によってみまさかほっとネットの

推進を図っているとのことでございます。近年マスコミなどで高齢者が地域で孤立化したり、あるいは孤独

死ということが取り沙汰される状況が見られる中で、民間の事業者団体の協力によって推進されている当市

の取り組みは大変ありがたく思います。またさらに、食の自立支援事業としてひとり暮らし高齢者や高齢者

世帯等を対象として希望者に食事を配送し、低栄養、身体機能低下防止等の食に対する支援と同時に、声か

けによる見守りを実施しているとのことでございます。これらの取り組みの中で、今日までに紹介できるよ

い事例はいかがでしょうか、また今後継続の取り組みに考えられる課題としてはどのようなことがあるので

しょうか、お尋ねします。 

 それから、介護認定の取り組みについてお尋ねしたいと思います。現状と課題はいかがでしょうか。 

 また、ひとり暮らし高齢者や高齢者世帯等の見守りに民生委員さんにお世話になっているとのことでござ

いますが、もし倒れられていたらどうしたらよいのかという不安な気持ちや戸惑いがあるとの悩みをお聞き

したこともあります。私は身内や親族でもなかなか難しいことと、大変感謝の気持ちでお聞きしました。民

生委員さんについて、改めて仕事の内容、地域とのかかわり、人数についてお尋ねしたいと思います。よろ

しくお願いします。 

議長（内海 健次君） 

 保健福祉部長。 

保健福祉部長（神吉 康之君）〔登壇〕 

 失礼いたします。 

 まず、美作のほっとネットの状況でございますが、昨年１年間、１月から12月までですけれども、通報件

数が52件ありました。主な通報者は民生委員と医療機関が各15件、介護事業所からのものが13件、内容とい

たしましては、体調不良によるものが29件、認知症に関連したものが13件で、通報件数の約９割が75歳以上

の方で、その半数はひとり暮らしという状況でございました。先日開催いたしましたみまさかネット事業連

絡会、年１回開催しておりますが、この中でも事業者の方にお願いしたところですが、郵便配達や新聞配

達、宅配事業者など、直接家庭に訪問される事業者からの通報がなかったこともあり、もっと気軽に異変を

通報していただくようパンフレットを作成し、配布し、協力を呼びかけておるところでございます。 

 次に、配食サービスを通じての通報も年間数件ありますが、先日も食事をされておらず、呼んでも返事が

ないと連絡が入り、地域包括支援センターの職員と近所の人で駆けつけたところ、床についたままで動け

ず、医師に往診を頼み、対応したことで、大事に至る案件にはなりませんでした。高齢者の見守りについて

は、日常的にきめ細かな見守りが展開できることが課題であり、今後も幅広く事業者の募集を行いながら、

地域や事業者との連携を密にネットワーク体制のさらなる充実を図りたいと考えております。 

 介護認定につきましては、高齢化率の上昇とともに要支援、要介護の認定者数も年々増加しており、65歳

以上の認定者数は2,436人で、高齢者人口の22％を占めております。合併当時は18％だったんが、もう22％

を超えとるという状況でございます。認定による介護保険サービスの利用については、サービスの充実と重
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度化予防の取り組みが重要であり、今後も住みなれた地域や自宅で生活することができる環境づくりを目指

し、市内全ての地域での地域密着型サービスの充実を図ることが課題であると考えております。 

 民生委員さんの職務については、民生委員法第14条で定められているところですが、美作市では地域の福

祉活動のかなめとして、高齢者等の安否確認など、日ごろからの見守り、各地域で行われるサロン活動への

協力、要援護者の調査、生活や福祉サービスなどに関する相談や援助など、福祉行政業務全般に御協力をい

ただいております。 

 民生委員さんの人数については、地区担当の民生委員さんが106名、主任児童委員が12名で、平成23年度

の相談支援件数が3,550件、訪問回数１万388回など、１人当たりの平均活動日数は88日という状況でござい

ます。 

 以上です。〔降壇〕 

議長（内海 健次君） 

 則本議員。 

２番（則本 陽介君） 

 みまさかほっとネットの活動として何らかの異常に気づいた通報は昨年52件、その９割以上が75歳以上の

方で、ひとり暮らしの人が大半を占めていたとのことでございます。これだけの人が健康異常や異変の早い

段階での治療が開始されたことへのもととなった通報への評価は、非常に勇気の必要なとうとい行為であっ

たと私は感じております。関係者の皆さんに改めて感謝の気持ちを強くいたしております。高齢者への見守

りの課題としては、日常的にきめ細かく見守りが展開できることとのことであります。今後におきましても

さらなる取り組みを期待し、またお願いしたいと思います。 

 また、民生委員さんの職務について、美作市では地域福祉活動のかなめとして高齢者等への安否確認な

ど、日ごろからの見守り、各地域で行われるサロン活動への協力、要援護者の調査、生活や福祉サービスな

どに関する相談や援助など、福祉行政業務全般に対して非常に多くの協力をいただいているとのことでござ

います。高齢化社会の真っただ中で、地域福祉活動のかなめとして取り組んでいただいていることに改めて

強く感謝したいと思います。 

 以上でこの質問に関しては総括させていただきます。 

 今後65歳以上のひとり暮らしの人が増加する傾向にあり、要支援、要介護、高齢者の認定数も年を追って

増加していくとの予測がなされております。そして、一般的に65歳以上のひとり暮らしの人は日常生活での

見守り、支援、相談等が得られにくいことが想定されております。そのため介護保険給付の対象となる前の

段階からさまざまな支援が求められていることがあります。ひとり暮らし高齢者への支援サービスの取り組

みについてさらなる取り組みをお願いしたいと思います。 

 次の質問に入らせていただきます。 

議長（内海 健次君） 

 則本議員、休憩後に２項目めに入っていただけますか。 

２番（則本 陽介君） 

 はい。 

議長（内海 健次君） 

 ただいまから10分間休憩いたします。 

                                       午前10時58分 休憩 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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                                       午前11時08分 再開 

議長（内海 健次君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 則本議員、２項目めの質問に入ってください。 

２番（則本 陽介君）〔質問席〕 

 ２項目めの質問でございます。 

 消防業務と救急医療の拡充についてでございます。 

 心肺蘇生法について最近私が入手した資料の中に心臓マッサージだけのほうが脳機能の回復が良好であっ

たということがありました。このことについて従来より人工呼吸のやり方を習得するのが難しく、さらに抵

抗のある人も多いため、近年では呼吸の確認後、心臓マッサージを優先実施することが推奨されているとの

ことでございます。日本救急医学会では人工呼吸と胸骨圧迫、心臓マッサージの組み合わせが原則としなが

らも、胸骨圧迫が最も重要で、胸骨圧迫だけでも実施することが強く勧められますとのことのようでござい

ます。近年では首都直下地震や東海・東南海・南海地震が連動する南海トラフ巨大地震など、大規模災害に

よる甚大な被害が懸念されております。こうした中、いざというときに人命を守る救急医療体制を強化する

必要性が指摘されているところでございます。特に救命率向上に重要な搬送時間の短縮について、緊急度の

高い患者への医師による治療が15分程度で着手できる体制整備が求められているとのことでございます。交

通事故など外傷による重症患者の救命率向上や後遺症の軽減のためには15分以内に適切な初期治療を行うこ

とが望まれます。こうした時代とともに、ますます変動する社会のニーズと市民の期待に応える安全・安心

のまちづくりの中で、本年完成される消防新庁舎とともに一段と輝きを増す節目の年を迎え、消防の使命と

任務の遂行に不断の努力を望むところでございます。 

 以上のことを踏まえまして、１、昨年の活動概要について、２、人員や資機材の増強、今後の予想される

課題についてお尋ねしたいと思います。よろしくお願いします。 

議長（内海 健次君） 

 消防長。 

消防長（森  正彦君）〔登壇〕 

 則本議員のお尋ねの昨年の活動概要についてでございますが、消防業務の中で緊急出動の概要について説

明させていただきます。 

 まず、火災件数でございますが、平成24年は17件で、平成23年より５件少なく、合併以来平成18年、19年

に並び少ない状況でございました。救急出動件数は1,880件で、平成23年に比べ54件の増加となりました

が、平成17年以降は増減しながらもおおむね横ばいでございます。平均しますと、毎日5.1件の出動をして

いることになります。最も多いのは急病による救急出動で1,030件、54.8％でございます。また、65歳以上

の傷病者の占める割合が全搬送者の67.5％と、年々増加の傾向にございます。救助出動数は31件で、７件の

減少となっており、交通事故による救助出動が26件、83.9％でございます。 

 次に、人員や資機材の増強、今後の予想される課題についてでございますが、則本議員が述べられたとお

り、救急分野におきましては平成３年に救急救命士法が施行されてから20年が経過し、数々の進化をしてい

るところでございます。心肺蘇生法については、心肺蘇生法ガイドライン2010では、胸骨圧迫の重要性から

人工呼吸より先に胸骨圧迫による心臓マッサージから始めるよう改定されています。また、一定の条件のも

とでは胸骨圧迫による心臓マッサージのみを行ったほうが救命率が高いとも言われていますが、救急法指導

の中では、近くにＡＥＤがあった場合はＡＥＤを装着するとともに、胸骨圧迫を優先しながら、胸骨圧迫と
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人工呼吸を組み合わせた指導を行っているところでございます。 

 救急資機材の増強につきましては、救急車の更新にあわせて最適なものを整備しているところでございま

す。人的なものとして救急救命士は医療関係者などで構成された救急搬送体制連絡協議会の指導のもとで、

２年間で128時間の病院実習を含む生涯教育が定められております。新しい処置拡大が行われるたびに追加

してそれぞれの教育と実習を行っているところでございます。救急現場で求められる社会ニーズがより高い

ものになってきており、大きな災害時など、多数傷病者への職域を超えた連携対応や、病院前救護における

救急医のパートナーとしての役割など、今後救急救命士、救急隊にはますます高度なレベルの知識や技術が

求められ、これを養成するためにはすぐれた人材と研修のための時間が必要になってくるであろうと考えて

いるところでございます。〔降壇〕 

議長（内海 健次君） 

 則本議員。 

２番（則本 陽介君） 

 ただいま答弁をいただきました。 

 消防署の昨年の活動概要につきまして、市民の安全・安心の生活を守るため、24時間いつでも、どこでも

という消防職務の遂行に心より感謝の気持ちでいっぱいであります。私も若かりしころより33年間消防職員

として勤務させていただいた経験がありますが、私が30歳前後のころは火災件数が30件前後、救急件数は

1,000件前後であったと記憶しております。現在では火災件数が昨年で17件と随分少なくなっていることを

考えると、今日において消防の成果と評価してよいのでしょうか、お尋ねしたいと思います。 

 次に、救急出動は最も多い出動として急病によるものが1,030件で、55％、年齢別では全搬送者の67.5％

であり、年々増加傾向にあるとのことでございます。この点について、地域住民が安全で安心して暮らせる

には消防も救急医療も大変重要で、それを担う消防署の職員の資質向上が欠かせないことは本当によく理解

できます。私自身も当市の消防職員として微力ではありましたが、従事させていただいておりました。救急

救命士の資格を取得するため日夜学習させていただき、高規格救急車の運用開始当初よりその任務に当たら

せていただいたことは、今思えば大変光栄であったと考えるものであります。今回救急医療について質問を

させていただくため市内の各地の状況を調査させていただいておりましたところ、勝田の梶並地域において

診療所が本年５月で閉鎖されるのではないかとの話を聞きました。過疎地域で高齢化率の高いこの地域から

地域医療の分野がなくなることは大変重要かつ大きな問題でもあると思うものであります。梶並診療所の三

木先生は過疎地域の医療を担われてこられ、とうとい使命感のもとで20年以上にわたって献身的に従事され

てきたとお聞きいたしております。また、三木先生は四国におられます御主人のお父様が亡くなられ、御主

人が四国の病院を継ぐため帰られてからも梶並の診療所を継続されておりました。しかし、体調の不良もあ

り、家庭のこともあり、今回御決断されたとお聞きしております。安東市長におかれましては、作東、粟井

の診療所の継続や英田の河会診療所の継続について素早く手を打たれ、引き続き診療所の開設が可能になっ

たとお聞きいたしております。今回の梶並診療所の問題につきましても、これで廃止となれば、梶並地域の

住民の皆様にとっては一大事であります。粟井や英田の河会と同じように安東市長の特段の御尽力をお願い

したいと思います。幸いにも私ども公明党には昨年の衆議院選挙において皆様から温かい御支援をいただ

き、当選させていただきました中国比例区の桝屋敬悟が厚生労働副大臣として就任いたしております。僻地

医療や高齢者問題も担当でございますので、私と同僚の山本議員とともにお手伝いできることがございまし

たら、何なりとお聞かせください。公明党美作市議団として全力で頑張りたいと考えるものであります。何

としても梶並地域の医療の明かりを消すわけにはいきません。ただいまもこの放送を梶並の皆さんもお聞き
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になっておられると思いますので、現在わかっている範囲でも結構ですので、お聞かせいただければ幸いと

思います。地域の医療なくして安心して暮らすことは厳しいと思います。過疎地域の方々が、高齢者の皆さ

んが安東市長の取り組まれてきた市政に称賛を送っておられることは事実であります。今回体調がすぐれな

いとのことでやむなく引退を表明されました。私も本当に残念ですし、お気持ちも十分理解できます。  

              〔発言の削除〕                幸いにも安東市長におか

れましては任期いっぱいは精力的に努めてくださるとのことでございます。何としましても市長の人脈、政

治力の全てを出していただき、梶並地域への、そして僻地医療体制の堅持に御尽力くださいますよう改めて

重ねてお願いいたしまして、２回目の質問とします。よろしくお願いいたします。 

議長（内海 健次君） 

 消防長。 

消防長（森  正彦君）〔登壇〕 

 則本議員２回目の質問でございますけど、火災件数は昨年17件で減少していることは消防の成果として評

価してよいかという御質問でございます。火災件数は確実に減少しております。消防本部発足が昭和48年、

これは圏域でございましたけれども、昭和の時代がおおむね30件前後の件数でございました。中には50件を

超えた年もありました。平成になってから30件から20件で推移しておりまして、美作市になった平成17年か

らは20件前後と減少してきております。昭和の時代に火災件数が多かった要因は、火災原因としてあぜ草焼

きやごみ焼きによるものが多かったものでございます。平成になってからの推移は、単純ではありません

が、建物火災が年間20件前後であったものが、近年では10件前後と減少しております。その要因は生活様式

の変化と、やはり防火指導の成果として市民の皆様の防火、防災への意識が高まっているものと考えており

ます。消防本部では火災件数の減少に向けてさらなる防火指導を行ってまいりますとともに、人的被害の未

然防止を目指して、住宅用火災警報器の設置推進に努力してまいります。〔降壇〕 

議長（内海 健次君） 

 市長。 

市長（安東 美孝君）〔登壇〕 

 則本議員の２回目の御質問でございますが、その前に高齢者福祉の前回質問していただきました。その中

での民生委員さんが本当に地域で本当に大変な御苦労をされながら活躍をされております。この場をかりま

して私も民生委員の皆様方に御礼を申し上げたいと思っております。 

 さて、消防業務と救急医療の充実ということで御質問をいただいております。消防救急につきましては、

則本議員もおっしゃいましたように職員として33年間勤務をされたということで、救急救命士の資格と防災

士の資格も取られ、本当にその任に当たっておられたときは大変であったろうというふうに思います。やは

り防災、救急にはどうしても気持ちが向くものであろうというふうにも思います。本年夏には新しい消防署

も、夏、秋かね、完成するだろうというふうに思います。市民の安全を守り、安心して生活できる環境も一

段と高まるものというふうに考えますが、則本議員が申されますようにそこで勤務する職員の考え方も大変

大切なものであろうということに思います。新しい施設や設備の機能が十分に生かせるように職員の資質向

上にも大いに努力をしていかなければならないものと考えております。 

 また、御質問の梶並地域の診療所の問題でございますが、則本議員お聞きになられましたように、梶並診

療所の三木先生は長年過疎地域の医療の分野に強い責任感のもとに担ってきていただいております。本当に

頭の下がる思いでいっぱいでございます。しかしながら、私とやや似たところがありまして、体調の不良と

いう面もあります。御家庭の御都合もあります。本年５月をもって四国の実家へ帰られるというふうにお聞
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きをしております。三木先生も梶並の医療のことも大変御心配をされておりまして、お知り合いの先生を御

紹介をいただいておりまして、今この先生と診療所の継続について話し合っておるところでございます。幸

いこの先生も御理解が深くて、気持ちよくお引き受けいただける状況になっておりますけれども、診療所を

開設する場所について、老人福祉センターのやまゆり苑を希望されておりまして、あわせて美作市側から重

度心身障がい者の方のデイサービスをやっていただけないかとお願いもしておるところでございます。身体

に重度の障がいをお持ちの方の介護をされている御家族の皆様には毎日が少しの気の緩むこともできない本

当に厳しい介護の連続であろうと思います。皆様からの御希望も多く、できるものならば、デイサービスを

実施することで自分の時間も持っていただきたいと願うものでおります。先生も本当に協力的でありまし

て、実施に向けた協議をいたしております。先ほど則本議員からも公明党としての協力したいとの温かいお

話をいただきました。今回梶並の診療所の継続にはクリアしなければならない件がございます。今岡山県に

問い合わせを行ってはおりますが、まだまだ判断が出ておりません。それは高齢者福祉センターとして建築

した建物に診療所を開設した場合目的外使用になり、建築に要した補助金の返還を求められるのではないか

という問題もあります。もう一点、重度身体障がい者のデイサービスにかかわる施設設備の補助がないとい

うことであります。これらの解決には国の計らいが必要となってまいりますので、特に公明党の桝屋敬悟議

員に、厚生労働省の副大臣に就任されていますので、お力添えをいただければ、本当に幸いでありがたいと

いうふうに思います。どうかよろしくお願いしたいと思っております。 

 先日議会開会の冒頭で議会議員の皆様を初め、市民の皆様におわびをさせていただきましたとおり、市長

の職務というものは大変厳しいものでございまして、通院しながら職務の遂行は皆様のためにはならないと

いうふうに判断し、決意をしたものであります。私のわがままをお聞きいただきました多くの市民の皆様に

厚く御礼を申し上げるとともに、与えられました任期は石にかじりついてでもなし遂げていきたいと思って

おります私の後を継ぐ方は福祉の分野も手厚く、思いやりのある行政を行っていただけるものと思うもので

あります。 

 以上でございます。〔降壇〕 

議長（内海 健次君） 

 則本議員。 

２番（則本 陽介君） 

 消防長、市長より答弁をいただきました。 

 火災件数の減少につきまして、その要因としては生活様式の変化と消防署の防火指導の成果、そして何よ

りも市民の皆様による防火、防災への意識が高まっていることなどではないかと考えているとの答弁であり

ました。やはり市民の皆さんが防火意識を強くすることが最も大事であると強く感じました。日本には昔か

ら火の用心という言葉があります。この言葉のとおり火に対する心をおろそかにしないことの取り組みが最

大の火災予防ではないかと私は考えております。今後におきましても市民の安全・安心を守るかなめとして

万全の取り組みをお願いしたいと思います。 

 また、市長より梶並診療所の閉鎖に関して答弁をいただきました。多くの市民の皆様が梶並診療所の閉鎖

には、そりゃ、困る、絶対に困る、通院も投薬もどうすりゃえんじゃろうかとの声を複数の方からお聞きし

ております。また、本当に深刻な問題でもあります。診療所の継続について私にできるお手伝いは積極的に

取り組ませていただく所存であります。市長におかれましても診療所の継続に向けて特段の御尽力を重ねて

お願い申し上げまして、この質問を終わらせていただきます。 

 次に。 
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議長（内海 健次君） 

 則本議員、暫時休憩します。 

                                       午前11時31分 休憩 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

                                       午前11時37分 再開 

議長（内海 健次君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 休憩中に則本議員から発言の訂正がありました。 

 則本議員の発言を求めます。 

 則本議員。 

２番（則本 陽介君）〔質問席〕 

 

 

 

 

〔発言の削除〕 

 

 

 

 

議長（内海 健次君） 

 則本議員。 

２番（則本 陽介君） 

 ３項目め、災害時のトイレ対策についてお尋ね申し上げます。 

 昨年12月天井板が崩落した中央自動車道笹子トンネルのように高度経済成長期に集中整備したインフラの

老朽化が進行、首都直下地震や南海トラフ巨大地震といった大規模災害への防災、減災対策が望まれている

ところであります。当市におきましては山崎断層や大原断層を抱えており、危機管理対策や災害情報には目

が離せないところであると思います。私は今回震災で避難所が断水した場合、水や食料と同時に問題になる

のがトイレ対策ではないかと考えました。トイレに行かないように水や食べ物を控えると、脱水症状やエコ

ノミー症候群となりやすく、大地震で家が壊れてしまったりすると、交感神経が高ぶり、血管は細くなり、

ストレス性のホルモンが出て、血液を固める作用が働くため、水を飲まない、トイレを我慢するということ

は危険な行為になるようであります。女性や子ども、高齢者、障がいを持っている人にとっては相当深刻な

問題ではないかと私は考えております。 

 以上のことから避難所生活において健康を支えるためにも、１、避難場所のトイレの現状と対策につい

て、２、災害持ち出し常時袋に携帯用トイレを加えるべきではないかという質問ですが、よろしくお願いい

たします。 

議長（内海 健次君） 

 危機管理監。 

危機管理監（小林 昭文君）〔登壇〕 
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 則本議員の災害時のトイレの対策についての御質問でございます。 

 １番目の避難場所のトイレの現状と課題についてということにつきましては、自然災害、特に大震災では

多くの人が避難所に避難をいたします。阪神・淡路大震災でのトイレ問題は深刻であったようです。上下水

道など、インフラの整備が進んでいる都市部ほど、この問題は深刻であります。水道は断水、下水管は壊滅

状態、多くの人が学校の体育館に避難をいたしましたが、水が流せない。そういう中で、トイレはふんの

山、外では側溝やグラウンドの隅がふんの山、悪臭もひどく、衛生面からも、またトイレを我慢したり、水

を飲むのを我慢したりと、健康面からも大変な問題であったようです。余り報道もされませんでしたが、女

性が被害に遭うこともあったようです。まさに災害時のトイレ対策は生死にかかわる問題であります。 

 美作市におきましても下水道が普及してきていますので、万一断水したり、下水管が破壊されたときの対

策は考えておく必要があります。現在１次避難所としている地域の集会所は327カ所、そのうち下水道が整

備されているところは約80％です。拠点避難所となる学校などの公共施設はほぼ水洗化できています。しか

し、断水したり、下水管が損壊したときはたちまち困ってしまいます。防災協定を結んでいる建設業者など

の協力を得ながら早期の復旧を目指しながら、簡易トイレのリース等で対応をしてまいります。美作市の場

合は山間部ですので、山や田畑に穴を掘って用を足すことはできますが、東北でも見かけましたように避難

所では囲いができるようなビニールシートも必要となります。こういったものを各支所に配備をいたしてお

ります。また、トイレは自己責任で対策を立てておくことも必要であります。風呂の水を抜かないでためて

おくとか、タンクを準備するなどの平時の備えとして今後も呼びかけてまいりたいと思います。 

 ２つ目の問題として、災害持ち出し常備袋に携帯用トイレを加えるべきではないかという御質問でござい

ますが、美作市では災害時の備えとして簡易のトイレとなるふん尿袋を市役所や各支所に、当座をしのぐ程

度ですが配備をいたしております。先ほども述べましたように排せつは生死にかかわりますので、万一のと

きのために何でも役に立つビニール袋やウエットティッシュなど、非常持ち出し袋に入れておくことは有効

だと思われます。今は非常用やアウトドア用として機能性のいいものが販売されています。例えば水を使わ

ないで消臭や凝固の機能を持つ衛生的なものもあります。値段的にも手ごろであります。御指摘のようにふ

ん尿の処理ができるような携帯用トイレを非常持ち出し袋に常備していただくと、いざというときに大変役

に立ちます。今後自主防災組織の研修会等を通じまして、啓発を図ってまいりたいというふうに思います。 

 以上でございます。〔降壇〕 

議長（内海 健次君） 

 則本議員。 

２番（則本 陽介君） 

 危機管理監より答弁をいただきました。 

 現在１次避難所としている地域の集会所は327カ所で、そのうち80％は下水道が整備されており、また拠

点避難所となる公共施設ではほぼ水洗化ができているとのことであります。災害によって断水したり、下水

管が損壊した場合の際には、災害協定を結んでいる建設業者などの協力を得る一方で、簡易トイレのリース

の対応も考えているとのことでございます。また、携帯用トイレを非常持ち出し袋に常備することにつきま

しては、今後啓発を図っていくとのことでございます。災害に伴う避難所で水を飲まない、トイレを我慢す

るという行為が危険な行為であるとの観点で私はこの質問を取り上げさせていただきました。今後もこの認

識に立った取り組みをお願いしたいと思います。 

 これで私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

議長（内海 健次君） 
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 御苦労さまでした。 

 以上で通告順番２番、議席番号２番則本陽介議員の一般質問を終了いたします。 

 ただいまから１時まで休憩をいたします。 

                                       午前11時48分 休憩 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

                                       午後１時00分 再開 

議長（内海 健次君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 福島議員が葬儀のため退席をされます。西元議員が所用のため退席をされます。尾髙議員が少しおくれま

す。 

 それじゃ、一般質問をいたします。 

 通告順番３番、議席番号14番岩江正行議員の発言を許可いたします。 

 岩江議員。 

１４番（岩江 正行君）〔質問席〕 

 一般質問の機会を与えていただきましたので、この３月定例議会の一般質問をさせていただきたいと思い

ます。 

 私は市民の安全・安心ということで質問させていただきます。 

 市民の安全・安心、地域災害に強いインフラ整備についてを質問をさせていただきます。 

 昨年の12月に衆議院が解散され、安倍新政権が誕生されました。首相は全閣僚に経済再生と震災復興、大

規模な災害、テロに備えた危機管理に万全を期すよう指示がありました。私は、安全・安心は国民の願いで

す、大災害、地震に対する備え、災害に強いインフラ整備について質問いたします。平成23年３月11日、三

陸沖を震源とするマグニチュード9.0の巨大地震が発生し、東北、関東を襲った。大津波により太平洋沿岸

の多くの市町村が壊滅しました。死者は１万6,893人と阪神大震災の死者数6,934人を超えて、戦後最大の大

惨事となりました。美作市においては平成21年の集中豪雨によって山崩れで人が生き埋めに、山家川が氾濫

し、600以上の家屋を泥水とともにのみ込む甚大な被害をもたらしました。大きな災害の傷跡を残し、今復

旧工事が急ピッチで進んでいますが、自然災害の恐ろしさを改めて認識をさせられました。なぜ災害前に防

災対策は考えなかったのか、私は疑問に思います。市が合併してからですね、平成17年に合併してから、市

会議員のほうから、あそこの浸水地があるんじゃと、作東のあそこは浸水地があるんじゃと、ああいうふう

な避難場所に、浸水地のあるところに避難場所があるのはおかしいと、早うしてくれ、してくれって言よっ

て、こういうふうな600戸からの家屋の浸水があったと。この辺のところを十分職員の方々に認識していた

だいて質問をお願いしたいと思います。美作市には山崎断層の一部である活断層の大原断層が通っており、

平成８年12月、岡山県の地震活動調査委員会が大原断層に関する調査報告書によると、30年以内にマグニチ

ュード7.4の直下地震の発生する確率が高いと危険性を発表しております。美作地域における地震災害予防

を実施し、住民の生命、身体、財産を地震、災害から守り、安全で安心して暮らせるまちづくりに向けての

事業計画、防災訓練をお願いいたします。 

 では、項目に入らせていただきたいと思います。 

 １番目ですが、防災訓練と市民の安全ということで、１番に、高齢者、障がい者をどう避難させるのか。 

 ２番目に、保育園、幼稚園、小学校、中学校における防災訓練についての質問をいたします。 

 それから、湯郷温泉の宿泊客での防災訓練は、避難地、避難路の案内についてはどうしているのか。訓練
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をしとんかしとらんのか。しとったら１年に何回ぐらいしょんか。 

 ４番目、消火訓練、消火器の備え、全戸に備えとんか。消火器の取り扱い、皆がわかっとんか、消火器を

どういうふうにして使うんかわかっとんか、訓練の中にありますけども。それから、安全管理の不備によっ

ての事故、捜査。長崎の火災事故がございました。そんなものを踏まえて質問をさしていただきたいと思い

ます。 

 それで５番に、市民の安心を守る公共放送の強化ということについて、５点についての１回目の質問とい

たします。 

議長（内海 健次君） 

 市長。 

市長（安東 美孝君）〔登壇〕 

 岩江議員の防災についての全般にわたる御質問をいただいております。 

 冒頭岩江議員も申されましたように東日本大震災に大変な被害が生じておるということで、２年がもうす

ぐたとうとしております。美作市としても取り組むことは微々たる力ではありますけれども、３月11日には

市民の皆様に呼びかけをいたしまして、全市民に犠牲者に黙祷をささげたいというふうに思っております。

そういった呼びかけも行ってまいりたいと思っております。また、山家川のいわゆる集中豪雨での災害

等々、合併以降現地にも出かけまして、問題点を何点か把握しております。その中で何とか井堰を転倒井堰

にやる、もしくは統廃合ができないものかというようなことを地元議員等を通じましていろいろと協議をさ

せていただいたんですが、なかなか前に進まなかったということがございますが、今では全ての地権者、水

利権者の皆さんが御協力をいただきまして、ことしの遅くとも６月には山家川につきましては、河川改修が

完了する見込みであります。地権者、水利権者のそれぞれの皆さん、御協力いただいたたまもの、また国、

県の熱心な工事への予算配分ということで、感謝を申し上げたいと思います。 

 さて、岩江議員の防災全般にかかわる御質問ということでございますが、災害は自然災害もあり、また人

為的ミスによる災害もございます。日ごろから注意を払い、気をつけていれば防げるもの、またどんなに気

をつけていても起こってしまう災害というものもあります。安心・安全な市民生活を保障していくというこ

とは行政に課せられた大きな責務であるというふうに認識をしております。昨年11月25日、議員の皆様にも

参加をいただきました美作市総合防災訓練は、地震を想定した災害時の広域連携と、それぞれの団体がこん

なことをするんだといったような訓練でございました。これはこれで大変必要な訓練でもあり、今後も実施

をしてまいりますが、この訓練は地震が発生した後の対応でございます。しかし、地震において命を守ると

いう観点では遅いということでございまして、減災ではありますが、防災にはならないということでござい

ます。２月２日には美作県民局と共催で実施いたしました防災フォーラムの中で、山口大学の瀧本浩一先生

は、地震について震度６か震度５かの違いは大きな違いがあると指摘をされております。震度５だと、家具

が倒れたり、看板が落ちたりで、場合によるわけですけれども、けがをする程度で済むが、震度６以上であ

れば、耐震ができていない建物はその瞬間に倒壊をする危険があると、まさに命にかかわる重大な問題であ

るというふうに講演をされております。大原断層による直下型地震では最大震度６強と言われております。

そういった危険が潜んでいるということでございまして、どう対策をしておくか、重要な課題であります。

地震だけでなく風水害でも、まず潜んでいる危険をそれぞれで認識をしていただいて、自分の身は自分みず

から守るという意識を持って平素から備えをしていただく、そういった意識、知識の醸成を図るよう市とし

ましても繰り返し呼びかけるとともに、耐震化など、必要な対策は順次してまいっております。瀧本先生の

話でも、個人個人ではなかなか防災の取り組みが進みませんが、地域の中で自治会や自主防災組織の行事な
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どを通して、みんなで一緒に取り組める工夫が必要であるというふうに言われております。個人住宅の耐震

化につきましては、助成制度を設けておりますので、これらを活用していただき、耐震化を促進してまいり

たいというふうに思います。市民の皆さんも大いに利用をお願いしたいと思います。 

 さきの防災フォーラムには消防団関係者や地域の自主防災組織の関係者も多く参加いただいております。

地域の防災リーダーの育成や総合防災訓練など、市として取り組んでまいりますが、自主防災組織でもそれ

ぞれ研修や防災訓練を実施してもらうよう積極的に働きかけをしてまいりたいと思います。 

 もう一つ、防災教育の実践でございます。東日本大震災でも中学生が防災のリーダーとなったことは釜石

の奇跡と言われておりますことで周知のとおりであろうと思います。この奇跡も日ごろの防災教育、防災訓

練があっての行動であったようでございます。どの園や学校でも防災訓練は年間計画的に行われています

が、小・中学生がその知識を生かして、家庭や地域で実践してもらう地域の防災リーダーになってもらう、

このような防災教育を促進してまいりたいと思っております。 

 それぞれの項目につきましては、危機管理監のほうで答弁をさせていただきます。〔降壇〕 

議長（内海 健次君） 

 危機管理監。 

危機管理監（小林 昭文君）〔登壇〕 

 岩江議員の防災訓練と市民の安全について、５点について御質問されております。 

 １点目でございますが、高齢者や障がい者をどう避難させるかという問題でございます。高齢化が進み、

在宅で暮らす高齢者がふえ、地域では高齢者世帯、独居老人がふえてきています。災害時に地域の高齢者や

障がい者など、要援護者をどう避難させるか、平時から備えておく必要があります。自主防災組織など、地

域のつながりを生かし、家の間取りやどの部屋で寝ているかなどの実態を把握し、いざというときのため

に、誰が誰をどのようにといった細かい計画を立てておく必要があります。これらは自主防災組織や地域の

助け合いネットワークで取り組んでいただいているところですが、避難誘導方法については、防災訓練等を

通して研修をしてもらうように努めてまいります。 

 また、23年度に民生委員さんの御協力をいただき、要援護者支援システムを構築いたしまして、どこに誰

がいるかといったような情報が把握できるようにいたしました。個人情報保護に注意を払いながら、このシ

ステムと防災情報支援システムを関係部署で共有することによりまして速やかな対応がとれるようにしてま

いります。 

 また、災害時に要援護者の避難場所として市内５つの老人福祉施設を使用させていただく災害時の福祉避

難所に関する協定を昨年12月に締結をいたしました。一般の避難所では難しい要援護者の方の受け入れをお

願いすることとなっております。 

 続きまして、保育園、幼稚園、小学校、中学校、高等学校における防災訓練等につきましては、少し私の

ほうから触れさせていただいて、詳しくはまた教育委員会のほうでもお答えを補足いただければと思います

が、私のほうから報告をさせていただきます。 

 学校園においては学校安全年間計画に基づき安全学習、安全指導を行っております。防災教育もこの中に

位置づけられています。東日本大震災を受け、学校園における防災教育のあり方は全国で見直しが図られて

いるところでございます。市内の学校園においても立地場所と市の防災ハザードマップを参考にし、予想さ

れる災害を中心に防災計画を見直しております。教職員や幼児、児童・生徒が地震や台風などの災害時や火

災時、不審者侵入時に安全な行動ができるよう必要な知識など身につけるとともに、学校園における対応の

仕方をあらかじめ講じておく必要があります。そのため防災教育の一つである避難訓練において消防署や警
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察署の指導を受け、避難経路の確認や落ちついた集団行動がとれるように事前指導、実際の訓練、事後指導

を行っております。今後も避難訓練につきましては、消防署や警察署の指導を仰ぎながら、随時その内容の

見直しを行うとともに訓練のための訓練にならないよう徹底した危機管理意識のもとで行うよう指導してま

いります。東日本大震災の経験でも証明されましたように突然の地震にも備えた訓練をしておく必要があり

ます。繰り返し繰り返し行うことでいざというときに役立つ訓練になると思いますので、そのような訓練に

取り組んでまいりたいというふうに思います。 

 それから、３項目めでございますが、湯郷温泉などの宿泊施設での防災訓練、避難地、避難路案内につい

てということでございますが、湯郷温泉など、宿泊施設での防災訓練につきましては、消防法により一定の

規模以上の宿泊施設においては年に２回以上、消防訓練、避難訓練、通報訓練等を実施することとされてい

ます。訓練実施の指導といたしましては、年１回の立入検査時に口頭指導を行い、違反している場合には改

善指示書の送付及び改修計画書での指導を行うようにいたしております。 

 湯郷温泉には地理に不案内な災害時要援護者とも言える宿泊客や観光客も多く来られます。避難訓練は旅

館組合や地元自主防災組織が協力して避難場所への誘導訓練を実施するようにしてまいります。以前から議

員の御指摘もありましたように誘導看板について、観光客のよく集まる場所に避難場所を示す表示看板を設

置することにいたしております。誘導看板につきましても、順次整備をしてまいりたいというふうに考えて

おります。 

 ４点目の項目でございます。 

 消火訓練、消火器の備え、消火器の取り扱いについてということですが、自主防災組織や地区など、市民

からの要請により防火、消火訓練時に訓練用消火器を使用いたしまして消火訓練、取扱訓練を実施し、各家

庭への消火器設置の啓発及び注意事項等の説明も行っております。 

 また、みまちゃんネルの暮らしの安心・安全のコーナーでも消火器の取り扱いについて放映しているとこ

ろでございます。また、要請がありますれば、出前講座によりましていつでも指導のほうにも消防署のほう

から出かけてまいるということで対応していきたいというふうに思っております。 

 それから、５項目めですか、市民の安心を守る公共放送の強化についてという点でございます。市民の安

心を守る公共放送の強化について、議員言われたとおり大原地域の山崎断層系の一部である大原断層の調査

報告では、永久の活断層と推定されており、1,000年に１メートルから10メートル未満変動すると言われて

おりまして、予断を許さない状況にあると思っております。東日本大震災では広域的な停電や市町村の庁舎

や防災拠点施設などに被害が生じ、避難のための情報が伝達できないなどの課題がありました。ＮＨＫでは

気象庁から出された緊急地震速報やテレビやラジオの全ての放送波で速報しています。 

 また、気象庁からの情報は全国瞬時警報システム、Ｊ－ＡＬＥＲＴといいますが、これと防災情報提供シ

ステムによりまして美作市への、市内のほうへ情報提供ができるようにしてあります。この情報を美作市で

はケーブルテレビのみまちゃんネルや告知放送、ホームページなどで情報を伝達するようにしております。

市民の方の初期の情報収集手段は自宅ではテレビや告知放送を視聴いただき、野外では携帯電話のワンセグ

やエアメール、ラジオ、自動車のカーナビなどといったものを利用していただきまして、情報を収集してい

ただきたいというふうに思っております。 

 また、東日本大震災でも活躍をしたのがコミュニティＦＭです。災害時には臨時放送局の開設もできるこ

ととなっております。本年３月には美作市ケーブルテレビを法人化し、新年度から制限のかからない自主放

送番組編成が可能になることから、防災情報の充実や災害情報の提供なども行ってまいりたいというふうに

思っております。 
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 以上でございます。〔降壇〕 

議長（内海 健次君） 

 尾髙議員がここで出席をされました。 

 教育長。 

教育長（内海 壽志君）〔登壇〕 

 岩江議員の保育園、幼稚園、小学校、中学校、高等学校における防災訓練の実施状況につきまして、少し

御報告をさせていただきます。 

 保育園では毎月１回以上の実施が義務づけられており、小学校では学期１回、年間３回から４回が実施さ

れ、中学校では１、２学期で年間２回実施をしております。幼稚園では主に保育園や小学校と合同での実施

となっております。また、集合場所への集合の訓練を中心とした簡単な避難訓練から数回実施をしておりま

す。特に、小さい幼稚園、保育園につきましては、有事の際、瞬時に対応ができるよう平素から体で覚えさ

せて、行動に移れるような訓練を実施をしております。また、林野高校におきましても年１回の避難訓練

や、教職員並びに生徒を対象としました救急講習会も行われております。さらに、関連する教科の授業にお

いて安全の知識、集団行動、そしてみずから危険を予測し、主体的に行動につなげる態度を育てるなと、防

災教育としての内容の充実が図られているところであります。いずれにいたしましても、災害などに対し一

番大切なことは日ごろからの備えであると思います。そういった意味から避難訓練につきましては、消防や

警察の指導を仰ぎながら、随時その内容を見直しを行うとともに、訓練のための訓練にならないよう徹底し

た危機管理意識のもとで行うように指導をしておるところでございます。 

 幼稚園、保育園につきましては、１次避難場所へ移動する時間が40秒から１分、そして２分、３分という

時間がかかります。１次避難場所はすぐに行けるところではございますが、そういう時間を要しておりま

す。また、２次避難場所につきましては、１分から２分、そして安全な場所へ行く、場所が英田のほうでご

ざいますけども、５分という時間がかかるところがございます。そういうのが幼稚園、保育園でございま

す。 

 そしてまた、訓練の実施状況でございますけども、小学校、中学校におきましても火災、地震、不審者、

洪水、竜巻と、こういうようなことを想定しながら、それぞれ１学期、２学期、３学期と、そういう訓練を

実施しておるところでございます。本当に災害はいつ起こるかわからないという中で瞬時の判断ができるこ

とを、教員、そしてまた子どもたちも真剣に取り組んでおるところでございます。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。〔降壇〕 

議長（内海 健次君） 

 岩江議員、２回目です。 

１４番（岩江 正行君） 

 高齢者のね、高齢者、障がい者をどう避難させるか、在宅で介護されようる方、何人ぐらいおられるんか

把握されとん。それで、動ける人はいいけども、動けん人がおるでしょう。そういうような人は誰が救助に

行くのか、避難させるのか、それについての御回答がなかったんじゃけども、今言う先ほど２番の議員の質

問の中にもあったんじゃけど、全体でひとり暮らしだけが2,597人おるんじゃと、それで民生委員中心にほ

っとネットで云々というようなことを言われとんじゃけども、自分が言おうとすることは、避難者をどう避

難させるんなら、高齢者や被害者をどう避難させるんですかという。そじゃから、大原病院には４階にはほ

んまにいよいよ動けんような人ばっかしがおられる。それから、介護施設、大原の特養、それから江見、そ

れからたくさんのそういうふうな体の自由がきかない、障がいのある方々を受け入れとる施設がたくさんあ
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ると思うんじゃけども、施設の関係についたら、何回ぐらいされよんか、訓練を。それから、在宅介護につ

いたら、どういうふうな形に、ここの林野の救急車がぴゅうっと行てじゃね、大変じゃということで、ここ

で待っとくからここの早う、わしんとこの近くじゃというたら、わしんとこの近くの公会堂があるから、公

会堂のとこで待っとくから、ここに消防団がここへ動けない人をここへ連れてきてくださいよとか、そうい

うふうな訓練ができとんかできてないんか。恐らく消防団やこうにそがな訓練しとらんと思うん。徹底して

ないと思うん。この前こんなこと言うて、言うちゃなんやけどな、せんよりましじゃからな、あそこで江見

で防災訓練がありました。せんよりましじゃ。わしこの前福力荒神様へ行たん。農機具の機械がたくさん出

とる。あれ珍しい機械も、まき割りやこうでも珍しい機械がたくさんあるというようなことで、農機具やそ

がなもん、展示会じゃないんじゃからね、珍しい消防車があるなというようなことじゃなしに、やっぱしど

なんしてするんならという、もう一つ深う踏み込んだ防災訓練が私は大事じゃないんかなというように思う

んです。わしんとこの部落40戸ぐらいの部落じゃけども、消防団が団体14、十三、四、五でもおるんかな。

それで、遠くへ働きに出られとる方もおる。それから、家の近所の会社やこう行かれようる人もおられる。

そうしたときにいざそうなった場合については、わしんとこの地区だったら、部落だったら、あそこは１人

しかおらんから、ここはこう移動していこうとか、ほんなら川上へ入ったら、川上のほうは何人もおるか

ら、こういうな形の中で移動していかないけんじゃないかと、自衛隊が来るまでの応急処置は誰がするんな

ら、救急車が来るまで、消防車が来るまで、消防署が来るまでの応急措置は誰がするんという、その辺のと

こが説明がなかったんで。やっぱしね、学校については教育長のほうから聞きましたんで、とりあえず万全

を期すように、災害があっても。大川小学校でね、東北大震災で逃げ場を、三角所のとこ行かなんだら、上

の山へ避難しとったら、皆助かっとん。それが逃げ場を違うたとこへ行ってね、あっこは訓練しとったんか

してなかったんか知らんけど、逃げ場が違うたとこへ行たん。二、三分の山の裏へ上がっとったらじゃね、

助かっとるやつをあっちへ逃げたと、それで70人からのとうとい命があの津波によって奪われたんじゃとい

うことなんで、とりあえず万全を期していただきたいと思います。 

 それから、湯郷の温泉地の宿泊施設での防災訓練はということは、やっぱし札だけじゃなしに、今のおか

みの会というて、ほかのことじゃようおかみの会と言ようるけども、従業員もひっくるめて、１年に一遍ぐ

らいはお客が少ないときにでもそういうな訓練もしていただきたいな。あそこは安全・安心に物すご気を使

ってるぞと、湯郷温泉は、あそこの温泉行たら、危のうて危のうて逃げ場もなにも袋小路みたいなところで

ありゃあへんぞというようなこっちゃなしに、この前９月だったかね、湯郷温泉のインフラ整備、住環境整

備について質問したんじゃけども、何か知らんけど、調べられてないようにあったで、私もひどう質問には

入らなんだんじゃけど。やっぱし住環境整備はこういうな形の中で補助金がありますよと。やっぱし補助金

はもうあるやつはもう人の命にかかわる問題だったら精力的に動いてね、やってもらわなんだら私はいけん

と思います。 

 それと、消火訓練、消火器の備え、消火器の取り扱い、安全管理の不備によってじゃね、事故があって、

それでまた警察が来て捜索する、何が原因だったん、そんな繰り返しの新聞がもうよう出とる、新聞に。危

機管理監、あんた消火器どがして使うか知っとるか。知っとんか。どがいするん。ちょっと格好してみね

え。 

危機管理監（小林 昭文君） 

 ぴんを抜きまして、ホース向けて、レバーを引いて。 

１４番（岩江 正行君） 

 そう、ほじゃけんな、そういうなことが、そうらしいんじゃ。そのことがじゃな、やっぱし徹底してなか
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ったら、こうやして火に向けてこがんことしたっていけんらしいわ。この間テレビでしょうりました。それ

で、わしも一つ賢うなったなと思うとんじゃけども。管理監やっぱし勉強されとるから、こういうにほうき

ではくように、つっさきをせえというて言ようりました。やっぱし火のほうへ向けてばあとかしたっていけ

んらしい。そういうことで、その辺のとこについても十分。それから、この消火器がないところについて

は、消防署のほうからでもじゃな、ちいたあ、火の用心、火の用心というて車で流すのもええけども、そう

いうような施設にほんまに消火器が置かれとんか置かれてないんか、人のたくさん寄るとこ。そういうよう

な点検を、今しとるとこある、何件になるというようなことを言よんじゃなしに、点検をしていただきた

い、きちっと。 

 それから、市民の安全・安心を守る公共放送の強化ということでございますけども、湯郷は防災無線を撤

去したというて聞いたんじゃけども、ほいでね、これがおいというてすぐ人が、おい、逃げよというて言え

るとこだったらええけども、やっぱり野良仕事したりして、山へ入ったり仕事したりして、やっぱしそうい

うな人にね、人の命も救えるんじゃと、伝えれるんじゃと、安全を伝えるんじゃというふうな形のものはや

っぱし防災無線が一番じゃないかと思うん。そうしたときにね、これちょっとこれ北海道の南西地震という

て、皆さんよく知って、奥尻島のあの地震じゃ、今から20年、阪神大震災が18年で、その２年前。ここでも

大きな被害があった。ここでな、津波が来出したん。うずくまっとったというんじゃな、人が。それで、津

波が来るけん早う逃げよというて、人がざっと言うて回ったんよ。そしたら、今言よる高台に逃げて一生を

得たという、今のその教訓というのは今も残っとるというふうに、この前ちょっと雑誌見たら書いておりま

した。それで、やっぱしそういうなちょっとしたことが皆さんに安全、危険を伝えるということが、どうし

て皆さんに知らせるかということが私は一番大事じゃないかと思いますんで、その辺のところについても、

皆さん徹底していただきたいと思います。 

 ひとり暮らしの支援については、2,597人の人がおられるんじゃと。じゃけども、そこの中で一番の問

題、在宅、災害の弱者じゃな、もうベッドでもう体が動かないと、わしはもう病院には行きとうないんじ

ゃ、ここへおりたいんじゃというて家へおられる人、こういうな人についてのやっぱし避難の仕方というも

のを、今やっておられるんだったら、何もここで紹介してもろうたらよろしいし、してないんだったら、ち

ょっと厳しゅう言うときますけども。今後は早急にこれを対応していただきたいと思います。 

 これが２回目の質問です。 

議長（内海 健次君） 

 危機管理監。 

危機管理監（小林 昭文君）〔登壇〕 

 岩江議員の２回目の御質問でございます。 

 今全般的に言われた件でございますが、まさに私がしなければいけない仕事だなというふうに感じており

ます。 

 まず、高齢者の人数につきましては、先ほど言われたとおりでございますが、それでは寝たきりが何人か

という把握は私のほうではちょっといたしておりませんが、これにつきましては、保健福祉のほうと連携を

とりまして、把握に努めて、また地域の自主防災組織との連携も図りまして、そういう方の対応をそれぞれ

の組織で、地域でできるような方向で一緒に連携を図っていきたいというふうに思っております。行政とい

たしましてもそういう方がすぐに把握できる、防災情報システムはブロックごとにいろんな情報が入ります

ので、そのエリアの中にどういう方がおられるかというのが要援護者支援システムだろうというふうに思っ

ておりますので、いざというときにはそういう情報を把握しながら対応をしてまいるようにしていきたいと
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いうふうに思っております。 

 それから、入所施設、高齢者なんかの入所されている施設がありますが、これにつきましては、訓練のほ

うは年２回されているというふうに聞いております。通報訓練なり避難訓練、ただこれは施設内だけでござ

いまして、私が一番心配しておるのは、その地域と連携を図った避難訓練というものが必要ではないかなと

いうふうに感じておるところです。 

 それから、在宅の関係ですけども、一つの例といたしまして楢原の中で防災訓練をされました。その訓練

の中に消防団が参加してくれておりまして、消火栓の使い方の訓練を指導をしてくれたりとかというふうな

こともありまして、先ほど言われたような対応の細かいところまではそこではしていなかったですが、そう

いう連携の仕方、それから親子で子どもさんも参加した訓練でございましたので、その地域の子どもも、

お、こんな訓練をするんだということで親子で勉強ができて、いい訓練ではなかったかなというふうに思い

ます。 

 それから、応急手当て等の訓練につきましては、それぞれ地域で消防署に依頼をされまして、かなりＡＥ

Ｄの使い方とか、救急法の講習を受けられておられます。今後もこれを進めていったらいいというふうに思

っております。 

 それから、ホテル、宿泊施設の訓練でございますが、これは消防署のほうで指導は当然従業員も含めて訓

練を実施するということは必要であろうというふうに思いますので、今後とも指導を強めていっていただこ

うというふうに思っております。宿泊施設につきましては、湯郷の宿泊施設はやはり中の施設の中で火災等

のときに中で迷うというか、出口がわからなくなるような感じがありますので、その辺も含めてきちっと訓

練をする必要があるんかなというふうに思います。 

 それから、補助金、耐震化の補助金につきましては、この詳しいところは建設部のほうでちょっと答えて

いただけたらというふうに思いますが、消火器等の点検につきましても、これは消防団のほうでも取り組み

を年に１回、いろいろ消火栓の点検とかも行っておりますので、消火器なんかも点検もしていただいとると

思っております。 

 それから公共放送につきましては、いろんな完璧な放送というんですか、同報系の放送設備というのはな

かなか、防災無線があった東日本でももう全部施設が吹っ飛んでしまったというような状況でございました

ので、なかなか完璧な放送設備はないかなというふうに思いますが、いずれにいたしましても、正しい情報

を届けるということは減災につながることでもございますので、今後も検討をしてまいりたいというふうに

思います。〔降壇〕 

議長（内海 健次君） 

 岩江議員。 

１４番（岩江 正行君） 

 管理監な、してくれとろうと思う、してくれとろうと思うという話じゃなしに、あんた、危機管理監じゃ

から、あんたが消防署と一緒になって、確認せなんだら、そうでしょう。楢原の消防団やこうがな、このと

きにあんた行とったんじゃな。それで、やっぱり地域の中で子どもさんやこうと一緒に扱い方やこうを説明

したんじゃと。ほんまにここらあ進んどるとこじゃ。じゃけども、進んでねえとこあるでしょう。消防長に

もお聞きしたいんじゃけどな、消防長、やっぱしどがなんかな、消火器、皆、それから避難口は全部そうい

うなものがきちっと整備できとるか、施設に。それでな、やっぱし消防団が、投げやりな話じゃなしにみん

なで防災に当たらなんだら、みんなで。そじゃから、早う言うたら民生委員にどうのこうのじゃとか、誰々

にどうのこうのじゃなしに、ここの部落はいざというときにはここを一番にこうしましょうとかというよう
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な、１年に一遍どこの部落も総会があるわけじゃから、部落の総会が、その総会でも出向いていて、ちょっ

と時間下さいよと。島根県のね、原発があらあのう、あそこへ。あそこ今言ようる福島原発が起きてから大

変なんよ、防災訓練が。姫路のほうも、わしこれ何でしたというたらな、災害でよう出るから神戸新聞よう

見るんよ。神戸新聞じゃね、やっぱしあの阪神大震災の教訓というな、そのことがもう、それからまた水害

で二十何人亡くなったんじゃと、そのことがもうどがいにも離れんわけよ。きょうは人の身、あすは我が身

ということでな、誰の命がのうなってもいけんわけじゃから。そのとうとい命を守ることが我々に課せられ

た義務じゃから。その辺のとこをあんたそこへべたっと座っとくのも、偉い人じゃけん座っとくのはえんじ

ゃけども、あんたが動きとうないんだったら、誰かあんたの関係の人をして、これ確認してこいというよう

なことをしていただきたい。かように思います。 

 学校のほうもですね、一緒に行てじゃね、消防長やこうも一緒に行てじゃね、していただいたら、余計子

どもたちも本気になるんじゃないかと思いますんで、とりあえず自分の体は自分で守ってもらわにゃいけん

わけじゃけども、やっぱし市長がいつも言ようる自助、公助、共助というて、その辺のところをやっぱし

別々じゃなしに一つになってな、考えていくということをやっていただきたいと思います。 

 これで１番目の防災と市民の安全・安心についての質問を終わります。 

議長（内海 健次君） 

 岩江議員、休憩の後に２項目めをお願いします。 

 ただいまから10分間休憩いたします。 

                                       午後１時50分 休憩 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

                                       午後２時00分 再開 

議長（内海 健次君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 岩江議員、２項目めの質問に入ってください。 

１４番（岩江 正行君）〔質問席〕 

 では、２項目めの質問に入らせていただきます。 

 自分を守る、大切な人を守る、地震と災害の備えは十分なんかということについて質問させていただきま

す。 

 これは食料は、缶詰じゃとか水じゃとかというて３日間ぐらいな備蓄しとるかしてないかということは皆

さんもよく御承知じゃと思いますけど、乾電池、それから携帯電話の準備、貴重品の持ち出しの仕方、こう

いうなんは万全か万全じゃないか、こういうなやつのね、やっぱし管理監な、各地域に行て、お年寄りやこ

う、もう部落の総会じゃ１軒家に誰か１人は来てますんでね、ここらへ行て、やっぱしちょっと防災訓練に

ついての、あなた方の体は自分で守ることをせにゃいけませんよと、またあんた方の大切なお父さん、お母

さん、お孫さん、子どもたちは、やっぱし大切な人を守るにはこういうなことが大事ですよという、そのく

らいのことはね、ちょっと消防署と手分けしてじゃね、わしは回っていただきたい。これ部落の総会という

のは１年に一遍はどうでもあるわけですから、それを確認することを第一番、それをやっていただきたいと

いうこと。 

 それから２番目について、家具の転倒、落下防止、点検指導、これが消防署のほうでできようるかできよ

うらないかということ、どっこの家へ行てもじゃな、そりゃどえらい大きな体育館みたいにしといて真ん中

のほうへ寝ときゃ、ひどう被害には遭わんと思うんじゃけども、どこの家も、ま、６畳か８畳かぐらいのと
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こにたんすを置き、それからピアノを置き、何やらを置き、本棚を置き、それについて今度はおじいちゃ

ん、おばあちゃんの遺影をこういうふうにお仏壇の前の辺行ったらよう飾っとる。それから、子どもの表彰

状、これ額ぎょうさん上げとる、鴨居にかけて。こういうなやつがじゃね、ばっと目が覚めたときにはや落

ちてきとるわけじゃから。こういうなことは市民の安全・安心を守るためにやっぱし誰が点検するんかせん

のかあんたらで協議したらえんじゃけども、たんすが落ちてこんように、今この間も言よった。転ばんよう

に上から支えをするんじゃとか、こっち転がんように柱となんとにたんすをくくるんじゃとかというよう

な、そういうような点検指導しとるかしてないか、してなかったら、やっていただきたいということ。 

 ３番目、住宅の耐震化、耐震補強の進捗状況について、民間の人が今どのくらいな耐震工事をやっとるか

やってないか、その辺のとこわかる範囲でよろしいから説明をしていただきたいと思います。 

 それから、協力し合った救出活動の応急救護ということで、これね、先ほど２番議員が勝田の診療所のこ

とを再々言われようりました。わしらの同級生が大原の高等学校あったときにじゃね、碇谷からのあの辺か

らでも全部大原まで歩いてこられよった。今道があれしもうてじゃね、金谷からあそこを越すのにね、もう

ちょっと春名部長に力、ちょっと精力的に動いてもらわにゃいけんのじゃけども、道路が物すご傷んどる。

雪が降ったら車通れんというて、いつもあの自動車屋の会長さんに叱られるんじゃ。雪のけが悪い、除雪、

岩江さんええぐあいに言いなさい、車が通れりゃせんがなというて。やっぱしね、あっこは袋小路になって

しまうんよ。お医者はおらんわ、けがはしたわね、山崎断層というのは豊成まで行とんじゃからな、突き当

たってどんとあっこ金谷におりて豊成のとこまで、駿口のとこまで。ここがぱしゃっといてしもうたら、袋

小路になってしまうんじゃ。梶並出ようたってお医者さんおらん、大原来うたって道はめげてしもうとる。

じゃから、どこが一番近いならというたら、大原行くのが一番近いん、医者行くんでも。だから、町が合併

せんうちに市道の道路も力入れてしょうたんじゃけど、途中からぶちっと切れてしもうて、難しい、大阪の

ほうの人が土地持っておられて、一向に進んどる様子もないようですが、この辺についての道路はどがいす

るんかなという、その辺のとこの考えも欲しいと思います。 

 避難路、避難地の確認ということですね、それから防災マップの問題、これがね、わしとこの自分の座る

とこのここのとこへ防災マップのやつもろうとんよ。避難地がじゃな、いまだに、先ほど言うたけども、作

東があれ、あそこが水でつかるんじゃ、つかるんじゃというて言よったとこがあっこが水がばさっと上がっ

て600ほどつかってしもうた。山家川もう前から氾濫するんじゃ、氾濫するんじゃという話があった。17年

に市会議員が出たときに言いよった。早う対応してくれというようなことを言われよった。じゃから、これ

らについても、もう一遍防災マップの見直しもきちっとしてもらわなんだら、この前の平成何年な、この前

の災害、21年の災害のときじゃな、あのときに立石のあそこへ来てくれと言んじゃけど、行こうたって行け

んのじゃ、水が向こうからどっどどっど、県道を飛び越えて出て、三谷川氾濫してしもうて。ほいで、こう

いうの大きな木が流れてくるんじゃ。車は、おまえ、ひとたまりもねえ、あがなもん当たったら。そこの中

に避難地があるわけじゃから。やっぱしそういうなもんも市民の安全・安心を守るためには避難地の再確認

もきちっとしていただきたいと思います。 

 ２項目めについての質問を、１項目めじゃな、質問を。お願いします。 

議長（内海 健次君） 

 危機管理監。 

危機管理監（小林 昭文君）〔登壇〕 

 岩江議員の２項目の御質問でございます。 

 自分を守る、大切な人を守る、地震と災害の備えということでございます。答弁に入ります前に少しテレ
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ビで見た話を少ししたいと思います。大切な人を守るということでテレビであるテレビをしておりまして、

子どもを持っている親御さんの地震の話をし、体験もしてもらって、あと転倒防止の器具をどこへ行ったら

買えますよという話をしていた実験をしておりました。帰りにその人たちがホームセンターへ寄った人はわ

ずかでございました。すぐにしなければいけないという体験をしながらそういう状態でした。もう一つ実験

として子どもをどうしたら守れるかという話を別のグループにしていたところ、そのグループの人はホーム

センターに行って、その器具を買って帰ったそうです。取りつけたかどうかはわかりません。でも、そうい

う行動に出たということで、大切な人を守るんだということで進めていけば、防災の備えが進んでいくのか

なというところで、ちょっとテレビを見た話をさせてもらいました。 

 食料、缶詰、水、電池、携帯電話の準備、貴重品の持ち出しの準備は万全かというお尋ねでございます

が、これにつきましてですが、災害時自分の身は自分で守ることを基本に大切な人も守る、備えをしておく

必要があります。災害が発生して72時間は公的支援がないことを前提に、食料や水、電池など、非常時の備

えが必要であると言われております。非常持ち出し袋を用意し、いざというとき持ち出せるようにして備え

ておく１次の備え、３日分の家族の食料や水など２次の備えをしておく、そしてもう一つですが、いつどこ

で災害に遭うかわからないということで、貴重品など、必要なものをいつも持ち歩くというゼロの、ゼロ次

の備えも必要であると言われております。食料は賞味期限が５年など、長期の缶詰などもできておりますの

で、それぞれの御家庭で準備していただくよう啓発を図ってまいりたいと思います。食料は少し多目に買っ

ておき、賞味期限前に食べて、また買い足すといったローリングストック法というような方法も有効であろ

うかと思います。 

 保健所や栄養士などで組織する勝英地域みんなでつくる災害時の食生活支援ネットワークが災害時の食生

活支援ガイドを作成いたしまして、近いうちに各家庭にも配布をいたします。ぜひ参考にしていただきたい

と思います。 

 ２番目の家具の転倒、落下防止、点検指導でございます。これにつきましては、震度５の地震では家具が

転倒、水屋からは食器が飛び出すなど、テレビなどの部屋に置いてあるものが飛んでくるといったような状

態が起こります。防止対策の備えをしておくことで、けが等が防げる、家族を守れることになります。この

ような備えはすぐにでもできることです。これら防災グッズはホームセンターなどに行けば、コーナーを設

けてありますので、大切な人を守るためにぜひ買い求めて対策をしていただく、こういうことを自主防災組

織の防災研修など、繰り返しお願いしてまいります。また、地域の行事などで景品としてこのような防災グ

ッズを配るなど、普及の工夫にも取り組んでまいりたいと思います。災害はいつどこで起こるかわかりませ

ん。家の中、職場、旅行先など、それぞれで危険箇所をチェックしておくことも必要です。日ごろからその

ような備えができるような機運の醸成を図ってまいりたいと思います。 

 各地域の自主防災組織で繰り返し研修できるような防災リーダーの育成や研修会の開催なども支援を行っ

てまいります。 

 次、住宅の耐震化、耐震補強、進捗状況でございますが、詳しくは建設部長のほうで答えていただこうと

思いますが、少し触れさせていただきます。美作市では耐震改修促進計画において住宅の耐震化率を国の基

準に沿って平成20年度末の69％から27年度末には90％に引き上げる目標を設定しているところですが、23年

度末の推計値では71％にとどまっているのが現状です。一定の条件はありますが、個人住宅の耐震診断及び

その結果に基づく耐震改修費用に対する助成制度を設けております。今後あらゆる機会で周知に努め、耐震

改修の促進に努めてまいりたいと思います。 

 市営住宅の状況については、58団地のうち56年５月31日以前に建築された団地が26団地あります。長寿命
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化計画に基づき耐震化を図るか、老朽化に伴い改築するかを検討し、国の動向を踏まえながら順次耐震対策

を図ってまいります。 

 ４番目でございます。 

 協力し合った救出活動、応急救護ということです。 

 地震などのように広範囲で同時に災害が発生した場合、公的機関での対応は限度がございます。どうして

も地元の消防団や自主防災組織での助け合いが重要になってきます。阪神・淡路大震災でも救出された人の

８割が家族や隣近所の人に助けられたということです。自主防災組織や地区の防災訓練において救助訓練、

ＡＥＤの使用方法や三角巾を使った応急処置の方法、また毛布を使った担架搬送などの救護訓練を実施され

ていますが、今後も消防署の職員を派遣して指導を行ってまいります。 

 それから、防災マップの関係でございます。防災マップにつきましては、現在６地域ごとに防災マップを

お配りしているところでございます。先ほど御指摘がありましたようにここは水害に遭うところではないか

というふうな御指摘もあります。避難所を含めまして地域防災計画の見直しを今後取り組んでいく予定でご

ざいます。今現在地震の関係、南海トラフの地震の関係で県の防災計画の見直しが今やられているところで

ございまして、それを受けましての見直しをしてまいりたいというところで少しおくれておりますが、見直

しをしてまいりたいというところでございますが、避難所につきましては、災害によって水害だけではなし

に災害によってはその避難所が有効である場合もありますので、その辺も避難所としていかにその地域が利

用するかということも地域で徹底を図ってまいりたいというふうに思っております。 

 それから、防災情報支援システムをつくっておりますが、ハザードマップを活用しながら地域の皆さんが

実際に現場を歩いて、地域で役立つマップづくりの作成を推し進めてまいりたいと思います。そのための助

成もございますので、進めてまいりたいというふうに思います。 

 以上でございます。〔降壇〕 

議長（内海 健次君） 

 建設部長。 

建設部長（春名 修治君）〔登壇〕 

 それでは、耐震の状況について御説明させていただきます。 

 現在美作市では個人住宅の耐震診断が16件申請されております。この耐震診断は今まではなかなかなかっ

たわけですが、現在16件の申請が出て、診断が終わっております。今後については、改修補助金の要望も出

てくると思っております。この耐震診断につきましては、１件が４万2,000円という対象になっておりまし

て、57年以前の木造ということを対象でしております。 

 それから、先ほど言われました県道梶並立石線、東谷上に抜けとる道につきましては、現在勝田地内で改

良工事を行っております。また、大原の川上地内でも一部分改良を行っておりまして、それが進んでいく時

点で旧町村境、地元からの要望も出ておりますので、県のほうへ要望をしてまいりたいと思っております。 

 以上でございます。〔降壇〕 

〔14番岩江正行君「消防長」と呼ぶ〕 

議長（内海 健次君） 

 消防長。 

消防長（森  正彦君）〔登壇〕 

 各戸の転倒防止等についての指導でございますけども、これは主に自主防災組織の中での訓練などで指導

しておるところでございます。各戸に入っての指導は現在一昨年からの回っております家庭用の火災警報
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器、火災警報器の設置指導を含めて独居での高齢者宅、これを市内逐次家庭防火診断をして回っているのが

現状でございますけども、これはまだ全戸を回れておりません。この中で家庭用の火災警報器の設置指導と

あわせ、火のもとの点検、それから転倒防止、こういうものを含めた指導をしてまいっております。 

 それから、自主防災組織の中で救急法の指導というのがあります。こういうとこで避難訓練、消火器の、

救急法であるとか、転倒防止も含めた一般的な災害防止の指導も進めておるところでございます。昨年24年

中の救急法の指導につきましては、市民を対象としたものが51回、1,595名に対して行っております。それ

から、地区の自主防災組織、こういうものへの指導につきましては、自主防災組織の指導は23回、885名に

ついてそういう指導を行っているところが現状でございます。各戸にわたっての指導は先ほども申しました

ように独居の高齢者宅を回ってのみしか現在は行えておりません。今後地区のコミュニティ、こういうとこ

での消火器の点検、これは150平米以上のコミュニティハウスについては、消火器を設置する義務がござい

まして、建物の建築時点では指導しておりますけど、その後の点検についてできておるかどうかの確認が全

部はできておりません。今後そういうところを地区に対しての指導を呼びかけていきたいと思います。 

 以上です。〔降壇〕 

議長（内海 健次君） 

 岩江議員。 

１４番（岩江 正行君） 

 消防長な、かみしもを着たような形の中でじゃな、物を言わずにな、ほんまにあなたが長靴とかっぱを着

るような形の中で、ほんまに市民の安全・安心を考えた戸別指導を行かなんだらな、今言うたん、集会所の

ほうでも行て、それを調べてやるようにしてくれにゃ困るということを言うとるじゃろう。しとんかしてな

いんかということを言ようるわけじゃから、してなかったら、23回どこでしたんか知らんけど、また説明し

てもろうたらよろしいですけどな、全戸をしとんかしとらんかと言ようるわけじゃけん、してないんじゃろ

うがな、市民に。市民の安全・安心を一番に考えてくださいよという質問しょうるわけじゃから、してない

から早急にその方向にその準備に入らせていただきますから、そのような答弁してもらわなんだらな。 

 それと、これホテルの関係についとらんのじゃけども、ホテルの関係はここへ耐震の関係については質問

してないんじゃけども、美作市にも公共施設の中で泊まるやつがある、愛の村からずっとこっちこっち、下

は雲海まで、人がたくさん寄るところがある。ここらの耐震調査についても、やっぱしね、安全だったらえ

えけど、何もいらわいでもええんだったらええけども、安全だったらえんじゃけども、やっぱし危険な建物

というのは耐震構造というのを十分していただきたい。 

 それから、やっぱし梶並のことをやかましい言よったけども、あそこのとこね、一遍ダムの上ががさっと

落ちたことがあったな、ダムの上の。あそこ落ちたらな、今診療所があったら医者も薬もあるかもわからん

けども、どがいぞして行たらな、あそこを落ったらあそこ袋小路じゃぞ。そうでしょう。梶並の者はどがい

なってもええというような問題じゃないでしょう。それだったら奈義のほうでも迂回できるとか、大原のほ

うでも迂回できるとか、今ある道路をどう改良していくかということを、やっぱしあんたらが点検して、こ

れは救急車が無理じゃと、ヘリポートもここだったらおりれんとかというようなことは十分あんた方が調査

した中でやっぱし対応、早急にしていただきたい。これ平成21年９月の定例議会わし質問しとんよ。また春

名部長に後から十分説明聞かにゃいけんのじゃけども、そういうことでしとるかしてないんか、してなかっ

たら早急な対応をしてくださいよというこっちゃから。それで、できるんかできんのか、それだけ聞かせて

ください。 

議長（内海 健次君） 
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 消防長。 

 ちょっと待って。 

〔14番岩江正行君「市長待ちんさい、こっちが言よんじゃけん、今聞きょんじ

ゃから」と呼ぶ〕 

〔市長安東美孝君「全体にかかわることで」と呼ぶ〕 

〔14番岩江正行君「全体にかかわる問題じゃけど。一応聞かせてくれえ。今質

問しょんじゃ」と呼ぶ〕 

消防長（森  正彦君）〔登壇〕 

 各戸の防火指導でございますけども、各戸全部となりますと、かなりの件数でございます。全職員を当て

ても数年かかるような状態でないかと思慮されます。だから、したがいまして、全戸各戸を回るというのは

非常に困難であるかと思います。したがいまして、地区での指導、区長さんなりを通じながら指導していき

たいと思います。 

 以上です。〔降壇〕 

議長（内海 健次君） 

 市長。 

市長（安東 美孝君）〔登壇〕 

 いつもながら岩江議員の安全・安心に対する御意見、御提言というのは本当にいつも受けておりますし、

我々も可能な限りの対応はしていかなければならないというふうに思っております。 

 まず、御質問の中のほうに触れてきますと、地域の安全・安心という大きな分野での行政の対応というの

は可能になってきますが、個々の個人個人の対応というものは、これは行政が全部を、例えば細かい話をし

たら怒られますかもしれんけど、例えばこの家に非常用の缶詰が何個あるんならというようなチェックはで

すな、我々では行政はできません。やはり我々が呼びかけておるのは、地区単位での自主防災組織を立ち上

げてください、その中でしっかりと皆さんが、例えば言われるように大雨のときにはどっちへ逃げる、地震

が起きたときにはどうするという話を地域の皆さんが平素から話し合っていただく、その中で防災の意識と

いうのが、たんすが落ちたら困る、ひっくり返ったら困るとかですね、そういった備えをしていただくのが

自主防災組織の大きな役割でございます。行政がそれを全て個々に点検していくということは非常に難し

い。できないと言ったほうがいいと思います。ですから、自主防災の中で地域の皆さんが、我々が自分の身

は自分で守っていくんだということをまず芽生えていただいて、お願いしたいというのが一番は自助です

と、自分を助けてください、それから皆さんと一緒に助かろうよというのが共助なんですから、例えばちょ

っと話がそれますけどね、津波を例に出すと酷ではありますが、避難をしなかった方々に警察官、消防団、

避難してください、あっこのが逃げてないからということでわざわざバックしていって避難を呼びかけて津

波にさらわれたというような事例があったやにお聞きしております。自分さえ逃げとれば、人を巻き込まず

に助かるんです。ですからまず、私も消防団にも消防署にも危険なとこへ行くんですが、まず自分が助かっ

てください、それから人を助けてやって、自分が助からないのに人は助けれないというのが一番ということ

で、それは職務であろうが、市民の皆さんであろうが、同じことが言えると思います。まずみずからが助か

る、この動きを、じゃ、どうしたらいいんだというのを地区の皆さんでそれぞれ状況が違いますから、それ

ぞれの地区に合った避難路、集合場所、第１回目はここ、２回目はこうなった場合はこっちへ寄ろうでとい

う話し合いを平素からしていただくことが肝要であろうというふうに思っておりまして、ぜひ各地区に自主

防災組織が100％となるように御協力をお願いしたいというふうに思います。 
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 それから、公共施設に入ってまいりますと、これは地区の皆さんの御協力もいただきたいわけですけれど

も、これは市がチェックをとっていかなければなりません。ここの例えば私の知っている範疇で愛の村、大

原のクアガーデン、五輪坊のほうは少し私も年度がわかりませんが、覚えてませんが、武道館、そしてバレ

ンタイン、雲海、その施設は昭和57年以降の建物ですから、一応耐震性があるというふうに判定をしており

ますので、そういった面については安全であるということで思います。それぞれの地区の皆様方がそういっ

た面で個々の消火栓とか消火器とかというものを日常的にチェック体制をお願いしたいと思います。 

 それから、道路という部分になりますと、御指摘の梶並の場合は奈義へ抜ける道、それからもう一個は鳥

取県側になりまして、まだ工事が、これはなかなか鳥取が、鳥取県側が着手はしていただけてねんですけれ

ども、そういった面で100％袋小路になるかどうかというのは災害規模によりますが、そういった対応を合

併以降もやってきております、梶並の例を例えるとです。そういった面でまた公共施設等々につきまして

は、後ほど御質問があるようでございますので、その中で御回答させていただきたいというふうに思いま

す。いずれにいたしましても、我が身は我が身で守っていくんだ、地域でみんなで守っていこうという意識

がまず第一お願いしたい、行政が隅々まで手が届かないというのを御理解を賜りたいというふうに思いま

す。〔降壇〕 

〔14番岩江正行君「よろしいか、３回目」と呼ぶ〕 

議長（内海 健次君） 

 岩江議員、３回目。 

１４番（岩江 正行君） 

 ３回目の質問します。 

 あのね、消防長、あんた、わしゃ個々に回れと言ようりゃせんぞ。危機管理監に言うたろう、地区の部落

の総会やこうあるんじゃから、そこで自分らの身を守るために、大切な人たちの身を守るためにということ

を言うとろうがな。あんた横着な話するな、そがなものを、おまえ。部落単位でも来とらせんがな、それ

で、それで言よんじゃないか、それで、そうじゃろうがな。誰もな、一戸一戸回りなさいというて言ようら

へんど、わしは。集会所は、部落の総会というのは１年に一遍あるわけですから、そこへ来て消火器の使い

方や、それから今言ようる備蓄の関係やこうでも、このくらいのものは必要ですよと、管理監が言われたと

おりのものをという話をしょんで。あんたの言ようる、わしゃ一軒一軒回れと言やせんど、一遍も。勘違い

せんようにしてくれえ。早急な対応をお願いします。 

 じゃ、３項目めに入ります。 

議長（内海 健次君） 

 ３項目めに入ってください。 

１４番（岩江 正行君） 

 では、３項目め、公共施設等災害に強いインフラ整備について質問させていただきます。 

 道路は日常の社会経済活動だけではなく、地震、災害発生時の応急活動において重要な役割を果たしま

す。災害時において道路の機能が十分発揮できるよう整備していただきたいが１項目めでございます。橋梁

等の耐震性の向上とかね、それから落石、危険箇所の点検、整備、これが今言ようる、どんだけこの21年か

ら災害が起きてからどのくらいぐらいな計画ができとんかというぐらいなことがわかりましたら、お願いし

たいと思います。それから、春名部長、いくた橋があろう、いくた橋知っとろう。あそこは今言ようる、と

おから橋の橋台の下のやつが支えとるとこが虫が食うてしもうたというて言ようるわけじゃ。向こうとこっ

ちの関係者がちょっと難しい、土地の関係が難しいんじゃろうけども、そじゃけど人が通りょうるわけじゃ
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から、あのまま置いとったらなんですから、下のほんならとこへでも計画するとかというふうに早急な対応

をお願いしたい。それから、金子と五名を結ぶなかはら橋、これらについてもね。地元が反対出たけん、ち

ょっと今協力が得られなんだけんというて、そんなほっとんじゃなしに、もうこつこつとしていくように努

力をしていただきたいということです。それから、落石の関係なんじゃけど、わし朝毎朝、あんたも歩きょ

んじゃろうけど、わしも30分ぐら歩くん。ちょうど歩きょったらな、わしが３分早かったらあの石がまとも

にわしんとこに全部来とらあな、ばらばらっと。わし悪運が強いんでな。それで、わしには来なんだんじゃ

けど。山がもう大変なことになった、ざっとこがになって。ちょうどうちの家の真ん前。これどういうふう

な、県のほうにはわしはすぐ言うていっちゃったん、整備課のほうへ、どがいするんなら、おまえらという

て。市としたら、やっぱし市にも言うとるわけじゃけん、ちいたあ何かの動きをしてくれなんだら、こうい

うなことも困ります。じゃから、今言よるいくた橋やこうでも下が虫が食うてしもうて、はやとうに改良せ

にゃいけんやつがいまだほっとかれて車が通ったりしょうるわけじゃけ。ちょっとあの上行ってぐっと揺す

ったときにごてっと落ちてしもうてみんさい、大変なことになるわけじゃけん。どこなら、つる橋がいがん

どったな、この前、上へ人が通りょって。どうぞこうぞけがもなしに助かったらしいんじゃけど。 

 その辺のとこについても、それから２番目のトンネルの安全性の点検なんじゃけども、やっぱしこれトン

ネルじゃあというて言うたら、この前笹子トンネルか、あそこで何人かの人が被害に遭われた。そがんしょ

うたらちょっとしょうたら、また和歌山と大阪とのな、つなぐあそこでまたなっとんじゃな。それで、マス

コミというのは何かがあったらばっとすぐ拾うわけ、そがんとこな。情報化社会じゃ、もうわしらみたいな

田舎のほうでもブラウン管があったら通じるわけじゃから。やっぱしそういうふうなものを教えてもろうと

るわけじゃから、一向に、一つでも早く点検やこうしていただきたいと思います。このトンネルというて書

いとんのはな、そこらのトンネルじゃねえ、明見のトンネルやこうじゃないん。智頭線のことを言うたん、

わし智頭線と書くの忘れたん。智頭線にはたくさんトンネルがあるんよ、ずっと。それで、あれがちょうど

オイルショックから前ぐらいなとこでな、今言うその薄いとこと、きのうこの間の市長の話じゃないけど

な、市長、薄いとこと厚いとことあるらしいわ、コンクリの。ほじゃから、そういうなところがあるんで、

あっこには今言ようる黒字になっとる汽車が毎日走りょうるわけじゃけん。その辺のとこについても、十分

確認していただきたい。 

 それから３番目、河川、堤防の耐震性、洪水時の通水断面の確認、これは三谷川やこうそうじゃな、今部

長、わし言うたでしょう。どうぞこうぞほんま石垣だけは直したんじゃ、崩れたやつ。そじゃけど、川があ

の川では水がはけんのんでしょう。じゃから、国道飛び越えて、ごみが詰まって国道飛び越えてどっどっど

っど、歩けもせんようなほど道越えてきたわけじゃから。あの辺の改良というのはやっぱし通水断面という

ものは十分確認して、これはおかしいんじゃないんかということはやっぱり市のほうからも、私のほうも言

いますし、市のほうからも言うていただきたいと、かように思います。鎌坂峠でもしかじか。鎌坂やこでも

あっこの下の暗渠が全部詰まってしもうたんじゃけんな。 

 それから、４番目の土石流、地すべり予防箇所の確認、砂防施設、急傾斜地崩壊防止についての進捗状況

についてですね。わかる範囲でよろしいから。梶並のほうも取り組んでいただいておりますし、非常に喜ん

でおりました。もう夜は水筒に水を入れて、お茶を入れてじゃね、おばあちゃんがね、寝れんからいっつも

心配して、避難のために水筒に水入れとったというて、お茶を。春名部長の精力的な動きによって、もう事

業実施来年ぐらいかことしかできるようになったんでしょう。 

 それから、ダム、ため池の安全確認。やっぱしダムじゃため池じゃというのはばつっと切れたら一遍にま

た水が出るわけじゃから、この辺とこについても十分注意していただきたい。 
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 それから、６番目の山崩れ、土石流、地すべり、災害のこの辺のところについても、やっぱり一遍にせえ

と言うても無理じゃから、予算の伴うこっちゃから。私がこのことを全部書いたというのはね、一応は要望

を上げとかなんだら、一番初めに言うたでしょう、衆議院が解散され、安倍政権が誕生して、公共事業費を

５億円ほど予算計上組んだんじゃというてもな、鳥取の横断道やこうは青写真が全部かけてしもうとんじ

ゃ。ほじゃけど、うちらのまだこれからかいていかにゃいけんわけじゃから。５億円が1,000万円も入らん

ような状況じゃったら困るわけじゃけんな。そじゃから、要望だけはどんどんどんどん出していく必要があ

るんじゃないかと、かように思います。その辺とこについてのお願いと、それから今後の取り組みについ

て、春名部長のほうから御回答お願いします。 

議長（内海 健次君） 

 市長。 

市長（安東 美孝君）〔登壇〕 

 公共施設等のインフラ整備、災害に強いインフラ整備という御質問をいただいております。 

 まず、総論的になるだろうというふうに思いますけれども、公共施設等の耐震化につきましては、平成７

年に発生しました阪神・淡路大震災後は耐震について検討基準が厳しくなりました。平成23年の東日本大震

災後は地震のメカニズムそのものについての考え方が大きく変わりまして、今まで研究されてきた地質学、

地震学が見直されているところでございます。特に原子力発電所の多くが東日本大震災以降、未稼働となっ

ていることなど、公共施設の早期の耐震化が叫ばれております。美作市は市北部に山崎断層の一部である大

原断層が通っておる、国の機関による長期評価によりますと、マグニチュード7.3程度、最大震度６強、地

震の発生率が30年以内に発生することが予測としてされております。国の主な活断層の中で相対的に高いグ

ループに属するということになっております。日本では最近は頻繁に起きる地震から国土全体が活動期に入

ったとも言われております。市内の公共施設では小・中学校を対象に合併以後国の補助事業等を活用しなが

ら積極的に耐震化を行ってきましたが、その他の施設は補助事業がないことからおくれているというのも現

状でございます。 

 また、地球温暖化による異常気象が頻繁に起こっておりまして、美作市においても竜巻、集中豪雨による

事象があらわれて、大きな災害を受けることとなりました。このような地震、豪雨など、自然災害等は予知

や予測が困難で、事前の対応には苦慮するところではございますが、防災、減災に努めていかなければなら

ないというふうには当然のことながら思っております。 

 道路、河川、急傾斜、ため池などの点検につきましては、現在国の補助メニューが大変少なく、対策費の

ほとんどが市の単独費で厳しい財源の中で橋梁等の耐震を実施してきておるのが現状でございます。今後国

の補正予算の動向を見きわめながら、本市に該当する補助事業を積極的に取り組んで、市民の安全・安心を

確保するように私からも新年度のほうへ向けての職員に指示をしているところでございます。いずれにいた

しましても、限られた予算を全部を防災、減災に振り分けることは不可能でございます。どうしても限られ

た予算の中でどこをどう対応していくかというのが私の考え方もありますし、市議会議員皆様方にもありま

す。お互いが議論しながら限られた財源をどう有効に使っていくか、そういった議論をしながら、個々に対

応していかなければならない部分もございますが、総論的にそういった財政の運営という部分も御配慮いた

だきながら、御検討をいただきながら、美作市が少しでも防災、減災につながるような取り組みができるよ

う御理解、御協力を賜りますようお願いを申し上げます。 

 細かい部分的には担当部長より説明をさせていただきます。〔降壇〕 

議長（内海 健次君） 
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 建設部長。 

建設部長（春名 修治君）〔登壇〕 

 それではまず、道路に関する状況のうち、橋梁等の耐震の向上について御説明させていただきます。 

 岡山県が管理している国道、県道の橋梁については、平成19年度より橋長15メーター以上の点検を実施

し、補修の必要な箇所について緊急度の高い箇所から対策を行っております。24年度までに補修中の２橋を

含め、対策がほぼ完了すると聞いております。 

 市道の橋梁についても、平成19年度より橋長15メーター以上を対象に点検を行い、24年度までに161橋の

点検を終えて、25年度に６橋の点検をすることで調査が終了する予定であります。 

 また、橋梁の補修工事については、現在市単独費で行っておりますが、重要性の高い橋梁で、かつ健全度

が低い箇所については、25年度より国の交付金事業を活用し、順次修繕工事を行う予定にしております。 

 それから、落石危険箇所の点検整備についてでございますが、岡山県が管理しております国道、県道につ

いては、岡山県道路防災整備計画に基づき、落石等の危険箇所の定期パトロールを行うとともに、緊急を要

する箇所から防災対策工事を進め、道路交通の安全確保に努めていると聞いております。 

 市道につきましては、道路パトロールを行い、危険箇所の確認を行い、簡易な防災対策工事を進めており

ます。しかしながら、市道に関しましては予算が少ないため、点検及び対策がおくれているのが現状であり

ます。今後創設される交付金事業を活用しながら、まず点検を行い、その後対策工事を進めてまいりたいと

考えております。 

 次に、トンネルの安全性の点検についてでございます。市内には岡山県が５カ所、市が１カ所となってお

ります。県の管理する５カ所については、近年完成した美岡道を除いたトンネルは調査が済んでおります。

市が管理しているトンネルは、市道金原碇谷線に金原トンネルがあります。このトンネルは平成７年に建造

され、点検は現在未実施のため今後調査を行いたいと考えております。 

 次に、河川、堤防の耐震性、洪水時の通水断面の確認についてでございますが、岡山県では流下能力の確

保を優先して、河川改修を実施しているが、河川堤防の耐震性については確認できないと聞いております。

洪水時の通水断面については、取水状況等を踏まえ、確認するとともに、緊急に対応する必要のある箇所か

らしゅんせつ等を実施していると聞いております。市が管理しております普通河川については、現状有姿で

管理を行っているのが現状であり、今後岡山県同様しゅんせつ等、通水断面の確保を図ってまいりたいと考

えております。 

 次に、土石流、地すべり予防箇所等の確認、砂防施設、急傾斜地崩壊防止工事進捗状況についてでござい

ますが、市内には整備済みのものを含め、土石流危険渓流、地すべり危険箇所、急傾斜地崩壊危険箇所な

ど、土砂災害危険箇所が約800カ所あります。現在岡山県において土砂災害の発生のおそれのある箇所につ

いて調査を実施し、その結果を公表しております。また、必要に応じて啓発資料の配布を美作市のほうで行

っております。工事につきましては、調査結果により緊急性の高い箇所から随時地元要望に基づき実施して

いるところでございます。現在市内で砂防施設事業、砂防堰堤でございますが、これにつきましては、６カ

所を施工中であり、勝田地区１カ所、東粟倉地区１カ所、美作地区２カ所、作東地区２カ所となっておりま

す。 

 次に、急傾斜崩壊防止対策事業ですが、急傾斜地は現在田原地区で１カ所行っております。それから、先

ほど議員も言われましたように勝田地区で山元地区、これにつきましても、事業化に向けて進んでいるとこ

ろでございます。急傾斜につきましては、あくまで地元の方が要望があって同意がないとできないというこ

とで、この危険箇所に基づいた場所を市民の方が要望されれば、県のほうに早急に要望してまいりたいと思
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いますので、危険な箇所が、石が落ちてくるとかというような場所については、採択要件もありますが、御

相談をいただきたいと思います。 

 市内には多くの危険箇所がありますが、市単独費による対応は限界があり、補助事業を積極的に取り入

れ、岡山県とも協力し、安全・安心のまちづくりに努めたいと考えております。 

 次に、ダム、ため池の安全管理についてでございますが、市内の防災ダムは久賀ダムと滝の宮ダムの２カ

所があります。久賀ダムは平成24年度から県営ストックマネジメント事業でダムの基幹施設の調査を行い、

平成25年度より施設補修や更新を行っていく計画としております。また、滝の宮ダムについても、平成25年

度に県営事業で施設の調査を行う計画としております。ダムの通常管理につきましては、毎年変位測量等を

行い、堤体の状況等を確認しておる状況でございます。農業用では柿ケ原ダムと川上ダムの２カ所があり、

ため池は414カ所あります。これらの安全管理は毎年地区の管理者にため池管理シートを送付し、状況の報

告を行っていただき、その調査結果に基づき改修計画を立てるなど、安全を図っておる状況でございます。

これにつきましても、ため池も地元からの要望を出していただかなければならないとなっておりますので、

危険な箇所については、要望書を出していただきたいと思っております。 

 次に、山崩れ、土石流、地すべりなどの山地災害の対策についての進捗状況についてでございますが、山

腹崩壊工事については、平成21年災害が25年度におおむね完成いたします。また、県営治山事業を随時要望

しておる状況でございます。地すべり対策工事については、現在農林事業ではございますが、中尾地区、田

殿地区で実施しており、今後上山地区を要望してまいりたいと考えております。 

 山林保全の取り組みについては、平成16年の台風災害により市内861ヘクタールの山林被害が発生いたし

ましたが、平成20年度までに被災箇所の立木除去や植栽など、約200ヘクタールが復旧されております。そ

の他の取り組みとして山林保全を目的とした治山事業により約３ヘクタールの植栽が行われております。 

 現状については以上のとおりでございますが、先ほど市長が申しましたように今後国の動向を見ながら積

極的に対応し、また補助事業で工事等をかかってまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 以上です。〔降壇〕 

議長（内海 健次君） 

 岩江議員。 

１４番（岩江 正行君） 

 もう時間がないので、簡単にかいつまんで質問したいと思います。 

 部長ね、堤防の決壊というて言うたのは、箇所を言うたら、わしが現実に見とんじゃけども、古町のかん

じゃがせ、あそこの井堰のとこ、もう舗装が段になってこうひび入っとる。これが今言ようる中へクラック

下まで行とんだったら、これまた大変なことになると思います。やっぱりそういうなことについては、これ

は県が管理しとるやつじゃけども、一応市を通じて県のほうに言うてもらうということが大事じゃないかと

思いますんで、ここできちっとあんたに言うときますんで、ここの確認をお願いしたいと思います。それか

ら、いくた橋の関係、これについても、もうこれは大原町当時からの課題じゃから、それを今まで今、今も

ずっと車で行たり来たりしょうるわけじゃから、それであの橋がなかったら赤田の人も不便なし、するんじ

ゃから、橋を上へやる、下へやるはまた別にして、その辺のとこについても、十分対応していただきたい。

それから、わしんとこの入り口の橋があらあな、この辺のとこも、わしんとこのそばじゃけんほっとったら

ええというようなことじゃなしに、こんなとこもじゃねえ、わしも下の橋台が浮いとんのよう見とんで、そ

の辺のとこについても、確認していただきたい。それから、三谷川、鎌坂川の、あの通水面積がほんまにこ

れで十分なんかということを、年寄りが、おまえ、来てくれ、来てくれというて電話するんじゃけど、行け
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れんのんじゃから、水がどっどっどっど出て。大変じゃから来てくれえと言うて。そじゃから、そういうな

形の中で、市ばいじゃない県のやつがたくさんあると思います。それから、土砂災害のことについても、あ

れは県がせにゃいけんとこなんよ。きょう今言うたけどな、山からがあっとなって飛んできたというやつは

な。じゃから、その辺のとこについても、厳しく市のほうからお願いしていただきたいと思います。とりあ

えず一応確認だけしときますんで。 

議長（内海 健次君） 

 建設部長。 

建設部長（春名 修治君）〔登壇〕 

 古町地内の堤防につきましては、岡山県と協議してまいりたいと思います。 

 それから、橋梁については、現在市単独事業でガードレール等の修繕を行っておりますが、先ほども言い

ましたように大規模な修繕工事については、国の補助をいただかないとなかなかできない状況でありますん

で、今後国の動向を見ながら検討してまいりたいと思います。また、県工事のいろんな箇所につきまして

も、県と協力をしながらできるだけ対応してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。〔降壇〕 

議長（内海 健次君） 

 岩江議員。 

１４番（岩江 正行君） 

 １つ落としとったんやけども、梶並立石線のやつは地元から要望が出とると思います。この辺のとこにつ

いてもよろしくお願いします。 

 これで私の質問を終わります。ありがとうございました。 

議長（内海 健次君） 

 西元議員が出席をされました。 

 以上をもちまして通告順番３番、議席番号14番岩江正行議員の一般質問を終了いたします。 

 ただいまから10分間休憩いたします。 

                                       午後２時59分 休憩 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

                                       午後３時09分 再開 

議長（内海 健次君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 川野社会教育課長が退席し、代理で芦田学校教育課長が出席をいたしております。 

 続きまして、通告順番４番、議席番号18番新免昌和議員の一般質問を許可いたします。 

 新免議員。 

１８番（新免 昌和君）〔質問席〕 

 まず、次代を担う宝を健やかに育てるためにということでお尋ねをいたします。 

 今日少子化が急速に進行する中、次代を担う宝である子どもたちを取り巻く環境は大きく変わりつつあり

ます。社会生活の形態も大きくさま変わりをしています。家庭での子育て環境も変化しています。子どもた

ちの学ぶ環境、遊び方も大きく変化し、共同で行動する時間も減少していると言われています。自己責任が

強く求められる環境ともなっています。しかし、それぞれの子育ての中で学力への対応には課題が大きくな

っています。そうした中、教育行政は体罰、低学力、不登校、いじめの問題を解決し、次代を担う子どもた
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ちが健やかに育てられる環境整備を進めなければなりません。こうした立場から質問をいたします。 

 子育ての課題が山積しています。特に義務教育期におけるこれらの課題は教育行政にとって不可避の課題

で、古くて新しい認識が求められていると言えます。体罰問題、市内の幼・保・小・中学校での体罰の報告

はどのようになっていますか。かつて私の子どもが体罰を受けていた現場に出くわしたことがあります。ひ

どい体罰でした。そのとき先生は言いわけをいっぱいしましたが、感情的な対応で体罰であったことには間

違いありません。子どもは体罰を受けていたことを家族に当時言いませんでした。今回のアンケートにそう

した傾向が読み取れます。子どもがその学校を離れてからの話ですが、今は亡き当時の教育長と話ししまし

たが、たびたび体罰が行われていたとのことでした。私は教育機関として指導、しつけに体罰で効果がある

という意識が少しでもあるなら、この問題は解決しないと思います。体罰が児童・生徒に与える悪影響に

は、いじめ、暴力、非行など、違法行為を生み出すもとになる、心的外傷を与える、教師と学校に対し不信

感を持たせる、不登校の原因になるということが上げられます。これらは子どもの将来に大きな心の傷とし

て残ります。１月27日実施された世論調査、体罰の結果から、今体罰を受けているのはという質問に、

1.5％が受けている、体罰を受けた経験者は41.4％いることが明らかになっています。学校で今体罰を受け

ているのはというのには1.5％、これに過去に体罰を受けたというのは27.7％、さらに体罰に近い暴力行為

を受けた、12.2％を加えると、実に41.1％の人が体罰あるいはそれに近い暴力行為を受けたことになりま

す。また、体罰を受けたのはどこかということで、学校というのが、小学校が45.2％、中学校が41.9％、高

校が11.7％で、専門学校は0.5％、大学、短大、工業高専を含むは0.7％、体罰は子どもの成長とともに減っ

ていることがわかります。体罰の場面では、授業中が54.1％と最も多く、部活動では17.6％、その他の課外

活動では7.8％という結果です。では、体罰を受けた子どもはどうするのか。誰にも話さなかったのが

56.3％と最も多いという結果になっています。 

 なお、話した相手としては、親19.5％、友達8.6％、他の教師2.1％の順でした。教師には体罰事案はほと

んどの場合話をしていないことが示されています。学校での体罰をなくすためには、暴行、傷害について

は、警察が直接捜査したほうがよいが、32.4％と最も多く、学校や教育委員会とは別に市町村に体罰の調査

機関を設置するが15.4％でこれに続いています。体罰はどこで起きているのか、文部省の資料からいいます

と、小学校では授業中が48％、休み時間が15％、放課後は７％、ホームルームが７％、学校行事で７％、そ

の他が16％となっています。中学校では、部活動が32％、授業中が26％、休み時間が12％、放課後が６％、

ホームルームが４％、学校行事でが５％、その他が15％となっています。体罰問題に対応する基本姿勢で

は、子どもの身体を傷つけ、苦痛を与える教師の体罰は暴力行為そのものです。子どもの人権を侵害し、子

どもの人格を否定する、教育者として許されない行為です。憲法と子どもの権利条約の立場から見ても、学

校教育法第11条でも体罰は禁止されています。スポーツ指導のあり方から見ても、体罰では子どもの能力を

伸ばすことはできません。こうした体罰についての基本的な認識を持つことが大切です。その上で今必要な

ことは、愛のむちなどと体罰を容認する姿勢を改め、学校から体罰を一掃する取り組みを進めることです。

子どもの命を守る立場から学校では体罰をなくすための徹底した民主的な議論が必要です。保護者との話し

合いも大切です。教育行政の役割は教育条件整備を初め、こうした学校での取り組みを支えることにありま

す。どのような対応で取り組むのか、お尋ねします。 

 次に、低学力問題をお尋ねします。 

 岡山県は全国でも学力が42位と最低位にあります。その中で県北はさらに低いと言われています。教育長

の９月定例会での答弁では、昨年度は県との平均正答率の差がマイナス11でしたが、本年度はマイナス

3.7となっております。県との差がかなり縮まってきています。市内では学力の向上が図られている。昨年
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度は理科と数学に大きな課題が見られましたが、本年度はほぼ県との差が見られない程度にまでなっており

ます。平成24年の県の学力調査は、小学校で県平均より上の学校が５校、下の学校が６校、中学校では、県

平均より上が２校、下が３校というふうになっておりますということで、独自で行っている２年から６年ま

でのテストはまだ集計が届いておりません。各学校で今分析しているところという答弁でした。美作市のこ

うした実態をどう把握し、どのように分析し、克服のための課題は何であり、対策をどのように方針化して

いるのか。平成25年度以降の岡山県学力向上アクションプランのあり方の提案での、直ちに取り組むことに

ついて、現状と改善案との関連をあわせてお尋ねします。 

 次に、不登校問題をお尋ねします。 

 暴れたり、不登校になったりする子どもは貧困と低学力が根本にあると言われています。美作市を取りま

いている今の経済状況は、岡山県内では2006年度課税対象所得、納税義務者数で割ると、美作市は254万

3,000円で、県下では26位、27位の西粟倉村とで最下位を争っています。全国を１とする指数では、0.749と

いうことが子どもにも反映し、家庭的に貧困な子どもが多い、それで反発し、非行にも走る子もいるし、う

ちにこもる子もいる、父親が一生懸命働いてもリストラされるなど、生活できない社会の矛盾を子どもはす

ごく感じていると言われています。また、例えば最近はインフルエンザで１週間ぐらい休む子が多いが、学

校に出てくるとき自分は勉強がおくれているのではないかと気にし、登校できなくなっている子どもがいる

と言われています。言うならば、学習と子どもの精神面とは密接にかかわっていると言え、勉強したいとい

う表現できる子はいいが、暴れたり、不登校になったりする子どもも出てくると言われています。県内では

2011年度に学校を30日以上休んだ不登校の場合の出現率は、小学校で0.55％、前年比0.03ポイント増に上が

り、全国で２年連続ワーストワンになっています。中学校では2.92％、同じく前年比0.19ポイント減でワー

スト７位。全国平均は、小学校0.33％、中学校2.64％です。不登校の出現率が高い順は、県内では、小学校

が赤磐市1.21％、笠岡市0.83％、美作市0.76％、中学校では、赤磐市4.64％、瀬戸内市4.23％、美作市

3.85％、いずれもワーストスリーです。 

 そこで、質問します。この課題に対応するには、不登校の未然防止に取り組むことが必要です。 

 第１点として、誰がどのように不登校が心配される児童・生徒に対応していくのかの道筋が示されること

が欠かせません。どのように取り組まれますか、質問します。 

 第２点として、実際に不登校の状況になっている児童・生徒への対応の問題です。問題の解消に向けた取

り組みでは、家庭での取り組みをどうすべきなのか、関係機関や地域はどうすればよいのか、学校はどう取

り組むのか、それぞれについて質問します。 

 第３点として、家庭、地域、関係機関、学校の綿密な連携が必要であり、専門相談員、指導員、スクール

ソーシャルワーカーの十分な効果を得られる配置が求められていると考えますが、どのように対応されます

か、質問します。 

 次に、いじめ問題をお尋ねします。 

 美作市の状況は教育長によると、一昨年度全国の小学校では３万5,988件、中学校では３万2,348件が認知

され、本市のいじめは昨年度、小学校で11件、中学校で７件を認知しております。本年度に入りましてから

は、小学校で３件、中学校で５件のいじめの報告、暴力行為として報告を受けております。本年度に入り、

生徒同士の暴力行為、中学校で４件の報告を受けております。問題行動調査の結果で、いじめや暴力行為が

原因で不登校になった児童・生徒はいませんが、人間関係のトラブルがもとで集団生活に入りにくくなった

事例はあります。平成23年度末の不登校は指導の結果、登校できるような児童・生徒は41名中10名になって

おります。市内不登校児童・生徒の24％が登校できるようになっております。登校に至らないものの好まし
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い変化が見られるようになった児童・生徒数は６名です。市内不登校児童・生徒の15％という結果でござい

ます。スクールカウンセラー等を活用しながら、教育相談や家庭訪問等を繰り返し、継続した支援、指導を

今後とも行ってまいりたいと思いますということです。が、その後どのような実態となっているのかを質問

いたします。 

 以上、１回目の質問といたします。 

議長（内海 健次君） 

 教育長。 

教育長（内海 壽志君）〔登壇〕 

 新免議員の次代を担う宝を健やかに育てるということで、体罰、低学力、不登校、いじめの問題の解消に

ついての御質問をいただきました。 

 大阪市の桜宮高等学校において部活動での体罰が原因で自殺をした問題は、教育を行う学校において許さ

れないことであります。児童・生徒と教師との上下関係の構図の中で、暴力によって子どもを思いどおりに

動かそうとする行為は指導とは言えません。また、体罰を受けた子は体罰を避けるための行動をとり、心に

傷を受けます。そして、萎縮し、反発心を持ちながら教師を見ることになります。人格の形成を目指す学校

教育の中において体罰は決して肯定されるものではありません。本市では大阪市の体罰関係報道にあわせ、

市独自に平成23年度と24年度における体罰の事案についての調査を行いました。その結果、体罰があったと

いう報告は来ておりません。 

 岡山県教育委員会は岡山市を除く県下全ての公立校で児童・生徒と教職員、保護者を対象に体罰の実態調

査をアンケート形式で行うことを決めました。平成24年度中の事案が調査対象となり、児童・生徒には授業

や部活動で体罰を受けたか、また見たことがあるかを質問し、教職員には体罰を行ったことがあるか、保護

者には子どもの状況に異常がなかったかを尋ねるというものです。岡山県教育委員会からの説明もあり、

我々市教委としましても実態把握に努めてまいりたいという考えを持っております。また、その結果につい

て検証していかなければなりません。いずれにいたしましても、体罰は暴力行為であり、決して許されるも

のではありません。体罰は未然防止という観点から取り組むことが重要であります。それは日々の教育現場

で教員相互に声かけをしながら、体罰を容認しない環境づくりに学校全体が取り組むことが重要でありま

す。そして、生徒指導する場面では必要な指導を厳正に行うことが求められます。ただし、厳正な指導を行

うだけではなく、日ごろから児童・生徒や保護者とのしっかりとした人間関係、信頼関係を構築し、全ての

職員と児童・生徒、家庭、地域、そして教育委員会がしっかりと連携し、子どもたちの健全育成に全力で取

り組んでいかなければならないと思っております。 

 学校での体罰をなくするためには、警察や児童等の関係機関と連携しながら、事実を確実に把握し、対応

していきたいと考えております。体罰が児童・生徒に与える悪影響には、先ほど新免議員言われましたよう

にいじめ、暴力、非行などを生み出し、心理的な外傷を与え、教師と学校に対して不信感を持って、不登校

の原因になるということが上げられております。これは子どもの将来に大きな心の傷として残っていくもの

であります。それだけに体罰は重大な案件でありますので、解決はスピード感を持った対応が必要となって

きます。絶対起きてはならないことであります。今後におきましても市といたしまして早い時期に第三者委

員会の設置を立ち上げていきたいというふうに思っております。そこに子どもの声が届くようにしたいとい

うふうに考えております。 

 次に、低学力につきましてでございますが、新免議員御指摘のとおり学力につきましては、当市において

憂慮すべき事項であると認識はしております。岡山県学力・学習状況調査の結果につきましては、各学校で
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夏期休業中に分析を行って、学力向上改善プランを作成し、学力向上に向けての取り組みを進めておりま

す。また、小学校の２年生から６年生までの市独自学力調査については、小学校４年から上位層より下位層

がふえる傾向があります。考えられる原因は４年生から学習内容が複雑になり、低学年からの基礎の積み重

ねが十分でない場合、４年生の学習内容の理解が十分できないことがあると予想されます。これらのテスト

の結果の公表については、序列化につながって悪影響を誘発することがない程度を学校長判断で保護者に説

明をしております。 

 本年度の取り組みといたしまして、市内のある中学校区での研究発表会で、小・中連携を重視した授業改

善と家庭学習を充実させる取り組みを推進してまいりました。授業改善の視点といたしまして目標を明確に

し、活動意欲につなげる、自分なりの考えを持って、ペア学習の班学習を行う、授業内容と家庭学習をつな

げる授業構成を行うという３項目を共通理解といたしまして、学力向上を目指した授業改善と小・中連携を

行ってまいりました。そして、子どもたちが、わかった、できたというふうにしていかなければならないわ

けでございます。そういう中で、全国でも得点率の高い福井市の教育委員会より指導主事を招いて、福井市

の取り組みについての研修を深めていきました。福井市においては中学校区教育が盛んに行われ、成果を上

げてきているという説明でございました。我が美作市におきましても同じようなことで進めておるわけでご

ざいます。短期間で効果が出なくても、継続して取り組むことが重要であり、今後とも中学校区連携を推進

していきたいと考えております。具体的には家庭学習においても十分できていないという課題がありますの

で、次年度もさらに取り組みを進めていきたいと考えております。保護者、家庭との理解と協力をぜひお願

いするものであります。これまで行ってきました少人数習熟度別の指導は継続して取り組み、さらに推進さ

せていき、個に応じた教育を展開して、学力向上を目指していきたいと考えております。 

 授業をする教師の授業力向上も図らなければなりません。そこで、次年度に向けましては教師の研修の場

である美作市教育研修会の研修内容を新しいものとし、充実した研修ができる、工夫する予定であります。 

 また、地域支援本部事業等を活用して地元の方のお力をおかりしながら進めていきたいというふうに考え

ております。 

 新しい取り組みとしてＩＣＴ機器を用いた授業が可能となるよう市で研究指定をかけて、視覚支援を用い

た授業改善にも取り組んでいきたいというふうに思っております。 

 平成25年度以降の岡山県学力向上アクションプランのあり方の提案に示されている全国・県調査問題の活

用については、全ての学校において３月末までに授業で活用する予定としております。また、類似問題も活

用して、総合的な学力が身につくようにしたいと考えております。 

 校長によります授業参観は校内研修のときだけでなく、日常的に行われます。今後においては授業参観だ

けじゃなく、授業改善に結びつけられるよう、返しが教員へできるよう校長会議等で伝えていきたいと思っ

ております。 

 小学校の補充学習においては、朝の時間や長期休業中を有効に活用して実施するよう学校に指示をしてお

ります。夏休みの小学６年生の課題についても、市内全ての中学校区で小・中連携して取り組みを進めてお

ります。 

 もう一点は、読書活動の充実が必要不可欠であると考えます。読みとる力をしっかり児童・生徒につけさ

せ、学力調査で問われている意味を的確に理解できるようにさせたいというふうに思っております。 

 次に、不登校の問題の解消でございますが、不登校の問題は本市においても大きな課題の一つでありま

す。本年度は２学期末現在で把握しております30日以上の欠席がある不登校児童・生徒は、小学校で６人、

これ出現率で行きますと0.43％でございます。中学校が28人、3.67％となっております。新免議員の御指摘
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のとおり不登校につきましては、まずもって未然防止に取り組むことが重要であるというふうに思っており

ます。そのためにも学校では担任を初め、全職員で児童・生徒の発する小さなサインを見逃すことのないよ

う、ちょっとした心の変化に気づくよう見守っていくことに努めております。 

 また、来年度は、学校生活における児童・生徒の個々の満足度や意欲及び学級集団の状態を質問紙によっ

て測定できる心理テストを導入し、客観的、補助的な把握もできるようにする予定でございます。不登校が

心配される児童・生徒に対しましては、教育相談や家庭訪問等を繰り返し、必要に応じてスクールカウンセ

ラー等を活用しながら、継続した支援、指導を進めてまいります。さらに、学校だけでは対応し切れないケ

ースにつきましては、みまさか塾や児童相談所等の関係機関と連携しながら対応してまいりたいと思ってお

ります。 

 次に、実際に不登校の状態になっている児童・生徒への対応についてでございますが、家庭においても子

どもとの会話は大切にしていただくとともに、子どもの様子の変化に気づくようお願いしたいと思っており

ます。そして、決して悩みを家庭だけで抱え込んでしまわないように学校や関係機関に相談をしていただき

たいと思っております。また、地域の方々にもしっかり子どもたちの様子を見守っていただきたいというふ

うに思っております。関係機関、特にみまさか塾におきまして学校としっかり連携を図りながら、不登校児

童・生徒、それぞれの課題に応じた個別の支援、指導について対応を考えていきます。 

 学校におきましては、保護者としっかり連携をとりながら、教師に何でも伝えられたり、相談したりでき

る人間関係を築き、教育相談や家庭訪問等により子どもの内面の感情に思いを向け、不登校の要因を探り、

少しでも改善が図れるよう努めてまいります。また、不登校を生まない学校づくり、学級づくりを進め、生

徒の居場所づくりを進めてまいります。また、御指摘のとおり家庭、学校、地域、関係機関の連携が必要で

あると考えております。子ども、保護者の教育相談と学校における相談活動の充実に向け、スクールカウン

セラーがあります。現在全ての中学校に配置され、小学校においては２校配置されております。相談件数は

増加しており、悩み相談に応じて学校への取り組みや、他の機関への連携につなげております。また、来年

度はスクールソーシャルワーカー、つなぎ役でございますが、美作市と近隣市町村の地域を兼ねて１人配置

される予定であります。社会福祉の専門的な知識や技術を有するスクールソーシャルワーカーと教育委員会

が連携し、子どもや家庭が抱える悩みに手が届くような動きを行っていきたいと考えております。現在も保

健福祉部局の機関との連携を行っておりますが、スクールソーシャルワーカーがかかわることで一層医療、

福祉関係機関へのつなぎがスムーズになることを目指しております。また、学校やみまさか塾、スクールカ

ウンセラーとの連携においても専門的な知識で行動連携を活性化させたいというふうに考えております。 

 今後も子ども、家庭の地域、家庭が連携してしっかりコミュニケーションをとり、美作市内の児童・生徒

の将来のために充実した教育活動ができるよう全力で取り組んでまいりたいと考えております。 

 次に、いじめ問題の解消についてでございますが、いじめによって心、体が傷つき、苦しむ子どもを生み

出さない未然防止、発生した場合も早期対応、早期解決を図る、そして継続的な支援を行う、本市のいじめ

への対応については、これまでも答弁させていただいておるとおりでございます。 

 現在のいじめの状況でございますが、本年度に入りましてからは、小学校で６件、中学校で７件のいじめ

の報告があります。いずれも家庭と連携した指導により解消、改善へ進んでいっております。いじめが原因

となり、長期欠席となっているケースはございません。また、学校では解消、改善となった後も経過を観察

し、心のケアや集団活動に入りにくい状態とならないように注視をしております。今後もいじめはどの子に

もどの学校においても起こり得るものであるとの認識に立ち、早期発見、早期対応に努めてまいります。学

校ではいじめ、けんかを問わず、児童・生徒の人間関係のトラブルについては、表面的な行動だけで判断す
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ることなく、子どもたちの内面の感情にも思いを向け、どんな小さなことも見落とさないよう早期発見、早

期対応に努めてまいります。そして、いじめを許さない学校づくり、学級づくりを進めるとともに、教師に

何でも伝えられたり、相談したりできる人関係を築いていくことを日々続けております。子どもたちが安心

し、目標に向かって学習に向かう環境づくりがいじめの未然防止につながっていくと思っております。そし

て、家庭においても子どもたちとの会話を大切にしていただくとともに、子どもたちのちょっとした様子の

変化に気づくようお願いしているところでございます。さらに、地域の方々にもしっかり子どもたちの様子

を見守っていただきたいと思っております。今後も日々の観察、アンケート調査や面接により児童・生徒の

発する小さなサインを見逃すことのないよう、子どもたちを絶対に守るという姿勢でいじめに対応してまい

ります。今後におきましても児童・生徒、そして家庭、家庭を取り巻く地域、学校、教育委員会がしっかり

連携し、コミュニケーションをとることにより充実した教育環境の整備に全力で取り組んでまいりたいと思

っております。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。〔降壇〕 

議長（内海 健次君） 

 新免議員。 

１８番（新免 昌和君） 

 再質問をいたします。 

 体罰は全くないという答弁でした。大変喜ばしい結果と受けとめます。信じるしかありませんが、なぜか

疑問が残ります。学校等の教育施設内での関係からいうなら、日常的に児童・生徒に接触している現場なの

で、実態は詳細に教師間では把握されているものと思っていたしましたが、社会的問題となってからアンケ

ート等を実施しないと、数的なものの実態が明らかにできない、ならないという体制では課題があると思い

ます。例えば体罰という定義に関して何を基準として共通認識としているのか、指導との違いをどう線引き

しているのか。例えば私が小・中学校に通っているころの出来事を振り返ってみますと、授業中に私語をし

ているとか、質問に答えられなかったとか、言われたとおりの動作や行動ができなかったり、教師の御機嫌

や気分に沿わなかった時々等、教鞭で頭をたたかれたり、特にはチョークを投げつけられたり、水の入った

バケツを持たされ廊下に立たされたり、黒板の横に授業中立たされたり、新聞紙を丸めた棒状で顔をたたか

れたり、げんこつで頭にねじ込まれたり、こづかれたり、平手で頬をしばかれたりという事例を経験してい

ます。これらの事例を指導であるのか、体罰であるのか、どのように思われますか。第三者委員会を設置す

るということでございますので、それらを通じてまた考え方が基準がつくられるとは思いますが、どのよう

に判断をされるか、お尋ねしたいと思います。 

 教師が体罰という認識をしていたかどうかはわかりません。当時の私たち子どもらは体罰という認識では

なく、すぐ怒る怖い先生というおそれしか意識していなかったと思い出します。指導する側が体罰という認

識を持っていなければ、問題の解決に結びついていかないと思います。しかし、現場では指導者の持ってい

る理想やイメージどおりの指導で児童・生徒がそれに従い、具現化すれば問題は発生しませんが、現実はそ

のようなことにはなっていません。そのため指導者は理想やイメージどおりの実現を求めるため、力による

手段として体罰を科していくが、それが暴力という認識を持っていない、感じていないというのが現実では

ないでしょうか。また、児童・生徒や保護者やＯＢの一部にはよい指導、子どもがよく勉強し、学力の向上

につながるとか、その力、強制の効用を言うものもいます。それぞれの子が持つ力量を十分に発揮させる指

導、特性を自覚させ、指導と強制力による従順さとを勘違いしているものがあるのではないか、教育委員会

としてどう認識しているのか、この基本が社会の共通認識にならない限り、教育というカテゴリーでの解決
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への展望が開かれないと考えます。どう対応されるか、質問します。 

 次に、低学力問題で再質問します。 

 憂慮すべき事項であるとの答弁です。少なくともこの３年間は全国的に見ても低学力地域となっているの

は事実です。美作市ではとりわけ小学校高学年からの下層位が増加するとのこと、その内容は低学年時にお

ける基礎学習が不足し、学力が不十分であるとの分析をしていると同時に、家庭学習が不十分とのことで

す。対策として小・中連携の重視、家庭学習の充実の取り組みの実践をしてきているとのことですが、答弁

では短期間での効果を期待するのではなく、持続的に取り組むことが重要とのことです。少人数習熟度別学

習を継続することが表明され、少人数学級での学力の向上は必ずしも期待できないという答弁でした。今日

までの取り組みで少人数習熟度別指導でトータルとして結果が出ていないという評価をせざるを得ません。

少人数習熟度別学習を継続する根拠はどのような根拠によるものなのか、少人数学級を採用しない根拠は何

なのか、お尋ねします。 

 少人数習熟度別指導と少人数学級とは、特に何人から何人という決まりはありませんが、両者の違いの一

つは全部の教科できめ細かく教えられるのか、特定の教科に限定するのかです。もう一つ上げれば、子ども

の抱えるさまざまな不安や悩み、問題行動をきめ細かく見ることができるかどうかという点もあります。少

人数学級が子どもの学習に効果があることは文科省などでの研究で明らかになっています。現場の先生方に

聞いても、20人以内なら一人一人のつまずきがよくわかるが、30人以上になるとそれが難しくなると言いま

す。参考に学力世界一で注目されるフィンランドは24人学級です。よいところは、学習面にしても生活面に

しても子どもを丁寧に見られるようになることです。悪いところとして指摘される主な議論は、切磋琢磨が

なくなり、子どもたちの社会性が育たないというものです。しかし、小規模校などの１クラス十数人の子ど

もたちを見ても、１クラス十数人から二十数人が当たり前になっている欧米を見てもこの議論は成り立たな

いと思います。平成22年度に文科省が発表した資料でも約８割の学校はクラス人数を引き下げたほうがチー

ムティーチングよりも効果的と答えています。少人数学級にして大勢の子どもや大人たちと交流する場をつ

くるなどして、社会性の面にも気を配るのが子どものことを考えたやり方だと思います。少人数学級の採用

を実現すべきと思います。どのように考えられますか、質問します。 

 不登校問題で再質問します。 

 不登校が心配される児童・生徒への対応として答弁は、小さなサインを見逃さない、心の小さな変化に気

づくよう見守っていることに努力してきたということです。しかし、2011年の全国平均の小学校での出現率

の0.3％と比べても、２学期の時点で美作市では0.43％と30ポイントも高い、中学校では美作市で3.67％に

なっている、全国の平均値は2.64％ですから、39ポイントも高い水準になっています。2012年度の流れとし

ても不登校は厳しい状況であると言わねばなりません。実際に児童・生徒の心の変化を把握するには、児童

心理を現場において理解できねば効果が期待できないと考えられます。現場の教員は教職課程で児童心理学

を修得していることになっているが、今日までの美作市での不登校事案が全国で最悪水準にあるということ

は、こうした知識が有効に発揮されていない、なぜ有効に活用できない原因がどこかにあるのではないか、

そうした問題が改善できていない根底にある要因を掘り起こして、手だてを考えていくことが課題だと私は

思います。問題解決に時間をかけるわけにはいかないと考えます。そこで、教育委員会の委員をメンバーの

先頭に、不登校問題の根底の要因を徹底追求するプロジェクトチームを立ち上げ、徹底した取り組みをする

ことを提案します。どのように取り組まれますか、質問します。 

 次に、いじめ問題で再質問します。 

 教育行政のいじめ対応の改善についてです。いじめ問題を解決する上で国と地方の教育行政は積極的な役
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割を果たすことが期待されています。ところが、この間大津の事件に見られるように隠蔽など大きな問題を

抱えてきました。この事態をなくすために次の３つの点で改善を図ることを提起します。 

 第１は、いじめ半減などの数値目標をやめることです。このことが教育行政の上意下達の風潮と相まっ

て、いじめ隠しの土壌となっています。また、解決率を目標としたとしても数字の操作や隠蔽が起きること

は明らかです。 

 第２は、教職員をばらばらにしている教員政策を見直すことです。上からの教員評価、中間管理職の新設

などで教員の連携が、連帯が損なわれ、いじめ解決に必要な教職員の連携や協力にも悪影響を与えていま

す。一刻も早く改善すべきです。 

 第３は、いじめ問題の位置づけを正すことです。長年いじめを不登校などと一緒に生徒指導上の問題とし

て扱ってきたこと、いじめ統計は県により発生率が極端に違う不自然なものにもかかわらず、放置されてき

たことなど、いじめ問題は真剣に扱われているとは言えません。事の重要性にふさわしく、その位置づけを

正すべきです。いじめ社会に立ち向かい、人間的な連携のある社会にすべきです。東日本大震災は改めて助

け合い、連帯することこそ人間らしさがあることを示しました。人間の尊厳を踏みにじる政治や経済社会に

対する国民の批判は、原発をなくそう、ストップ貧困など、さまざまな運動や新しい政治を模索する動きと

してあらわれています。そうした大人たちの姿を見て、子どもたちはあすに希望をつなぎます。子どもたち

の声に耳を傾け、子どもの社会参加を保障することで子どもたちの子どもの成長を支える社会や教育を進め

ていく必要があります。子どもの子どもたちのいら立ちや孤独感の裏側には自分らしく生きたい、本音で語

り合える友達が欲しい、生きづらさを受けとめてほしいという前向きな願いや、鋭い正義感があります。こ

の前向きな力を引き出されたとき、子どもたちはみずからすばらしい成長を遂げます。そのために子どもた

ちの声に耳を傾け、子どもの社会参加を保障することが大切です。世界では子どもの権利条約の精神に沿っ

て生徒が学校運営に参加するなど、子どもの社会参加が大きな流れになっています。耳を傾けられ、参加を

保障される子どもたちは自己肯定感情を深め、人と人との間で生きる喜びを感じながら成長できます。こう

した教育や社会は大人同士の人間関係も豊かで平和なものにするのではないでしょうか。これらの課題にど

のように取り組むのか、再質問といたします。 

議長（内海 健次君） 

 教育長。 

教育長（内海 壽志君）〔登壇〕 

 新免議員再質問のお答えをさせていただきます。 

 まず、体罰問題についてでございますが、市独自で行いました体罰調査では、学校に対して行ったもので

ありまして、その結果としましては、先ほども述べましたように体罰の報告は受けておりません。このたび

岡山県教育委員会が実施します体罰の実態調査は、教職員のみならず、児童・生徒及び保護者を対象にアン

ケート形式で行われます。24年度中の調査ということでありますけども、もしあった場合過去にさかのぼっ

たそういう報告も来るかもしれません。ですから、その生徒は卒業しとる、先生は赴任しとるというような

状態があるかもしれませんが、一応24年度中の調査ということになっております。議員が御指摘のとおり体

罰がもしあれば、当然把握もされておりますし、教育委員会も報告があるというふうに信じております。し

かし、このたびの児童・生徒及び保護者を対象とした調査からは体罰としての件数が出てくる場合もあるか

もわかりません。それは過去にさかのぼる、そしてまた小さなことでも書くわけですから、そういうものが

あるかもわかりません。それは指導において、した側とされた側の受け取り方、感じ方の差があるというか

らだと思います。例えば先生は励ましのつもりで軽く肩に触れたと思っていたのが、受けた生徒にとってた
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たかれたという、そういう感じを持つことによってそういう事態が発生すると、だからといって決して体罰

を容認できるものではございません。今回の県の調査におきましても、児童・生徒に対しまして指導上行わ

れた直接的な行為はその一切が体罰として許されないというものではありません。そして、言葉のみにより

厳しく叱られたり、注意されたりすることや、けんかなどをして先生にとめられたときに抱える、つかむ、

引き離すなどの体への接触や、先生が注意したり、励ましたりするときの軽く体に触れるなどは体罰に当た

らないということで例を挙げております。体罰に該当する行為としましては、殴る、蹴る、投げる、転倒さ

せるなど、一方的に暴力を行う場合を示しております。これらの事例に照らし合わせながら、個々のケース

について、その行為があった経緯、背景を総合的に考え、体罰であるかどうかの判断を慎重にしていくこと

になります。そのためにも第三者委員会の設置は必要となってくるものと思われます。新免議員が言われま

すように教師、指導する側が体罰という認識を持っていなければ問題の解決にはならないということは、そ

のとおりだと思います。これは美作市だけがというものではありませんが、これまでの時代的な背景の上に

立って、教師の中に何かおごりがあったり、愛のむちという言葉で勘違いをしたりしていることがあるので

はないかと思われます。生徒指導の基盤は教員と児童・生徒との信頼関係にあり、児童・生徒に真剣に向き

合う姿勢が大切であります。暴力に至らない本当の意味の愛のこもった教育が行われるよう教職員にしっか

り認識をさせ、体罰を容認しない環境づくり、風土づくりを推進していきたいというふうに思っておりま

す。そのためにも体罰が起きてからの第三者委員会となるのではなく、体罰を防ぐ、なくするための提言を

示していくための第三者委員会として機能させられるよう検討してまいりたいというふうに思っておりま

す。 

 次に、低学力でございますが、学力問題につきましては、示唆をいただいたように感じてはおります。し

かし、少人数学級を実施しようとすると、学級編制基準があり、児童・生徒数やクラス数により教職員が決

まっております。例えば中学校において通常の学級は１クラス40人となっております。通常の学級が９クラ

スの中学校においては、教員配置数が16人となっております。つまり、統一された基準で教師を配置します

ので、それを上回る学級をつくろうとすると、何らかの財政措置が必要になってきます。しかし、これから

の美作市を担う大切な児童・生徒の教育ですから、学級編制基準、財政状況、教育効果等を多面的に見て、

より効果的な教育を展開していきたいというふうに考えております。少人数学級、少人数習熟度別指導でも

目指しているところは、個に応じたきめ細かい指導により児童・生徒の学習意欲の向上につなげることにあ

ると感じております。議員御指摘のとおり、少人数学級を取り入れた場合は少人数習熟度別指導と比較する

と、より多くの授業できめ細かい授業展開ができるようになると思います。学校で一人一人の児童・生徒が

しっかり学習できる場の設定になります。しかし、少人数学級と少人数習熟度別指導は両方とも少人数の学

習集団を編成して指導すること自体がよさを生むと考えられます。しかし、共通して言えることは、指導方

法が従来と余り変わらないのであれば、児童・生徒の学習意欲の向上にはつながりにくいのではないでしょ

うか。本当に少人数の学習集団を編成したからこそできる指導になっていたからという点は意識しておくこ

とが重要であるかと考えます。気をつけておかなければならないことは、さまざまな学習空間や学習形態を

つくることが目的とならないようにするということでございます。個に応じた指導の狙いは児童・生徒一人

一人の学習を成立させるということではないかと思います。少人数習熟度別指導では、学級編制の工夫によ

り児童・生徒の到達度や希望に応じて得意な生徒にはさらにその力を充実させるようにしたり、苦手な生徒

にはじっくりと学習に取り組めるようにしたりすることができます。どちらかが効果的であるかという点に

おいては、どちらも効果的であると考えます。今後は今求められている学力に照らし合わせ、個に応じた教

育を展開するために前例にとらわれるだけではなく、どのような学習空間が有効であるかをしっかり検証し
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て、美作市内の児童・生徒の学力向上を目指していきたいというふうに考えております。 

 不登校の問題でございますが、議員御指摘のとおり児童・生徒の心の変化を把握することには児童心理を

理解することが重要であります。まずもって学習指導、生活指導の場面でも成長と発達の過程でいかに児

童・生徒の心が動くのか見とること、必要な言葉かけや活動の工夫を行うことが教師の大きな役割でありま

す。学校では児童・生徒との会話やかかわりにおいて人間関係を結びつつ、現在の心の状態を読みとる必要

があります。児童・生徒の心理は学んでいても、実際の子どもたちが営む中で個々のケースと照らし合わせ

て考察しなくては生かすことができません。こうした点において教職員は児童心理、教育相談の研修に力を

今後も注いでいく必要があります。これは不登校問題が現象として学校に行けないことは同じでも、さまざ

まな要因が重なり合っている現状が見られるためであります。人間関係に起因すること、医療的なこと、生

活習慣や環境など、家庭の基盤の要因など、さまざまな分野が総合的に重なっており、その対応には児童心

理、医療、福祉など、専門的な知識と手法も問題解決には必要であるということは議員の述べられていると

おりだと感じております。現在も市内の学校においてきめ細やかな指導や一人一人のよさを認める指導、児

童・生徒への言葉かけ、家庭訪問など、粘り強い学校の取り組みで登校傾向に向かう事例もあります。医

療、福祉、相談機関との連携で支援となっている事例もございます。この不登校の問題の解決には適切な支

援と必要な指導、何かを見つけ、対応することが重要であります。専門的な知識と手法を持つ機関の力を積

極的にかりていくことが今の長期化した不登校問題の解決には必要であります。また、適応指導教室みまさ

か塾が学校の生徒指導体制と連携をとり、チームとしての機能を働かせることで対応強化を目指したいと考

えております。どのケースにおいても児童・生徒、家庭とのつながりが必要であります。適応指導塾みまさ

か塾は受け入れ機関として児童・生徒を支える活動を含め、学校との情報共有や問題解決に向けた対応づく

りに努力してまいりたいと考えております。医療機関や福祉機関、相談機関などの専門力を必要とする場合

は、ケースに応じた情報交換、対応協議を進めてまいります。現在もケースに応じて進めておるところでご

ざいます。しかしながら、会えない、相談や提案を投げかけるなど、家庭に入ることの困難さ、変化が早期

にあらわれないなど、困難さを抱えていることも事実であります。児童・生徒の粘り強い学校での取り組

み、チームとしてのみまさか塾の働きかけ、他機関への力を仰ぐことを今後も一層努力してまいりたいと考

えております。 

 次に、いじめ問題でございますが、新免議員の定義にありましたようにいじめの件数としての数値だけで

見ていくには問題があるというふうに思います。今では逆にいじめの件数が少ないと、本当にきちんと見て

いるのかと、見過ごしているのではないかと疑われるようなこともある次第でございます。本市においても

決して数字に踊らされることがないように事実をしっかりと捉えて対応していくことを常に呼びかけており

ます。また、教職員評価につきましても、称賛や非難としての評価でなく、育成のための評価として行って

おりますし、教職員の同僚性を大切にし、連携や協力体制に影響がないように心がけていきたいと思いま

す。いじめの発生率や他県との差がないなどにとらわれず、いじめだけではなく、子どもたちが学校に楽し

く通えることを一番に考え、今後も取り組んでまいりたいと思います。大人の社会にもいろいろな意味でい

じめはあります。いじめをなくそうと子どもたちに言うのであれば、まず我々の大人の社会からいじめをな

くしていかなければなりません。そのためにもお互いの人権を大切にし合う、愛情のある世の中にしていく

ようみんなで努力していかなければならないと思います。子どもも社会の一員でありますし、将来を担う大

切な大きな存在であります。本市のいじめへの対応については、これまで御答弁もさせていただいておりま

すとおりでございますが、新免議員の言われるとおり子どもたちの思いや考えにしっかり耳を傾け、子ども

たちの声が取り上げられるような社会を目指しながら、いじめによって心、体が傷つき、苦しむ子どもを生
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み出さないよう取り組んでいきたいというふうに思って、２回目の御回答とさせていただきます。〔降壇〕 

議長（内海 健次君） 

 新免議員、３回目。 

１８番（新免 昌和君） 

 今いただきましたそれぞれの答弁で、しっかりと現場に指導をしていただき、期待ある解決ができること

をお願いして、この質問を終わりたいというふうに思います。 

議長（内海 健次君） 

 ただいまから10分間休憩いたします。 

                                       午後４時14分 休憩 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

                                       午後４時24分 再開 

議長（内海 健次君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 新免議員、２項目め、入ってください。 

１８番（新免 昌和君）〔質問席〕 

 行政主導で自然再生エネルギー小水力発電の早期導入及び太陽光発電の普及支援をということでお尋ねを

いたします。 

 地球温暖化効果ガス排出量を基準年1990年に比べて６％削減する目標の実現に向けてお尋ねをいたしま

す。 

 美作市は平成22年に策定した第１次美作市地球温暖化対策実行計画では、自然再生エネルギーの活用とし

て太陽光発電、風力発電等の再生可能エネルギーの積極導入と設定をしています。しかし、風力発電につい

ては、新しい技術の導入は別次元として、現在の汎用ではコストの条件が厳しいという結果が報告されてい

ます。こうした中、市は小水力発電の導入を構想し、設置箇所の研究調査を進め、７カ所程度、発電コスト

から設置の可能性があるとしてきました。その後の太陽光発電、小水力発電等に対する評価をどのように行

い、どのように具体化を進めているのか、取り組みの現状と推進について質問します。 

 小水力発電は2010年３月時点での再生可能エネルギーによる発電比率を見ると、小水力が55.6％、再生可

能エネルギーによる発電比率、千葉大学倉阪研究室の報告ですが、再生可能エネルギーによる発電のトップ

を占めています。自然再生エネルギーは光、熱、風、水、化学反応から生まれるものを対象としているもの

であり、これらを活用して太陽光発電、太陽熱発電、風力発電、バイオマス、地熱発電、波力発電、小水力

発電、原子力発電、燃料電池などが実用化に向け、具体化が取り組まれています。とりわけ最近の化石燃料

価格の高騰の動向を見れば、長期的に極めて有利な資源になる可能性が高いと言えます。 

 また、美作市が目指している第１次美作市地球温暖化対策実行計画チャレンジ25では、平成22年度を基準

年として計画期間の最終年度である平成26年度の二酸化炭素排出量を３％削減、45万3,757キログラムＣＯ

２にすることを目指しています。これを電力量に換算すると、ＣＯ２削減量イコール年間発電量掛けるＣＯ

２排出係数からＣＯ２排出係数を0.5に設定すると、45万3,757イコール90万7,500キロワット割る365日割る

24時間で104キロワットとなり、７カ所に設置すれば、１基当たり15キロワットの発電量になることから実

現できる可能性があります。環境への政策としても、田園観光都市へのまちおこしの手段としても、農業用

水路を利用して小水力発電を行うことで地元で利用する一部のエネルギーに活用できる、さらに地場産品、

土産品つくりや観光施設の低環境負荷化、あるいは環境学習の場としても活用し、地域おこしにつなげるこ
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とができる。また、市民との協働のまちづくりとして市民参加型ミニ公募債で事業費の調達をした山梨県の

都留市や、日本共産党美作市議団の本城宏道議員が先進地として視察研修し、一般質問で取り上げてきた高

知県の梼原町環境モデル都市行動計画の展開は重要な視点であると考えます。その意味からも改めて小水力

発電の利点を見ておくことが重要です。 

 山梨県都留市では「人、まち、自然にやさしいグリーンアクションつる」に取り組む市制50周年の記念と

して３基の小水力発電機の設置を決め、家中川小水力市民発電所を事業費約１億3,600万円で３基とも事業

費に各種補助金を活用したほか、１号基と２号基は３分の１以上を市民参加型ミニ公募債で調達した。この

公募債への応募も含め、小水力発電の設置には市民が大きく協力しており、３基あわせて家中川小水力市民

発電所「元気くん」と呼ばれています。発電した電力は市庁舎等の電力として使われ、余った電力は売電さ

れています。最大出力46.3キロワットであると報告されています。2010年度を見ると、１号と２号の合計年

間発電量は10万4,435キロワットアワーであり、市庁舎の電気使用料の24.5％を賄った計算になります。１

号と２号の発電した電力の環境価値はグリーン電力証書として販売されているため、ＣＯ２削減としては算

定されていませんが、2010年10月に全国から約500名の参加での第１回全国小水力発電サミットｉｎ都留を

開催する等、町のシンボルとしてつくられた「元気くん」からさまざまな取り組みが広がり、地域の活性化

につながっていると言われています。これらから学ぶべきと考えますが、どのように受けとめられますか、

お尋ねします。 

 また、水力発電で町中の街路灯に灯をともしている町もあります。環境モデル都市の梼原町、2012年３月

末現在人口約3,800人では、低炭素エネルギーの利活用により2050年のエネルギー地域内自給率100％を目指

しています。この町はＣＯ２排出量削減プロジェクトの一環として、梼原川で６メートルの落差を利用した

小水力発電所、出力53キロワットを設置し、2010年度においては年間ＣＯ２削減量は78トン、発電量は21万

8,089キロワットアワーであったと報告されています。平成22年度環境モデル都市フォローアップからの報

告です。設置はまちづくり交付金事業として実施し、工事費は２億160万円、電力は昼間はすぐ近くの中学

校で使用し、夜間は町中の街路灯に利用しているということです。2012年３月に発表された内閣府行政刷新

会議、規制、制度に関する分科会、第２ワーキンググループ、エネルギー合同会議の報告書にも手続の簡素

化や規制見直し等の項目も盛り込まれる等、規制緩和の兆しが見え、小水力発電の発展が期待されていま

す。美作市として具体化の取り組みとしてこの内容にどのように連携していくのか、質問します。 

 美作市が取り組む太陽光発電での取り組みと展望について。 

 和歌山県がミニソーラー事業を開始予定、遊休地を生かして土地の賃料と売電収入の一部を得る計画を立

てています。グローカル研究所が三重県志摩市内の休耕田に設置した太陽光発電施設12キロワットは６ない

し７年で初期投資を回収できる見通しだと言う。学校への太陽光発電設備の設置について、まとまった設置

場所が確保できるだけでなく、環境教育の観点からも大変有望、教育委員会と連携して検討していく必要が

あると考えています。住民が共同出資者となって太陽光発電に取り組んでいくという取り組みも考えられ、

エネルギーの地産地消を促すもので、大変効果的ではないでしょうか。第１次美作市地球温暖化対策実行計

画実現への具体的な取り組みの関係でどのように取り組んでいかれますか、質問をいたします。 

議長（内海 健次君） 

 市長。 

市長（安東 美孝君）〔登壇〕 

 新免議員の自然エネルギーの普及支援ということでございます。 

 第１次美作市地球温暖化対策実行計画は、平成９年に京都で開催されました気候変動枠組条約第３回締約
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国会議、京都議定書で我が国が約束をしました温室効果ガス排出量を、基準年1990年でございますが、より

６％削減するという目標達成に向け、地球温暖化対策の推進に関する法律で都道府県及び市町村に策定が義

務づけられたもので、温室効果ガスの排出量の削減のための措置に関する計画として策定し、計画に基づき

美作市が実施する取り組みを広く公表することにより、事業者または市民が温室効果ガスの排出の抑制に関

して行う活動の促進、及び地球温暖化対策の推進を図ることを目的とするものであります。 

 美作市における平成22年度の二酸化炭素排出量を排出要因別に見ますと、電気の使用に伴って排出される

二酸化炭素は全体の78％を占め、電気使用量を削減することが目標達成に大きく寄与することから、クール

ビズ、ウオームビズなどによる節電、省エネタイプの電気製品導入など、電気使用量削減の取り組みを初め

として各種の取り組みを行ってきております。 

 自然再生エネルギーにつきましては、新免議員が言われますとおり全国の自治体では小水力発電、太陽光

発電、バイオマス発電などの取り組みがなされている状況にあります。各地域においては遊休地の有効利用

や立地条件、原材料の確保など、地域に合った自然エネルギーの利用を行っておられるようでございます。

美作市におきましても昨年小水力発電の農業用水利を利用した場合の調査を行いましたが、常時流水してい

る施設はほとんどなく、新免議員が各自治体で取り組んでいる優良事例と言われておりますような利用が可

能かどうか検討をしましたが、今回の調査箇所では有利な利用をすることができないと、担当部署では判断

しておるようでございます。 

 次に、太陽光発電ですが、再生可能エネルギーの固定価格買取制度によりまして、太陽光発電では10キロ

ワット未満で42円の買い取り価格が10年間固定であることから、美作市内においても各家庭が２キロワット

から４キロワット程度の太陽光発電の設置が急速に進んでおると思います。岡山県の平成23年３月末時点の

家庭の設置件数は２万16件、発電量は７万4,596キロワットとなっておりまして、美作市内では257件、

968キロワットの設置状況となっておりました。この状況が１年後の平成24年３月末では、家庭の設置件数

は２万7,288件、7,272件の増加、発電量は10万6,742キロワット、３万2,146キロワットの増加となってお

り、美作市内では平成25年１月末時点で422件、165件の増加、1,738キロワット、770キロワットの増加とな

っております。このことからも家庭への太陽光発電設置の優位性を各設置事業者がＰＲしながら増加してい

る状況でございます。 

 また、事業所の10キロワット以上の設置は、昨年23年３月末には設置がなかったものが、平成25年１月末

現在では４件、45キロワットとなっております。美作市内では企業による太陽光発電の立地計画も進んでお

りまして、１社は中尾地内の企業跡地を利用して、総出力が3.4メガワット、年間発電量が370万キロワッ

ト、約1,050世帯分の施設を建設中でございます。他の計画では遊休地を利用した、総出力34.5メガワッ

ト、年間発電量3,730万キロワット、約１万600世帯分の施設を計画中の箇所や、0.5メガワットの施設な

ど、美作市内に計画している企業もございます。 

 市内の一般家庭の年間電力使用量が3,500キロワット程度と推測し、市内全世帯１万2,583戸が年間使用す

る電気量は4,404万キロワットとなりまして、現在計画中も含めまして、市内の太陽光発電量は4,154万キロ

ワット程度となることから、使用量の94％を太陽光発電で賄える計算となります。 

 美作市内の学校施設等にも改築を行うときに順次設置しており、大原小学校へは太陽熱利用、ＯＭソーラ

ーシステムでございますが、そして太陽光発電システム15キロワットを設置、美作北幼児園へ太陽光発電シ

ステムの10キロワットを設置し、作東中学校へは同じく太陽光発電システム15キロワットを設置しておりま

す。この太陽熱、太陽光発電施設のデータから、作東中学校では今年度１月末までの売電電力量は1,670キ

ロワット、月平均167キロワットとなっております。他の施設については、売電することはできませんが、
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導入により電気料金の削減につながっている状況でございます。今後このことを踏まえ、公共施設の経費削

減とＣＯ２削減に向けた取り組みにより地球温暖化対策の強化に努めてまいりたいと思います。 

 また、市民の方の共同で出資し、太陽光発電事業を行うことは大いに賛成するものであり、積極的に取り

組んでもらいたいものと思っております。〔降壇〕 

議長（内海 健次君） 

 新免議員。 

１８番（新免 昌和君） 

 再質問します。 

 答弁では調査結果で小水力発電に可能な水利の有効利用ができない結果ということで、非常に残念という

思いです。水豊かなふるさとというイメージが残念ながら否定された思いをしております。今日の科学の力

をもっても調査をした結果であるのでしょうから、小水力発電の取り組みは諦めざるを得ません。一方、太

陽光発電についてですが、答弁は、太陽光発電装置は家庭において平成23年度末の257件、968キロワット

が、平成25年１月末時点で422件、1,738キロワットで、件数で165件、発電量で770キロワット増加している

ということです。企業による太陽光発電を含め、現在計画中の太陽光発電の発電量が確保できれば、市内の

消費電力の94％が賄える計算になるとのことです。地球環境を守り、美作市でのＣＯ２削減の取り組みに関

してですが、市民への支援を市が行う展望が全く見えてこない答弁です。小水力発電を通じての課題が中心

でありますが、質問は、観光資源としての取り組みに対する展望をどうするのか、どう見ているのかを含め

たものです。答弁がありません。改めてお尋ねします。 

 地球温暖化対策ＣＯ２削減として太陽光発電での効果が企業参入による大型発電での成果が市のＣＯ２削

減目標数値のクリアにつながるとのことです。市行政と市民とが取り組む今後のあり方をどう考えているの

か、示していただきたいと思います。 

 市民による共同出資太陽光発電事業は行政として歓迎されています。しかし、市がその取り組みに対する

支援の施策をどうするのかが見えません。対応をどうするのか、質問します。 

 自然を生かす行政施策の具体化の一環として考える必要があると思います。今日の主要な観光行政の根幹

としているテーマ、田園観光都市に対応するためには当然ながら徹底して観光資源を生み出していく必要が

あると考えます。都留市の例にしろ梼原町の例にしろ、観光を資源化している点をどう見るのか、質問をい

たします。 

議長（内海 健次君） 

 市長。 

市長（安東 美孝君）〔登壇〕 

 新免議員の２回目の御質問でございます。 

 ＣＯ２削減という意味において市内各地で行われております企業等々の努力によりますＣＯ２削減が市内

でも行われておる。もともとＣＯ２削減の目的で第１次の計画ができたわけですけれども、そういった面で

の取り組みが先行をしておるというふうに思っております。その中で小水力発電の観光資源との活用という

ことで、先ほど本城議員が視察行かれましたように山梨県の都留市、設置されております水車、これは10戸

から12戸分の電力を賄うものというふうに紹介をされておりまして、観光というよりは市民への環境意識の

向上を目的とされておるようでございますし、高知県の梼原町に設置されておる水車は、歴史公園の中に設

置されたもので、その形態から観光を主な目的としているように見受けられております。美作市におきまし

ては右手の製材所に設置されている水車が先般地域おこし協力隊のテレビ番組、ＮＨＫでございましたが、
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紹介をされております。今でも製材所の動力源として活用をされておりまして、水力利用の理想的な形であ

るだろうというふうに思います。民間の施設ではありますが、今後視察など、ここを訪れる方がふえていた

だけるものと期待を大きく膨らませておるものでもございます。観光資源として活用するならば、できるだ

け人の目に触れる場所に省エネ、エコのシンボルとして設置することが効果的というふうにも考えますが、

シンボルということになりますと、規模が大きくなってまいります。美作市につくる場合設置場所等、慎重

な検討が必要になってくるだろうというふうに思いますが、田園観光都市ということになれば、私自身の思

いは、例えば上山の棚田の中に小川を利用した小さな水力発電をつくりたい思いがあるということで、これ

はまた万殿議員の御質問にもあったように思うんですが、そういったところへ棚田の中に水車小屋というこ

とでつくりたいという思いはありまして、担当に検討しろと言ったこともございます。しかしながら、水量

が少なくてですね、発電量がほとんど賄えるかな、補助もですね、発電機そのものはオーケーなんですが、

水車そのものについては補助はありませんというような県からの回答なんです。その辺をまだまだもう少し

研究をしながら、田園観光都市をうたうならば、当然水車が１基ぐらいあってもいいがなというふうに思い

ます。ただ、施設をつくると、後の維持管理という部分が大きく影響してまいりますので、そういった面も

考慮しながら検討を行ってもらえるというふうに思っております。 

 次に、市行政と市民が一体となって進める地球温暖化対策についてでございますが、太陽光発電の普及に

ついては、国が主導で進められておりまして、せっかくの全量買い取り制度でございますから、これを最大

限利用していただきまして、できるだけ民間ベースでやっていただきたいというふうに考えておるものでご

ざいますが、これはある意味、行政、市としてもある意味財源のめどが立つなら、新年度で新しい執行部に

なるだろうとは思いますけれども、しっかりとそういう方向での検討をしてもらえるものというふうに思っ

ておるところでございます。 

 以上でございます。〔降壇〕 

議長（内海 健次君） 

 お諮りをいたします。 

 本日の会議時間は議事の都合により延長したいと思いますが、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 異議なしと認めます。よって、本日の会議時間を延長することは可決されました。 

 新免議員、３回目の質問です。 

１８番（新免 昌和君） 

 市長のほうから答弁をいただきましたが、それぞれの私が例として出した課題に対しては、例えば観光資

源にするにしても財源問題が大変厳しい、新年度から考えていただくならば別だというふうな答弁だったと

受けとめます。実際のところ今市民の感覚の中に本当に環境問題を大切に考える、それが美作市のまちづく

りに非常に重要な役割を果たしていくだろう、そして例えば観光資源の問題としても、それが一体となって

展開をされることによって市民意識が田園観光都市というまちづくりにさらに進化をしていくということが

期待できると、私は考えるわけです。そこで、先ほど市民の共同出資の発電所事業についても、そういう一

環として市がそれを促進する支援を何らかの施策として打ち出していくということも求められるだろうとい

うふうに思います。これは先ほどの答弁で既に答えが出ておりますので、さらに言いませんが、本当に構想

としてそういう構想が打ち出していかなければ、本来の美作市が立てたＣＯ２削減だけで対応するという縦

割りの行政のあり方から横断的にまちづくり全体を考えた対応の仕方を構想しなければ、将来の発展はない
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と思います。とりわけこれから先大変厳しい財政状況が待っています。そうした中で市民の協働という意識

を育てなければまちづくりは前に行きません。そういう意味合いで今回の小水力問題、太陽光発電問題はそ

ういう立場から取り上げてまいりました。本当に実際に具体化が小水力発電が具体化できるのであれば、非

常に大きなインパクトを市民に与えるだろうと思っておりましたので、こういう質問をいたしました。しか

し、残念な結果です。改めましてさらなる効率のよい発電の機構発展というものが期待できるだろうという

ふうに思いますので、市としてこれから先をどういうふうに考えられるか、改めて考え方をお尋ねしておき

たいというふうに思います。 

議長（内海 健次君） 

 市長。 

市長（安東 美孝君）〔登壇〕 

 田園観光都市構想という部分になりますと、これは本当に全てが観光資源、市民の活性化につながってい

くという部分につながってまいるわけでございまして、新免議員の環境問題と観光、特にＣＯ２だけでなし

に、環境問題と観光資源とを連結するということで、本当にすばらしい提案をいただきました。本来なら

ば、よろしい、来年度は私そういう方向でやりたいということを申し上げたいんでございますけれども、ま

ことに申しわけございません。ただ、ただですね、先ほども申し上げましたように何とか棚田という意味も

持ち出しましたが、観光資源になるという思いはございます。ですから、そういった思いの中で、まだまだ

私自身が担当に限らずですね、うちの職員にもその意思がいまいち伝わり切ってない部分ございます。そう

いった面で非常に私も心残りではございますが、この意思を継いで、先ほど新免議員のすばらしい御提案を

必ずや次で継続を図っていただけるものというふうに思います。ただ、１点最後に申し上げますが、施設を

つくっても必ず維持管理費が必要でございます。そういった面を考慮しながら対応していかないと、そのと

きはいいんですが、後々大変なことになっても困るということで、そういった面も多分職員は検討しながら

そういう答弁、なかなか前に進まないという面もあるという面も少し御理解をいただきながら、新免議員の

答弁にさせていただきたいと思います。〔降壇〕 

議長（内海 健次君） 

 新免議員。 

１８番（新免 昌和君） 

 総括。 

 丁寧な御答弁をいただきまして、ありがとうございました。いずれにいたしましても、美作市がこれから

ますます発展していかなければなりません。皆さんとともに私も微力ながら立場を変えて協力をしていきた

いというふうに考えております。 

 以上をもちまして私の質問を終わります。 

議長（内海 健次君） 

 以上をもちまして通告順番４番、議席番号18番新免昌和議員の一般質問を終了いたします。 

 お諮りをいたします。 

 本日の会議はこれで延会したいと思います。御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 異議なしと認めます。 

 本日はこれで延会することに決定しました。 
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 本日はこれで延会します。 

 再開は明日２月22日午前10時からです。 

 御苦労さまでした。 

                                       午後４時56分 延会 
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                                       午前10時00分 開議 

議長（内海 健次君） 

 おはようございます。 

 携帯電話の電源を切っていただきますようお願いをいたします。 

 昨日に引き続き会議を開きます。 

 ７番西元議員が通院のため少しおくれるとの連絡を受けております。福原教育次長が体調不良のため欠席

であります。代理で豊福教育総務課長が出席をいたしております。 

 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

 

    日程第１  一般質問 

 

議長（内海 健次君） 

 日程第１、「一般質問」を行います。 

 昨日に引き続き、通告順に発言を許可いたします。 

 通告順番５番、議席番号21番本城宏道議員の発言を許可いたします。 

 本城議員。 

２１番（本城 宏道君）〔質問席〕 

 おはようございます。 

 一般質問第２日目のトップバッターとして私が質問をさせていただきます。 

 私は、今期市会議員として最後の発言となりますが、どうぞよろしくお願いをいたします。２月の早い段

階でこの発言通告を出しておりましたので、いろいろその間、きょうまでの間に情勢が変わった部分もござ

いますが、どうぞよろしくお願いしたいと思います。 

 安東市長は、12月議会の最終日に次期市長選挙においても立候補して、そして引き続き市政を担うという

発言を受けておりましたが、そのつもりで市長が継続をしてやられるものということで質問を出しておった

わけですけれども、今回の冒頭で次期市長選には立候補しないという表明をされました。そこで、多少質問

が食い違う部分があるかもしれませんが、よろしくお願いしたいと思います。 

 今回の議会で４年が経過いたしましたけれども、この４年間の議会と市長との審議あるいは議論の状況を

見てみますと、市長は常に前向きな答弁といいますか、議会に対する質問に対してみずからが答弁をすると

いう姿勢を貫いてこられました。さすがにこの40年以上にわたって行政経験を持たれた、その経験が如実に

あらわれた４年間ではなかったかなあというように思います。常に的確な答弁をされておったように思いま

す。今期引退をされるということに対しましてまことに残念に思いますが、今回の質問に対しましても、さ

きに申し上げましたように継続をしてやられるということの中での質問になると思いますが、どうぞよろし

くお願いをしたいと思います。 

 それでは、質問に入らせていただきますが、私はまずこの道州制の問題についてちょっと市長の気持ちを

お聞かせ願いたいなということで質問をいたしております。 

 さきの総選挙において、自民党、公明党、日本維新の会などが政権公約で道州制導入方針を掲げておりま

す。道州制基本法の早期成立を目指して成立後５年以内に道州制の導入を目指しておるわけですけれども、

この基本法骨子案では、道州制は従来の国家機能の一部とともに、一部都道府県から継承した事務を処理す

るというようになっておりますし、市町村の区域を基礎として新たに編成される基礎自治体は地域完結性を
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有する主体として構築されるとなっております。そして、新たに設置編成される道州制基礎自治体に対し

て、現行の地方交付税制度廃止を前提として、必要な財政調整制度を設けるということになっておるようで

す。財源保障機能が確保されない可能性があるわけですが、美作市のような農山村を中心とした小規模自治

体においては、これまで自治権と国による財政保障に支えられながら住民福祉の向上と独自の維持可能な地

域づくりに取り組んできた、いわゆる都市住民にとっても農村地域は国土保全、食料、木材供給や自然エネ

ルギーの供給を初め、多面的機能の発揮が期待されるものですけれども、農村地域の小規模自治体の自治権

を奪うことは憲法の地方自治保障に反するものであり、農村地域社会の存立基盤のそのものを破壊するよう

になると思われます。このような道州制について市長はどのようにお考えですか、お聞かせ願いたいと思い

ます。 

議長（内海 健次君） 

 市長。 

市長（安東 美孝君）〔登壇〕 

 おはようございます。 

 本城議員にも議員の皆様方にも一般質問の通告制をとっておる関係上、私が継続してやるという前提の中

での御質問をたくさんいただいております。まことに御迷惑をおかけしておるというふうに思いますが、行

政は継続でございます。そういった意味で御容赦をお願いしたいと思いますし、また本城議員はいつもそう

いった国政全般、とりわけ農業にかける熱意にはいつも感心をさせられながら答弁をさせていただいてきて

おるところでございます。 

 まず、道州制についてでございますが、市町村合併推進の目的は、市町村の行財政基盤を強化し、その能

力や機能を高めるということが目的でございました。これによって地方分権一括法で示された分権化に向け

て県から市へ権限と財源を移譲し、これまでの中２階と言われた都道府県と国の役割を見直す環境ができた

と言われております。したがいまして、市町村合併推進の次には道州制が議論されるのは予想どおりであろ

うというふうに思います。 

 通告制でございまして、回答もある程度はあるんですが、少しそれますが、この際、私の道州制について

の思いを少しだけ触れさせていただきたいと思いますが。 

 私自身も市町村が合併した、今度は都道府県も合併をするべきだろうというのは、道州制に近い考えなん

ですが、あるだろうと。いわゆる行政の効率化も図っていかなければならないという思いはありますが、一

般的に議論されております国の権限が県に権限をおろしてくるという考え方とは私は逆なんです。道州制は

しくべきであろう、ただし県単位の今の県の体制は必要ないと、国の機能を残して都道府県を廃止するほう

がいい、私はそっちのほうの持論です。 

 と申しますのも、まず人員の削減を考えるならば、都道府県でなしに国の職員のほうが今のままの形態で

生きとります。国と市町村とがダイレクトで話ができる制度のほうがより効率的であろうと思います。何を

陳情するにしても県を通して国へ上がっていく、それを県におろすと言いますけれども、道州制そのものの

議論が都道府県単位ではしっかりと議論されとるやに見えますが、してませんけど、肝心かなめのこの基礎

自治体とその道州制ができ上がったときに、どういった体制でどういう機能を持たせてやるんだと、権限を

やるんだというのが全く議論されてないんです。何か上のほうでわいわいと道州制じゃ、地方主権だとやっ

とんです。地方の主権というのは何だと思いますか。我々基礎自治体がそんなえらいわけじゃないんです

が、基礎自治体がいわゆる市民の皆さん、国民の皆さんの一番の窓口へおりながら、そこの意見は一切取り

上げられずに、上のほうでわいわいとやっとるのが地方主権の正体ではないかなというふうに私は思ってお
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ります。 

 ですから、私の持論は、都道府県は中間は要らない。中間なしにダイレクトで国と話をするほうが早いと

いう思いを持っておりますから、都道府県を廃止してくださいと、国の機関は残してくださいのほうでござ

います。それが私自身の考えの基礎自治体がしっかりと頑張れる、地域地域のニーズに合った行政が運営で

きるものというふうに思っております。 

 今の少しだけ聞いておるのは、道州制をしくと、都道府県の議会議員が道州制の、協議会みたいなあれで

すけど、連合会ですか、都道府県の議員が出ていって、そこで連合体をつくっていくと。じゃあ、我々の基

礎自治体の意見はどうなるんだという部分がさっぱり見えない。ですから、私にとっては少しおかしいとい

うことで、そういった似たような考え方を持っておられる全市町村が全国で600団体あります。まだマスコ

ミも少ししか報道はされておりませんが、全国の地方を考える会ということで600の首長が集まった団体が

あります。美作市も私も加盟させていただいております。そういう意味で道州制はまた別な、上のほうで論

議されとる視点とはまた違う、本当に地域に密着した行政ができる体制をとるべきだろうという考えの中が

集まってきた600団体だろうというふうに私は理解しております。 

 そういう中で、一番大事なのはもう一つ、本城議員が御心配をされてきております地方交付税、これがな

くては我々過疎地である市町村は行政運営はできません。どこやらが消費税を地方交付税にかえて消費税に

する。大都会は消費税でいいんです、我々のところは消費税そのものは格段に低いと。その分配をじゃあど

うするんだと。大都市が地方消費税を取って、それでじゃあほんならちょびっとだけをおまえとこへ分けて

やろうかという部分は、今国に交付税をふやしてくださいと言っておるのを、今度は地方の大都市に交付税

をふやしてほしい、分けてほしいと行くスタイルは変わるんか、かえって悪くなるんではないかという思い

は我々は、過疎地を抱えとる者から思えば、そういう思いを持っております。 

 ならば、今までよしあしはありますけれども、地方財政を財源の調整機能として役割を果たしてきておる

地方交付税制度というものは、私どもにとっては大事な制度なんです。これがなかったら、美作市でも

100億円を超す地方交付税が入ってきております。これが美作市の予算の骨格なんです。ですから、それを

うやむやになる、地方消費税のほうに振りかえるというような議論が、こういった基礎自治体はほとんど議

論に参加できる場所がないんです。ですから一番、本城議員が心配されております、その自治体間の不均衡

を調整する機能が全く見えてない。なくなりはしないだろうというかすかな希望は持っておりますが、そう

いったどこに住んでおっても同じサービスを得られる、そういった体制づくりが必要であるというふうに思

っております。 

 少し具体的な話を言いますと、例えば国民健康保険、介護保険、各市町村によって掛金が違うわけです。

岡山県で元来、県がせめて県単位で保険金などの掛金も同一にすべきです。だけど、岡山県はそれはなかな

か統合しようとはしない。なぜならば県の負担がふえるから、ただそれだけなんです。少しおかしいんでは

ないかと。隣の町とここの町とで国民健康保険料が違うというのも少しおかしい部分があると。そういう意

味で大きな、ちょっとそれておりますけど、そういった基礎自治体が事務事業量に合った財源の保障という

ものは必要でございます。地方交付税が持つ交付税制度といったものについては、財源の保障機能というも

の、これを確保するといった部分を明確に示していただいた上で、道州制が賛成になるんか反対になるんか

というとこが我々の立場であろうというふうに思っております。 

 権限自体が移ってきて、財源はなかなかこっちへ来ないといった部分があります。二、三年は財源をある

程度確保はしていただけますが、二、三年もするとどこへ行ったかわからなくなるといったような財源の確

保の仕方で、権限移譲には私は少し異論を、少しじゃない、かなりの異論を持ちながら対応をしてきており
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ます。基本的には少し答弁がそれておるかもしれませんけれども、私の思いといたしましては国民がどこに

おっても一定水準の行政サービスが受けれる、そういったことで財源を保障する制度を堅持していくのは国

としては当然の考えであろうというふうに私自身は考えておるところでございます。少しそれましたけれど

も、そういう思いでございます。〔降壇〕 

議長（内海 健次君） 

 本城議員。 

２１番（本城 宏道君） 

 一通りの答弁をいただきました。 

 私は市長の先ほどの答弁と同じような考え方を持っとるわけですが、とりわけ地方交付税制度というの

は、国民がひとしく政治の恩恵を受けるということから発足をして、地方の財政力の弱いところを国民みん

なで支えてやっていくという、そういう基本的なものがあると思うんです。これが基礎自治体ということに

なっておると思いますが、そういうものが破壊をされていくということになりますと非常に大きな問題にな

ると思います。そして、少し触れられましたけれども、介護保険とかあるいは国保税などは各自治体ごとで

決めております。後期高齢者の医療制度については、県が一本になって決めておるというような制度になっ

ておりますが、例えば後期医療制度の関係を見てみますと、我々の意見というのが実際にその運営の中へ生

かされてこないと、意見が通らない、上のほうだけで決めて、それがそのまま実行されていくと、こういう

仕組みになっておるわけですが、この道州制が持ち込まれることによってますますそういう傾向が強くなっ

てくるということになりはしないかと思うわけです。そういう点で私はこの道州制については、首長として

しっかり反対をしていただきたいなという気持ちでおるわけでございます。 

 この問題については深く話をしても結論が出ないもんでございますので、これで終わりますが、とりあえ

ずこの道州制については反対をしていかなきゃあならんという気持ちを表明して、次の問題に移りたいと思

います。 

 次は、農業問題です。 

 私はこの４年間、任期中、必ずこの一般質問で農業問題を取り上げてまいりました。それだけに農業は美

作市の基幹産業として成り立ってきておったわけですけれども、最近の農業経営の状況を見ますと、非常に

不況が続いておるわけです。そういうことで何とかこの農業を発展させなきゃあならんという気持ちで取り

上げてきておったわけでございます。 

 今回の質問の第１は、この２月１日からＢＳＥの問題で牛肉の輸入制限がなされておりましたけれども、

生後20カ月齢までは輸入してもいいけれども、それ以上になると輸入をしないということで来ておったわけ

ですが、先ほど申しましたように、この２月１日から制限が外されて、30カ月齢まで緩和されるということ

になりました。そういうことによって、アメリカ、オーストラリアなどから牛肉の輸入がかなりたくさん入

ってくるということになろうかと思います。そうなってまいりますと、畜産経営というのが美作市でも米、

たばこに次いで畜産がこの収入というものが大きなウエートを占めておったわけですけれども、今や酪農家

は減少してしまっております。一時のもう10分の１以下に戸数はなっておるわけです。また、肥育農家に、

あるいは繁殖牛の元牛を生産する農家にしても大変な激減が続いております。 

 こういう状況の中で、このＢＳＥの緩和がなされてきますと、いよいよこの畜産農家というものが成り立

たないという状況になってくる可能性があるわけです。一旦、経営をやめますと、後、新たにつくるという

人が出てこないと思うんです。特に酪農については相当たくさんの資本金が要りますし、設備も大変な状況

になるわけです。ＪＡ勝英では、肉牛生産のための一貫経営をやっておられますが、このＢＳＥの問題で輸
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入制限がされたときには、さきの赤字というものを一遍に取り戻して、経営が黒字になったわけですけれど

も、それ以降、この輸入がなされるようになってから、また再び赤字に転落をしていく、こういうような状

況が続いておるわけです。 

 私はそういう中で特にこの畜産というものが、先ほど言いましたように大きなウエートを占めておったわ

けですから、こういう畜産に対する援助というものを何とか考えていく必要があるんではないかと、こうい

うように思うわけです。そういう点について、この畜産農家を守っていくためのお考えというものがあるか

ないか、その辺について多少お聞きをしておきたいというように思います。 

 また、人・農地プランについては、さきの12月議会におきまして、上山を中心にした中川地区で人・農地

プランの第１号が発足をしたというようなことを聞いておりますが、全体としてその後の取り組みというも

のがおくれておるんではないかというように思うわけです。次々に荒廃地ができてきておるわけですけれど

も、人・農地プランの取り組みというのは20町から30町というような大きなものをやっていくわけですけれ

ども、それだけに集中しますと、今の農地のやりやすいところ、そういうところだけが維持されて、だんだ

ん農業のやりにくい条件、自然条件のあるところについては取り残されてしまうと、荒廃地が一層発展する

と、こういうように思うわけですが、その辺のことを考えながら、この人・農地プランの進め方について、

いま一度説明をお願いしたいというように思います。 

 また、３つ目には、岡山甘栗について質問を出しております。 

 これは12月議会でも一部取り上げましたけれども、上山地区でＪＡ中心になりながら試験栽培をやってお

るという答弁が12月議会ではなされました。そこで、今回見てみますと、ＪＡ勝英が中心になって団地をつ

くっていくということが報道をされておりました。これは非常にいいことだろうと思うんですけれども、勝

英農協が進める産地化というのは苗木を20本以上購入した人、あるいは５アール以上で栽培する人に対して

半額の補助金をしていくということで、荒廃田の取り組みにも役立てていきたいということでやられておる

ようですが、これを目指していくということになりますと、農協だけのそういう取り組みでは広がらない

と、これが本当にいいものということになりますと、いわゆる多くの農家の人がその気になって取り組むと

いうことにしないと一大産地にはならないというように思うわけです。そういう点において、市としても

20本以上とか、あるいは５アール以上というような、そういう取り組みから逃れる人、落ちる人、そういう

人に対してもこの援助をして、一遍に振興するというような、そういう方策を考えるべきではないかという

ように思うわけです。その辺についてのこの答弁をお願いしたいと思います。 

 ４つ目に、定住促進対策のために、農地の取得の下限面積についての考え方をお願いしたいと思うんです

が、過疎化が進行する中で、この定住促進事業などを取り入れてやっております。本市においてはお試し住

宅ということで梶並地区で現在２戸改築しながら、そこへ移住をされておるお試し住宅というのがございま

すが、そういうところ、あるいは新規に都会から呼び込んできて定住していただくために住居を構える場

合、わずかな菜園でもつくってやりたいという人がかなり多いようです。あるところの調査によりますと、

移住する方の89％ぐらいがわずかな菜園でも一緒にやりたいというような希望があるようですけれども、こ

ういう点において農業委員会としては一番少ないのが東粟倉の10アール、それから20アール、旧作東町では

20アール以上ということになっておりますが、基準としては50アールが最低という決まりがあるわけですけ

れども、その中で特別な制限を求めて１アールでも持てるというような制度を取り込まないと、本当に都会

から来ていただく人たちに希望を与えていくということにならないのではないかと思いますので、この辺に

ついてどういうように考えられるか。 

 例えば、２月１日付の農業新聞によれば、島根県の雲南市で農地法の特段面積ということで基準の適用を
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改めて１アール、全国でもこれは離島を除いて初めての制度のようですけれども、それを実施されることに

決まったようでございます。ぜひ本市においてもそういう点で、実際には農業委員会で検討するべきことで

すが、行政の考え方としてどうするか、その辺についてお聞かせを願いたいと思います。どうぞよろしくお

願いします。 

議長（内海 健次君） 

 市長。 

市長（安東 美孝君）〔登壇〕 

 本城議員の農業問題についてのことでございまして、総論的なお答えになるだろうと思いますし、詳細に

つきましては担当部長が答弁をさせていただきたいというふうに思います。 

 まず、近年の農業を取り巻く環境でございますが、農業従事者の高齢化、後継者不足、担い手不足などで

大変厳しい状況が続いてきておると。農業が衰退の一途をたどり、耕作放棄地の増加へとつながってまいっ

ております。きょうの新聞ですか、ＴＰＰへ国が参加すると、日本が参加するというようなことの報道があ

りましたけど、真偽のほどはわかりませんが、そういったことで農業にとっては一大事が起きようるんかな

という思いを持っております。 

 市といたしましては、そういった農業の衰退の状況を克服していくために、国の補助金を受けて、耕作放

棄地の解消、将来を見据えた人・農地プランの策定と新規就農者の確保、中山間地域等直接支払制度、農

地・水・環境保全向上対策事業など、さまざまな事業に取り組んでまいりましたが、今後の農業を活性化す

るには彩菜みまさかで売り上げの上位を占める農産物など、もうかる農産物の生産を振興して、加工も手が

ける６次産業化を考慮した踏み込んだ農業の展開も必要であるというふうに考えております。 

 甘栗等の苗木の配分につきましても、何本以上という本来は制限は我々としてはしてほしくない、おっし

ゃるとおり１本でも２本で植えてみようと思われる方々が、実はそういった農家の皆様方が彩菜茶屋を最大

限に利用されて、小規模の農家の皆さんが彩菜茶屋を大いに活用していただいとる、もちろん大型の農業を

やられる方々も活用していただいておりますが、大型農家と、まして忘れ去られがちな小規模な農家は現金

収入が入っていく、特に新規就農等で考えますと、一遍に大型農家というのは非常に苦しいわけですから、

そういった少しでも現金が入ってこれるといった体制づくりが新規就農者につながっていくんではないかな

というふうに考えておるところでございました。 

 いろいろな事業が農家に対する大型事業からそういった小さな補助金に至るまでのいろんな事業の展開を

していく中で、畜産農家等につきましても団体への補助金はございます。個々への補助金はございません

が、そういった部分についてももう少し担当部長が少し詳しく触れるだろうというふうに思いますが、そう

いった中で一番大事なのが、農家の補助金、助成というものも大事なんですけれども、基本的には全てのま

ちづくりに通じるんですが、自分自身でやるんだという部分が一番大事なところもございます。 

 少し話がそれますけど、またこの国会でこの美作市を知らない国会議員、生活を何とかというふうな党の

議員が東北にお住まいの議員が美作市の圃場整備を取り上げて、また質問されるようでございます。来たこ

とあるんかなと。見たこともない分野を上げて、元来圃場整備をやるのに農家が自分たちの意思で始めた事

業を、それを国が取り上げて国会で問題になるような事柄かなと、自分たちで解決していかなければならな

い問題をよう地元にわからん、比例区のようですからわかりませんけれど、そういった方が国会で美作市で

取り上げていただくのはありがたいんですが、取り上げるならば市の振興に役立つ方向へ援助を、農政をど

うするんだといった方向へ議論していただければ、美作市にとってもこういった形の農家を抱えたところに

も本当にありがたい取り組みではあるんですが、個々の自分たちが解決するべき問題まで国で取り上げる必
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要はないんではないかなというふうには考えるところでございますが、ちょっとそれました。 

 農地の取得時の下限の面積についての考え方でございますが、本城議員が御指摘のとおり、定住促進のた

めに、農地取得の際の下限面積を緩和することには本当に多くの関心が寄せられているというふうに思いま

す。これは新築住宅を取得された方などは、敷地内に小規模、５畝とか３畝とか、菜園場をつくって自家消

費用の野菜栽培をしておられます。空き家を購入する場合でもそれは可能だというふうに考えますが、農業

振興という分野でございますと、根本的な問題の解消にはつながるというふうには思っておりません。 

 したがいまして、全国的にも問題となっております農業従事者の高齢化や後継者不足によります遊休地、

耕作放棄地の進行を防止するためには、市外に居住されておられる農業経営に意欲のある方が参入しやすい

環境整備に取り組んで行く必要があるというふうに考えておりますので、12月議会でしたか、絹田議員が同

様な御質問もされておりますが、下限面積の緩和を農業委員会に検討をしていただくよう要望をしてまいり

たいというふうに考えます。本城議員もたしか農業委員さんでございましたので、ぜひ議論していただきま

して、農地の転用を目的とする緩和でなしに、農業の振興を図るための緩和というふうに私は思っておりま

すので、そういった方面の中でぜひ緩和をして耕作放棄地が少しでも解消になるように要望をしてまいりた

いというふうに考えております。 

 詳細は担当部長がお答えをさせていただきます。〔降壇〕 

議長（内海 健次君） 

 田園観光部長。 

田園観光部長（江見 幸治君）〔登壇〕 

 おはようございます。 

 それでは、順次説明のほうをさせていただきます。 

 まず、畜産農家への支援についての件でございますが、これまで美作市が行っております畜産農家に向け

た支援策といいますと、勝英和牛改良部会への年間26万円の助成金がございます。これは優良品種を調査研

究するための経費として活用されております。そのほかでは、国、県の各種補助事業の紹介やスーパーＬ資

金等の借り入れに関する相談受け付けなど、家畜農家が必要としております支援に対して適切なアドバイス

や事務手続、専門窓口の紹介などを行っておりまして、今後も畜産農家への経営安定を図るため、さまざま

な要望に対応できるように関係機関との連携体制を整えてまいりたいと考えております。 

 次に、人・農地プランの取り組み状況についてでございますが、市内の第１号として決定をいたしました

中川・上山地区人・農地プランの内容の件でございますが、この中川・上山地区には昨年の８月にスーパー

Ｌ資金の借り入れを控えている認定農業者がおられたことから、急遽取り急ぎプランの策定に取りかかった

地区でございます。 

 まず、７月27日に英田地域行政事務連絡協議会にて人・農地プランの制度内容について説明を行っており

ます。次に、８月６日に上山東集落の座談会に出向き、プランの素案を協議し、８月７日には上山集落の座

談会に出向き、プランの素案を協議、そして８月９日は中川集落の座談会に出向きまして、プランの素案を

協議をいただいております。このプランを８月17日に人・農地プラン策定検討委員会におきまして検討して

いただき、中川・上山地区人・農地プランとして決定をされております。 

 このプランに係る区域は、中川、上山の２つの大字でございまして、全体面積は78.4ヘクタール、座談会

への出席者は47名でございました。 

 また、人・農地プラン策定検討委員会のメンバーは、農業振興課、農業委員会の事務局、勝英農業協同組

合の職員各１名と、勝英農業普及センターの職員２名及び英田地域の認定農業者２名の計７名で構成をされ
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ております。 

 この人・農地プランは、プラン策定区域内の今後の農業を誰が担っていくのか、また誰にどれだけの農地

を集約するのかといったことにつきまして関係者が話し合い、担い手と農地との関係、その他の人・農地プ

ランとして位置づけるものでございます。 

 中川・上山地区人・農地プランでは、農地を提供する農家が23戸、担い手となる経営体が４でございまし

て、この経営体が現在管理している農地、約4.1ヘクタールを５年後に9.1ヘクタールに拡大する計画でござ

います。また、このプランに基づき栽培される作物は、米が17.2ヘクタール、ソバが1.2ヘクタールでござ

いまして、米は減農薬栽培など高付加価値を図り、ソバは６次産業化を目指しておられます。 

 次に、中川・上山地区以外の取り組み状況についてでございますが、10月29日に大原地域地区区長会、

11月７日に大吉地区区長会、そして11月８日に勝田地区区長会役員会、11月21日に東粟倉区長会、11月26日

に勝田区長会と各地区で説明会を実施しておりまして、12月からは讃甘、福山、中尾の３地区のプラン策定

に取りかかっております。この３地区には、プランの策定が第一となります青年就農給付金の給付対象者が

それぞれおられますので、優先的に進めているところでございます。 

 また、１月以降では、これまで説明をしてまいりました、旧町村内の字、小字などからの要請を受け、順

次説明に伺っておりますが、これまでに８地区145名の関係者に参加をいただいておりまして、今後も要請

があれば積極的に出向いてまいりたいと考えております。 

 次に、岡山甘栗の産地化の問題でございますが、本城議員の御指摘のとおり、この岡山甘栗の普及推進は

ＪＡ勝英が主体となって取り組んでおりまして、ＪＡ勝英管内には約4,500本を植栽する計画であると伺っ

ております。12月定例議会でお答えをいたしましたが、市内では平成23年度に上山地区に岡山１号、２号、

３号、計300本が植栽をされておりまして、平成24年度以降の計画といたしましては、宗掛地区に160本の植

栽されると、そのほか個人で植栽をされるものも含めますと、700本程度が植栽される予定であると伺って

おります。 

 本城議員の御提案の耕作放棄地を利用した岡山甘栗の産地化につきましては、植栽する場所と取り組まれ

る方がまとまっていることが望ましく、集落、字などの単位で取り組まれることになれば、ＪＡ勝英と協

議、連携を図りまして、産地化に向けた支援を検討してまいりたいと、このように考えております。 

 次に、お試し住宅の状況について少し説明をさせていただきます。 

 定住促進対策といたしまして、平成23年度に都市圏からの転入を希望される方に一定の期間、実際に田舎

暮らしを体験していただくため、空き家を改修したお試し住宅を梶並地区に２棟、整備をしております。現

在、１年間の予定で１号棟には８月から伊丹市の４名の方が入居され、２号棟には７月から玉野市の２名の

方が入居されまして、家庭菜園などもされております。地区の方々とも交流も積極的にされておりまして、

引き続きこの地域で住むことを望まれております。空き家等の情報を提供しながら、定住していただけるよ

うに協力をしてまいりたいと考えております。 

 また、お試し住宅への入居希望者への問い合わせもあることから、今年度１棟を整備し、入居者の募集を

行っています。お試し住宅は最長１年の体験期間であることから、当分の間はこの３棟を利用してまいりた

いと考えております。 

 以上でございます。よろしくお願いします。〔降壇〕 

議長（内海 健次君） 

 本城議員。 

２１番（本城 宏道君） 



－122－ 

 一通りの答弁をいただきました。 

 第１点の畜産農家を守るという点では、畜産農家が非常に危機な状態にあるということについては、市長

も担当課も同じような認識を持っておられると思いますが、何としてもこれを育成していくためには、先ほ

ど部長が答弁されたようなことだけでは実際に守っていけないと。いろんな制度を利用してもらうような指

導をしておるということなんですけれども、それだけではだんだん後退をしていくというのが現実ではない

かと思うんです。 

 そういう面において、具体的に政策として進めようとするならば、経営の一番中心となるのは、例えば酪

農にしても、それから繁殖牛にしても、種つけというのが一番基礎になると思うんです。この種つけが現在

どうなっておるんだろうかということで見ますと、人工授精師が各旧町村でおられたわけですけども、今そ

ういう人がもう割に合わんということでやめておられるというようなことで、それぞれの農家が何としても

種をつけないと困るということで苦労されております。特に作東以北のほうについて見ますと、津山から授

精師を呼ばなんだら間に合わないというような、そういう状況も生まれておるわけです。こういう点から見

ても一番基礎となる人工授精というものが非常に困っておるわけで、こういう点での援助をしていくとか、

あるいは具体的には畜産というのは大量の水を使うわけですが、そういうものに対する援助をしていくと

か、具体的なものを進めていく、その中には耕畜の連携ということで廃棄物の処理を耕種農家のほうへ回す

ような、そういう積極的な姿勢というものも大事になってくるんではないかと思うんです。そういう具体的

な取り組みというものをぜひお願いしたいというように思うわけです。その辺についてもう一度お聞かせを

願いたいと思います。 

 また、人・農地プランについては、経過については十分わかりましたが、これが具体的にどういうに発展

をしていくのか、上山以外の地域で説明はしたけれども、具体的な取り組みというものが進んでいってない

んではないかと思うわけです。かつて、今でもあるかどうかわかりませんが、いわゆる農業の振興課とそれ

から普及所の関係、ＪＡとか常に会合を開いて農業の政策というものをどう進めていくのがいいかというよ

うなことを絶えず協議をして進めてきておったと思うんですが、最近それが連携がうまくいってないんでは

ないかなという気もするわけです。そういう点について、もう一つこの取り組みをしっかりしていただきた

いなというように思うわけです。 

 それから、岡山甘栗について12月の答弁では、上山に植栽をしておるけれども３年ぐらいたたんと成績が

わからんので、その状況を見てしっかり取り組むかどうかということを考えたいという答弁だったわけです

けれども、実際にこれをやってみて成果がいいという結果があらわれて、苗木の生産を一挙に広げていこう

ということで取り組んでおられるわけで、３年待たんでもこの取り組みはできるんではないかと思うんで

す。したがって、市長答弁では小さい農家でもやっぱりやる気のある人についてはやってもえんじゃないか

という方向での答弁でございましたが、今後担当部長のほうでも小さい農家に対する援助というものを、一

気に生産を拡大していくための取り組みというものをしっかり考えていただきたいということをお願いした

いと思います。 

 それから、定住の促進について、これは農業の経営という面からと、それから先ほど言いました、小さい

菜園的なものを持っていくというものとはやっぱり区別をして考える必要があるというように思うわけで

す。そうしますと、先ほど説明しました島根県の雲南市でやっておりますのは、農業委員会として農地法の

別段面積というものを取り上げて見直しをしたという報告がなされております。 

 例えば、土地の所有者が都会から来ていただく人に対して売買をしますが、１つの田んぼが15アールとか

20アールとか、そういう面積がある場合に、１筆丸ごと買うてもらわにゃあ困るがなというようなことがし
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ばしばあると思うんですが、そういう場合に家を建てる居住面積というのが、住居を建てる面積というのは

制限されております、一般住宅の場合。そうすると、１筆買うても分筆をして農地として利用するというこ

とを考えないと、そういう農地が持てないことになるわけですから、そういう面で一般住宅でも菜園をつく

る希望が多いわけですから、こういう小規模のものを農業委員会として認定するということをやらなきゃあ

ならんなというように思うわけです。 

 市長は先ほど答弁で、農業委員会でしっかりやってくださいと、行政としてはそういう小規模のものもぜ

ひ進めていただきたいなという希望の発言をされておりましたので、ぜひその実行ができるようにしていき

たいなというように思います。 

 以上です。答弁をお願いします。 

議長（内海 健次君） 

 休憩の後に答弁をお願いします。 

 ただいまから10分間休憩いたします。 

                                       午前10時56分 休憩 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

                                       午前11時06分 再開 

議長（内海 健次君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 田園観光部長、答弁。 

田園観光部長（江見 幸治君）〔登壇〕 

 それでは、本城議員の２回目の質問に対しまして御答弁を申し上げます。 

 まず、美作市内の畜産農家の戸数の状況でございますけども、乳牛飼育農家が４戸約200頭、それから肉

用牛飼育農家が18戸でございまして748頭、それから豚飼育農家が１戸で588頭、そして養鶏農家が14戸で

98万5,779羽で、市内の牛肉飼育農家の２戸が兼業農家ということになっております。それから、この畜産

業の従事者でございますけども、年齢を農業従事者として捉えますと、平均年齢が71.9歳、こういう状況に

なっておりまして、全国平均では65.8歳ということでございますので、かなり美作市内の従事者の高齢率が

高いと、こういう状況の中で畜産農家が営まれていると、こういう状況でございます。 

 私どものほうも現在の状況を当然考えてみますと、最近の円高の影響を受けておりまして、飼料や燃料が

値上がりをしておりまして、畜産農業を営んでおられる方は大変厳しい状況にあるということは十分感じて

おります。この畜産農家のみならず、農家全般について言えることでございますが、わずかな収入を得るた

めに大きな支出を強いられているのが現状じゃないかと、このように私どもは考えておる次第でございま

す。 

 この状況を克服するには、何か根本的な対策が必要であるということもよくわかっておりまして、国は小

規模農家に対する支援策には余り目を向けてくれてないというのが現状でございます。また、県の単独事業

におきましても、これといった支援策を見つけることができていない、県のほうも積極的にこの小規模農家

に対する支援策を行っていないというのが現状でございまして、市の単独事業として取り組むには財源の確

保が大きな壁になっているのが現状でございまして、何としても国や県への適切な対応を求めたいと、お願

いをしたいと現在思っております。 

 また、今後もこのまま円安が進行しますと、家畜の燃料や飼料はさらに上昇することにでもなれば、ます

ます畜産農家の維持が困難な事態に陥るということでございまして、家畜飼料の金額上昇分や燃料費の上昇
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分を補填することで急場をしのぐような対策が講じられないか、さまざまなこと、今本城議員が言われまし

た、その水のほうの支援ができないかとか、もろもろ言われてましたけども、これも私どものほうは私を含

む執行部で十分に検討を重ねまして、県のほうにも当然強く要望してまいりますし、何とか家畜を営まれと

る方の期待に応えるようにこれからも検討を重ね、前向きないろんな施策を講じていきたいというふうに考

えております。 

 それから次に、人・農地プランの策定に向けた具体的な取り組み方法の件でございますけども、プランの

作成は平成25年度末までに市内全地域について作成する計画でございます。これまで大字、小字の集落を単

位としてプランを作成してまいりましたが、最終的にはこれらのプランを旧町村単位でまとめまして、美作

市内に６つのプランを作成していきたいと考えております。現在は各集落からの要請、青年就農給付金の給

付対象者がおられます地区を最優先としておりますけれども、今後は自治振興協議会、大字を単位とした市

が作成をしましたプランの素案を御説明をしながら取りまとめていきたいと考えておりますので、今後とも

各地域での御支援、御協力のほどをよろしくお願いをしたいと、このように考えております。 

 なお、人・農地プランの作成に当たりましては、検討委員会のメンバーでプランの内容をしっかり吟味

し、そして決定をしておりますことをつけ加えさせていただきます。くどいようですけども、メンバーのほ

うは農業振興課、農業委員会の事務局、勝英農業協同組合の職員と勝英農業普及センターの職員並びに地元

の認定農業者の７名でこのことを進めておりまして、これからも連携を密に図りながら進めてまいりたいと

いうふうに考えております。 

 次に、岡山甘栗の産地化の件でございますけども、ＪＡ勝英が進めております、岡山甘栗の産地化計画に

よりますと、生産された栗は全量、県南の業者に引き取っていただけるようになっておりまして、売買価格

につきましても決まっていない、このように伺っております。 

 また、市内に岡山甘栗の生産団地をつくる計画といたしまして、今のところ上山地区と宗掛地区の２地区

のみのようでございますけども、岡山甘栗の植栽を市内農家の収入増につなげるためには、生産団地をもっ

とふやす必要があると思っておりまして、個人で植栽される方を含めた産地化への取り組み方法や県の補助

金などの支援のあり方につきましてもＪＡ勝英と再度調整をいたしまして結論を出したいと思っておりま

す。よろしくお願いしたいと思います。 

 それから、最後の下限面積の関係でございますけども、本城議員言われますように、島根県の雲南市と同

様にもう少し下げて土地を自由に使えるようにするべきじゃないか、遊休地、耕作放棄地をなくするために

ぜひともやってほしいというような御意見でございましたが、先ほど市長が申し上げましたけども、大変い

い御意見であるというふうに考えておりまして、市長のほうも何とか農業委員会のほうに提言をしたいと申

しておりましたけども、私どもといたしましても、そのような方向になるのがいいんじゃないかとは思って

おりますけども、この見直しにつきます、当然分筆されます登記に関する費用、もろもろいろんなこともあ

りますので、これからも少し検討させていただきながら、協議をしていい方向に進むように進めてまいりた

いと、このように思っておりますので、よろしくお願いをいたします。 

 以上でございます。〔降壇〕 

議長（内海 健次君） 

 本城議員。 

２１番（本城 宏道君）〔質問席〕 

 まだ次の質問もございまして時間がございませんので、もっともっと論議をしたいわけですが、これ以上

深入りができないかなというように思います。 
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 ただいまの部長答弁の中で出てまいっておりますが、畜産に対する考え方というのは、戸数はもう激減し

て本当にわずかになってきております。しかし、これが一旦やめるともう取り返しがつかない、新たに始め

る人は恐らくいないと思うんです。そういう面でこの数少なく残っておる畜産農家を本当に大事に育ててい

く、援助をしていくということが最も必要ではないかというように思っておるところです。 

 人・農地プランについては、それぞれの地域での条件というものがあると思いますが、それらの取り組み

をしていただきたい。 

 定住促進の関係については、先ほど部長答弁の中で分筆とかあるいは登記料とかという話が出ましたけれ

ども、当然これは一般住宅の場合、面積制限がございますから、分筆をせにゃあならんと、それから分筆を

しても今の制度では分筆をして残りのところを農地として保有するということができないわけですから、そ

ういうものが、費用そのものは個人に出してもらやあ、こっちが援助をする必要はないわけですから、そう

いう制度として小さい面積でも保有できるんだということをしっかりやっていかにゃあならんのではないか

と思うわけです。それで、農業委員会へしっかり行政としては小さい面積も認めていきたいんだということ

を進言をしていただきたいなということをお願いをしておきたいと思います。そういうことです。それで、

もし答弁がございましたらお願いします。 

議長（内海 健次君） 

 答弁は。 

 田園観光部長。 

田園観光部長（江見 幸治君）〔登壇〕 

 本城議員の３回目の質問にお答えいたします。 

 農業委員会への下限面積の見直しという件でございますけども、これにつきましては十分に検討はさせて

いただきたいと。それから、今言いましたように、１アールといいますか、今の面積の分筆というんじゃな

くて、丸々１反なら１反、２反なら２反を買っていただくと、それをすればそれだけ分筆も必要なくなりま

すので、そういうふうなことも考えながら、今後市といたしましても考えていきたいと。それは当然、それ

も持ちまして農業委員会のほうにも提言をしながら、検討していきたいと、このように思っておりますの

で、どうぞよろしくお願いいたします。〔降壇〕 

議長（内海 健次君） 

 本城議員。 

２１番（本城 宏道君） 

 今のその部長答弁もちょっとかみ合うてないんですが、１反、２反、買えというたって、そりゃあ無理な

んで、一つの面積が仮に１反あっとしても、それを分筆して農地で持とうとした場合、農地として持てない

ということがあるから、それを解消すべきではないかということなんで、その辺を十分踏まえながらひとつ

よろしくお願いします。 

 それでは、次の質問に入らせていただきます。 

議長（内海 健次君） 

 はい、入ってください。 

２１番（本城 宏道君） 

 次は、防災の関係についてです。 

 まず、市内各水道施設の供用開始年度と消火栓の数についてお聞かせ願いたいと思います。 

 それぞれの施設で供用開始が異なっておると思われますが、供用開始からかなり年数は経過しておると思
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いますので、その辺についてお答え願いたいと。 

 また、通常、消火栓の消防ホースの耐用年数はどれぐらいを考えておられるのかお聞かせ願いたい。 

 ３つ目に、既に耐用年数が経過しているものがあると思われますが、それぞれの施設で各消火栓のホース

あるいは筒先について、水道施設設置時に水道工事の中で費用を含めてやっておられる施設、あるいはそう

いうものについては地元負担でやってくださいというような、いろいろ内容が違うと思いますが、その辺に

ついてわかれば教えていただきたいと。 

 消火栓は一旦火災が起きれば、初期消火として大変有効に使われるわけですし、そういうことがあったら

いけませんけれども、火災があったらもう大変な資産が失われるわけですから、そういう点でしっかり防災

を行う上で備えが必要ではないかというように思います。 

 ５番目に、消防ホースはかなり高価なものと聞いておりますが、１本何ぼうぐらいするものか知りませ

ん。防災面から見て年次的に交換をしていく必要があると思われますので、この全額補助あるいはまた一部

補助なりをしていくべきではないかと思うんですが、その計画性があるのかないのか、その辺を含めながら

答弁をお願いしたいと思います。 

議長（内海 健次君） 

 総務部長。 

総務部長（中西 祐司君）〔登壇〕 

 本城議員の防災についての御質問でございます。 

 まず、各水道施設の設置年度とそれぞれの消火栓の数ということでございますが、水道施設の設置年度に

つきましては、美作地域が昭和53年の設置でございます。英田地域が昭和58年、作東地域が平成８年となっ

ております。これは一番最新、今の施設ということでございますが。それから、勝田簡易水道が平成14年、

大原簡易水道が、これは８水道ありまして、昭和57年から平成９年までの設置ということになっておりま

す。また、東粟倉の簡易水道、これが４水道ありまして、古いものですと昭和50年、最新のもので平成16年

の設置ということになっております。 

 それから、消火栓の数でございますが、これは市内全域で合計2,248カ所というふうになっております。 

 次に、ホースの耐用年数ということでございますが、消防ホースの劣化について調査したデータが大変少

なくて、昭和50年の消防用ホース耐用年数研究委員会による調査結果によりますと、耐用年数は７年程度と

いうことになってございます。ただ、素材や製造の技術などの向上によりましてこの結果が妥当であるかと

いうことで再度、日本消防ホース工業会による調査が行われました。あらゆる視点から調査を行った結果、

やはり昭和50年のものと同程度、６年から７年であるとの結論が出ております。 

 それから、消火栓ボックスの備品類の購入費用でございますが、合併前の旧町村によって取り扱いが異な

ってまいります。本城議員御指摘のとおり、事業の一環で町村が購入整備した場合もありますし、地元から

幾らからの負担をいただいて整備した場合、両方がございます。 

 次に、火災が起きたときのための備えでございますけども、いざ火災が起きたときに消火栓用のホースが

使い物にならないということになりますと初期消火に手間取ります。大事な財産を失うことにつながりかね

ません。そのために自分の財産は自分で守るという意識で、おおむね各集落ごとに消防団の最小単位であり

ます部が設置されております。その消防団活動の一環として消火栓及びその備品の点検を定期的に行ってお

ります。点検で欠陥が見つかれば、備品の交換をすることとしております。 

 消火栓を使った消火の例としましては、昨年の12月18日に後山で住民の方が民家から炎が上がっているの

を発見いたしまして、通報後、３人の方が消火栓からホースを延ばして消火活動に当たって被害を最小限に
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とどめたという例もございます。この３人の方には市から感謝状も出ております。消火栓につきましては、

ポンプを操作するというような必要がありませんので、少し覚えのある人であれば使用できると。初期消火

には大変有効なものであるというふうに思っております。 

 また、ホースの破損状況でございますけども、使用をした段階で小さな穴から水が幾らか吹くというのは

時々見かけます。それですと消火に差し支えはありませんが、後で取りかえることというふうにしておりま

す。それから、大きな破損で使い物にならなかったというようなことは聞いておりません。 

 次に、ホースの交換の補助制度でございますが、先ほどお答えしましたように、消防団がホースを初め消

火栓用の備品について定期的に点検を行っております。そこで欠陥が見つかれば交換をすることとしており

まして、その費用につきましては今のところ市が７割の補助をしております。本城議員言われておりました

ホースですが、大体１本約２万4,000円から２万5,000円ほどかかります。 

 それから、消火栓の関連の備品で言いますと、地元の自主防災組織の方も恐らく使われることが多々ある

かと思われます。自主防災組織を立ち上げられまして、いろんな防災用の備品を購入される場合、県からの

補助が20万円を限度ですが、４分の３、20万円の４分の３ですから15万円の補助が出ております。そういう

補助事業もありますので、それも活用しながら備えてまいりたいというふうに思っております。 

 以上でございます。〔降壇〕 

議長（内海 健次君） 

 本城議員。 

２１番（本城 宏道君） 

 １回目の答弁をいただきましたが、消火栓が2,248カ所あるということ、それから各水道施設の設置年数

がもう相当経過をしておるという報告でございます。消防ホースの耐用年数が７年程度と、新しい再度の日

本消防ホース工業会が調査した結果もやっぱり６年ないし７年が耐用年数だというような結論が出たという

報告を聞きました。 

 そうしますと、今美作市内にある消防施設のホースというのは、もう既に耐用年数が過ぎたものばかりだ

というように判断しなけりゃあならんかなというように思います。実際に消火栓のホースを使って大きな破

裂があった経験はないという報告だったんですが、実際に市になってからはないかもしれませんが、旧町村

の場合、経験がございます。約15年ぐらい前だったと思うんですが、使っておる最中に破裂をしたという経

験もございます。 

 それから、各消防の部の人が点検をして回っておるということですが、それは消火栓の備品が置いてある

中のホースがあるかないか、あるいは筒先があるかないか、あける器具がそろうとるかどうか、そういうこ

とは点検をされるわけですが、実際に放水をして、そのホースが使い物になるかどうかという点検はなされ

ていないと思うんです。そうなってきますと、もう実際には使えないものばかりだというように判断をせざ

るを得んなというように思うわけです。 

 そういう点において防災の関係から考えて、特に美作市の場合は地震かあるいは洪水か、火災か、そうい

うものが災害になってくると思うんですが、そういう面から防災として今後それぞれの施設の更新を

2,248カ所について年次的にこれを交換をしていくということを考える必要があるんではないかと思います

ので、先ほど県の補助金もあるということなんで、その辺を考えながらうまくそういう制度を利用して交換

をしていただきたいというように思うわけですが、ひとつその辺について答弁をお願いしたいと思います。 

議長（内海 健次君） 

 総務部長。 
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総務部長（中西 祐司君）〔登壇〕 

 消防ホースを年次的に更新していく計画でございます。 

 これは危機管理監のほうが後から補足答弁するかもわかりませんけども、確かに今点検については消防団

の部にお任せをしております。そのときに、ホースに通水をしながらやっとるかどうかというのは、こちら

そこまではちょっとできてないんじゃないかなと。恐らく目視でやっておられると思うんです。目視でまだ

まだこれは新しいというような分については、そのまま据え置くと。で、これはもう大分色も変わってき

て、くみとるかもしれんという分については、恐らく交換をされておると思います。いいますのが、毎年消

防ホースの更新の要望がある程度出てまいりますので、そういうのは積載車のほうに使われるのか消火栓に

使われるのか、どちらかなんでしょうけども、毎年何本か何十本かと思いますけども、購入の要望が出てま

いります。 

 今後、その消防団の点検のときに通水した上での点検というのを計画的にちょっとやっていきたいという

ふうに今思っております。そういうことで御理解をお願いしたいと思います。〔降壇〕 

議長（内海 健次君） 

 危機管理監。 

危機管理監（小林 昭文君）〔登壇〕 

 本城議員の防災についての御質問でございますが、ちょっと今部長が答弁させていただいたんですけど、

消火栓を実際に通水するというのは今のところ、上下水道部長も来られとんですが、実際に消火栓をあける

というのはちょっと上水道のほうでは勘弁していただきたいというのがお願いでございます。 

 今後、消防署のほうが新築されますと、訓練用としてそちらの設備は装備されると思いますので、そちら

のほうで訓練をお願いしたいということで、通水についてはちょっと御勘弁を願いたいというのが、ちょっ

と部長の訂正ということですが、お断りをしたいと思います。 

 それから、先ほど言いましたように、年次的にホースをということなんですが、どこの火災現場に行って

も消火栓を使っての放水はされておりますということで、消火栓は消火活動には有効に活用されているとい

うふうに思いますし、現場に行って、それではホースが使えないというふうなことは今まで現場では見てお

りません。いうことで、先ほど耐用年数が６年から７年ということでお答えをさせていただきましたが、そ

れでは使えないのかということになると、使えないことはないと思います。毎年、消防団のほうでは春と秋

に点検をしておりますので、目視ではありますが、一応器具の点検を行っているところですが、それとあわ

せまして購入にはやっぱり地元のほうの負担も要ります。補助はしておりますけども、幾らかの負担がかか

りますので、必要であれば言うてもらったらいいんですが、計画的にというのは、この二千数カ所ある中で

これを購入していくというのはなかなか難しいのではないかということで、要望に基づきまして補助はして

いきたいというふうに思っております。 

 それからもう一点、訂正なんですが、先ほど部長のほうからお答えしました、自主防災組織への補助の関

係なんですけども、20万円を事業の限度といたしまして４分の３、要するに上限が15万円までの補助を市の

ほうで補助をしております。その市の補助に対しまして、県のほうから２分の１以内ということで、２分の

１十分来てはいないんですが、県のほうも補助をいただいておりますが、市のほうで予算を組んで計画的に

支援をしているというところでございます。 

 お答えになったかどうかわかりませんが、以上でお答えとさせていただきます。〔降壇〕 

議長（内海 健次君） 

 もう少し横の連携を密にするようにお願いします。 
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 市長。 

市長（安東 美孝君）〔登壇〕 

 消火栓の点検は、基本的に消防団が点検をやっていただきます。ホースも順次点検の中で毎年更新をやっ

ていくということで、昭和の代からずっとそのままホースがあるというのはあり得ないだろうというふうに

思っております。 

 それから、消火栓の通水なんですが、上下水道部長が言えばえんですが、基本的になぜ訓練のときに使っ

てほしくないというのは、まず１点は、消火栓をあけますと必ず水道水が濁ってまいります、浄化量に限ら

ず。訓練でやられますと、いつ訓練があるかわからない地区の水道水が赤茶けた水が出てきます。害がある

わけではないんですが、濁りが出るということでいろいろと差しさわりが出る。特に例えば、ようけえない

んですが、お豆腐屋さんが一番困るんで、濁り水が出るとお豆腐屋さんが一番困る。そういった意味で通常

的に訓練であけられると濁りが出る。 

 それからもう一点は、かなり水圧があります。それを心得がある者が閉めるのはいいんですが、いきなり

どんと閉めると、今度は水道管にいわゆる衝撃が伝わってきまして、水道管の破裂が起きるということで、

訓練時には消火栓のあけ閉めはしないでくださいというのは、そういった悪影響が出るということがござい

まして、通水を、消火栓をあけるということは上下水道からいうとだめということがあります。ただ、可搬

のポンプがありますから、それに持っていって通水をするということは可能だろうというふうに思いますの

で、そういったほうでのホースの点検はしていただければというふうに思います。 

 なお、念のために申し上げますが、近くの水道の蛇口で水が出たら、消火栓は必ず水が出ますんで、その

点は御心配がないだろうというふうに思いますので、ぜひとも御理解、御協力をお願いしときたいというふ

うに思います。〔降壇〕 

議長（内海 健次君） 

 大変御苦労さまでした。 

 本城議員。 

２１番（本城 宏道君） 

 各部が持っております自動車ポンプなり、あるいは可搬のポンプで点検をすりゃあえんじゃがなというよ

うな答弁になりますが、先ほど言いましたように、水道そのものが実際に放水のテストができないというこ

とになれば、その部分がこれは品物が悪い、あるいは破裂したんだということが確認ができんわけです。市

長の最後の答弁にあったような、そういうことをすればそれはできるわけですが、そこまでは皆やってない

わけですが。 

 それにしても、年次的に更新をしていくという、そういうことを防災の面から考えていく必要があるんじ

ゃないかというように提案をしておるわけで、即対応しなさいということでなしに、今後検討していただき

たいということを特にお願いをしておきたいと思います。 

 そしてまた、１つだけ確認をしたいわけですが、今の自主防災組織の中で交換をしようじゃないかという

ことで申請すれば、これは今の防災組織の対応として市独自のやり方でやっておられるわけですが、これは

対応をすることができるというように今聞いたわけですが、20万円以内で対応できるのかどうか、その辺を

もう一つ確認の意味でお願いしたいと思います。 

議長（内海 健次君） 

 ここで西元議員が出席されました。 

 危機管理監。 
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危機管理監（小林 昭文君）〔登壇〕 

 先ほどの御質問ですが、防災用の消火用のものとか避難誘導とか、そういった防災に関する器具を整備す

る場合は、先ほど言いましたように20万円で15万円限度の補助で対応させていただいております。予算化も

しておりますので、ぜひ利用していただきたいと。予算が足りないというぐらいに活発に自主防災組織が活

動していただけたら、防災につながるのではないかなというふうに思っております。よろしくお願いしま

す。〔降壇〕 

議長（内海 健次君） 

 本城議員。 

２１番（本城 宏道君） 

 自主防災のほうで対応できるというように理解をいたします。１本が２万円から２万4,000円ぐらいとい

うことなんで、毎年10本ずつかえていけば、それぞれの自主防災組織の中で年次的に交換することもできる

というように理解をしましたので、よろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、次の質問、最後の質問に移らせていただきます。 

議長（内海 健次君） 

 はい、入ってください。 

２１番（本城 宏道君） 

 ２月３日付の山陽新聞の報道によりますと、県内の公立小・中学校で、通常学級に在籍をしながら知的障

がい者や発達障がいなどで特別な支援が必要とされる児童・生徒の割合が、2008年度の調査から1.5倍に増

加をしているという記事が載っておりました。美作市内の状況についてはどういう傾向にあるのか、お聞か

せを願いたい。 

 そしてまた、県教委は、障がいのある児童・生徒の指導や施設整備の指針となる第２次県特別支援教育推

進プランの素案をまとめて、現在２校しかない県北での分校や分教室の新設を検討している。そして、県立

高校などの空き教室を分校として使えるか検討するというように報道されております。江見商業高校という

のがあるわけですけれども、この江見商業高校の跡地、これらを優先して県のこの施設を江見商業跡地のほ

うへ持ってくるというようなことを考える必要があるんではないかと思うんですが、この辺について答弁を

お願いしたいと思います。 

議長（内海 健次君） 

 教育長。 

教育長（内海 壽志君）〔登壇〕 

 ただいまの本城議員の江見商業高校跡地利用の中で、知的障がい等の美作市の状況ということにつきまし

て御答弁をさせていただきます。 

 美作市内の小・中学校では、知的、情緒、肢体不自由の特別支援学級が設置をされておりますが、平成

20年度から５年間を見ましても、特別支援学級数が在籍する児童・生徒が増加をしております。また、通常

の学級に在籍する児童・生徒で特別支援を要するという児童・生徒も増加をしております。 

 市内の小・中学校の状況を具体的に申し上げますと、平成20年度、特別支援学級数は19学級でありました

が、本年度においては28学級となっております。特別支援学級に在籍する児童・生徒は、平成20年度に48名

でしたが、本年度は110名になっております。また、通常の学級に在籍し特別支援を要する児童・生徒は、

平成20年度は138名でありましたが、本年度は201名となっており、４年間で1.45倍というふうに増加をして

おります。市内小・中学校におきましても、本城議員御指摘の新聞報道にありました県内の状況と同様に発
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達障がいなど特別な支援を必要とする児童・生徒の割合は年々増加をしておる傾向にございます。 

 次に、支援学校の誘致ということでございます。 

 本城議員、今御指摘のとおり、当市におきます特別支援教育の充実のためにも特別支援学校の分校または

分教室を美作市に新設するという必要性は大きいというふうに思っております。日笠議員にお答えもさせて

いただいておりますが、昨年の12月に岡山県誕生寺支援学校の分校としての開校を再度要望をいたしており

ます。現在、その回答を待っておるところでございますが、県教委の特別支援教育課のほうが分教室という

ことで学校の空き教室がないかということは以前尋ねてこられて、学校のほうも見て回ったわけでございま

すけども、なかなか学校としても空き教室がないと、今言いましたようにこのような数がたくさん数字がふ

えております。そういう中でどうしても教室を見つけなければいけないという状況が生まれておりますの

で、早い便にこの江見商業の結論が出て、そしてもしだめであれば次の対策を考えていかなければいけない

と。今、学校の統廃合等が進んでおります。そして、そういう中で学校があくところがございますので、そ

ういうところへの考え方を持っていく必要があるんじゃないかなというふうに思っております。いずれにい

たしましても、早急なる学級の新設をしていかなければいけないというふうに思っております。 

 以上です。〔降壇〕 

議長（内海 健次君） 

 本城議員。 

２１番（本城 宏道君） 

 平成20年度から比較をしてということですが、非常に増加をしておるのに驚いておるわけですが、この原

因というのがいろいろあると思いますが、最近晩婚といいますか、結婚がおくれてそういう障がいが出るこ

とが非常に多いんではないかなという気がするんです。ある施設へ通っておる職員の方、介護の世話をして

おられる職員の方から話を聞いたわけですけれども、こういう人たちの家庭の状況を見ると、いわゆる三十

四、五歳になって初めて分娩をしたというような方が比較的障がいが多いというように聞いたわけですが、

そういう傾向にあるんではないかという気がします。 

 それと今回私が質問しておるのは全く視点が違うわけですが、非常に数がふえておるということに危惧を

するものですが、そういう状況の中で今回主体としておるのは、江見商業高校をぜひそういう方面で利用し

ていただきたいということを強く要望したいと思うんです。県北の施設ということですから、美作市だけで

なしに、他の地域でもそりゃあもううちをぜひ使うてくれえという要望が上がっておると思うんですが、何

かそういう競争相手というんですか、そういうところがあるのかないのか、現状についてどういうように把

握されておるか、お願いします。 

議長（内海 健次君） 

 教育長。 

教育長（内海 壽志君）〔登壇〕 

 江見商業高校の場合は大きい施設というようなことになって、我々が聞いておる中では、そこに分校とい

うのは難しいような話をちょっと聞いておりますけど、結論的にはまだ出ておりません。早い結論をいただ

きたいというふうに思うわけですけども。誕生寺支援学校が高等部を今度は弓削高校のほうへ移したりする

こともあったり、そして真庭、津山、美作という段階の中で、これは分教室をつくっていこうというのが県

教委の考え方でございます。ですから、それにのっとった分でいけば、江見商業の一部をやってもらいたい

という思いがありますけれども、全体的な考えの中でいくと一部は難しいような考えを言われます。そうい

うことで、我々としては各学校の空き教室があればいいんですけど、今はないということで、その統廃合の
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中で教室をあいたとこへ持っていくというふうにしたいというふうに思っております。 

 今、本当にたくさん支援が要る人がふえております。我々の特別教育支援員を学校へ送っておりますが、

今18名、そして県のほうからも12名来まして、今30名の者が学校へ行っとるわけですけども、それでも手が

足らないというような状況でございます。１カ所に集まって、そしてそこで手厚い勉強をしていただくとい

うようなことを本当に早く進めないといけないんじゃないかなというふうに思っております。今、誕生寺の

学校へ通っておられます生徒の皆さんが小学、中学、高等部を入れて26名いらっしゃいます。本当にバスで

揺られながら大変なことになって行っておられるわけです。そういうような状況を一日も早く解消をするの

がやはり美作市の仕事であるかなというふうに思いますので、そういう方向に向けて最善の努力をさせてい

ただきたいというふうに思います。〔降壇〕 

議長（内海 健次君） 

 本城議員。 

２１番（本城 宏道君） 

 いずれにしましても分校は難しいかなというような答弁だったんですが、県の施設として市内へ何らかの

ものがあるというのは、市のいろんな市政上の運営としても非常に助かるわけで、そういうものをひとつ本

腰を入れて交渉していただきたいというように思います。 

 これで私の質問を終わりますが、全般につきまして非常に前向きな答弁をいただきましてありがとうござ

いました。 

 以上で私の質問を終わりたいと思います。 

議長（内海 健次君） 

 以上をもちまして通告順番５番、議席番号21番本城宏道議員の一般質問を終了いたします。 

 ただいまより１時まで休憩といたします。 

                                       午前11時55分 休憩 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

                                       午後１時00分 再開 

議長（内海 健次君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 向原議員が通院のため退席されます。 

 続きまして、通告順番６番、議席番号９番安東章治議員の発言を許可いたします。 

 安東議員。 

９番（安東 章治君）〔質問席〕 

 昼から第１番目の質問をさせていただきます。 

 早速質問に入るわけでありますけれども、私が一般質問を提出したのが本城議員と同じ時刻でありました

ので、そのときにお聞きしたいことが市長に来期に向けての意気込みというものをお聞きしようということ

で質問させていただいたわけでありますけれども、不幸にもその後、体調を崩されまして入院されたという

ことでございます。おお、これは大変じゃなと慌てとったわけでありますけれども、来期は断念するという

ことを言われましたもんですから、私の今回出させていただいとる質問とちょっとかみ合わないところがあ

ろうかと思います。そういうことで、質問と答弁とがちょっと食い違うということになろうかと思いますけ

れども、続けて質問をさせていただきたいというように思っておるところであります。どうかよろしくお願

いいたします。 
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 項目といたしまして３つ上げさせていただいておりますけれども、この４年間を振り返って各事業の成果

と反省ということをお聞きしたいと思います。来期に向けての意気込みということも書いておったわけであ

りますけれども、そのことは結構でございますというか、聞けれないということでありますので、これはい

たし方ないということであります。 

 そういうことで、早速もう質問に入らせていただきますけれども、市民サービスについてのことでありま

す。 

 去年だったかと思うんですけれども、来庁される方の市民の皆様方にサービスというものを民間並みに充

実させていきたいと、そういうサービスというものが行政でも必要じゃないだろうかという関係で、コンシ

ェルジュという言葉を使って質問させていただいたと思うんですけれども、その質問に対して市長も来庁者

への市民サービスということでコンシェルジュ的なマインドが必要だと、それは窓口だけでなしに全職員に

言えることだと言われたわけであります。この辺で私の思いと市長の思いが一致したなという思いがしとっ

たわけでありますけれども、ことしになってからでありましょうか、去年の秋からだったんでしょうか、市

民部の前に順番待ちのシートの発行機、この機械が設置されとるわけであります。近年、例えば銀行あたり

ではああいう機械があるところもふえてきてはおりますけれども、まさかそういう形にはなるだろうとは思

ってもみなかったので、少し私自身は疑問に思うわけであります。そういうことで、順番待ちのトラブルを

避けるという目的等あろうかと思いますけれども、やや市民サービスという面においてはちょっと疑問を感

じるというところであります。 

 先ほど昼飯を食べて帰ってきよったときに、御老人の方が１人入ってこられました。柄の悪い人が同じ箱

の中へ入っておったわけでありますけれども、我々がどうぞというて言いましたら、３階へ行くんですとい

うことで３階に上がってこられました。３階に上がってこられるということは３階で用事があったわけであ

りますけれども、やはりそのときにあのチケットを取ったんじゃあ意味がないわけでありますから、そうい

うときには１階の方がやはりコンシェルジュ的なサービスというものの声がけをしていただけたらなという

ように感じておるわけであります。そういう意味でもう少し血の通った市民サービスというものも必要じゃ

ないかなというような気がしておりますので、お尋ねするわけであります。 

 また、今まで各種大型事業などにおいて市民負担、これいわゆる白い金というもんですけれども、最小限

に抑えるように努力されてきたわけでありますけれども、事業によりましてはいささかの疑問があるという

ように思っております。これは我々議員として大いに反省し、やはりいろんな面で提言はしていく必要があ

っただろうというように、４年間振り返って私たちは反省もしておるところであります。 

 財政の厳しいときだからこそ、細部に至るまでチェックが必要と思うわけであります。これは執行部と議

員とお互いが対等の立場で意見を出し合って、少しでも市民負担を少なく、そして充実した事業をやってい

くというのが職責でありますので、この部分についていかがお思いなのか、そのことをお伺いをいたしま

す。 

 それから、現在進行中の事業や先にどのような計画が控えているのかということもお聞きしてみようかと

思っております。 

 それから、一番初めの市民サービス、来庁者への心のこもったサービスということと重複するわけであり

ますけれども、各旧町村の総合庁舎、今後の生かし方、住民サービスに向けての取り組み方法に今後変化は

ないのかなということをお聞きをいたします。 

 財政厳しい折ですけれども、市民へのサービス、利用者の利便性や行政とのつながりを考えたときに、総

合支所の強化というものも今後は必要になってくるんではなかろうかと思いますので、その点をお伺いをい
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たします。 

議長（内海 健次君） 

 市長。 

市長（安東 美孝君）〔登壇〕 

 安東章治議員の４年間の総括ということでございますが、反省点というふうに言われましたけれども、４

年間の全般の総括につきましては、行政報告の中でいろいろと申し上げをさせていただいております。その

辺で御理解をお願いしたいなというふうには思いますが、数々の事業、課題等々ございますけれども、何と

いいましても作東の産業団地、あそこに企業の誘致、そこだけではございませんが、市内への企業誘致に努

めていって大きな雇用を創出しておる。江見の町が、自慢できる話ではありませんが、朝は産業団地へ通う

人の車で渋滞が起きるんだという、市にとっては合併当初を考えていただければ、産業団地が非常に問題視

されました。莫大な借銭があったわけですから、確かにそうなんですけれども、やはり合併していった効果

の中で、そうやって今や大きな市の財産になりつつあるという意味で、これらは若者が働ける場所ができた

と、これは大きな成果があったろうと、まだまだ埋まっておりませんからまだ自慢できるほどではございま

せんが、そういったことが大きかったかなあと。今市内から多くの若者がそこへ仕事、地元へ住んで通って

いただけるというのが何よりのことだったかなというふうにも思っております。あえて産業団地を出したの

は、安東章治議員が作東地区でございますから、あえてそこを出させていただきました。 

 それから、２番目の各種事業執行に当たってということで、市の負担、いわゆる白い金を最小限に抑えて

いるのかというふうでいささか疑問があるというふうにお尋ねではございます。事業の執行をするに当たり

ましては、構想段階から国、県の補助金、元利償還金の交付税の算入率の高い有利な起債というものをまず

財源を検討を行います。そして、計画して予算を計上してまいります。また、有利な財源があるからといっ

て必要以上に事業費を膨らますことがあってはだめだということで、４年間のうちに多くの事業を行ってき

ておりますが、最少の経費で最大限の効果を上げるべく取り組んできたというふうに思います。 

 これまで実施しました大型事業で、作東中学校など小・中学校の耐震補強事業、現在進行中のクリーンセ

ンター建設、消防庁舎建設は合併特例債を最大限に活用しております。また、美作北幼児園建設事業や道路

新設改良事業などには過疎対策事業債を活用してまいりますし、また国の経済対策交付金も活用をしてまい

っております。 

 平成25年度当初予算につきましては骨格予算でありますから、限られた財源を最大限に活用し、より効率

的で効果的な行政執行と財政運営を確立するとの方針で編成をしたものであります。なお、25年度以降の予

算計画にかかわることにつきましては、出馬しない私が答弁はできませんので、御了承をお願いしたいとい

うふうに思います。 

 その次の合併協議会の中で総合支所方式を決定いたしまして、新しい美作市がスタートしてきました。各

支所には６割の職員が配置をされてきました。しかしながら、スタートしてみると、各総合支所で事業を進

めるにも事業計画、事業申請、これらは必ず本庁の担当部署より行うこと、議会での予算、決算の審議、質

問についても本庁の部長が行わなければならないなど、事務の執行上、二重の手間と不合理が生じておりま

した。この辺は初期の混乱期でございましたから御理解されとると思います。 

 合併前の残務事業が終了すれば、新市の事業計画、事業推進も当然本庁が指揮をとるようになります。合

併初年度、次の年と２カ年にわたりまして、中途退職を希望する職員が大変多く出てまいりました。組織と

しての機能の維持ができない状況もございました。合併３年目ではありましたが、十分な行政サービスを行

うためにはと考えて、実質本庁方式に切りかえていったものでございます。 
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 総合支所の職員をもとに戻して、総合支所をにぎやかにしてほしいという意見は各地域の方々にもあると

いうのも事実であります。私もお聞きしております。今、この国の経済状況は本当に厳しく、美作市のよう

に財政が脆弱な自治体には交付税が市民生活の維持のために必要不可欠でございます。その交付税さえも今

後大幅な減額になることが確実であれば、職員数の削減を行って、効率的な事務を目指すことも大きな命題

でもあると考えております。 

 周辺地域の疲弊を防ぐため総合支所方式に戻すことが最良の策ではなく、それぞれの地域が行政の依存型

から脱皮して自主的に活力を見つけ出し、小さなことからでも取り組み、その地域に住む人たちの協働によ

ってにぎわいを生み出していくことが一番必要なことではないでしょうか。私自身、市長での公約として賑

わいのある田園観光都市構想を上げておるのが、まさにこれを指しておるつもりでございます。全てが行政

が行うわけにはいきません。市民の皆さんと協働して地域の活性化を図っていく、行政はそれの後押しをし

ていく、横から手助けをしていく、そういった取り組みのあり方を今後は求められてくるだろうと思いま

す。徐々にその辺はスタートしながら、そういった土壌が醸成されつつあるというふうに認識をしておりま

す。ぜひ行政の支援がないから、支所がないからそんなことはできんのじゃというんでなしに、みずからの

地域を皆さんの力で一緒に活性化をしていく、これが我々行政、執行部と議会にも与えられた使命だろうと

いうふうに思いますので、よろしくお願いをしたいと思います。 

 この８年間、市民生活に悪影響が出ないように、また行政サービスの低下をもたらさないように、時には

他の自治体に先駆けて美作市独自の施策も行ってまいりました。中学生まで医療費無料とかということ、今

でこそ県内に広まってきましたけれども、県内に先駆けて苦しい財政の中からそういった子育て支援なども

取り組んでまいっております。必死に新しいまちづくりに挑戦してまいったというふうに確信をしておりま

すし、確実に自己決定、自己責任の基礎自治体の構築に進みつつあるというふうに思っております。窓口サ

ービス等につきましても、個々の問題はあるだろうというふうに思いますけれども、順番待ちのカードが出

るのもある意味、市民の要望を受け入れての取り組みであるというふうに思っておりますので、よろしくお

願いしたいと思います。 

 窓口サービスにつきましては、市民部長のほうから答弁をさせていただきます。〔降壇〕 

議長（内海 健次君） 

 市民部長。 

市民部長（平尾 孝之君）〔登壇〕 

 安東議員より市民窓口サービスにつきまして御質問をいただいております。 

 平成23年には安東市長より行政方針のスローガンといたしまして、第１に行政組織のスリム化、第２に事

務のスピードアップ、第３にワンストップサービスを３つのＳとして全職員が一丸となって取り組んでいく

ということを提唱されまして、それぞれの窓口におきまして事務の改善点を検討しながら取り組んできたと

ころでもございます。 

 市民生活課では、戸籍や住民票の申請、交付事務を取り扱う中、個人情報の保護やプライバシーの保護も

重要な課題となっているということから、カウンターに仕切り板を設置するなど、来客者の情報が他に見ら

れなくするなどの改善にも取り組んだところでございます。 

 本年におきましては、受け付け発券機を設置するなど、来客者の利便と個人情報の保護を目的といたしま

して運用しているものでございます。特に窓口が混雑しておりますときは、順番をとろうとしましてカウン

ターにお客さんが詰め寄られ、席のすぐ後ろに立たれるというようなことから、他人の情報がのぞかれると

いうふうな懸念もございまして、また体の不自由な方が並んで待たれるというような状況もございました。
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このたび、発券機を導入したことによりまして、受け付け番号を取られた後はロビーの椅子で待たれるとい

うふうな改善ができております。順番待ちのトラブルも現在のところ避けられております。個人情報の保護

を優先させるというふうな面におきましても大変有効なものであるというふうにも感じております。 

 また、職員のほうもこの機会の番号呼び出しだけでなく、しばらくお待ちくださいとかお待たせいたしま

したとかといった適宜必要な声かけも行うなど、おおむね良好な状態で窓口業務を行うことができておりま

す。市民の皆様からも、一部ではございますが、よい評価をいただいております。また、総合案内係、ここ

はパスポートの発行もやっておりますが、その担当、また窓口対応の職員には、市民の目線に立ちまして親

切丁寧な対応ということで指示をしているところでもございます。今後におきましても住民サービスの向上

につきましてさらに改善点がありましたら、そういった部分の改善に努めてまいりたいというふうに思って

おります。よろしくお願いいたします。〔降壇〕 

議長（内海 健次君） 

 安東議員。 

９番（安東 章治君） 

 御答弁いただきました。 

 そういうことでいろいろと窓口サービスのことから、それから総合支所というところまで幅広く御答弁い

ただいたわけであります。もちろん行政というものは、その事務の執行を簡単にするということになりまし

たら、それは当然１カ所でやるというのも、これは一つの効率化という上においてはかなりそれは有利な活

動ができるんじゃないかなと思いますけれども、やはり市民との対応ということになりましたら、この広い

美作市内ということになりましたら、やはり総合支所というのも切り離せれない重要なポジションでありま

す。片方を人をふやしゃあ、片方が人が手薄になるというようなこともありましょうけれども、必要に応じ

てやはり総合支所等もサービスの向上というものも図っていただいて、行政と住民の皆様とがなるべくなら

離れないように一体となった対応、まちづくりというものをしていく必要もあるんじゃなかろうかというよ

うに思っております。 

 市長言われましたように、地域に住む人たちとの協働によってにぎわいを生み出していくことが一番だと

いうわけでございます。はっきり言いまして、それは結構できつつあるかなというように私たち山間部に住

んでいる者も思うわけであります。しかし、やはり住民の皆様は本庁一極集中よりも支所のほうが行きやす

いし、距離的にも近いということは言われております。行政が全て音頭をとるということにはならない時代

であります。市長がそれこそ言われましたように、やはり自己決定、自己責任というものの基礎自治体構築

に進みつつあるということであります。これは十分理解できますし、徐々にではありますけど、そのように

進んでおりますけれども、まだまだ合併して８年目ということでございます。市民の方々にまだ完全にその

あたりは浸透していないと。我々の力不足ということもあるのでしょうけれども、やはり高齢化が進む中

で、総合支所というものももう少し充実していく必要があろうじゃないかというように考えとるわけであり

ます。 

 そういうことで、今までやってきて、特に窓口対応等は従来もそれなりによかったわけでありますけれど

も、さらに充実を図るということは必要であろうかと思いますので、これからもしっかりと住民サービスの

ほうは努めていただきたいと、このように思っているわけであります。 

 それで、もう御答弁は結構でございます。次に行かせていただきたいんですけれども。 

議長（内海 健次君） 

 はい、次に行ってください。 
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９番（安東 章治君） 

 次に、農業政策、これについてであります。 

 農業政策は、各種農業政策というものをずっと実行してきていただいたわけでありますし、一部には徐々

にではありますけれども、活気が見られるようになったわけであります。一方、やはり山間部におきまして

はだんだんと人口の流出、高齢化ということが進んで、農地の荒廃化も進んでいるわけでありますけれど

も、特に直売所を中心に活気が見られてきたというのも事実であります。このことは本当に非常にうちの町

だけじゃなくして近隣の町村におきましても注目もされておりますし、また参加もされておりまして、効果

はあったんじゃないかなというように思っております。 

 そして、安倍政権発足で農業政策というものも変化がここ近年出てくるだろうと思いますけれども、各種

農業政策を今後どのように展開されるのかということをお尋ねするわけであります。荒廃地の解消や農業者

の確保、ひいては農家の所得の問題、ここ数年どのような変化があったのかということをお聞きしたり、過

去の変化をお示ししていただいて、今後問題山積の農村をどのようなビジョンを持って再生をされるのか、

そのことを少しお伺いしたいと思います。 

議長（内海 健次君） 

 田園観光部長。 

田園観光部長（江見 幸治君）〔登壇〕 

 それでは、安東議員の農業政策につきましての御質問にお答えをさせていただきます。 

 まず、耕作放棄地の解消、農業者の確保につきまして、ここ数年の変化を申し上げますと、山間部の農地

は若者の都市部への流出と農業従事者の高齢化などによりまして耕作放棄地が拡大し、農家の収入は依然と

して厳しいものがございます。このような中、耕作放棄地を解消する取り組みといたしましては、上山地区

の棚田の整備を初め大原の野形、美作の田殿など、市内の３カ所で11.4ヘクタールの解消が図られておりま

す。しかし、耕作放棄地全体の面積から申し上げますと、ごくわずかな面積にとどまっているのが現状でご

ざいまして、耕作放棄地の解消に向けた国の思い切った対策に期待をしているところでございます。 

 次に、農業者確保の問題の件でございますが、これまで国の青年就農給付金事業、県のトータルサポート

事業等に積極的に取り組んでまいりました結果、近年、新規就農希望者が増加をしておりまして、平成24年

度では５人の方が新規就農されることになっております。また、農家所得の問題については、平成20年度に

おける彩菜茶屋の売上額が３億5,000万円と、平成21年10月にオープンした彩菜みまさか箕面店と彩菜茶屋

の平成23年度の売上合計が８億5,500万円とを比較いたしますと、約2.4倍に増加をしておりまして、登録農

家の収入もこれに比例して増加をしているものと考えております。しかしながら、売り上げ上位品目の中に

は、市外の販売登録者が占めているものもありまして、これらの品目を市内農家にいかに広めていくかが今

後の課題であると考えております。 

 また、荒廃農地の利用増加や農業従事者確保の問題は、農家にもうかる農作物を積極的に導入するように

促し、十分な収入が得られる道があることを理解していただければ、荒廃農地の利用も増加し、農業従事者

もふえていくものと思っておりますので、これからも彩菜みまさかでの売上品目や季節ごとの売上状況など

をしっかり分析し、市内の農家がもうかる農作物に取り組まれるよう指導体制の強化を図ってまいりたいと

考えております。よろしくお願いいたします。〔降壇〕 

議長（内海 健次君） 

 安東議員。 

９番（安東 章治君） 
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 農業問題について、今御答弁いただいたわけであります。 

 先ほど本城議員が質問されたときにも申されておりましたように、例えば栗、それから勝田で行われてお

りますところのお試し住宅の件もあります。それから協力隊、それなどがいい例としてぐんぐん伸びてきて

いると、これから明るい日差しが見えたなというふうに大変期待するところであります。 

 それと、部長最終的に一番最後に言われましたけれども、もうかる作物づくりに取り組まれるように指導

体制の強化を図っていきたいということで答弁を結ばれたんですけれども、本城議員が言われたときと同じ

ように、市行政と農協、こういうものがやはり一つになっていかないとなかなかこういう時代を乗り切れな

いんじゃないかなという気がしておりますので、その辺も十分協力し合うような体制をとって、来年以降、

しっかりとこの春以降、頑張っていただきたいなというように感じておるところであります。何と申し上げ

ましても、美作市で農業というものを切っても切り離せない一大産業でありますので、その辺の所得向上と

いうことをしっかりと異業種で考えて取り組んでいただけたらというように思っておりますので、その辺を

期待申し上げまして、この質問を終わらせていただいて、次に行かせていただきたいと思います。 

 それから、３項目めに上げております、観光施設の今後の取り組みについてであります。 

 これは何度も質問させていただいとるところでありますけれども、多くの観光施設が厳しい状態にありま

す。これも合併して８年ということになりますので、今までいろんな方法で取り組んできて、なかなか成果

があらわれなかったものや成果も見え出したというものがあろうかと思います。その辺の取り組まれた反省

に立ち、今後の取り組みというものや事業計画をお聞かせ願えたらと思います。 

議長（内海 健次君） 

 市長。 

市長（安東 美孝君）〔登壇〕 

 観光施設の今後の取り組みということでございますけれども、合併以来本当に、観光施設というのは市の

公共施設というふうに理解して答弁させていただくわけですけれども、赤字という部分についての対処に大

変苦慮してきた私自身も４年間、トータルで言いますと８年間、苦慮しながら取り組んできた施設でござい

ます。経営自体が本当に厳しいという状況で健全経営につながればという思いからさまざまな改善を取り組

んでまいりました。大きな億を超す赤字が今はそれの半分までということで、地域の協力を得ながら、例え

ば愛の村は株式会社は解散はいたしましたけれども、ことしも予算は少しオーバーするかなと思いますが、

約半分の赤字で済ませそうと、武蔵の里も頑張って予算よりは少ない赤字で、赤字です、それでも赤字なん

です、という状況でございます。そして、雲海につきましては、これも赤字ではあるんですけれども、これ

は地域の皆さんもこれも協力をいただいて、株式会社に移行をするべきかなということで民営にする、民営

という言葉がおかしいですけれど、指定管理者制度をとりながら民の力を取り入れて活性化を図ろうと、黒

字経営化を目指そうということで、そういった方向も今やっております。 

 いずれにいたしましても、こういった改善計画はうまくいかなければ、合わせますと１億円ほどの赤字

を、市の厳しい財政の中から赤字を埋めるということは不可能ということになるだろうというのも、27年度

の交付税の一本化算定が28億円の削減につながってくると、もう目に見えとるわけですから。その中で、ト

ータルで、トータルです、トータルで１億円を超すような赤字を税金から埋めるということは不可能であろ

うというふうに思います。 

 そうなると、前々から申し上げておりますように、苦渋の決断を行うことになります。そうならないため

にもしっかりと地域の協力もお願いしたいということで、経営に参加しろという意味ではございません、活

性化の拠点として市の施設と地域の皆さんとが一緒になってそこの施設を利用を考えていただきたいという
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ことで、先般の行政事務連絡協議会の理事会でございますけど、そこでも申し上げました。もしそれができ

ない場合は、27年度の一本算定に向けて苦渋の決断、もっとストレートに言いますと廃止しかありませんと

いうふうにも申し上げました。不断の努力で少しでも赤字幅を減らそうじゃないかと、そして地域にあって

当然我々の活性化で必要な拠点なんだというところをしっかりと見せていただきたいという面がございま

す。そういった面でかねてからそういった意味での質問があるたんびにそういう答弁をさせていただいてお

るというふうに思います。 

 今時点でもその考えは変わっておりませんし、あと２年でございますから、新年度において新執行部が検

討をしていくようになるというふうに思いますけれども、いずれにいたしましても新年度は大事な年にな

る、それらの施設にとって本当に大事な年になるだろうというふうに思います。従業員は一生懸命頑張っ

て、地域も頑張って、作東バレンタインホテルは立派に黒字経営をやっております。そういったふうに全て

の施設が黒字経営になるように、職員はもとより、そこの従業員の皆さんも、そして地域の皆さんにもお手

伝いを願いながら頑張っていかなければならない新年度になるというふうに思っておりますので、よろしく

お願いを申し上げまして答弁とさせていただきます。〔降壇〕 

議長（内海 健次君） 

 安東議員。 

９番（安東 章治君） 

 観光施設の今後の取り組みということでありまして、確かに私もずっとこのことは言ってもきたし、現場

にも行ってみたわけであります。市長、副市長、ほんまに大変苦労なされたことだろうと、これは本当に正

直思っております。ただ、昔言った、これもたびたび言ったと思うんですけれども、公共の福祉の増進には

銭金じゃないものもあるんだと言うた、かつてうちの町長がおられましたけれども、実際にそのとおりだと

思います。それだったら赤字を垂れ流してもえんかということになりますと、そうはいかんわけですから、

そこのバランスを今までずっととってこられたということは、本当にこれは大変なことだっただろうと思っ

ておるところであります。 

 しかし、こういう施設は今から時を戻すわけにはいかんわけですから、どうにか利用して赤字幅を少なく

していくということ、これは必要であろうかと思いますので、引き続き来年度以降もなるべくなら赤字が出

ないんが一番いいわけでありますけれども、極力廃止ということに持っていかれないだけぐらいの活力を見

出せるように、私たち議員もそうですけれども、行政そして市民みんなで盛り上げていけたら、これが一番

いいんじゃないかなというような気がしております。 

 最後になりますけれども、部長のほうで何か補足、それからこういう計画があるんだというようなことが

もしあるようでしたら、お聞かせ願いたいと思います。 

議長（内海 健次君） 

 田園観光部長。 

田園観光部長（江見 幸治君）〔登壇〕 

 それでは、少し具体的といいますか、今まで取り組んできた経緯でありますとか、今後の取り組み方、現

状、このあたりを踏まえまして答弁をさせていただきます。 

 まず、合併以後、昨年までといいますか、今日まで行った改革等の取り組み状況を説明いたしますと、ま

ず東粟倉地区で株式会社として運営をしておりました現代玩具博物館は入場者数も収支状況も年々減少傾向

にありまして、経営的に厳しいという判断をいたしまして、施設の魅力を生かすために湯郷温泉地区に平成

22年３月に移転をし、温泉街の新しい誘客観光スポットとしてオープンをいたしました。今後もオルゴール
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の購入であるとか、新規のイベント等を実施いたしまして、また湯郷温泉観光協会、旅館協同組合等とも連

携を図りまして、誘客イベント等には積極的に参加をいたしまして、リピーターを含む入館者数と収入の増

加を目指して取り組んでいきたいと考えております。 

 それから、愛の村パークにつきましては、先ほど市長も申し上げましたけども、最大6,000万円程度の赤

字に陥ったことがありまして、赤字の原因となっておりましたこぶしの里後山を平成22年１月に休館、それ

からベルピール自然公園につきましては、指定管理者制度を活用して平成22年４月から地元組織に運営を委

託してきました。また、出向職員も引き揚げまして、民間の職員を採用して運営を行った結果、今年度の愛

の村パークの赤字見込み額は3,600万円程度になるということになっております。 

 さらに、武蔵の里におきましては、温泉営業時間の短縮やプールを夏季限定に変更するなどの改革を行っ

てきましたが、今年度はさらに一歩踏み込みまして、経験豊富な経営アドバイザーに委託いたしまして、従

業員の意識改革を含めましたきめ細かな経営改善を進めた結果、市からの繰出金は昨年度よりも約3,700万

円程度減額し、6,200万円程度になるんじゃないかと、このように考えております。 

 大芦高原温泉につきましても、出向職員の引き揚げなどの可能な限りの改善策を講じながら、赤字解消に

取り組んでまいりましたが、今年度収支状況は約3,300万円の赤字経営となることが予測されまして、平成

20年度からおおむね約3,000万円以上の経営赤字で推移していることから、毎年運営基金から繰り入れてい

る状況が続いておりまして、期待どおりの成果が上がっていないのも事実でございます。 

 こうした状況を打破打開すべく、議員の皆様を初め地域住民の御理解と協力を得まして、大胆な改革を進

めてまいりたいと考えておりまして、本年４月より、作東バレンタインホテルの経営を財団法人から株式会

社へ移行を行うことを決定しました。また、大芦高原雲海につきましても平成23年度に行った運営診断の結

果を踏まえまして、平成25年度中には株式会社に移行し、市の指定管理者制度を利用して運営ができる準備

態勢に入っております。 

 それから最後に、武蔵の里と愛の村パークにつきましても、今年度より武蔵の里においては直接経営指導

を受けておりますアドバイザーの意見をしっかりと伺いながら、指定管理者制度の受け皿となる環境整備を

進めるとともに、健全経営に向けて赤字部門の思い切った閉鎖といった大胆な改善を行う時期に来ていると

考えております。平成27年度から実施される交付税一本化算定の時期が間近になっており、先ほど市長が答

弁いたしましたけども、改善できない施設につきましてはやむを得ず厳しい結論を下すことになるというふ

うに考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。〔降壇〕 

議長（内海 健次君） 

 安東議員。 

９番（安東 章治君） 

 今、部長のほうから市内の主な観光施設の状況、それから今後というものをざっとお聞かせ願えたわけで

あります。この件につきましては、本当に大変だっただろうし、これからもイバラの道が続くというように

思っております。そういう道を踏まえて、市長が先ほど言われましたように、アイデアと実行力、それから

協働の力というものを持って頑張っていただきたいというように思っておるところであります。 

 そういうことで、今回３つの項目で質問をさせていただいたわけでありますけれども、これで質問を終わ

りたいと思っております。思いますれば、13年間にわたりまして私の一般質問がこれが最後になろうかとい

うように心に決めとるところでございます。本当にありがとうございました。またよろしくお願いいたしま

す。 

議長（内海 健次君） 
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 以上をもちまして通告順番６番、議席番号９番安東章治議員の一般質問を終了いたします。 

 続きまして、通告順番７番、議席番号７番西元進一議員の発言を許可いたします。 

 西元議員。 

７番（西元 進一君）〔質問席〕 

 一般質問をさせていただきます。 

 ちょっと筋違いな感じもするわけですが、私の一般質問も冷静に聞いてほしいというふうに思います。 

 私の一般質問は、本当に今、市長側からいえば筋違いかもしれませんが、今せっぱ詰まったというところ

の議会での活性化の問題について若干執行部の考え方を伺いたいというふうに思います。 

 美作市の議会全員で活性化委員会をつくりました。そういう点で本気に活性化委員会の正副議長を中心に

してかなりの人たちの大きな支援を得ながら今日までの到達点があったというふうに思います。活性化委員

会が一番大きな問題として取り上げてきたのは、市民に対するアンケートの問題です。アンケートというの

は非常に多種多彩で本当にかなりの部分の市民要求、あるいは市民が求めているいろんな問題に対して答え

てほしいということをなされました。その点では大きな成果があったと思います。市民アンケートに対して

出されたのが1,000件です。私はこれは大きな成果だというふうに思います。いうのは、全国の今の全国紙

が取り上げているいわゆる国民のアンケートというのは大体基準として2,000です。2,000が基準になって、

今の首相の評価とかいろんな意味での支持率とかというものが出てきたんだと。これが国民的な大きな基盤

だというふうに言われています。そういう点では、３万数千人の美作市が1,000人のアンケートを実行でき

たということについては、私は大きな成果だろうというふうに思っております。 

 どういうことになったかというと、対象者が1,000人です。それで、地域別、旧町村別単位で、男女別、

年代別による住民基本台帳から無作為に出されたと。調査方法は郵送によるアンケートで、24年10月22日か

ら11月２日までということでありました。それで、いわゆる回収状況ですが、発送数が1,000人です。回収

数が503人、回収率が50.3％ということであります。何々を聞いたかというと、今の議員定数、それから議

員の報酬、政務調査費をどのように考えているかという問題であります。 

 アンケート調査によれば、議員の報酬の問いには32万円は多過ぎるということがどうかということを問う

とります。そういう点では、多いとか少ないとかというふうになっているようです。中で多いのは回答にな

っていますが、議員報酬をどのように執行部としてどのような位置づけ、どのようなものだと考えています

かということを私が聞きたいわけです。執行部の基本的な考え方を教えてくださいというのは、無理な話だ

というふうに思いますが、どの程度執行部が議会の評価をなされているかという点での大きなバロメーター

になるんではないかと。 

 これはいわゆる議会で私たちが言う場合は、二元代表制というものを議会が持っていると。執行部との関

係では比較的中間的で、考え方としては若干批判的な部分が多くあるんではないかと、議会としては。そう

いう点での評価をどのように考えられているかということと、また議会が困難を避けるんでなしに、多数だ

けで、いわゆる多数決オンリー、もちろんそうです、民主主義というのは多数決がオンリーです。しかし、

美作市として私は若干多数による弊害というのが出とんじゃないかというふうに思っております。 

 それはなぜかというと、いわゆる少数意見というものを重視しない、少数意見に対する捉え方というの

が、あの人は反対だからしょうがないという考え方で切り捨てていくと。そういうことではなしに、いわゆ

る反対意見というのは少なくとも、市民に対して市民が求めている、そういうものを代表して言っているん

だと、そういうことに対する評価をどういうふうに見るかということが美作市では若干欠けているというふ

うに私は思っております。そういう点ではかなりの部分が、美作市の議会というのはいわゆる多数をとった
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らもう御の字だということが大きく言われています。 

 この問題についても、いわゆる議員定数の評価が若干落ちて、議員報酬が若干、アンケートですよ、多い

というのですが、やっぱり取り上げやすいという点では議員定数を取り上げて18人にしたと。私はこれは執

行部も考えてほしいと思うのは、議員定数が少なければ、それでいいんだという感覚は私は、議会がある限

り問題だというふうに思っております。というのは、議会が市民に対してやっていこうとすれば、やっぱり

議会のパイプというのはかなり大きいほうがいいと。大きいほうがいいのに、細くしていくと。これは経費

的にいうと、２人減らして32万円ですから64万円です。こういう点での減らし方というのはやっぱり議員の

いろんな意味での活動を阻害していくと。経費の面だけでは割り切れないんだというふうに私は思っており

ます。 

 そういう点では大きく美作市が若干の隘路を見出しながら、どのような感覚を持たれているかと。美作市

の執行部が議会をどういうふうに評価しているかということについてお聞かせ願いたいというふうに思いま

す。 

 第１回目ですから、きちっとした考え方を。いいです、回答書も来とるわけですから、そういう点ではそ

のことを踏まえて市長の感覚を教えてください。 

議長（内海 健次君） 

 西元議員、休憩後に答弁をしていただきます。 

 ただいまより10分間休憩いたします。 

                                       午後１時53分 休憩 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

                                       午後２時03分 再開 

議長（内海 健次君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 西元議員の質問１項目に対して市長答弁。 

 市長。 

市長（安東 美孝君）〔登壇〕 

 西元進一議員の議員定数、議員報酬、政務調査費等々についてどのように評価するかという御質問をいた

だきました。 

 この議員定数、議員報酬とか政務調査費の位置づけという御質問でございます。西元議員も御承知のとお

り、執行部側がこれに対してどういう答弁をするわけではございませんけれども、そういう立場にないとい

うことでございますけれども、御承知の上での御質問をされておるというふうに思っております。 

 議員定数につきましては、合併協の中で26という定数が決まりまして、その後、19年12月の議会で24名、

20年12月議会で22名、24年の３月議会で20名、そして24年12月議会で18名を議決されております。これら全

て議員発議という形で議案として議決をされたものでありまして、執行部としては何ら答弁する立場という

ことにはなりませんが、せっかく感想をお尋ねでございますので、私なりの見解を少しだけ申し上げたいと

いうふうに思います。 

 それと、議会活性化委員会を議会の全員の皆様がつくっていかれた、議会のあり方を考えていく第一歩で

あるということにつきましては、これは評価すべきものであるというふうに私は受け取っておりますが、基

本的に議会のあり方という部分について、私なりの意見は、感想といいましょうか、基本的に全国で議会の

基本条例の制定が各地で行われております。なぜか、えてして議会は執行部に対してチェック機関、チェッ
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クの機関であるという認識が強くて、自分たちのする議決の責任の重さという部分については余り思われて

ない部分が全国的にあると。それじゃあだめだということで基本条例の動きが出てきたというふうに私は理

解しております。いわゆる議決をしたものにおいては、執行部が当然執行していく執行責任がございます

が、もちろん提案の責任もありますが、議決をしたことにおいての責任というのは議会サイドにもある、こ

れが市民の両方の意見を私とそして議員の皆さんとが政策をぶつけ合う場所で、そしてでき上がるものをお

互いが責任分担をしながら物事を行政の執行を行っていく、これが２院制の大きな目的ではないかなという

ふうに思います。 

 もちろん市長、首長一人の独裁であってはなりませんし、議会が執行部提案を何でも反対というわけにも

なりません。これはそれぞれ過去、各地で両方の悪い事例が残っております。そういった意味で市長独裁で

動きますと、何でも思うようになるんかという部分がありますし、逆に議会が執行部を全部反対しますと、

鹿児島の阿久根市でしたか、ああいう形になりまして、執行部のやることは全部否決ですから、執行部とす

ればどうするか、もう専決しかないがなということでこれは独裁のほうで、否決対専決で対決して、地方自

治法が改正の動きになって、やや議会のほうに重きを置いた自治法の改正がなりました。 

 これ私、大いに不満なんです。何でも反対しといて、それで市長が悪いんじゃというふうにはならない。

双方に責任があったと。その辺の議論が実は活性化委員会の中でしっかりと議論をしていただければありが

たいなというふうに思います。議会の責任という部分について、議会だけに責任があるということを強調し

とんではございません。執行部が当然持たなければならない責任もございますが、議員方の議決をしたこと

による責任の重さというのが私にとれば一番重要なことではないか、これは美作市議会のことでなしに、全

ての議会を指して言えるというふうに私は思うものでございます。これが地方議会の難しさがあるだろうと

いうふうに思います。 

 それから、まだまだ言えば何ぼうでもあるんですけれど、その程度にいたしまして、感想ですから。それ

から、報酬等につきましては、これは市内の公共団体の代表とか市民の有識者で組織をしております美作市

議会議員の報酬及び特別職給料等審議会というものがございまして、そこで審議をされて、その額を議会で

議決をされてきております。その答申を尊重して議会へ上程をさせていただいております。その中で、あえ

て私自身はわずかであります、市民の皆様に辛抱を強いるならば、私も無傷ではだめだろうということで、

大きくはよう削減しませんでしたが、三役、私と副市長、教育長は５％ではありますが、報酬のカットを行

っております。 

 そして、その報酬は１つは議会の中に20代、30代、40代、働き盛りの市民の方々が議会でわしも市政に参

加したいと思われても、実は今の議員報酬では非常に苦しいだろうと、１人では食べてはいけるでしょう。

だけど、家族を養いながら議員活動をして、議員報酬しかないと言われる方には非常に苦しい報酬になるん

ではないかなというふうに私は理解してます。そうなるならば、一番言わずもがなのことを言わせていただ

きますが、議員の報酬はおのずと議員の活動のいかんによって評価されてくるんではないかなというふうに

思います。高いか安いかというふうに思ってアンケートの結果で安いというほうが多いということは、議員

の皆様に少し活動方法を考えていただかなければならないんではないかなというふうに思いますし、また若

手が何とか頑張っていって、わしも私も市議会に出て市政に関与したいと思われる志のある若者を育てるた

めには諸先輩方がお手本を見せていただきたいなというふうにも思います。 

 それから、政務調査費につきましても、その使い方によりましては市の活性化につながっていきますし、

市がよりよき方向へ運営できるような調査活動費用として効果があれば幸いであるというふうに思います。

西元議員の申されるように、議会のアンケート活動、そして基本条例が制定されとる市町村の視察研修、そ
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ういうものを大いにしていただいて、議会の今以上に質が上がっていけば、そういった面について市民の評

価は変わってくるんではないだろうかというふうに思います。決して皆様方にお説教するわけではございま

せん。私自身にも顧みてたくさん反省しなければならない面がありますから、議員アンケートが議員だけと

いう思いではなく、私のほうにも少し考えていかなければならない部分があるなというふうに思っておると

ころでございます。 

 以上でございます。〔降壇〕 

議長（内海 健次君） 

 西元議員。 

７番（西元 進一君）〔質問席〕 

 積極的でいい回答をいただきました。 

 私はこういう回答になるというふうには若干考えてなかったんですが、本当に今18人ということに決まっ

ておりますから、市長はそれを肯定的に評価されるということで妥当だというふうに考えられているようで

すが、私も今３万の市で18名というのは妥当な数字ではないかというふうに私は思っております。その点で

は、議員の数という点でのパイプという点では細いということは、自分では思っております。活動として本

当に市長が言われるように十分な活動をしなければ、市民のサービスには到底届かないというふうに、18名

であったら、思います。その点では大きな課題というか、議員に対する活動というものに対する大きな課題

が横たわってきたというふうに私は考えております。その点での市長との評価というのは、同じ評価ではな

いかというふうに思います。 

 議員報酬についても肯定的な考え方があるようです。私も32万円というのは、それほど大きな数字ではな

いというふうには思います。しかし、議員報酬というのはプラス思考で市民が考えられるというのはほとん

どないです。高いという、いわゆるマイナス志向です。僕はかなりの方たちと話してみますと、議員報酬と

いうのは何となあというふうな考え方が圧倒的です。その点では議員報酬というのは、今の市民生活でのギ

ャップという点ではかなりのギャップがあるんじゃないかというふうに私は考えております。その点では議

員報酬を私自身は３万円下げるということを提案をさせてもらったり話をさせてもらったりということで、

粘り強くそのことはやっていきたいというふうに思っておりますが、そういう点では美作市民という方たち

の生活のレベルという点では大きくギャップという点で考えられる。市長が言われるように、若い方たちが

出てというのは、それは理想ですが、若い方たちも32万円で出ても、恐らく今の方たちのいわゆる給与水準

では32万円の保障というのはほとんどないということが言えると思います。市役所の職員は別です。そうい

う点ではそういうことが大きく言われるということに私は考えております。そういう点、私自身の感覚とし

ては若干の市民生活とのギャップということを大きく取り上げていきたいというふうに私自身は思っており

ます。 

 政務調査費に関しては、政務調査費は本当に有効に使えば３万円というのはかなりの機会を大きく、議会

の活動を保障してくれるということを考えております。私は年に４回ですが、議会のあるたびに議会報告と

いうのをつくっておりますが、これでは正直言うて１回を値切りに値切って15万円ぐらいです。じゃから、

六十何万円要るわけですから、全然足らんと。それでもまだいわゆる政務調査費との関係では、研究費が足

らないということが市長もかなり、私の政務調査費に関しては厳しく見られているようですから、そういう

点では去年ですが、８月に埼玉県のところへ行って、生活保護の問題に対する研究会に参加させてもらった

りして、政務調査費を若干そこでは使わせてもらいました。そういう点は本当に大きな、浦和です、浦和の

会場で、大きなものがやっぱり政務調査費としての活動というのはできると。自分の活動の中で、これは多
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いんじゃけどというふうに若干は考えることがあります。しかし、それは政務調査費がありがたく３万円も

もらったんだからどうしてもやっていきたいということで、浦和のほうにも去年も、おとどしは東京だった

んですが、そういう点ではそういうところに行って研究をさせてもらったりしております。 

 こういうことが、議会活動の中で大きく定着していくということが私はありがたく思っておりますし、そ

れからまた執行部側も私たちの政務調査費はいわゆる報酬の補填だと、報酬が32万円で安いから、３万円で

35万円にしとんだという感覚が、これは市民サイドではかなり言われとんです。これはやっぱり違うんだ

と。私は領収書までつけて出して、ええとか悪いとか言われて、議長にもチェックを受け、市長にもチェッ

クを受けてやっとそれがあるんですということを説明していって、いわゆる報酬の補填ではないということ

を説明しておるわけですが、そういう点では市民は誤解されているようですから、その点ははっきりとさせ

ていきたいというふうに思いますし、なぜこの問題を私は取り上げたかというたら、これが大きな問題だと

いうふうに思っております。執行部側もそういう点では積極的にそういうものをそうだということでなし

に、政務調査費と報酬との関係はきちっと分けて考えてほしいと。市民サイドも議会の活動費をちゃんと保

障しているんだということを言うてほしいということがあるんで、そういうことが大きく問題だろうという

ふうに思っておりますが、その点での感想でもよろしいし、あれば施政方針でもよろしいから、言ってほし

いと思います。 

議長（内海 健次君） 

 市長。 

市長（安東 美孝君）〔登壇〕 

 感想の分野で余り質疑応答という部分も難しい、言い方が私も非常に難しい面がございます。 

 何点か、ちょっと意味合いが違う部分がございます。人数が多いか少ないかという部分について、私自身

は申し上げておりません。こういった経過を通ってきましたというふうに申し上げておりますし、それから

もう一つは、議員報酬の高いか安かといった論議は、基本的には市民の皆さんが議員皆さんのお一人お一人

の活動に対して判断されるものでありまして、その中で若い人も議会の場に出て働けるようになることも必

要であるというふうに申し上げたもので、必ずしも若い人だけが出てこいという意味ではございませんし、

必ずしも生活費という解釈を持っておるわけではございませんので、誤解のないようにお願いをしたいとい

うふうに思います。 

 そして、政務調査費の大きな目的は、議員が市民の幸せのために調査研究をされることに大きな意義がご

ざいます。それに対して議長はチェックされますが、私どものほうは予算は計上いたしますが、チェックは

できておりません。私がこれはええとか悪いとかということはありませんので、念のため申し添えておきた

いというふうに思います。 

 いずれにいたしましても、議員の皆さん、時々私は議員の皆さんは市民の代弁者であるというふうに申し

上げます。自治法では市民の代表者です。私も代表です。じゃあ、市民の代表がたくさんおって、じゃあ何

をやるかというたときに、なかなか昔から「船頭多くして船山に上る」ということわざがあるように、代表

が多過ぎても前に行かないという中で、執行の権限を首長に多く権限を強く、市長のほうに首長のほうに持

たせておるのが現行の法律でございます。そのために私が予算を編成して事業の計画を立ててやるわけです

が。それに対して議員の皆様方が、その予算の組み方、中身等について、国がやっておりますように予算委

員会の中で堂々と政策を提案されながら、議論を交わしていくということは大事な取り組みなんです、本当

は。ただ、今の現状でいきますと、執行部側から議員の皆さんへの反問権がないんです。議員の皆さんは言

いっ放しというたら失礼ですが、言うだけ言われますが、執行部からなぜですかということが言えないんで
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す。じゃあ、こういうふうにしたらどうなんと言われても、じゃあその財源をどこからどういうふうに出し

てくるんだという話も我々からは言うても答えていただける必要もないわけです。そこに議員の皆さんと

我々執行部との大きな差があるわけです。首長との差があるんです。 

 ですから、議員の皆様もそういったところをしっかりとお互いが議論できるという条件、環境をつくっ

て、そして初めて予算とか等に対してお互いが対等な立場で議論ができる。今は対等なんですけど、対等じ

ゃない。だから、そういった意味で議会の基本条例、これは議会と首長が対等です。お互いが議論できるん

です。そういう基本、そしてその議論した結果は、ここの議会だけでなしに、市民の皆様に議員として説明

報告をするというふうに義務を請け負うとんです。そういう取り組みをやって初めて議会活動が市民の理解

と支持を得られるだろうというふうに思います。 

 今のように、執行部に何でこんなことをしたんなら、これをせにゃあいけめえがな、じゃあ財源はどうす

るんですか、そりゃあ執行部が考え、そうなるんです。それでは本当に美作市の将来を考えたときには悲し

い、できるかという思いがございます。ですから、そういった意味で執行部もしっかりと切磋琢磨をしてい

かなければなりません。もちろん議員の皆様方もそうして切磋琢磨して、お互いが議論できる環境を整え

て、そして美作市の将来のための政策を実現していくというのが本来の自治法で定められておる議会と首長

の二元制と申しますが、両方が代表であるということが初めて言えるものであろうというふうに思っており

ます。 

 そういった意味で、やめる者が大きなことを言いましたが、ぜひそういう方向で次期執行部も頑張ってい

ただけると思います。そういうことで私の感想とさせていただきます。〔降壇〕 

議長（内海 健次君） 

 西元議員。 

７番（西元 進一君） 

 本当にそういう点では、議会と執行部というのは、議会議員は言いっ放しでいいということを感じており

ます。反問権については私は賛成です。それは私たちはそれほど情報がないわけですから、そういう点では

執行部側のようないわゆる予算の問題までを含めて小さなところまで説明をせえといったらできないかもし

れませんが、しかし私は反問権はあっていいというふうに考えております。その点ではいわゆる予算の関係

やなんかでもそれほど難しいことではないというふうに思っておるんで、そういう点では反問権については

十分議会では、議員として全員協議会でも何でも議論したいというふうにも思いますし、今の私の感覚は反

問権は賛成です。 

 そういうことを含めて、本当に市長も議会としてのあり方、それから議員としてのあり方についての執行

部側の感覚というのはよくわかりました。そういう点では、議員がしゃんとせにゃあいけんし、議員が市民

に対する活動に対しては一定の大きな責任があるんだと。執行部側がやってきたいわゆる多数で決まっとる

わけですから、この会で決まったことは、この議会の意思なんですから、そういう点では議会の意思を市民

に伝えていくと、そういう点では責任ある議員活動をしていくということについては、本当に大きな問題が

あると。私もそういう点では、地区地区ではありますがやっとるつもりです。そういう点では、かなり勝田

地域ではやっとるということを感じておりますが、私のうぬぼれかもしれませんからそれは余り言いませ

ん。 

 それから、いわゆるアンケート調査についての評価も一緒にされているみたいですが、この関係ではいわ

ゆる前任者の……。 

議長（内海 健次君） 
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 西元議員、２項目めに入っとんですか。 

７番（西元 進一君） 

 あ、ごめん。２項目めに行かせてください。 

議長（内海 健次君） 

 はい、わかりました。２項目めですね。 

７番（西元 進一君） 

 ごめん、ええですか。 

議長（内海 健次君） 

 はい、入ってください。 

７番（西元 進一君） 

 ほいじゃあ、２項目めに入らせていただきます。 

 具体的なアンケート調査の評価については、かなり深く踏み込んで市長は言われているようです。だか

ら、私も深くは言いません。しかし、いわゆる前任者、今の尾髙委員長も本気でやられておりますが、前任

者の小渕委員長はこの関係では本当に大きな成果を生み出してきたし、私に投げかけてきたアンケート調査

は大きなものだろうというふうに私は考えております。そういう点では、かなりの高い評価をしながら、い

わゆる今のこのアンケート調査がどういう美作市民に影響を持っているかということに対しては、若干アン

ケート調査に対する評価という点では、いわゆるマイナス思考、議会は要らないとか、議員報酬が多いと

か、定例会は何をしとるんだと。 

 私にひどう言われたのは、議会だよりを全然よう出さんような議会ではだめだということは、それは何人

も聞きました。私は議会だよりに対してこれほど市民が評価されとるというふうには考えてなかったです。

そういう点では、議会だよりというのは本当に議員の活動あるいは議会に対する活動、執行部よりこの点で

は大きな期待というか、やってほしいということを言われているみたいですから、そういう点では、これは

議会側の問題です、私の問題ですから、それはどうしようもないんですが、議会だよりという点では全員協

議会を含めてやっていきたいというふうに思いますから、その点ではよくわかっとんです。しかし、執行部

側と私との関係でどのように評価されるかという問題に対して言うとるわけですから、これは議会が今の議

員たちはあほなことを言うなというふうに言われとるかもしれませんが、しかし美作市民、今聞かれている

美作市民はかなり私に対して評価をされているというふうに私は自負しとんです。そういう点では、考えて

いるというふうに思っております。そういうことを含めてもう一度、この案件に対しては簡単でいいですか

ら評価をしてください。 

議長（内海 健次君） 

 市長。 

市長（安東 美孝君）〔登壇〕 

 アンケートの調査の評価ということでございまして、西元議員、十分御承知をなされながらお尋ねでござ

います。あえてということになりますが、23年度の12月議会で、議会活性化調査特別委員会が設置されまし

て、特別委員会の中でいろいろと議論され、アンケートも実施をされておりました。委員の皆さん自身がそ

のアンケートの目的をしっかりと認識をされ、結果をしっかり分析をされ、その後の議会活動にしっかりと

役立てていかれるのがアンケートに対して御回答いただいた市民の皆さんに報いる方法だと思っておりま

す。もしそれができなければ、本当に真剣に回答していただいた503名の市民の方々はますます議会の不信

になられるというふうに思います。その辺は良識を持たれた西元議員でございますから、しっかりと対応し
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ていただけるものと期待をしております。 

 もう一つは、議会の広報のことを少し触れられましたが、今広報は出ておりませんけれども、みまちゃん

ネルを利用して、市内全域とは言いませんけれど、ほとんどのとこへ流れていっております。これは生中継

でございます。これは深夜放送ではありませんが、夜の番組としても流せるんですが、議会の皆様方が御了

解をいただけるならば、それは夜でも流せます。なぜ我々が皆さんに御配慮を申し上げるのかと申します

と、１番の方は、例えば夕方の６時、７時ごろからスタート行きますが、一番後の方は場合によると深夜に

なる。皆市民全部寝てしもうとるがなということになって、わしは困るぞ、それじゃあ困るがなと言われた

らいけませんので、我々も配慮しながらそういうことには触れておりません。せっかく私が議会に対しての

発言の場を西元議員にいただきましたので、私のほうからその辺も議会でしっかり議論していただいて、深

夜になってもいいと、市民の皆さんに議会の様子を見てもらおうということで、新年度からでも夜の番組と

して放送が、録画放送ですが、できますので、そういった面もあわせて議論していただければ、議会活動が

少しでも市民の皆さんに見ていただけるものじゃないかなということでございます。 

 以上でございます。〔降壇〕 

議長（内海 健次君） 

 西元議員。 

７番（西元 進一君） 

 ２項目めはこれでいいです。 

 ３項目めに入らせてください。 

議長（内海 健次君） 

 はい、移ってください。 

７番（西元 進一君） 

 いわゆる市民が議会に対するマイナス思考ということで言わせてもらうと、市民サイドでは議会に対する

感情というのは、ほとんど肯定的な感覚というのはないです。私たちを使う場合に、西元議員、あれはどう

だろうかということだけで言われて、後は陰で入ったら、あれらはただで銭もろうたんだというふうな言い

方しかないというふうに思いますが、そういう点では私たちも責任があります。それはもう活動に対しての

評価ですから、そういう点では大きな問題が私たちにあると思いますが。本当に市民に向かって心ある対

応、あるいは心あるサービスができているかという問題に対して、本当に私は考えるべきだというふうに思

います。 

 私はいつも言うんです。どこでもいいから、何でもいいから言うてくださいと、いつでも行きますと。あ

いとる限り、何があっても救急隊で、私は皆さんの秘書ですからということを言うておるんです。そういう

点では、活動としてはやっているつもりですが、やはり美作市民、これは全国的な問題だろうと思います

が、議会に対する感情というのは厳しいし、また活動に対する評価というのは本当に厳しいものがあるとい

うふうに思います。いわゆる国会議員、県会議員あるいは市会議員も含めて、本当に批判の的です。これは

ええことをしとんじゃないかということを含めてあるわけですから、そういう点では私たちはこの点では執

行部側の方たちによろしくお願いしたいんですが、議会はやっぱり血をにじませるほどの一生懸命やっとん

だということを常に伝えてほしいと。そういう点では議会が市民に向かって大きく前進していく、活動が前

進していくという点での保障にもなるし、私たちの励みにもなると。 

 そういう点では執行部側の皆さんは文句ばっかし言われて、頭をたたかれて、ばかなことを、あほらが言

うて、私たちは辛抱させられとんだという側面もあるかもしれませんが、それでも美作市のことを考えて、
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一生懸命努力して、しかも建設的な努力をしているつもりです。そういう点では皆さん方も含めて大いに一

致団結というか、結束をして美作市議会あるいは執行部、美作市の執行部のいわゆるプラスの面を大きく売

り出して、市民にはこれだけの貢献があるんだということを宣伝できるような体制、あるいは宣伝できるよ

うな勉強をしてやっていってほしいと。私たちもそれには十分応えるだけの勉強をしていきたいというふう

に思いますから、そういうことを含めてもう一度感想があったら言うてください。あとは最後終わりますか

ら。 

議長（内海 健次君） 

 市長。 

市長（安東 美孝君）〔登壇〕 

 西元議員の質問ではないというふうには思っておりますが、市民の議会に対するマイナス志向という部分

でございますが、言われるとおり議会は民意が反映される場として、民主主義の象徴であるということでご

ざいます。市の将来を見据えて執行部とともに行政をよりよい方向に導く責任があります。我々執行部にも

ありますが、議員の皆様にもあります。22名の議員がそれぞれ市民の方々の代弁者でありますというふうに

いつも言うんですが、ここでいまだかつてわしらは代弁者じゃない、代表者だというふうに議論を言われた

議員はいまだかつて一人もおられません。本来は私は議論を吹っかけとんです。けど、それに対しての反応

はゼロでした。代弁者じゃありません、皆さんは代表でございますが、代表だと言えるようにしっかり活動

をしてもらいたいなというふうに思います。 

 西元議員、多くの市民が議会は役に立たないというふうに考えているというふうに思っておられるようで

ありますが、そうでなくて、議会は要らないものではありません。市民の方をそのように思わせる原因は何

があるのか、それをしっかりとつきとめ、分析して対応をし正していくのが、それぞれの議員の責務である

というふうに私は思います。執行部自体はそれに対して対応ができるものではないということで御理解を賜

りたいというふうに思います。〔降壇〕 

議長（内海 健次君） 

 西元議員。 

７番（西元 進一君） 

 それでよろしい。本当にありがとうございました。 

 私はきょうこの質問を取り上げたというのは、私自身は満足しとんです。というのはなぜかというと、安

東市長が本当に不幸な事態に遭遇されて不幸なことになったと。そういう点では、私がいわゆる執行部の中

での問題点とか、あるいは行政の問題点を出してけんかを吹っかけて最後の最後まで追い詰めていくという

ような、そういう議員であってはならんと私は思ったんで、そういう点では心から喜んどる。きょうは比較

的穏便な、しかもやりええという、そういう点での一般質問になりましたことをありがたく思って、これで

私の質問を終わります。ありがとうございました。 

議長（内海 健次君） 

 以上をもちまして通告順番７番、議席番号７番西元進一議員の一般質問を終了いたします。 

 ただいまから10分間休憩いたします。 

                                       午後２時40分 休憩 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

                                       午後２時50分 再開 

議長（内海 健次君） 
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 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 続きまして、通告順番８番、議席番号16番万殿紘行議員の発言を許可いたします。 

 万殿議員。 

１６番（万殿 紘行君）〔質問席〕 

 議長の発言許可をいただきましたので、これから一般質問をさせていただきます。16番万殿紘行でありま

す。 

 通告をいたしております１番目といたしまして、クリーンセンター建設に絡む刑事告発についてというこ

とで、まず第１点、質問をさせていただきます。 

 クリーンセンター建設に絡み、美作市長が市民を相手に刑事告発をしたと、この件についてお尋ねをいた

します。 

 この件、昨年の９月定例会において質問をいたしました案件でありますが、そのときの９月定例会で執行

部答弁で私の質問に対し、犯罪を見逃すわけにはいかなかったと答弁され、安東市長は法を犯した者を我々

公務員は看過できない、議長までされた万殿議員のこと、十分承知されているだろうと。釈迦に説法を申し

上げて答弁いたしますと市長は発言をされました。私が申し上げたのは、市民を告発という強硬手段でな

く、ほかに方策がなかったのかとの質問に対してであります。市長が力強く言われる、法を犯したと、自信

を持って告発をされました事件であります。その後、執行部より説明もありません。公金を投入しての市民

の告発、市長職にある安東市長であります。市民を告発するという、この行為、事の重大さを十分認識され

て、その上での行動であろうと考えます。私は市長のように釈迦に説法などとは申し上げません。が、現在

どのようになっておるのか、その後の経緯をお尋ねをいたします。 

 まず、第１点、よろしく答弁お願いをいたします。 

議長（内海 健次君） 

 市長。 

市長（安東 美孝君）〔登壇〕 

 万殿議員の９月定例の続きましての刑事告発、その後の経緯ということで御質問でございますが、９月の

定例議会でも万殿議員に御答弁しましたとおり、デマビラを作成、配布した事実に対して刑事告発を行い、

その内容については議会全員協議会において報告し、説明をさせていただいたことでありまして、係争中の

事案であることから、内容についてはそれ以上については控えさせていただいているところでございます。 

 その後、市民の皆様を困惑させていたデマビラの配布も一応中断されているようであり、市政を混乱させ

た一連の行為に対して刑事告発が多少なりとも効果があったものと思っております。その後の経緯につい

て、私どもが一々説明を受けるわけではございませんが、受けておりませんので申し上げることもできませ

んし、コメントが今の段階でできる立場でもありませんが、漏れ聞くところによりますと、関係者の事情聴

取も一段落しているようであり、近日中に何らかの結果が出るものと思います。刑事告発の結果をもちまし

て、場合によっては損害賠償等の民事訴訟も弁護士と検討する余地ありというふうに考えております。 

 以上でございます。〔降壇〕 

議長（内海 健次君） 

 万殿議員、２回目です。 

１６番（万殿 紘行君） 

 ただいまの市長答弁によりますと、近日中に何らかの結果が出るものと思われるとのことであります。私

は前議長時代に、市長に対し、今回のような大型の事業には何かと地域の住民の皆様方の協力なしでは達成
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できないと、説明会等も十分行って理解を得られるように、説明会も１回のところを２回、３回のところを

４回と理解をいただくようにということを美作市長にお願い、進言をいたしておったところであります。 

 このクリーンセンター、美作市としてもどうしても必要な施設であると、このことはもう皆が承知をいた

しておる事業でありますけれども、やはりその建設に対しては十分な気配りをして推し進めていくようにと

いうことを申し上げておりましたけれども、残念ながら、まだ最終ではありませんけれども、刑事告発とい

う結果になってしまったこと、まことに心が痛むものであります。 

 私が思うに執行部内で一人でも、もう一度話し合ってみたらと、対話の場をつくってみたらという謙虚な

気持ちに、また心のゆとりがあった職員がおったならば、このような事態は避けられたんではないかなと、

このように感じておるものであります。公僕として市民のための行政の遂行、このことを常に考え、謙虚な

心で諸事行政運営に当たる、大切なことであります。 

 まことに例えが悪いかもしれないが、私は時代劇をよく見るわけでありますけれども、時代劇に出てくる

十手を振りかざして、お上のすることに口を出すな、黙って言うことを聞けということと同じように私には

感じ取れてなりません。安東市長は多くの信頼を得て市長職につかれたところであります。腰を落として、

頭を低くして諸事行政に当たっていただき、いらいらせずにどっしりと構えて市民の目線で判断されますよ

う期待をいたしておるところであります。そうすることによってすばらしい市長であったと多くの市民の皆

様に信頼され称賛されることになると思います。この私の発言に対し、市長の思いをお聞きいたします。 

 第２回目の質問といたします。 

議長（内海 健次君） 

 市長。 

市長（安東 美孝君）〔登壇〕 

 新免議員の２回目の御質問なんですが……。 

議長（内海 健次君） 

 万殿議員。 

〔16番万殿紘行君「万殿」と呼ぶ〕 

市長（安東 美孝君） 

 失礼しました。万殿議員でございます、失礼いたしました。新築とか新設等ので、どうもついこんがらが

りました、失礼しました。万殿議員でございます。 

 ２回目の御質問でございますが、１点、誤解のないようにひとつしていただきたいのが、クリーンセンタ

ー建設の反対とデマビラとは別の存在でございます。その点を誤解をされて、クリーンセンター建設の反対

をされる方が、反対するためにデマビラを配られたように万殿議員は今言われるんですが、私はそう受け取

れるんですが、そうじゃない。デマビラに対して我々がこれはデマです。我々の行政を著しく、入札に不正

があったというビラですから、これに対して看過できない、市民もどうなんだという反応が出るということ

で、じゃあ市のスタンスを明確に示しましょうということで、与える影響が大きいですから、ですから我々

に不正はありませんという意味で告発もしとるわけです。 

 万殿議員、このビラは見られました。読まれたでしょうね、当然。このビラは入札の不正を言われとんで

す。ないんです、ないことをあるように書かれるから、口頭でのうわさはいろいろと飛び交いますが、こう

して文章で出もとがはっきりする以上は放置できない、看過することは今後入札を大きく悪影響を及ぼすと

いうことで告発しとるわけでございます。建設に反対をされとる方々を告発するということではございませ

んので、それと一緒にしないようにしていただきたい。建設に反対をされとる方々もおられますが、我々は
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反対される方々の要望を全ては受け入れることはできませんけれども、反対をされとる方々の大きな要素

は、簡単に言えば公害が出るという思いを持っとられる。しっかりと反対される、ここはどねえするんな

ら、これはどうするんならという意見といいますか、要望といいますか、いろいろと出ます。けど、それは

全てはできなくても、それに向けたそういったでき上がったものが苦情が出ないように、心配事が起きない

ように立派な施設をつくっていこう、大いに反対されとる方々の御意見も参考にしながら施設を今建設に当

たっていっとるわけでございます。だから、反対されとる方、そりゃあ反対はないほうがありがたいんです

けれど、反対は反対としてもその意見を無視して建設をしておるわけではございません。その点はまず誤解

がないようにお願いしておきたいと思います。 

 それからもう一つは、地元説明にも行っていろいろとお話を聞くときにいろいろとありましたが、たしか

安東議員の御質問のときにもお答えしたんですが、我々が津山の広域から脱退して美作へ単独で、西粟倉が

おりますから複数ですけれど、つくらなければならなくなった経緯は、そのときにも申し上げました。津山

の広域の組合に加入する規約を美作市議会として否決されたんです。だから、脱退しなさい、出ていきなさ

いと言われたんです。津山のやり方が正しいとは私も思いませんけれど、よそはよろしい、よそのことはち

ょっと今のは削減していただきたい、削除していただきたんですけれど、そういった経緯を、執行部、おま

えが行って説明せえというのは、先ほど西元議員の御質問があった、議会のあり方、議員のあり方という部

分へ触れてくるから、執行部も説明もしますけど、議員、あなた方にも責任があるんですよという答弁をさ

せていただいとる記憶があります。詳細は覚えておりませんけれど、そういう趣旨でお答えしたことがあり

ます。 

 ですから、議会も議員の皆様方もやろうと決めていった以上、そういった経緯でここへやらざるを得んよ

うになったんだという説明をする義務がある、責任があるんです。それを執行部が現場へ行って説明せえ、

説明せえというだけでは、議会議員としての責任を果たしたと私は思いません。そういう意味で釈迦に説法

かもしれないというふうに申し上げた次第でございまして、一番大きな誤解はクリーンセンターを反対され

とる方を告発したんじゃありません。入札が不正だったというデマのビラを流されたから、それに対応して

告発をしたんでありまして、そこの点は御理解を賜りたいというふうに思います。〔降壇〕 

議長（内海 健次君） 

 万殿議員。 

１６番（万殿 紘行君） 

 ただいまの市長が私に対して勘違いされとんじゃないかという答弁でありますけれども、やはりあの当時

反対されておられました環境を守る会の皆様方が、もう一遍会議を開いてくれえと、会議を開いて説明して

ほしいというて要望されたにもかかわらず、市のほうが忙しかったんか、時間がとれなんだんかは定かでは

ありませんけれども、そういう要望に対して市が聞いてもらえなんだということが、これ発端にあるようで

す。 

 そうした中で、やはり感情のもつれといいますか、そうした中で進んでいく、我々の思いは通じんという

ようなことからこういう結果になったんだろうと。ですから、私は先ほども申し上げたように、もう一度話

し合いの場を持って気持ちよく執行部も協力していただく、また反対の方々にもダイオキシン等の心配があ

れば種々説明資料をもって説明をすれば解決できたんではないかなと、このように感じておるところであり

ます。そのことは今市長からのことで、私も舌足らずでありましたけれども、市長の言い分にも理解を示し

て、こういういきさつがあったから、こういうことになったんではないかと説明をさせていただきました。 

 また、もとへ戻りますけれども、市長が告発されたことについて、告発された相手方もことしに入って市
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長を逆に告訴されたと、そして警察当局に受理されたというようにお聞きをしております。この相手がやっ

とんじゃから私は知らんがなということになるんか、こういう事態になったことについて市長はどのように

思われておるのか、そのあたりをお聞きをいたします。 

議長（内海 健次君） 

 市長。 

市長（安東 美孝君）〔登壇〕 

 まず、十分説明会という部分のことをいろいろと申されますが、説明できる時点時点での説明会等々を開

いてきておりますし、単なる津山へ帰れとかというだけの要望の説明会には我々が行っても同じ回答しかで

きません。そして、説明会に行っても地元開催の要望の、区長の要望ですから、区長が会を仕切っていただ

くんですけれども、区長の仕切りがなかなかできないというような状況の中で、本当に説明になるのかとい

う部分があります。２回目は区長がしっかりと仕切っていただきまして、ある程度の説明もさせていただき

ました。いわゆるダイオキシンの、こういったダイオキシンはこういったものだと、できる設備は国の定め

た基準よりも10分の１以下になるという、そういう施設をつくっていくんだという説明をさせていただいて

おります。まるっきりしてないというふうにお聞きになっとるかもしれませんけれど、そういった説明はし

てきておるつもりでございます。 

 それから、名誉毀損の分について、刑事告発しとる分について話し合いということは今の段階ではありま

せん。それは相手も弁護士を入れて、例えば和解というような話がもし弁護士同士の話から出てくるなら

ば、それは可能性はないとは否定しませんが、多分まだ続くようですから、私の任期中に片がつくかどうか

わかりませんが、一定の手続が終わって、次の新たな段階へ入るというふうにお聞きしておりますから、そ

ういった部分になるだろうというふうに思います。 

 それから、もう一点は何でしたかな、ちょっと待ってください。 

 済みません、相手方が私に告発をしたというふうに聞き及んではおりますけれども、告訴状もしかとわか

りかねる部分があるんです。意味がわからないので、もう少し中身をよく検討しないとコメントの出しよう

がございません。基本的には名誉毀損ということで告発されたようでございます。告訴ですね、これは個人

ですから。告訴されたようでございますけれども、中身についてちょっとどうコメントしていいかわからな

いという部分もたくさんあるんで、いま少し中身を精査しないとコメントを出せれないということでござい

ますので、御理解をお願いしたいというふうに思います。〔降壇〕 

議長（内海 健次君） 

 万殿議員、総括。 

１６番（万殿 紘行君） 

 今、市長ちょっと勘違い、私が舌足らずであったんかもしれんが、今の時期に調停をせえと言うた意味で

はない、そうなる前にということなんで、そこを勘違いされんように。 

 総括です。 

 私先ほどから市長に申し上げておる中で、私も若い時分からのことをじっと考えながら、やはり自分の取

り巻きの中にはイエスマンばかりじゃだめなんじゃなと、やっぱし冷静に判断してくれるグループの中にそ

ういうことも必要なんじゃなということを私も痛感をいたしておるところであります。 

 先ほども市長、私がしょっぱつに申しましたけれども、やはりすばらしい市長であったなと、今回私も今

までの議員も一緒でありますけれども、この１期で安東市長が退職ということは恐らく誰も考えてなかった

だろうと。そうした中での体調不良ということでありますが、安東市長、市長までされた方であります。今
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後もいろいろと市の行政に携わっていく役職が回ってくるだろうと、こういうふうに私は感じておるところ

でありますけれども、やはりそうした中においてひとつ市長経験を十分生かしていただいて、すばらしい市

長であったなと、先ほどの岡﨑議員に説明したように、やはり市民の方をすばらしい方向に持っていってい

ただけるよう期待をいたしまして、次の質問に入ります。 

〔市長安東美孝君「議長、休憩をお願いします」と呼ぶ〕 

議長（内海 健次君） 

 暫時休憩します。 

                                       午後３時14分 休憩 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

                                       午後３時24分 再開 

議長（内海 健次君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 休憩中に万殿議員の１項目めの総括に対して、執行部より総括の提案がありましたので、これを許可いた

します。 

 市長。 

市長（安東 美孝君）〔登壇〕 

 総括でございます。 

 万殿議員は、職員がイエスマンばっかりというふうに言われましたけれども、私はそうは思っておりませ

ん。副市長を含めて私の部下は一生懸命仕事をこなし、それなりのそれぞれの部署での役割をこなしてもら

っておるというふうに思います。議会答弁にいたしましても、皆様方のそれぞれの満足のいく答弁はないと

いうふうに思いますが、こうやってこれだけあるんです、まだ一部です。議員の御質問に対して職員がしっ

かりと議論して答弁書をつくり上げとんです。それが私の意に沿わない答弁もたまにはあるんです。違うよ

ということで、本城議員のときにも少し議場でここで愚痴りましたけど、私の意に沿わない答弁も出てくる

わけです。でも、職員がしっかり議論した部分について、これは私も肯定せざるを得ない。イエスマンだけ

がそろっておれば、私の言うことしか聞かない、私が何をするというても、そうですそうですという、これ

は一生懸命やっておる副市長以下、職員を私にとったら侮辱されたように思う。ですから、あえて総論とし

てそこを申し上げたいというふうに思います。職員はイエスはイエス、ノーはノー、これははっきりとやっ

ております。そういう意味で美作市にイエスマンばっかりがそろっておれば、私一人でここまで美作市はや

れません。職員の力があってここまで来れたわけですから、その点は誤解のないように総括の中で万殿議員

に申し上げたいというふうに思っております。〔降壇〕 

議長（内海 健次君） 

 それじゃあ、２項目めの質問に移ってください。 

 万殿議員。 

１６番（万殿 紘行君）〔質問席〕 

 それでは、通告をいたしております２項目めでありますけれども、この件は昨日同僚議員が質問をいたし

ております。二重になるかとも思いますけれども、一応通告をいたしておりますので、質問をいたします。 

 市内各小・中学校におけるいじめ、不登校、体罰の現状についてということで質問をいたします。 

 ３学期に入りまして、子どもたちもそれぞれ元気で登校して、それぞれが勉学に励んでいるものと思って

おるところでありますが、日々新聞、テレビ等でいじめ、体罰等の問題が報じられております。このいじめ
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については昨年の大津市での生徒のいじめによる自殺という悲惨な事件が発端でありますが、このいじめ問

題、以前から種々取り上げてこられた問題であります。我が美作市においても時々耳に入ってきております

が、教育長はどのように理解されておられるのか、市内のいじめ、このことについては私実は昨年９月の定

例会でも質問をいたしております。そのときの質問に対しまして、教育長はアンケート調査等を実施をし、

児童・生徒の小さなサイン、ＳＯＳを見逃すことがないよう対応していくと答弁をされております。その

後、アンケート調査等を実施されたのかどうか、また実施されたのであれば、どのような結果になっておる

のか、まずお尋ねをいたします。 

 続きまして、教育長は９月定例において、この不登校41名中10名の生徒が登校ができるようになったとの

答弁をいただいております。その後の31名の児童・生徒の対応、教育委員会として対応、児童・生徒の現状

をお尋ねをいたします。 

 次に、幼・小・中学校において体罰についての状況をお尋ねをいたします。 

 現在、日本柔道連盟の体質について種々報道をされております。体罰を加えた本人が悪いのは当然ではあ

りますが、その連盟の体質が問題であると、このように言われております。我が教育委員会及び美作市で実

施している何でも相談あるいは県の相談室、またまた警察等への相談等の有無、あったかなかったか、この

辺をお尋ねをいたします。 

 万が一、相談を持ちかけられていたとした場合、そういうことがあった場合、どのような対応をされたの

か、その件についてもお尋ねをいたします。 

 まず１点、教育長の答弁よろしく。 

議長（内海 健次君） 

 教育長。 

教育長（内海 壽志君）〔登壇〕 

 万殿議員の御質問をいただきました、市内各小・中学校のいじめ、体罰、不登校の現状についてというこ

とでございます。 

 いじめ問題につきましては、文部科学省の定義しておるとおりで、教育委員会といたしまして、いじめは

どの学校でもどの子どもにも起こり得るという認識のもと、その兆候をいち早く把握し、迅速に対応するこ

とが必要であるということをしっかり学校に指導をしております。 

 学校内でのいじめの早期発見のために、市内全ての小学校、中学校で生活アンケート、これを実施してお

ります。アンケート内容は、学年により多少異なっておりますが、いじめについてだけでなく、日常の担任

の観察だけでわかりにくい子どもの心や友達関係を把握するものとなっております。アンケートの項目例と

しまして、無視をされた、仲間外れにされたことがあるか、嫌なことを言われたか、されたかなどがありま

すし、困っていること、心配なことがありますか、こういう内容になっております。 

 アンケートの実施後の集計結果については、職員会議や生徒指導委員会の中で検討しております。気にな

る児童・生徒につきましては、教育相談を実施し、個別の指導をしたり、場合によっては保護者とも話をし

たりしております。例えば、悪口を言われていることが、すぐにいじめを受けているという判断ではなく、

しっかりと該当の児童・生徒から話を聞き、一過性のトラブルなのか判断して指導や教育相談をするように

しております。仮に一過性のトラブルと判断したような場合においても、その後、いじめへとつながってい

かないように注意深く見守っていくことが大切であります。 

 このようなアンケートの認知件数は、本年度１月末現在で小学校で６件、中学校で７件と捉えておりま

す。どのケースも家庭と連携した指導により解消、改善へ進んでおります。いじめが原因となり長期欠席と



－156－ 

なっているケースはありません。また、来年度は学校生活における児童・生徒の個々の満足度や意欲及び学

級集団の状態を質問紙によって測定できる心理テストを導入し、客観的、補助的な把握もできるようにする

予定であります。今後も児童・生徒の発する小さなサインを見逃すことのないよう、子どもたちを絶対に守

るという姿勢でいじめに対応してまいります。 

 ほかにも学校でのいじめに対する取り組みといたしまして、道徳推進教師を中心とした計画的な道徳教育

やコミュニケーションの充実が上げられます。スクールカウンセラー等による相談体制も整えております。

また、児童会や生徒会による主体的な取り組み等も必要であります。また、学校の中だけの取り組みでな

く、学校、家庭、地域が一丸となって推進をしております。今後においては、事案によっては児童相談所、

警察等の関係機関との連携も深めて、幅広い人材を活用して悩みを相談できる体制を充実していくととも

に、常に対応がどうあったかを評価することもあわせて考えております。 

 次に、不登校の問題は、本市においても大きな課題の一つであります。議員お尋ねの９月議会で示した不

登校児童・生徒の状況から報告をさせていただきます。 

 平成23年度の不登校児童・生徒数41名のうち、10人が登校傾向になり、31人が改善傾向に至っていないこ

とを報告いたしました。平成24年度になり、この31人のうち、９人が卒業及び転出となっております。残る

22人のうち、依然不登校傾向にあるのが18人となっております。４人については、欠席は多いものの、学校

へ連続出席がふえ、登校状況に改善が見られております。これは学校の家庭訪問等による生徒、保護者との

連携によるものであります。 

 本年度２学期末現在で把握しております不登校児童・生徒は、新たに欠席日数が30日以上になった者を合

わせて小・中学校で34人となっています。不登校の状態になっている児童・生徒への対応についてですが、

学校においては、保護者としっかり連携をとりながら、教師に何でも伝えたり、相談したりできる人間関係

を築き、教育相談や家庭訪問等により子どもの内面の感情に思いを向け、不登校の要因を探り、少しでも改

善が図れるよう努めているところであります。 

 さらに、関係機関、特にみまさか塾におきましては、学校としっかり連携を図りながら、不登校児童・生

徒それぞれの課題に応じた個別の支援、指導について対応を考えていきます。また、家庭においても、子ど

もとの会話を大切にしていただくとともに、子どもの様子の変化に気づくようお願いをしたいものです。そ

して、決して悩みを家庭だけで抱え込んでしまわないように、学校や関係機関に相談していただきたいと思

っております。また、地域の方々にしっかり子どもたちの様子を見守っていただきたいとも思っておりま

す。今後も学校が子ども、家庭及び地域、そして関係機関としっかり連携してコミュニケーションをとり、

美作市内の児童・生徒の将来のために充実した教育活動ができるよう全力で取り組んでまいりたいと考えて

おります。 

 次に、体罰でございますけれども、大阪市の桜宮高等学校において部活での体罰が原因で自殺したという

問題や、女子柔道の日本代表選手への暴力を伴う指導など、体罰の問題について大きく取り上げられている

ところですが、教育を行う学校において体罰は絶対に許されないということであります。新免議員の一般質

問でもお答えいたしましたが、大阪の高校での体罰についての報道を受け、本市では市独自に平成23年度と

24年度における体罰の事案について各学校に対しての調査を行いました。きょう現在、体罰の報告は受けて

おりません。また、その相談機関、警察等の関係機関からも体罰については連絡も受けておりません。 

 先日、岡山市を除く県下の公立校で児童・生徒と教職員、保護者を対象の体罰の実態調査、このアンケー

ト形式を行うと報道されまして、美作市教育委員会といたしましても全面的に協力し、詳細な実態把握に努

めてまいりたいと考えております。その結果についての報告もさせていただきます。 
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 今後、もし体罰と判断されるようなケースが上がってきましたら、内容や経過をしっかり調査するととも

に、その結果を持って県教育委員会とも相談しながら該当の教員への指導を厳しく行ってまいります。ま

た、体罰を受けた子どもの心のケアにも努めてまいります。本市といたしましては、子どもとの人間関係を

大切にし、納得感を持った指導が行われるよう進めてまいります。今後も体罰及び行き過ぎた指導は認め

ず、同時にいけないことはいけないと毅然とした態度で臨む場面と履き違えないよう指導してまいります。

そのためにも教員に対し、体罰や行き過ぎた指導についての研修を行うとともに、学校からの報告、連絡体

制を密にし、現状を踏まえてまいります。 

 相談等につきましては、社会教育課、学校教育課の中にあります育成センター、補導センターと呼んでお

りましたが、育成センター、それからみまさか塾の職員が情報の収集、そしてまた相談を受けて、学校と相

談しながら警察、そして児童相談所とよく協議をし、届け出をするという体制にしております。その中で警

察に届けたりする案件もございます。学校への不法侵入、そして２日前にはある中学校に動物の死骸が投げ

込まれたというようなこともございます。家出をした子どもの相談等、そういうものも含めまして警察、そ

して児相、そして我々の委員会等で相談しながら対応しているところでございます。 

 以上でございます。〔降壇〕 

議長（内海 健次君） 

 万殿議員。 

１６番（万殿 紘行君） 

 先ほど申しましたように、昨日同僚議員からも質問されておりますけれども、ただいまの教育長の答弁、

種々教育委員会はしっかり頑張ってくれておるなという思いもいたしておりますけれども、ただいまの答弁

で小・中でまだ34人という児童が登校できないでおる。このいじめが原因ということではないにしても、や

はりこのいじめ問題が発端ではないかなと、これが大きなウエートを占めているんではないかなと、私はこ

のように感じておるところでございます。 

 いじめを受けている子どもの立場に立って行動をしていただく、なかなか難しいことではあろうと思いま

す。我々議員は市長がよく言われる、議会のほうは言いっ放しじゃということでありますが、教職員並びに

教育委員会の皆様方は我々と違ってその道のプロでありますから、厳しいであろうけれども、将来の子ども

たちのために頑張ってやっていただきたい。なくするための特効薬というものはないと思うけれども、やは

り児童に地道に日々の対応をしっかりとしていただいて、美作市の次代を担う子どもたちが日々学校生活が

皆と一緒に楽しく送れるように頑張っていただきたい、このように考えておるものであります。 

 先ほど不登校の件も申し上げました。体罰、この件も昨日同僚議員から質問をいたしておりますけれど

も、ただいま教育長のほうから答弁をいただきましたので、ただ昨日の同僚議員の答弁の中でちょっと私は

教育長の歯切れが悪いなという思いで聞いておりましたが、きょうはいつもの教育長に返っていただいてお

ります。昨日は体調不良でもあったのかなという心配をいたしておりましたけれども、教育全体を束ねてい

く教育長、本当に職務は激務で大変であろうと私は察しておるところでありますけれども、教育長に頑張っ

てもらわなくてはむこういきがせんわけであります。先行きがしないのであります。 

 私が教育長教育長ということで、教育長をいじめているようにとられても困るんでありますが、教育長は

このあたりは十分理解をしていただいて、それぞれの幼・小・中でそれぞれの教職員を集めて対処していた

だいておるものと、いただいておる、先ほどの答弁の中にも種々あらわれておりました。美作市の児童・生

徒それぞれ性格、体格、また男女の違い、そして教職員の中においても指導力の差、種々あると思います。

そうした中での教育であります。美作市の大事な宝であります子どもたちが素直で清らかで日々の生活がで
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きるすばらしい子どもに何としても救いの手を差し伸べて、皆と一緒に楽しく学校生活が送れるようにより

一層の尽力を期待いたしておるところでございます。 

 体罰の件で県から連絡があったというように先ほど答弁されておりましたけれども、県の調査を待つので

はなく、美作市として早急にやっていただきたい、この対応をお願いをいたして、この項目を終わります。 

議長（内海 健次君） 

 ３項目めの質問に入ってください。 

１６番（万殿 紘行君） 

 はい。続いて、３項目めに入らせていただきます。 

 市内小・中、園の統廃合問題についてお尋ねをいたします。 

 昨年、学校園等の統廃合整備に関する指針が示されました。統廃合整備審議会の河合義昭会長より、広く

市民の理解と協力を得ながら、段階的に取り組みを進めるようにと答申をされております。教育委員長から

諮問を受け、慎重に審議をされたと報告をされております。その報告の中で、平成23年度から中学校では

10.4％、小学校においても8.1％の児童・生徒の減少が見込まれ、今後も続くと思われると予想されており

ます。我が美作市、総人口３万4,000で合併した美作市、人口の減少を最小限にとどめるために各施策を打

ち立ててきたところでありますけれども、教育長は冷ややかに冷静に判断をされておる、人口減少を見通さ

れておる。そして、教育長は24年３月に出された指針の中で、教育の効率を考えると、各地域に１校を配置

することは必ずしも必要ではないと言われております。子どもの教育に対し効率、このことをどのように理

解すればいいのか、教育委員会の教育長のお考えをお尋ねをいたします。 

 次に、給食施設の統廃合についてお尋ねをいたします。 

 教育委員会としては、児童・生徒の満足感を重視してと申されております。各小学校単位で説明会等を開

催されたと思うが、その後の経緯をお尋ねをいたします。 

 また、給食における市内の農産物ほか、いわゆる地産地消、どのようになっておるのか、現在の利用状況

も含めてお尋ねをいたし、最初の質問といたします。 

議長（内海 健次君） 

 教育長。 

教育長（内海 壽志君）〔登壇〕 

 万殿議員から統廃合の問題と、それから学校給食の経緯等の御質問をいただきました。 

 まず、統廃合の経緯でございますが、平成24年３月に教育委員会がお示しをしました美作市立学校園等の

統廃合整備に関する指針でございますが、その中の学校等の統廃合が必要となる要因の大きなものが人口の

減少、そして少子化による児童・生徒の減少でございます。小学校児童の数は、今のまま推移をするとした

ときに、５年後の平成29年には現在よりも市内全体で200人の減少が、また中学校生徒の数も80〔発言の削

除〕人の減少が見込まれるのが現実でございます。 

 議員御指摘の教育効果を考えると、各地域に１校を配置することが必ずしも必要ないという記述は、答

申、指針、両方にございます。いずれも中学校の統廃合整備に関する内容でございます。１学年１学級であ

り、平成29年度までに１学年が20名を下回ると見込まれる学校が２校ございます。また、義務教育終了まで

同一クラスで進級している場合もございます。少人数指導で奨励される場合もございますが、それは特定の

科目等で効果があるということで、必ずしも小規模校がよいということではないと考えております。 

 万殿議員お尋ねの効率を教育で期待される効果として捉えると、よい意味での競争心や育成、緊張感の中

での学校生活ということも言えると思います。また、中学校では部活動も体力の増進、そして人間形成にお
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いて大切な教育の場となっております。しかし、少人数がために限られた種目しかできなかったり、やりた

い種目ができなかったりの弊害がございます。義務教育終了まで同一クラスという場合も人間関係が崩れた

ときの対応等に苦慮することがございます。そういった意味から、美作市を支えていく人材を育成するた

め、望ましい学習集団の規模、ふさわしい教育環境の整備、通学条件等の視点から、美作市立学校園等統廃

合整備に関する指針を作成したものでございます。 

 教育委員会としましては、適正な児童・生徒数、集団での教育力の向上、また集団生活によって社会性を

身につけることが、子どもから大人になっていく成長過程において大変重要であり、必要なことと考えてお

ります。このようなことから教育委員会といたしましては、少人数ではなく、ある程度の児童・生徒がいる

中で学校教育や学校生活の教育環境を提供していくことが教育委員会の責務であると考えており、今後は指

針に沿って市民の皆様にも御理解と同時に御支援と御協力をいただきながら、学校園等の統廃合を進めてま

いりたいと考えております。 

 次に、給食施設の経緯等でございます。 

 学校給食の統廃合についてのお尋ねですが、英田学校給食と東粟倉学校給食のいわゆる自校式による給食

施設を隣接する給食センターへの統合をするもので、英田は美作給食センターへ、そしてまた東粟倉につき

ましては大原の英北給食センターへそれぞれ統合をするものでございます。統合に当たり、地元や保護者の

皆様への説明、また御意見や御要望などもお聞きし、御理解と御協力をいただきながら、平成26年４月実施

に向けての準備を進めているところでございます。 

 今後は、保護者説明会等において出された、これまでとは変わらない給食なのか、また温かい給食でなく

なるのではないかなど、いろいろな心配もされております。そういう点につきまして、美作、英北の給食セ

ンターでつくった給食を配送して子どもたちが試食を行うのと同時に、希望される保護者の方にも試食を行

っていただきます。既にもう英田のほうでは試食をしていただいております。給食センターでの調理過程や

施設の見学もしていただく機会も予定をしております。統合に当たっての施設整備などハード面におきまし

ては、統合まで１年余り時間がございますので、配送車の整備を初め、必要な食缶や食器類の整備、また配

送車が進入する進入路の整備などを行い、統合がスムーズに行えるよう準備を進めてまいりたいと考えてお

ります。 

 給食の食材に地元の使用でございますが、先般新免議員の御質問でもお答えをさせていただきましたが、

本年度の学校給食における岡山県の地産の状況の調査によりますと、地産地消の、岡山県内産は44.1％、さ

らに美作市内でとれたものになりますと18.3％となっております。美作市産の使用率が低い要因としまして

は、野菜等を農協や生産者団体を通して出荷した場合、産地表示が岡山県産となるということが上げられて

おります。教育委員会といたしましても、安全な給食の提供を前提として、地元産の野菜や、また特産品を

食材として使った給食を一品でも多く取り入れるよう献立の検討も行い、また使用するに当たってはネック

となっております必要数量の確保、また値段、規格、仕入れルートづくりなど、多くの問題があるわけでご

ざいます。今後、市の担当部局とも協議、連携をしながらできるだけ地元産の食材を使った給食の提供に努

めてまいりたいというふうに考えております。よろしくお願いいたします。〔降壇〕 

議長（内海 健次君） 

 万殿議員、２回目の質問は休憩の後にお願いできますか。 

〔16番万殿紘行君「はい、わかりました」と呼ぶ〕。 

 教育長より訂正が入りましたので、その前に。 

教育長（内海 壽志君） 
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〔発言の削除〕 

 

 

 

議長（内海 健次君） 

〔発言の削除〕 

 ただいまから10分間休憩いたします。 

                                       午後４時02分 休憩 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

                                       午後４時12分 再開 

議長（内海 健次君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 万殿議員、２回目の質問です。 

１６番（万殿 紘行君）〔質問席〕 

 教育長の答弁に対して再質問をさせていただきます。 

 私の効率とはという質問に対しまして、教育長は教育で期待される効果として捉えるとと、何か私にとり

ましては漠然とした答弁でありましたが、私に言わせれば子どもたちを一ところに、一ところとは言わんで

すけども、集めて管理をしやすくして、そして経費の削減を図る、このようにしか理解せざるを得ないので

あります。適正な児童・生徒数の集団での教育力の向上をと答弁されましたが、教育長の適正とは、また適

当な児童数とはどのようなことを基準に判断されるのか。 

 私は児童・生徒については、大まかにして体育系と文化系の２分類というたらおかしいですけど、２つに

分けられるんではないかと、このように認識をしております。そうした観点からも教育長の適正、適当な人

数と言われる基準がはっきりと見えないのであります。この点を説明をお願いをしたい。 

 そして、給食の統廃合については、教育長は統廃合に当たり、地元や保護者の皆様の説明を十分行い、意

見や要望等を聞き、御理解と御協力をいただきながら、平成26年４月実施に向け準備を進めているとのこと

でありますが、この地元の説明をしっかりしていただき、理解と協力をいただくように、保護者、地域の皆

様から押しつけじゃと言われることがないようにひとつしっかりとした対応を願うものであります。教育長

のいま一度お考えをお尋ねをいたします。 

 そしてまた、新聞紙上で調布市の給食において女子児童が急死するという記事が記載されておりました。

アレルギーによる事故であるとのことでありますが、この小学校においても給食においての献立、配膳等に

は十分注意されていただろうと推察いたしますが、そうした中でもこうした事故が起きております。多くの

児童・生徒となると、このような事故も起こり得るのであります。この事故に対しての教育長の思いをお尋

ねをいたします。 

 次に、給食における食材の地産地消、同僚の新免議員が昨日質問されております。やはり地場産の安心・

安全、目に見える食材として地元産の利用をより一層推し進めていただくよう、御理解をいただきたい。子

どもたちの健康づくりはもちろんでありますけれども、この地産地消ということ、同時に地元農業振興にも

つながっていくものであります。担当部局、農協とも連携をとっていただいて、地元産食材の利用を図って
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いただくよう、そして市内農家の所得アップにも貢献をしていただきたい、このように思うところでありま

す。教育長の見解をお聞きいたします。 

議長（内海 健次君） 

 教育長。 

教育長（内海 壽志君）〔登壇〕 

 再質問をいただきました。 

 まず、統廃合でございますけども、学校園の統廃合につきましては、子どもたちの少人数化ということが

進む中で、市内の幼稚園、保育園、そして小・中学校の将来のあり方について、この統廃合の審議会の答申

をいただき、そして我々が指針を示し、中期、長期、それによりまして統廃合を進めていくということで、

５年、10年のスパンで計画をしておるところでございます。 

 少人数の学級、そして学校におけるメリット、デメリット、これはありますけども、子どもたちに確かな

学力を身につけさす、そして多くの友達と集団生活、集団教育の中で競争心や協調性、そして多くの仲間づ

くり、このことがいずれは大人になって社会に出たとき、道徳や心豊かな子どもの体の育成、そしてこのた

めにはしっかりとした人間をつくっていくということでございます。そして、大きい学校、小さい学校、い

ろいろあるわけでございますけども、まずお金のことを言うと、子どもとお金はどっちがどうならというよ

うなことになりますし、それでもやはり財政のことも出てきます。そういう中で350人の学校と10人の学校

があるわけでございます。そういう点も御理解をいただきながら、本当に子どもたちの将来を見据えて、

我々もしっかり頑張っていかなければいけないかなと。そういうものが適正規模であるんじゃないかなとい

うふうに思っております。体育系、文化系、そういうものに分けられることでございますけども、しっかり

とした子どもをつくっていきたいというふうに思っております。 

 そして、学校給食でございますけども、段階を踏んできちっとした対応ということで、当初地元へ出まし

て、もちろん学校の先生、そして学校の役員さん、そして地元議員、そして部落の関係者の方、そして我々

教育行政の関係者と会議をさせていただいて、そしてまた今度は学校関係者、学校の役員、そして教育関

係、給食ももちろんでございますけども、そういう段階を踏みながら、給食のどういう方向で進むかという

ことを協議して、あと保護者の方に出ていくという中で、もう既にそういう話が地元のほうに伝わっていき

まして、保護者が後になるんかというようなお声も聞きましたけども、やはり内輪の会議を先にしないと出

ていけれないということで、内輪の会議をしながら、そしてまた出ていくといろいろな問題がありますし、

怒られながら協議を重ねていかせていただき、最終的には26年４月から実施ということで、それまでの間に

きちっとした地元との協議をし、子どもに迷惑のかからない安心で安全な給食が提供できるようなことにし

ていくということで御理解をいただいておるところでございます。 

 それから、アレルギーの問題でございますけども、この食物アレルギー、本当に我々も大変なことである

というふうに認識もし、現場で緊張感の中で給食をつくっております。現在、この食物アレルギーにつきま

して、幼稚園で３名、小学校で33名、中学校で12名、合計48名の生徒がおります。それで、個々には違いま

すけども、医師の診断書、医師の意見書、そういうものをいただいて、それに基づいて給食をつくっておる

ところでございます。それがないとどうにもできませんし、本当に大変な事態が起きたこともございます。

そういう中で緊張感の中でしっかりとしたものをつくらさせていただいております。それで、給食センター

にアレルギーの対応の職員を配置しまして、現在６名おりますけども、その職員を配置しましてやっており

ます。また、子どもたちの中には、それが食べれないということもありまして、弁当を３人の子が持ってき

ております。そして、エピペンを持っておる子どもが２人というようなことで、本当に体を守って命を守っ
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ていかないといけない状態がありますので、親御さんのほうで弁当の持参ということもありますし、エピペ

ンを持参ということもございます。本当に真剣勝負でこのアレルギー対策につきまして取り組んでおりま

す。 

 この女子の急死したのはおかわりをしたためにそういうような状態になったわけでございます。ですか

ら、同じ食器を使ってもいけませんし、みんなと同じ容器でつくって、それがだめですので、また別の容器

でつくるというような状況もあったりしまして、本当に大変ですけども、しっかりとやっていかなければい

けないという認識をしております。 

 それから、地産地消でありますけども、地元の新鮮なものを使うということは、これはもう我々もよくわ

かっております。現在、20％ぐらいの地産地消の割合でございますけども、やはりこれは地元からとりたく

ても、規格そして価格、数量、こういうもんがなかなか合わないということで、例えばジャガイモ２Ｌを

500お願いしますと、こう言うたときになかなかできない場面もあります。用意をしていただけるものはき

ちっとしていただく。そして、価格につきましては260円と280円という原価で供給するということになって

ますんで、余り高いのはこれはだめというようなことになってきます。優先的に地元の野菜、そういう産物

を使うということはセンター長も心得ておりますけども、そういう中でいろいろなことが生じております。

農協等へ出しますと、岡山県の岡山県産として美作のものが出てくると、だからその辺の割合がちょっとわ

かりにくいという面があるんですけども、万殿議員言われましたように、農協へ出すと、そういういろいろ

な各種団体へ出したりするときに、そういうところと我々が協議をする場面をやっぱしこしらえていかんと

いけんのじゃないかなというふうに思います。少しでも多くの地元産を使うためには、そういう機関との連

携した協議をさせていただくということを今後していきたいというふうに思っております。 

 以上です。よろしくお願いいたします。〔降壇〕 

議長（内海 健次君） 

 万殿議員、３回目です。 

１６番（万殿 紘行君） 

 今、教育長から答弁をいただきました。 

 アレルギーがすごい多いんじゃなということを痛感をいたしております。日々の作業において危機感を持

っていただくように。そして、最後に申されておった地産地消で地元産、農協ともよう練っていただいて、

価格面等も調整していただいて、少しでも地元産を使うように一層の努力を期待をいたしまして次に移りま

す。 

議長（内海 健次君） 

 はい、４項目めですね。 

１６番（万殿 紘行君） 

 はい。新入学児童・生徒の対応についてということで通告をいたしております。 

 間もなくもう４月の入学シーズンを迎えるこの時期であります。桜の花の咲く季節には多くの児童・生徒

が入学してまいります。受け入れる園、学校、教育委員会も大変であろうと察するものであります。片や入

学をする児童・生徒、そしてその家族、保護者の皆さん、これまた心配やら不安で大変であろうと察すると

ころであります。入学する児童・生徒、それぞれ先ほども申しましたが、性格、学力、体力、千差万別で、

特に小学校へ入学する子どもさんの家庭においては、その比ではないのではないかなと、このように思って

おるところであります。 

 送り出す幼稚園としても大変であろうと思いますが、受け入れる小学校側も連携がとれてなければ、各種
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行事がスムーズにできますけれども、小学校、幼稚園との連携がうまくいってなかったら、入学当初なかな

かスムーズに履行できないんじゃないかと。そこらあたりの連携がどのようになっておるのか、新１年生児

童・生徒への対応、どのような対応をとられて小学校へ入学させ、中学校へ入学させておるのか、まずお聞

きをいたします。 

 ちょっと失礼しました。次に、ついでに送り出す側の各幼児園の先生の配置の状況、どのくらいの人数で

生徒数、先生の人数、そしてその先生の中にも正職員と嘱託職員とおられると思うんですが、そこらあたり

もちょっとお尋ねをしておきます。 

議長（内海 健次君） 

 教育長。 

教育長（内海 壽志君）〔登壇〕 

 万殿議員の新入学児童・生徒の対応ということで、それと各幼児園の職員の数ということで御質問をいた

だいております。 

 議員御指摘をいただいております保育園並びに幼稚園を卒園し、新たに小学校に入学する児童や、また小

学校を卒業して中学校に入学する生徒やその保護者の皆さんの本当に胸中には希望と不安をお持ちではない

かというのは十分察しているところでございます。そのことは子どもたちを受け入れる側の先生方も送り出

す側の先生方も同様であり、情報交換をするなど、お互いの連携を行っているところでございます。 

 具体的には、中学校区単位で毎月開催しております園校長会、これは各中学校学区内の保育園、幼稚園、

小学校、中学校の園長、校長の打ち合わせ会議でございます。各学期に開催される就学指導委員会も情報交

換の場にもなっております。また、入学前後にはそれぞれの担任同士の連絡会を随時開催しております。入

学説明会にもそれぞれの教職員が参加するなど、連携を深めております。現在、教育委員会では、学力向上

も含め、中学校区の連携強化を図っております。子どもたちの健全育成のために、今後におきましても中学

校区連携を強く推進をしてまいります。 

 次に、幼児園の職員の配置でございますが、美作市には現在幼稚園が８園、そして保育園が７園、休園が

１園ございますので、７と７園ということでございます。このうち、幼稚園と保育園を兼ね備えた幼児園が

英田幼児園、美作幼児園――湯郷幼児園と言っておりますが――それから美作北幼児園の３園でございま

す。また、幼稚園のみは梶並幼稚園、勝田東幼稚園、粟井幼稚園、土居幼稚園、東粟倉幼稚園の５園でござ

いますが、このうち粟井幼稚園は平成23年度より休園をしております。また、来年度から梶並幼稚園につい

ても休園をする予定でございます。また、保育園は、江見保育園、勝田ひまわり園、大原保育園、大吉保育

園の４園でございます。 

 平成24年５月１日現在の園児数でございますが、全体での数では幼稚園児が145名、保育園児が597名で、

742名ということになっております。園ごとの園児数は、江見保育園が108名、勝田ひまわり園が66名、大原

保育園71名、大吉保育園50名、梶並保育園１名、勝田東幼稚園６名、土居幼稚園16名、東粟倉幼稚園が

31名、英田幼児園の保育園に43名、幼稚園に17名、美作幼児園――湯郷です――の保育園に110名、幼稚園

に26名、美作北幼児園の保育園に149名、幼稚園が48名となっております。 

 次に、園ごとの保育士でございます。幼稚園教諭の数並びに正職員、嘱託職員の数は、江見保育園、正職

員８名、嘱託職員９名、勝田ひまわり園、正職員７名、嘱託職員９名、大原保育園、正職員６名、嘱託職員

６名、大吉保育園、正職員が４名、嘱託職員４名、梶並保育園、正職員１名、勝田東幼稚園、正職員１名、

土居幼稚園、正職員１名、嘱託職員１名、東粟倉幼稚園、正職員２名、嘱託職員１名、英田幼児園、正職員

６名、嘱託職員４名、美作幼児園、湯郷ですが、正職員10名、嘱託職員９名、美作北幼児園が正職員14名、
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嘱託職員９名でございます。保育士、幼稚園教諭を合わせて112名で幼児教育を行っておるわけですが、そ

の合計が正職員60名、53.6％、そして嘱託職員が52名で46.4％というふうな状況になっております。 

 以上です。〔降壇〕 

議長（内海 健次君） 

 万殿議員、２回目です。 

１６番（万殿 紘行君） 

 今、教育長から答弁をいただきました。 

 心配をしておった幼・小・中それぞれ連携して対応をとっておるという答弁であります。私が申し上げた

いことは教育長には十分理解されておると思います。やはり先ほども申しましたけれども、子どもたちも千

差万別であります。大変だろうと、時々入学式とかお遊戯会とかのぞくんですけど、よう教育できるなとい

うぐらい感心をしておるところでありますけれども、やはり親御さんとすれば大変だろうと。やはり子ども

たち、将来を担う、しつこく言いますけれども、きめ細やかな対応をしていただいて、不安を払拭していた

だく、このことが大切であろうと。これ最初つまずくと、それこそ前の問題じゃないですけども、不登校に

なったり、いじめに遭ったりという状況が出てくることが予想されますので、きめ細やかな対応をしていた

だいて、子どもたち、また保護者の不安を払拭していただくようよろしく指導をお願いをするとともに期待

をするものであります。 

 それから次に、各園の正職員、嘱託職員の人数でありますけれども、市内で幼稚園、正職員が60名、嘱託

職員が52名という報告でありますが、私は嘱託職員が悪いということを申し上げるんじゃないんですけれど

も、幼少期の人生を左右する本当に一番大事なと言ってもええぐらいのこの幼児期、幼児教育、人間の一生

を左右する、本当に大事な幼児期の教育にこれでいいんかなということを常に私疑問を感じておったから、

この質問をさせていただいたんで、やはり正職員ということになると、執行部とすりゃあ財源が乏しいと、

これで何とかやりくりせえということになるんだろうと、これは理解するわけでありますが、やはり同じ作

業、子どもに接していくことです、同じ作業をしても片やは身分を保障してあると、片やは嘱託であるとい

うと、どうも熱の入れようが、こういうことを言うとどうも嘱託職員は一生懸命やってましたということに

なるんかもしれんが、そこらあたりがあるんじゃないかなということを危惧して私はおりますが、教育長は

この辺はいかがお考えですか。 

議長（内海 健次君） 

 教育長。 

教育長（内海 壽志君）〔登壇〕 

 万殿議員の入学児童・生徒への対応、これにつきましては小学校、中学校の先生方におきましても、先生

である前にやはり人間としてのそういう認識を持っていただくこと、そして我々の保育士の職員につきまし

ては、嘱託、正職員を含めまして、今、誕生寺の学校へ去年から行かせておるわけですけれども、現在８回

で115名の職員が行っております。これは嘱託も行かせております。やはりそういう中で支援学校の様子を

見ながら、心優しい人間になっていただきたいと。特に小学校へ送る前の大事な子どもたちにいろいろなこ

とがあってはならんということで、そういう意味でちょっと百七、八十人おりますから、まだもう少し時間

がかかりますし、来年も引き続いての誕生寺の研修を進めていくような計画もしております。そういう意味

で本当にきめ細かな、そういう対応ができるよう、そして保護者の不安のないような状況をつくっていかせ

ていただきます。 

 それから、嘱託職員の関係ですけども、これ52名おりますけども、入る採用条件が違うんで、それは辛抱
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せにゃあいけんということをもう言うとります。職員を受けていただくこともできるわけですけども、そう

いう中でうちとよそを給料を比べたときに美作市が低いという場合もあったりしまして、本当にいい先生が

逃げる、これは何回も何人もあります。そういう中で少し考えていかなければいけない点もあると思います

けれども、今の嘱託職員、正職員からいろいろな勉強を受けながら、そして自分自身勉強して、これは保育

士の資格と幼稚園の教諭の資格、どちらも持っておりますので、ただ嘱託で入るか、正職員で入っとるかと

いう、ただそれだけの違いなんで、それは条件はいろいろと違いますけれども、しっかり頑張ってくれてお

ると思います。いろいろなことが、事態が起きたときには、我々も行って、それからまた呼び出しをしまし

て、いろいろと教育をさせていただいております。あそこの誕生寺のほうへ行くことによって大分自分の気

持ちも、そしてまた我々が考えておる、こうして教育をするというようなこともだんだんわかっていただい

て頑張ってくれておる毎日でございます。 

 以上です。〔降壇〕 

議長（内海 健次君） 

 万殿議員。 

１６番（万殿 紘行君） 

 私が危惧しておることに対して、何とか嘱託職員も理解しておるという答弁でありますけれども、やはり

同じ仕事をして人間として身分に差があるということは何らかの影響が私はあるんじゃねえかと危惧いたし

ておるところですけれども、それから先は教育長の手腕として期待をしておきます。 

 やはり教育長、昔から教育にお金がかかると、これもうずっと昔から言われておることであります。悲し

いかな、財源のほうは教育長に権限がない。こういうことで、そりゃあ幾ら教育長がやりたくても、こっち

が言うことを聞いてくれなんだら、にっちもさっちもいかんということは十分理解をするところであります

けれども、やはり私が常々申し上げる、これからの次代を担うてくれる若い子どもたちを育てるのに、もう

一気にやれということにはならんだろうけども、ある程度のお金は投資せんと、人材育成をしきりに申され

ておる、やはり幼児期から教育をしていただいて、すばらしい美作市、ひいては日本国家をつくっていただ

かにゃあいかん。美作へ行ってみい、すばらしい教育をしてくれるよと、手厚い教育をしてくれるよと、こ

ういう全国にも通るぐらいの、教育長、教育長の意気込みをお聞きをしたいと思います。 

 総括じゃねえかな。３回目じゃな。 

議長（内海 健次君） 

 教育長。 

教育長（内海 壽志君）〔登壇〕 

 予算の確保についてですが、今回が211億7,800万円ということでございます。教育のほうは12億566万円

ということで5.9％で、以前にも十数％もありました。去年が６％というようなことでございますけども、

やはり学校の建築、子どもたちが本当に毎日勉強する城を市長の理解のもとに予算をとっていただいて、

我々も頑張っておるところでございます。このいろいろな環境整備、そして特別教育支援員とか、そういう

人間の配置、これは本当に市長の理解のもとにこういうもんができておりますので、我々もそういうものに

応えながら、また今期は骨格で出しております予算もいただいております、十分いただいております。ま

た、いろいろな足らないときはあるかと思いますけども、また相談しながら、教育に今言われました、子ど

もたちに迷惑がかからないような予算取りをして頑張っていきたいというふうに思います。よろしくお願い

します。〔降壇〕 

議長（内海 健次君） 
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 総括、万殿議員。 

１６番（万殿 紘行君） 

 市長、しつこく言いますけど、やはり幼児期の教育は本当に大変なんです。人の命の大切さ、また子ども

たちの道徳教育、ここら辺をしっかりしていただいて、やはり先ほども言いましたように、予算獲得はあな

たの肩へかかっとんじゃから、しっかり頑張っていただきたい。 

 以上で質問を終わります。失礼しました。 

議長（内海 健次君） 

 御苦労さんでした。 

 以上、通告順番８番、議席番号16番万殿紘行議員の一般質問を終了いたします。 

 お諮りをいたします。 

 本日の会議はこれで延会したいと思いますが、御異議はございませんでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 異議なしと認めます。 

 本日はこれで延会することに決定をいたしました。 

 本日はこれで延会をいたします。 

 再開は２月25日……。 

 聞いとってください。それが議員の資格を言われるんじゃ。 

 再開は２月25日午前10時からです。 

 以上。 

                                       午後４時46分 延会 
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                                       午前10時00分 開議 

議長（内海 健次君） 

 おはようございます。 

 いつものことでありますけれども、携帯電話の電源を切っていただきますようお願いをいたします。 

 22日に引き続き会議を開きます。 

 欠席者の報告をいたします。中西総務部長が葬儀のため欠席であります。代理で尾崎総務課長が出席をい

たしております。 

 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

 

    日程第１  一般質問 

 

議長（内海 健次君） 

 日程第１、「一般質問」を行います。 

 22日に引き続き通告順に発言を許可いたします。 

 通告順番９番、議席番号１番山本雅彦議員の発言を許可いたします。 

 山本議員。 

 おはようございます。 

１番（山本 雅彦君）〔質問席〕 

 それでは、改めまして皆さんおはようございます。 

 議長の許可をいただきましたので、平成25年３月議会の一般質問をさせていただきます。 

 あの早春賦の歌詞にもございますように「春は名のみの風の寒さや」とありますが、まだまだ厳しく肌寒

い日々が続いております。しかし、確実に春の足音が聞こえてきておりまして、スイセンが咲き、梅の花の

便りが来ておるところでございます。春はそこまで来ているというふうに感じております。 

 さて、安東市長におかれましては体調不良もありまして、今期で引退されるということでございます。ま

ことに残念ではございますが、やむを得ないと思うところでございます。この４年間の職務に対し衷心より

敬意を申し上げるものでございます。今後も健康には十分に御留意をされますよう、また今後も助言等をい

ただけたらと思うものでございます。しかしながら、まだ任期については50日余りございますので、よろし

くお願いをしたいと、このように思います。 

 さて、私はこの３月議会で３項目の質問をいたしております。しかし、余り多くのお尋ねをしませんの

で、できましたら簡潔、明瞭に御対応いただけたらというふうに思うものでございます。 

 まず、第１点でございますが、市営住宅について幾つかお尋ねをさせていただきます。 

 市内にはたくさんの市営住宅がございますけれども、その市営住宅の団地数、入居率、そしてそれらの耐

用年数、また建設年度についてお尋ねをいたします。 

 また、それぞれの建物の耐震化率、つまり耐震調査ができているかどうかということでありますけれど

も、この辺についてお尋ねをしたいと思います。 

 そして、２点目でございますが、この市営住宅の入居についてお尋ねをいたします。例えば現在市営住宅

に入居されている方が他の市営住宅へ転居したいと、このように希望される場合はどういった状況であれば

考えられるか、できないのかできるのかという意味も含めてでございますが、原則的にはこれは同じ市営住

宅内での転居というのは難しいんであろうというふうに思うわけでありますけれども、そういった入居者の
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状況等も考えられるんであれば、何か手だてがあるのかないのかという、そういったことでございますけれ

ども、まずはその辺について、１回目の質問としてお尋ねをいたしたいと思います。よろしくお願いしま

す。 

議長（内海 健次君） 

 市長。 

市長（安東 美孝君）〔登壇〕 

 おはようございます。 

 山本議員の御質問でございます。本当に山本議員、公明党議員として４年間御支援と御協力賜りました。

本当に感謝申し上げたいというふうに思います。あともう少しの任期でございますので、頑張ってまいりた

いと思っております。 

 市営住宅についての御質問でございますが、市営住宅、また特定公共賃貸住宅は合わせて58団地ありまし

て、入居率は平成24年12月末現在で市内全体で90％でございます。老朽化した住宅や不便な場所にある住宅

等で空き室が目立っております。耐用年数は公営住宅法施行令によりまして耐火構造の住宅が４団地、これ

は鉄筋コンクリートづくり、70年、準耐火構造の住宅26団地、ブロックづくりでございまして、２階建ては

45年、木造住宅などが28団地、これが木造及び簡易耐火構造平家建てで30年となっております。耐震化の進

捗状況は58団地のうち、昭和56年５月31日以前に建築された団地が26団地あり、このうち耐震診断等が必要

な団地は14団地、耐震診断を行った団地が２団地となっております。この２団地の耐震結果は問題がないと

いうふうになっております。今後耐震診断が必要な14団地について、国の動向を踏まえながら順次耐震診断

を行っていきたいと考えております。 

 市営住宅の入居につきましては、現在入居していられる方が公営住宅への転居は原則はできなくなってお

りますが、しかしながら、例外として公営住宅法及び美作市営住宅管理条例にも規定がございます。基本的

に同一団地内で転居が可能な場合、転居ができる場合もございます。公営住宅の入居は公募を行うことが大

原則でございまして、公営住宅の入居資格要件を全て満たしていることが要件となります。あくまで公営住

宅法で定める以外の事由を条例で定めることはできないということになっておりますので、よろしくお願い

したいと思います。〔降壇〕 

議長（内海 健次君） 

 山本議員。 

１番（山本 雅彦君） 

 市営住宅について御答弁をいただきました。 

 かなり、先ほど数字の報告もございましたが、かなりの数の市営団地、住宅等があるようでございます。

これはだんだんと老朽化もいたしますので、維持管理についても、大変であろうというふうに思います。

が、市民、住民の方のためにもよろしくお願いをしたいというふうに思っております。 

 昭和56年５月31日以前に建築された中で耐震診断が必要な建物については、今後どのようなスケジュール

でこれに取り組んでいかれるのか、そういった計画がございましたら、お聞かせをいただきたい。また、国

の補助制度等があるのかどうかということも、わかればお願いをしたいと思います。 

 この私どもの政党も防災、減災のための公共インフラ整備については、積極的にこれを取り組んでいくと

いうことを提唱をいたしております。そういったこともございますので、これらが実現すれば、これは取り

入れていただきたいというふうにも思うわけでございます。そういった中で、今お尋ねしております計画等

がございましたら、お聞かせをいただきたいと思います。 
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 次に、市営住宅内の転居の希望についてでありますけれども、市長御答弁のとおりなかなか難しいんだろ

うというふうに思うんですけれども、私が申し上げたいのは、例えば身体的に不自由になった方が入居され

ておられた、そしてその住居が非常に移動等に不便な場所にあった場合ということであります。そういった

場合は本人の生活そのものが難しいということになるわけでございますので、そういった場合は本人が希望

すれば転居が可能なのかどうかという、そういったことで、そういった特例といいますか、状況に鑑みて市

長として判断できることはないんだろうかなというふうに思いましたので、お尋ねをさせていただきまし

た。 

 ２回目の質問といたしたいと思います。 

議長（内海 健次君） 

 建設部長。 

建設部長（春名 修治君）〔登壇〕 

 それでは、２回目の御質問に答弁いたします。 

 市営住宅の耐震診断につきましては、国庫の補助事業の対象となっております。国の予算の動向、住宅の

耐用年数、現在の入居状況等を勘案し、耐震診断を行っていきたいと考えております。また、この14団地に

つきましては、ブロックづくり、２階建ての住宅でありまして、耐震診断後、改修を行うか、建てかえにな

るかというのは、その後判断してまいりたいと思っております。 

 それから、市営住宅の移動の件ですが、一例としては、身体的に不自由な場合で同一団地内に空き室があ

る場合は考えられます。過去には数件あると思われますので、他の住宅団地には、先ほど市長が申しました

ように原則的にはできないとなっておりますので、よろしくお願いいたします。 

 以上です。〔降壇〕 

議長（内海 健次君） 

 山本議員。 

１番（山本 雅彦君） 

 明瞭な答弁をありがとうございました。 

 先ほど答弁にございましたようにこの14団地については、耐震診断の結果を見てから判断したいというこ

とでございますので、またよろしくお願いをしたいというふうに思っております。 

 総合的に市内の市営住宅については、今後ともそういったことを含めながらしっかりと管理をお願いした

いというふうに思います。要望しておきたいと思います。 

 また、先ほど部長の答弁にありました同一団地内での転居ということについては、過去に例があるという

ことでございました。そういったこともあるようでございますので、例えば同じ地域内とか、そういった場

合も少し参考にしていただきながら、これについては、またその本人の方の状況を見ながら市長として判断

をしていただけたらというふうに思いますので、この件については、これで質問を終わりたいと思います。 

 続けて、次の質問に移ってよろしいですか。 

議長（内海 健次君） 

 ２項目めに移ってください。 

１番（山本 雅彦君） 

 続きには、この本年４月から改正されました改正高年齢者雇用安定法について幾つかお尋ねをしておきた

いと思います。 

 この改正法案は平成16年６月に国会で可決、成立をしております。その後平成24年８月に改正され、この
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新しい改正法案は平成25年４月１日、つまり本年４月１日から施行をされるものでございます。この市内に

おいてこの法律の対象となる企業の範囲、またこの法律に該当する企業は市内に何社ぐらいあるのかなとい

うこと、それから企業の事業主の方の認知度といいますか、こういったことについての理解度といいます

か、そういったものはどのようになっているのかなということがわかりましたらお知らせいただきたいとい

うことと、これは確かに制度としては必要なものであろうというふうに思うわけでありますけれども、企業

によっては負担増というふうに感じているところもあると思いますし、またさらに戦力として期待をされて

いるところもあるというふうに思います。市内の状況についてわかる範囲でお答えいただきたいと思いま

す。よろしくお願いします。 

議長（内海 健次君） 

 市長。 

市長（安東 美孝君）〔登壇〕 

 ２項目めの山本議員の御質問でございますが、この高齢者等の雇用の安定に関する法律ということで御質

問でいただいております。基本的には、ハローワークによりますと、勝英管内で雇用保険の対象となってい

る事業所は約800あるということでございます。これをもとに就業者の割合から美作市内の事業所は500から

600ではないかなというふうに推測をされております。 

 今回の改正は厚生年金の受給開始年齢まで事業主に継続雇用を求めるものでありまして、就業規則等にお

ける定年制度の変更をその内容としておりますが、経過措置の期間が12年間ございます。よって、直ちに法

的な罰則、義務違反の企業の公表とかというのが適用されるということはありません。現在ハローワークに

おいて順次企業へ説明と、商工会など、経営者団体への周知を行っているというふうに聞いております。 

 近年日本の技術が海外流出等々も起こっております。いわゆる熟練工が定年退職によりまして、まだ働け

るのに働く場所がないという社会現象の中で、大いにこういった制度は歓迎すべきですし、賃金が下がると

いったようなことも起こっておるようですけれども、雇用を確保しながら日本のこの不況を脱却できるなら

ば、一つの手助けにもなるんではないかなというふうに期待もしておるところでございます。〔降壇〕 

議長（内海 健次君） 

 山本議員。 

１番（山本 雅彦君） 

 １回目の答弁をいただきました。 

 この改正高年齢者雇用安定法については、多分公務員の方は対象にならないんだろうというふうに思うん

ですけれども、美作市内でおよそ500から600社程度というふうに今おっしゃいました。企業への周知はこれ

からのようでございます。美作市としても広くこれを周知していっていただきたいというふうに思うわけで

あります。経過措置の12年間でございますが、これは高齢法第９条第２項に基づく継続雇用制度というもの

がありまして、ここに継続雇用制度の対象となる高年齢者にかかわる基準に関する労使協定というのがあり

ますが、これを結んでる企業が対象となるんだろうと私は理解しとんですけども、また定年の定めをしてい

る事業主はその雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するために次の３つのどれかを設定しな

ければならない。１つ目が、当該定年の引き上げ、２つ目が、継続雇用制度の導入、３つ目が、当該定年の

定めの廃止、のいずれかの措置を講じなければならないというふうになっておりますので、この制度は60歳

を過ぎた在職中の高齢者は厚生年金の被保険者でありますけれども、老齢厚生年金を受給できるわけであり

ます。そして、雇用保険からは高年齢雇用継続基本給付金というのが支給されまして、これは一定の要件が

必要なんですけども、それらが合算してその方の収入になってくるということで、ある程度の収入にはなる
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んだろうなというふうに思うんですけど、そういったシミュレーションも厚労省のホームページ等にも出て

おりまして、参考にもなるんだろうなと思うんですけども、そういうふうになっておるわけであります。制

度としては私は私もよいというふうに思っておりますけれども、その事業主、企業としては65歳まで働くこ

とのできるその継続雇用制度の仕組みというものを十分用意していくことが必要になるというふうに感じて

おります。したがって、行政としてもそのあたりを踏まえ、しっかりとＰＲも含めてお願いをしたいという

ふうに思いましたので、質問をさせていただきました。この点について２回目の御答弁がございましたら、

よろしくお願いしたいと思います。 

議長（内海 健次君） 

 市長。 

市長（安東 美孝君）〔登壇〕 

 山本議員の２回目の御質問でございます。 

 先ほどの答弁でございますが、今回の改正は制度そのものの変更ということではなくて、就業規則の変更

によって高年齢者の雇用を確保しようという内容であります。そういうことから国からの新たな支援が加わ

るということではございません。かえって就業規則を変えない場合は事業所名の公表と、そして事業所に対

する国の助成制度が利用できなくなる場合があるとハローワークから聞いております。御指摘のとおり定年

の年齢が65歳以上、定年制を設けていない、希望者全員を65歳まで継続して雇用する制度を導入されておる

ところは今回の法改正による制度の見直しすることは必要ございませんが、それ以外の方は規則等で継続雇

用をするといった改正が必要になっております。そういった意味で企業の皆様方に負担増という部分も確か

に御指摘のとおりになるだろうというふうに思いますが、何とか日本はデフレを脱却ということでございま

すので、物価が上がるだけで給料が上がらなければ意味がないし、継続雇用も一つの賃金アップというふう

に捉えるならば、大事な施策でもあるというふうに思います。企業の皆さんが大変厳しいだろうというふう

には思いますけれども、そういったとこから日本の経済の活力を生み出していただければ幸いであると。国

の支援のほうについては、私４月までですから何とも言えませんが、本当国がもう少しそういった面にも支

援の方法を考えていただければ、なおありがいというふうにも思いますから、継続的にそういった要望もし

ていかなければならないと思います。ＰＲにはしっかりと、この制度改正をＰＲをしっかりと努めてまいり

たいというふうに思っております。よろしくお願いします。〔降壇〕 

議長（内海 健次君） 

 山本議員。 

１番（山本 雅彦君） 

 市長のほうからしっかりとＰＲをしていきたいという御答弁をいただきましたので、広報みまさか等を通

じて、あるいはホームページ等も通じまして広く市民の方に知っていただけるようにＰＲ活動をお願いした

いと、このように要望しておきまして、この項目も終わらせていただきたいと思います。 

議長（内海 健次君） 

 ３項目め。 

１番（山本 雅彦君） 

 続きまして、議長、３項目めに入ります。 

議長（内海 健次君） 

 はい。 

１番（山本 雅彦君） 
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 ３項目めの質問は学校等の安全対策についてということで質問をさせていただいております。 

 災害、あるいは事故等がいつ発生するかわからない今昨今であります。近年は突然の突風、あるいは地震

等がよく起きます。また、これはどこにいてもその危険性はあるわけでありますけれども、不慮の事故等も

起きるわけでございまして、そのあたりのことを考えながら、きょうは提案をしたいと思うわけであります

けれども、学校等の窓ガラス、これにはいろんなガラスがあるんだろうと思うんですけども、割れやすいガ

ラスもあると思います。そういった中でそのガラスにやはり割れたときにガラスの破片が飛ばない、飛びに

くいというそういう飛散防止フィルムというのがありますが、これを張って安全の確保に努めていかれたら

どうかなというふうに思いましたので、提案をしておきたいと思います。 

 突然の突風や地震などにより、これ避難される際に、よく割れた窓ガラスなんかによって行く手を阻まれ

たり、あるいは場合によっては大きなけがをこうむることもあります。また、不慮の事故等で割れたガラス

によりけがをすることもあるわけでございまして、これらの危険から身を守るためにもこの飛散防止フィル

ムはかなり有効であるというふうに思われますけれども、この辺いかがでございましょうか、１回目の質問

といたします。 

議長（内海 健次君） 

 教育長。 

教育長（内海 壽志君）〔登壇〕 

 山本議員より学校等の安全対策について、市内の幼・保、小・中学校の窓ガラスに飛散防止のフィルムを

張ってはという御質問をいただきました。お答えをさせていただきます。 

 御提案いただきました飛散防止のフィルムは突風や地震、台風などにより窓ガラスの割れの飛散、飛び散

りを防ぎ、ガラスの破片の飛散により児童などがけがや事故に遭わないように最小限に食いとめるための方

法として活用されていますが、今や防災対策のみならず、防犯や熱を逃がさない効果、省エネ対策としても

活用されて、一般家庭においても使用普及がされておる状況にあると思います。この飛散防止フィルムを市

内の幼稚園、保育園、そしてまた小・中学校の窓ガラスへ張るという提案でございます。御承知のとおり市

内の幼稚園、保育園、小学校、中学校、合わせますと、30の学校施設、また学校施設に付随する体育館など

多くの施設がございます。学校等で子どもを突風や地震など、災害から守るための安全対策につきまして

は、耐震化のみならず今後も随時講じていく必要があるものと考えております。議員御提案の窓ガラスへの

飛散防止フィルムを張る安全対策につきましては、今後統廃合等により新たな施設を整備する際には十分留

意してまいりたいと思っております。また、既存施設への活用につきましては、どの場所のどの窓に必要な

のか、その場合どの程度の費用が必要なのかなど、今後調査検討をさせていただきたいというふうに思って

おります。よろしくお願いいたします。〔降壇〕 

議長（内海 健次君） 

 山本議員。 

１番（山本 雅彦君） 

 前向きな回答をいただきました。 

 この防止フィルムですね、飛散防止フィルムですが、災害とかあるいは事故、これはいつ起きるかわから

ない。また、これらについては、特に早く対処できるところについては、少しずつでも取り組んでいただき

たいと、このように思います。確かに設置場所については、費用の大小があるというふうに思われます。ま

ず、幼児園、幼稚園、保育園などから考えてみてはいかがかなというふうに思うわけであります。材料につ

いては、例えば無色透明なもので、32センチの185センチ、これが1,059円で販売しておりました。また、
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96センチの180センチという大きさで1,580円、また、家具転倒防止用というのがあるんですけども、これは

32センチ掛ける185センチで850円と、いろんな種類があるようでありますけれども、最近ではホームセンタ

ー等にもございます。凹凸ガラスですね、こういったものは少し割高になるようでございますけれども、こ

ういったものを順次少し予算があれば、購入して、現場で保護者の方や、あるいは職員の方で、割と手軽に

張れるんですね、張っていただくと、そうすると非常に安く上がるんじゃないかなというふうに思います

し、特に子どもたちの背の高さぐらいまでのところというのは非常に危険なところもありますので、そうい

ったところにこれを試験的にもで張ってみて、その効果を確かめていただいたらなというふうに思うんです

ね。ですから、そういった形で少しでも予算的に余裕があれば、そういうふうに購入して、張れるところか

ら張っていけたらというふうに思うわけでありますので、先ほど教育長の答弁もございましたけれども、こ

れをひとつ前向きに取り組んでいただけたらというふうに思いましたので、２回目の質問をさせていただき

ました。 

議長（内海 健次君） 

 教育長。 

教育長（内海 壽志君）〔登壇〕 

 山本議員から２回目の質問をいただきました。 

 先ほど１回目でお答えをさせていただきましたように調査検討をしていきたいというふうに考えますけど

も、現在改築をしております大原小学校、作東中学校、北幼児園につきましては、窓ガラスは全て学校用の

強化ガラスとなっております。また、その他の学校、各学校につきましても、耐震工事を行ったときにあわ

せてサッシやドアの改修を行った箇所につきましては、同様の強化ガラスとなっております。美作中学校、

勝田中学校、そして北小学校の一部であります。今後につきましては、全ての保育園、幼稚園、小学校、中

学校につきまして調査を行いまして、全てが必要な場所というようなことにもなるかもしれませんけれど

も、その優先順位を見まして、また費用の面も考え、非構造部分の耐震補強の補助的なものもあるようでご

ざいますので、市の財政当局とも協議検討しながら、今後検討し、進めてまいりたいというふうに考えてお

りますので、よろしくお願いいたします。〔降壇〕 

議長（内海 健次君） 

 山本議員。 

１番（山本 雅彦君） 

 ３回目の質問は用意しておりませんが、教育長の丁寧な説明をいただきました。しかも、前向きに検討し

ていきたいということでございますので、そのことに御期待申し上げまして、この質問も終わらせていただ

きたいというふうに思います。 

 以上、本定例会３月議会の私の一般質問はこれで終了させていただきます。ありがとうございました。 

議長（内海 健次君） 

 以上をもちまして通告順番９番、議席番号１番山本雅彦議員の一般質問を終了いたします。 

 続きまして、通告順番10番、議席番号５番尾髙誉久議員の質問でありますが、尾髙議員より質問の取り下

げの申し出がございました。よって、尾髙議員の一般質問を終了いたします。 

 続きまして、通告順番11番、議席番号20番福島恊議員の質問ですが、福島議員より質問の取り下げの申し

出がございました。よって、福島議員の一般質問を終了いたします。 

 続きまして、通告順番12番、議席番号６番岡﨑正裕議員の発言を許可いたします。 

６番（岡﨑 正裕君）〔質問席〕 
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 それでは、議長の許可をいただきましたので、質問をさせていただきます。 

 ３月近くと思うんですけれども、非常にことしはなかなか暖かくならないなというふうな感じもいたして

おります。現在私も夜消防団の操法をやっておりますので、行ったときに本当にこれ寒いなという感じで、

団員の方の皆さん本気でやられとるのを見て、本当に敬意を表したいと思います。そういったわけで、今定

例会任期最後の質問になるかと思いますが、よろしくお願いをいたしたいと思います。 

 ２点質問いたします。１点目は、獣肉処理加工施設についてでございます。それから、２点目は、もうも

う工房跡地利用についてお尋ねをしたいと思います。 

 １点目の獣肉処理加工施設でございますが、これは当初予算を大幅に倍近く補正を組むというようなこと

で、非常に紆余曲折をした事案でございます。場所の選定から始まって、非常に皆さんも御苦労されたかと

思うんですが、予定どおり４月ぐらいから稼働ができるんじゃないかなというところまでこぎつけたわけで

ございますが、そこの中で４月にはできるようには聞いておるんですが、現在の進捗状況をまずお話しいた

だきたいと思います。 

 それから、12月の時点で持ち込みの基準というのがまだ猟友会との最後の詰めができてないというような

ことで心配をしておるんですが、それが現在どうなっておるのかというのを２点目に聞きたいと思います。 

 それから３点目は、残念ながらこれは赤字になるんだと、皮などを処理すれば黒字に転換することもでき

るんだけれども、現在の肉の処理だけでは赤字になるということをお聞きいたしております。その赤字の幅

がどれぐらいになるのかというのを、当初予算を見れば、前年から引き算をすれば大体わかるかと思うんで

すが、そこのところをちょっと詳しく教えていただきたいと思います。 

 以上、１回目の質問といたします。 

議長（内海 健次君） 

 田園観光部長。 

田園観光部長（江見 幸治君）〔登壇〕 

 おはようございます。 

 それでは、岡﨑議員の１回目の質問に答えさせていただきます。 

 まず、獣肉処理施設の進捗状況でございますけども、建築現場の進捗状況を申し上げますと、建物の棟上

げ、屋根地と外壁の工事も終わりまして、現在は内装などの工事が工程どおりに進んでいるところでござい

ます。また、建物内に設置いたします冷蔵庫、冷凍庫等の備品類につきましても、入札を終えておりまし

て、３月末には予定どおり完成させたいと考えております。４月早々には岡﨑議員を初め、議員21名の皆様

にもぜひとも出席を願いまして、落成式を開催する計画を進めておりますので、よろしくお願いをしたいと

思っております。 

 なお、本格的な操業はその後になる予定でございます。 

 次に、施設への個体の持ち込みの基準についてでございますけども、岡山県野生鳥獣食肉衛生管理ガイド

ラインをもとに作成をいたしましたイノシシ、鹿肉に係る衛生管理ガイドラインの内容につきまして、猟友

会各支部長と協議をし、調整をいたしまして、獣肉処理施設への搬入基準として了解が得られましたので、

この搬入基準を後日、猟友会の各会員に配布をさせて、周知を図ってまいりたいと考えております。 

 また、これまで施設に持ち込める個体は食肉として処理可能なものに限るとしてまいりましたが、食肉と

して利用できない個体はドッグフード業者に引き取ってもらうよう話が進んでおりますので、捕獲奨励金は

条件により異なりますが、獲得時に既に死亡している個体以外はほぼ施設への持ち込みが可能になる予定で

ございます。 
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 次に、獣肉処理施設の年間赤字額の見込みについてでございますが、施設での年間処理頭数はイノシシ

400頭、鹿600頭として計画をしておりまして、高値で取引をされている冬場のイノシシについては、猟師数

人がグループで猟を行うことから、捕獲されたイノシシのほとんどは人数分に分割されております。このこ

とから捕獲された個体が施設に持ち込まれることは少ないと言われておりまして、施設では鹿の処理が中心

になるんじゃないかと、こう考えております。特に、収入を得るには普及の取り組み、獣肉の販売ルートを

いかに確立するかということでありまして、鹿肉を使ったジビエ料理を普及させるため料理コンテストなど

を計画し、アイデアの募集に努めておりますが、鹿肉の需要がどれだけあるのか、また猟友会等から施設に

どのくらい持ち込まれるのか、そしてどれだけの肉が、獣肉が利用できるかについては、未知数であります

ので、どの程度の収支状況になるかにつきましては、把握できていないのが現状でございます。 

 以上でございます。〔降壇〕 

議長（内海 健次君） 

 市長。 

市長（安東 美孝君）〔登壇〕 

 獣肉加工施設につきまして岡﨑議員冒頭申されましたように議会の皆様方の御理解をいただき、議決をい

ただきまして、多額の費用を組みながら取り組んでおるところです。まさか議決を白紙撤回せえとはもう言

われんだろうというふうには思っておりますが、ジビエの普及ということで岡山県等が中心で取り組みをし

ていただいております。もちろん市もそういう方面で議会の開催と重なったわけで、我々も参加できなかっ

たんですが、市も独自のジビエの試食会等を行っております。そういった全国的とは大きくは申せれません

が、かなりのところでそういったジビエの試食会が催されております。それがいざおいしい、食べようとい

いましても、販売ということになりますと、これは法とか規制とか規則等ございまして、それをクリアしな

ければ肉としては流通ができません。その意味でこの獣肉の有効活用を図っていくためには本当に必要な施

設なんですね。法をクリアした施設でしっかりと流通経路に乗せて、安全に食べれる食品でございまして、

山でとった肉をどこでも売ってもいいということではなっておりませんので、どうしても必要な施設である

というふうに御理解をお願いしたい。特に、最近のジビエブームが、どこまで、ブームですからどこまで続

くかという心配もあるわけですが、かなりの需要が見込めてくるんではないかなというふうに思っておりま

す。ジビエの普及という中で市の特産品づくりに御理解をお願いしたいと思います。私４月以降についての

話はお約束等はできませんけれども、ジビエのＰＲのために大きなイベントを打つべきだということで、担

当部署にはそれを検討しろというふうに指示をしておりました。小さい試食会じゃなしに、大きなイベント

的なジビエの試食会をやろうじゃないかというふうに検討、指示ということで、これは後の人にお任せをし

たいというふうに思いますが、そういったジビエの普及の努力もしながら、そういった取り組みもしながら

赤字幅を少しでも減少さす取り組みというのは必要であります。そして、うまく進むようならば、皮とか骨

とか、そして食肉として使えない肉の加工といった部分を、そういったものも視野に広げながら、赤字を目

指すんじゃなしに、黒字を目指して取り組みを広げていきたいというふうに思います。 

 以上です。〔降壇〕 

議長（内海 健次君） 

 ここで尾髙誉久議員が通院のため欠席をされます。 

 岡﨑議員。 

６番（岡﨑 正裕君） 

 それじゃ、２回目の質問になりますが、先ほどの答弁の中で、捕獲時に既に死亡している個体以外は持ち
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込みが可能ということなんですが、答弁されたんですが、そしたら捕獲時に死亡しとるのはもうだめだとい

うことでしょうか、その確認が１点と、それから先ほど市長答弁の中で、鹿の肉について、イノシシが割と

食べるということ、非常にまだ今普及はしておるんですが、鹿肉をどうして食べるかということは非常にま

だ未知数の部分があります。先般も山陽新聞でしたか、このジビエ料理ということで記事になったことがあ

るんですけれども、この鹿肉を使った料理、キャンペーンを打ってもいいんかなということなんですが、そ

こらあたりのことをもう少し詳しく、４月以降のことなんですが、ぜひともこれはやりたいんだというよう

な話になっておるのか、ちょっとそこを確認したいと思います。 

 それから、赤字経営のことなんですが、わからないと、わからない部分はあるんですが、でも予算を組ん

でおられるわけですから、歳入はともかく、歳出、特に経常経費が幾らぐらいかかるのか、それぐらいかか

って、私としたら歳入というのが非常に少ないんじゃないかなと思うんですが、その辺のところをもう一回

確認をしたいと思います。 

議長（内海 健次君） 

 田園観光部長。 

田園観光部長（江見 幸治君）〔登壇〕 

 それでは、２回目の質問でございますが、まず死亡した、既に死亡しているものにつきまして、なぜだめ

かということでございますが、私どもあくまでも安全・安心の肉を提供するということが第一でございま

す。信用を落としてしまいますと、もう既に施設自体が機能しなくなる、こういうおそれもありますので、

安全には一番に気をつけてる、そういうことでございまして、既に死亡しているものにつきましては、肉と

して利用できないということでございます。これは例えばこの12月議会におきましても、９月議会におきま

しても小渕議員や粟井議員の質問に答えさせていただきましたけども、道路であるとか、それから例えば田

畑であるとか、山の中であるとか、そういうところで死亡して、既に見つけたときに死亡したものにつきま

しては、一般ごみといいますか、処理場のほうに持っていってもらう、こういうことになるわけでございま

して、私どものほうとすれば、第一にはまず肉として取り扱う、その次に、もし腹を切ったときに肉として

使えない場合には、今言いましたドッグフード等で利用すると、これが第一の考えでございます。 

 それから次に、赤字の見込み額の件でございますが、あくまでもこの未知数と申し上げましたのは、明確

なことができないということで申し上げましたんですが、予算上ということでございましたら、予算上の中

で説明をさせていただきます。歳入のほうは獣肉の販売代金が780万円、あくまでも想定でございますが、

イノシシが180万円と、鹿が600万円ということで、収入の計算をしております。それから、歳出につきまし

ては、嘱託職員の１名分、そして臨時職員の６名分との人件費と電気、上下水道料金等の光熱費、こういう

ものを計上いたしまして、1,760万円の歳出を計上し、差し引きいたしますと、約980万円程度の不足になる

んじゃないかと。この980万円につきましては、当然一般財源からの充当と、こういうことになるわけでご

ざいます。 

 それと、大きなイベントということでございますが、少し具体的に申し上げますと、この２月19日にちょ

うどこの議会が開会した日でございますけども、多分岡﨑議員も御承知だと思いますけども、広報紙のほう

で募集をさせていただきまして、市内からジビエ料理の募集をいたしました。15品ほど集まりまして、その

中で最優秀等々を決めまして活用していきたいということを決めております。それから、いろんな業者から

も問い合わせが来ております。例えば現在来ておりますのはＪＲ東海であるとか、それから大阪のデパート

等がイノシシ、鹿の販売等について問い合わせが来ております。これにつきましては、当然これから本格的

な交渉に入るわけでございますけども、現段階ではどのくらいな搬入があるかということもありますので、
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そのあたりは少し慎重になりながらもこれから交渉を進めていきたい、このように思っております。 

 以上でございます。〔降壇〕 

議長（内海 健次君） 

 岡﨑議員。 

６番（岡﨑 正裕君） 

 その赤字幅、赤字を黒字にするという方策も考えねばならんと思うんですが、我々日本人というのは魚は

結構残すとこなしに食べる習慣があるんですが、なかなか獣肉とか、そういうことになりますと、まだまだ

食べるのが下手だという西洋人によく言われるんですけれども、例えば魚ではないんですが、鯨、鯨という

のは、日本で鯨を昔からとってきたんですが、残すとこがないらしいです。ほとんど全部鯨のひげまで使う

というようなことで、非常に有効な利用をしておるということです。かえって今肉だけとって、あとを捨て

るということは、非常にどういうんですか、動物に対して申しわけないという部分も出てくるんですが、そ

ういった関係で本当に有効利用して、これを全部使えたら非常にいいんじゃないかなと、これは計画の段階

でもそういうお話がございましたが、現在そういう話になっておりません。そういったわけで、将来的にぜ

ひともこれは先進地をまた見ていただいて、ほかのところも全部使うというようなことをすれば、またまた

これは注目度が上がってまちおこしにもなるんではないかなと思うんですが、その辺のところの将来的なと

ころをどういうふうに研究してやっていかれるのかな、やれるのかな、そういうところが、市長が４月まで

なので非常に聞きにくい話ではあるんですが、ちょっとその辺のところをもう少し踏み込んで答弁いただけ

ればありがたいと思います。 

議長（内海 健次君） 

 市長。 

市長（安東 美孝君）〔登壇〕 

 獣肉の加工処理場の今後の部分については、御指摘のとおり非常にしゃべりにくいのがございます、が、

つくるまでの思いの中で、私が回答させていただくというふうに御理解をお願いしたいというふうに思いま

す。 

 １点は、施設の経営の赤字という部分について、もうかる、なかなかもうかる施設ではありませんという

のは何度も私も申し上げております。その上にかけて建設費用が高くつくということで、安くせえ、そんな

ばかな費用があるかというふうにしきりに岡﨑議員も言われました、高いというふうに言われました。その

中で皆様の御了解をいただいたわけなんですけれども、施設を少しでも小さくしなさい、そしてとった鹿は

全部処理せえ、少し矛盾があるんですね、そこへ、大きな矛盾なんですよ、少しじゃない、大きな矛盾。全

頭とって、肉に使えない鹿を、鹿でもイノシシもですが、それを今度はその獣肉処理場で処理しなさい、そ

の費用を、じゃあ、どうするんですか、費用高うつきますよ、そこを考えていただかないと、とれないとい

う部分が理解していただけないんじゃないかなというふうに思います。処理は、施設は小そうせえ、費用を

安うせえ、じゃけど、とったものは全部処理せえ、そこへ大きな矛盾がある、そこをまず御理解をひとつ願

いたいというふうに私は思っております。 

 それから、基本的には食べる肉をまず普及させようというところでございまして、先ほど部長が答弁して

おりますように昨今はジビエ料理というものがかなり注目もされてきております。そして、美作市はたくさ

んの鹿を捕獲しております。その捕獲を少しでも有効に利用できる、そしてうまくいけば美作市の特産品と

して全国に発信、全国はちょっとオーバーですが、美作市から鹿肉を発信して、いわゆる美作市そのものの

田園観光都市構想の一環としてつながっていく、例えばイベントと申しましたが、基本的には市内で各地の
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ジビエの料理を取り組んでおられる方々を一堂に会して、今まで試食会というのは一部の人が食べられとん

ですね。食べてない、試食会に参加されない方は一切食べられない。だから、もっと多くの人が参加して自

由に食べれるというようなイベントを一度やってみたいというふうに思いました。そして、当然マスコミも

注目していただきます。大いに宣伝になるというふうに思います。おいしいぞというのが広まれば、どのく

らいの肉が販売できるほどの量が集まるかというのはわかりませんけれども、大いに売れる可能性がある。

そして、１つは、今でも個人で出されておりますが、大阪の箕面店ね、彩菜茶屋、彩菜茶屋の箕面店に出荷

をされとる方もございます。そういったところを利用しながらジビエ料理の普及ができるだろう。それで、

もう一つは、全部を利用するというのはどうだろうかなという、難しい面があるだろうというふうに思いま

すけれども、１つは、皮ですね、皮のなめしというのはだんだんと廃れてきておりまして、なめしをするこ

と自体がなかなか費用が高くなる、箇所が少ないということもございますが、皮の利用ということで、これ

は西粟倉村ではございますが、百年の森のことで若者がたくさん来て家具をつくっとられる。そしたら、そ

の家具にも使いたいんだ、鹿の皮が欲しいということも要望としては聞いております。これは市のほうが皮

をなめして、そこに出すということは無理でしょうけれど、剥いだ皮が使えるならば持って帰ってください

という手法で持って帰っていただいて、今はそういう利用をしてほしい。それから、骨なんかも加工品とか

細工もんですわね、そういったもんとか、もう少しいきますと、骨粉ですね、有機が非常に叫ばれとるとき

ですから、肥料等々にも利用できるんではないか。それからもう一つは、一番注目しておるのはペットフー

ドです。ペットフードとして加工できるならば、これもまた一つの流通経路が開けるかなというふうには思

います。それからもう一つは、餌というふうに捉えますと、岡山の理科大学が今好適環境水を利用して魚を

山の中でも飼えるという仕組みをやっておられます。その魚の餌がそういった獣肉が使えないかなというこ

とで、大学の教授に問い合わせもしております。全部へは使えないけれど、一部の魚には使えるだろうとい

うふうな回答をいただいております。そういった方面にも利用という可能性としてある。ただ、そういった

ものをするためにはいろんな施設が必要であります。土地とすれば、そういった施設を確保できる、まだま

だ開発公社が持っとる土地でありますけれども、まだまだ広げれる余地を持った場所に施設をつくっており

ます。ですから、そういったものを視野に、そういった全部が使えるようなことを視野に、今は肉の処理を

普及させていく、食肉として普及をさせていくということで、まず第一歩だろう。その普及がなかなかいか

ないのに加工品だけがうまくいくということもないことはないだろうと思いますが、まず鹿肉をやる、そし

て次のステップへ入っていくというような構想で、思いで獣肉処理を考えていきました。全頭処理をできる

のが一番理想ではあろうというふうに思いますが、それは今の段階では全頭処理というのはなかなかできな

い。そして、議員の皆様方の御理解、私も少し警戒して、赤字赤字というふうに言っておりますが、赤字を

目指すという意味じゃありません。費用はかなり要りますけれども、黒字を目指した取り組みをしていきた

い。ですから、そういった意味で御理解をお願いをしたいというふうに思います。それが今までの私の思い

でございまして、ここから先は担当部長もおります。新しい市長さんがどなたがなられるかわかりません

か、出てこられます。そういった方々がこの事業を継続、発展をしていただけるものと信じておるところで

ございます。〔降壇〕 

議長（内海 健次君） 

 岡﨑議員。 

６番（岡﨑 正裕君） 

 総括。 

 ただいまの市長の答弁をお聞きしたんですが、私も予算措置の中でいろいろと苦言も申し上げ、非常にス
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ムーズにいったというような予算措置ではなかったと思うんですが、まず市長が言われたのは、やはり最初

から、私の解釈ですが、最初から大風呂敷を広げて云々かんぬん、皮までやるんじゃと、そういう話じゃっ

たら、非常にこれもまた皆さん非常に理解しがたい部分もあったかと思うんですが、私が思いましたのは、

目的というのをきちっとこういう構想で行くんだと、目的というのをきちっとしておれば、皆さんも理解し

やすいかと思うんですが、目的というのが、私らが説明を受けてもなかなかわからない部分もあったという

ことで今日に至っとるということでございますが、特に今の施設の中で増築、改築、いろんなことができる

要素があるというふうに先ほどの市長答弁でありましたけれども、そういった中で、本当に全部使えると、

使うというような発想を持って次のステップに進んでいただければありがたいかなと思います。そういった

わけで、第１の項目の質問は終わりまして、次に行きたいと思います。 

議長（内海 健次君） 

 岡﨑議員、休憩後に２項目めの質問をお願いします。 

 ただいまから10分間休憩いたします。 

                                       午前11時02分 休憩 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

                                       午前11時12分 再開 

議長（内海 健次君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 休憩中に岡﨑議員の１項目めの質問に対して市長より総括の申し出がありましたので、これを許可いたし

ます。 

 市長。 

市長（安東 美孝君）〔登壇〕 

 体調も余りよろしゅうねえんで、余りかっからかっからこんほうがいい、目がちょっとくらむような思い

がしますが、総括の中で岡﨑議員が申されますように基本的には全頭何とか全ての処理をしていきたいとい

うふうに思います。そのことは大風呂敷を広げたんじゃありません。昨年の３月議会のときから、所信表明

のときからこういった使い方があるという意味で説明を私は何度も申し上げてきております。それをわから

なかった、よく私らどもの答弁をしっかりと聞いていただいとれば、きょう答弁したことは初めてのことを

言ったわけじゃございません。当初からそういう話をしとんです。その中のステップとしてまず肉を使える

ようにしようという形で動いてきておるというのを御理解していただきたい。今の答弁じゃなしに、もう既

に何回も議論してこられとる。その中で何度もお答えしとるんです。そうですから、私どもの答弁をしっか

り聞いていただかないと、それは理解できない、大風呂敷じゃとなるんでしょう。そういった意味で申し上

げとるわけじゃございません。少しでも安く上げて、少しでも肉が売れるように持っていきたいというふう

に思っております。予算につきましても、この補正で3,000万円程度の予算の減額を上げさせていただいて

おります。使えばいいというわけじゃございません。職員が頑張って少しでも安く上がるという手法を考え

ながら、もちろん入札で当然予定価格より下がって落札をしておりますので、そういった意味でも予算も減

少しております。そういう意味で執行部の答弁のほうもしっかり聞いていただいて御理解をしていただくの

も議員のお仕事だろうというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。〔降壇〕 

議長（内海 健次君） 

 岡﨑議員、２項目めの質問を開始してください。 

６番（岡﨑 正裕君）〔質問席〕 
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 はい。 

 議長、ちょっと戻ってもよろしいですかね。 

議長（内海 健次君） 

 ２項目め。 

６番（岡﨑 正裕君） 

 はい、わかりました。 

 それでは、もうもう工房の跡地利用についてお尋ねをいたします。 

 インターチェンジのそばのもうもう工房なんですが、非常に草が生えて、非常に景観が見苦しいというこ

とになっておりますが、これをバスターミナルとして活用するという案が浮上してまいりました。非常に結

構なことだと思います。そういった中でタイムスケジュール的にどのあたりを考えられておられるのかとい

うのを１点質問をいたします。 

 それから、一度図面、仮の図面でしょうけども、いただきました。そこの中でバスがたくさん乗り入れを

するということになっておりましたので、再編計画とあわせてどういうふうなバスがここに入ってくるのか

ということがございますので、その辺のところを２点目としてお聞きしたいと思います。 

 それから、そこの地図の図面の中で観光案内所というのも設定をされております。この観光案内所は運営

がどうなるのか、ある程度の人を配置しなくちゃいけないと思うんですが、そこの位置づけというのがどう

なるのか、それから湯郷に観光案内所があるんですが、そこらとどういうすみ分けをしてインターのところ

の観光案内所を運営するのかという３点をお聞きしたいと思います。 

議長（内海 健次君） 

 市長。 

市長（安東 美孝君）〔登壇〕 

 ２項目めのもうもう工房の跡地利用ということで御質問をいただいております。 

 まず、バスターミナル化のタイムスケジュールについてでございますが、このもうもう工房は焼肉やうど

ん、肉などの販売などを平成21年度まで営業されておりましたが、その後全ての店舗を閉鎖し、現在に至っ

ております。この土地は中国縦貫道の美作インターの出入り口に位置しておりまして、樹木や雑草が生い茂

って景観的にも非常に悪い状況になっております。地元からもこのままの状態では転売が行われることへの

懸念や、高速バスの駐車場がないなどの問題があり、美作市が取得をいたしました。 

 岡﨑議員の言われますバスターミナル化へのタイムスケジュールでございますが、美作市の交通の要所と

なる重要な位置であることから、周辺整備を含め、皆さんからの御意見を伺いながら、全体計画を策定し、

各種補助金等によりまして整備を行ってまいりたいと考えております。少し時間がかかってくると思ってお

ります。 

 まずは、周辺の雑草や樹木の伐採等を行いまして、高速バスの利用者の駐車場として整備をしてまいりた

いと思っております。 

 次に、建物の取り壊しを行ってまいりますが、高速バスの停留所の位置の変更協議や出入り口の改修、農

道の協議など、解決していかなければならない状況にあることから、協議が調い次第、そういった周辺の整

備をまず実施してまいりたいというふうに思っております。 

 次に、ターミナルの完成に伴うバスの再編計画でございますが、ここをバスが今現在通過している民間事

業者の豊沢交通、美作共同バスがございまして、市営バスでは美作バスのあおぞら号、土居デマンドバスな

どがございます。各事業者と協議を行い、結節点として整備が完了すれば、利用状況に合った運行ができる
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ものと思っております。 

 次に、観光案内所の運営主体はどうかということでございます。湯郷観光案内所とのすみ分けということ

でございますが、この土地につきましては、美作市内の交通量の一番多いところに位置をしておりますこと

から、市内全域の情報発信の地としては最良の場所というふうに考えております。運営主体や既存の案内所

との関係については、今後の課題となるというふうに思います。どこの観光の案内所、固定の観光案内所と

いう意味でなしに、市内全域の観光案内ができるような方向での協議をしてまいりたいと思っております。

〔降壇〕 

議長（内海 健次君） 

 岡﨑議員。 

６番（岡﨑 正裕君） 

 タイムスケジュールについては、まだまだこれは確定はできんだろうなというふうには理解をしておりま

すが、２のバスの再編でございますが、これは再編計画というのがしていただいて、バスターミナルで乗り

かえができるというふうな感じの再編計画、ダイヤも含めてそういうことになっておるのでしょうか。 

 それからあと、図面では宇野バスというのが書いてあったと思うんですが、ということは、宇野バスを林

野駅からあそこまで延長するというふうな考えがあるのでしょうか。それに伴いまして法的にクリアせにゃ

いかんという部分ができてくるのか、すっと延長ができるのか、それから宇野バスさんへのお願いという

か、協議というのがどういうふうにされていくのかというのをちょっとお聞きしたいと思います。 

 それから、観光案内所の運営主体ですが、これ行政がやるのか、それとも誰か委託してやるのか、その運

営主体のことについてもう少し詳しく答弁をお願いいたします。 

議長（内海 健次君） 

 政策審議監。 

政策審議監（岩﨑 清治君）〔登壇〕 

 岡﨑議員からの御質問のもうもう工房の跡地の件でございますけれども、もうもう工房を買収しようとい

う前段のときに議会の全員協議会のほうで、もし買収したならばこういう利用の方法があるだろうというこ

とで提案をさせていただきました。もちろん執行部のほうから提案をしたわけでございますけれども、タイ

ムスケジュール等についても、即決定できるもんではないと、補助金も含めて今後協議しようということで

ございまして、バスの結節点というのは、その時点でこういうバスの結節点をしたらこの土地が有効に利用

できるだろうという中で高速バス、宇野バス、今あっこを中心に動いてるバスについて全てを列記をさせて

いただいております。なぜかといいますと、市が買収した時点でその話が前に行けるだろうと、もちろん観

光案内所についても、そのときにも御説明させていただきましたように高速道路で言えば美作市の玄関口で

ございます。玄関口に市内の観光施設をつくってはどうだろうかということで、議論はいたしておりませ

ん。今後詰めをした中で、観光案内所なり、バスの駐車場なり、結節点なりを含めて、こちらのほうも御質

問受けましたけれども、補助金をいただいた中で整備をやっていこうということで、土地開発公社のほうで

先行取得をさせていただいてる現状でございます。そのときにもお話をさせていただきましたけれども、現

状の内容とか土地の値段とか、もろもろのことをお話をさせていただいた中で、議員の御意見も取得したほ

うがいいだろうという意見がほとんどの方でございましたので、今後先行取得をまずして、それから有効利

用をやっていこうという計画でございますので、今細部にわたっての詰めはしておりません。今後詳細に詰

めていきながら、特に有効な利用を図っていきたいという状況でございます。 

 以上です。〔降壇〕 
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議長（内海 健次君） 

 企画振興部長。 

企画振興部長（大寺 剛寅君）〔登壇〕 

 失礼します。 

 議員お尋ねの宇野バスについてでございますけれども、現在のところ宇野バスとはまだ協議のほうは行っ

ておりません。ですから、今は宇野バスにつきましては、新年度の４月からの３便の協議を行ってますの

で、結節点については、今のところ行っておりませんで、今後協議となります。よろしくお願いします。

〔降壇〕 

議長（内海 健次君） 

 岡﨑議員、３回目。 

６番（岡﨑 正裕君） 

 今の答弁ですと、わからないことだらけみたいなんですが、現在の状況ではそれも無理なのかなと、詳細

については言えないのかなと思うんですが、３回目の質問ということなんですが、非常に企画としたら非常

にいい企画じゃないかなと私は思います。そういった中で本当に私らが予算措置をした時点では質問もまた

違ってくるんですが、なかなかきちっとして質問をして、答えがなかなか事業が前へ進んでない中で質問が

できんのですけれども、非常にこの問題は非常に市にとっても非常にいいことだなと思います。 

 総括とさせていただきます。うまくいくように私どももいろんなアイデアも持っておるんですが、なかな

かそれが場として言えないという歯がゆい部分もあるんですが、うまくいくようにお願いを申し上げまし

て、質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。 

議長（内海 健次君） 

 以上をもちまして通告順番12番、議席番号６番岡﨑正裕議員の一般質問を終了いたします。 

 以上で一般質問は全て終了いたしました。 

 執行部におきましては、現在新たな企業が作東産業団地へ進出するとの希望があり、これに対しての条件

面等の協議をしたい旨の申し出がありましたので、以上で本日の日程は全部終了いたしました。 

 本日はこれで散会いたします。 

 再開は明日26日午前10時からです。 

 御苦労さまでした。 

                                       午前11時26分 散会 
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                                       午前10時00分 開議 

議長（内海 健次君） 

 おはようございます。 

 携帯電話の電源を切っていただきますようお願いをいたします。 

 昨日に引き続き会議を開きます。 

 欠席者の報告をいたします。中西総務部長が葬儀のため欠席であります。代理で尾崎総務課長が出席をい

たしております。 

 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

 

    日程第１  議案質疑（議案第２号～議案第７１号） 

 

議長（内海 健次君） 

 日程第１、「議案質疑（議案第２号～議案第71号）」を一括議題といたします。 

 これより質疑を行います。 

 なお、議案質疑につきましては、申し合わせにより発言の通告者は質問席で行い、議案質疑の回数は３回

までとし、一括質疑となっております。また、通告をしていない者の質疑は１議案につき１件の質疑として

自席で行うことになっております。 

 先般、議案質疑の通告一覧表を配付いたしております。発言通告順により議案ごとにその都度発言を許可

をいたします。通告をしていない質疑につきましては、通告のありました質疑の後、お受けをいたします。 

 それでは、議案第２号「住民基本台帳法等の改正に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について」、

質疑を行います。 

 発言通告はございませんので、他に質疑を受けます。 

 ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 ないようですので、これで議案第２号の質疑を終了いたします。 

 続きまして、議案第３号「美作市営バス有償運送に関する条例の一部を改正する条例について」、質疑を

行います。 

 発言通告はございませんので、他に質疑を受けます。 

 ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 ないようですので、これで議案第３号の質疑を終了いたします。 

 続きまして、議案第４号「美作市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について」、質疑

を行います。 

 発言通告はございませんので、他に質疑を受けます。 

 ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 
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 ないようですので、これで議案第４号の質疑を終了いたします。 

 続きまして、議案第５号「美作市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を

改正する条例について」、質疑を行います。 

 発言通告はございませんので、他に質疑を受けます。 

 ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 ないようですので、これで議案第５号の質疑を終了いたします。 

 続きまして、議案第６号「美作市債権管理に関する条例の制定について」、質疑を行います。 

 発言通告はございませんので、他に質疑を受けます。 

 ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 ないようですので、これで議案第６号の質疑を終了いたします。 

 続きまして、議案第７号「美作市立幼児園に関する条例の一部を改正する条例について」、質疑を行いま

す。 

 発言通告はございませんので、他に質疑を受けます。 

 ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 ないようですので、これで議案第７号の質疑を終了いたします。 

 続きまして、議案第８号「美作市高齢者福祉施設設置及び管理に関する条例の制定について」、質疑を行

います。 

 発言通告はございませんので、他に質疑を受けます。 

 ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 ないようですので、これで議案第８号の質疑を終了いたします。 

 続きまして、議案第９号「美作市農村高齢者交流施設「三友荘」設置及び管理に関する条例の制定につい

て」、質疑を行います。 

 発言通告はございませんので、他に質疑を受けます。 

 ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 ないようですので、これで議案第９号の質疑を終了いたします。 

 続きまして、議案第10号「美作市介護予防支援通所センター設置及び管理に関する条例の制定につい

て」、質疑を行います。 

 発言通告はございませんので、他に質疑を受けます。 

 ございませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 ないようですので、これで議案第10号の質疑を終了いたします。 

 続きまして、議案第11号「美作市介護保険条例の一部を改正する条例について」、質疑を行います。 

 発言通告はございませんので、他に質疑を受けます。 

 ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 ないようですので、これで議案第11号の質疑を終了いたします。 

 続きまして、議案第12号「美作市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定

める条例の制定について」、質疑を行います。 

 それでは、発言通告順に発言を許可します。 

 通告順番１番、議席番号17番絹田和昭議員。 

 絹田議員。 

１７番（絹田 和昭君）〔質問席〕 

 では、議案第12号の「美作市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める

条例の制定について」ということの中で、これは平成24年から始まった第５期の介護事業の中でメーンとな

っております24時間の介護ができる体制づくりということが第５期のメーンだったと思いますが、それに基

づく基準を定めておると思います。その中で、第２章の随時対応型訪問介護とそれから第３章の夜間対応型

訪問介護、これがここに条例に定めてあります午後６時から午前８時までの介護サービスを実施すると、こ

れに基づいて実施できるわけですが、ここに書いております夜間対応型と訪問介護型の中で、午後６時から

午前８時までのサービスを実施をする事業者は区域を設定できるか。夜中に介護１件、２件を遠いところに

行くというのはなかなか難しいんで、この事業者があらわれるということは非常に僕は難しいんじゃないか

と。この美作市内でこの事業を展開するということは非常に難しいと。そこで、この区域を設定して一番近

くだけで、この旧美作町だけで区域を設定してできるんか、それともこれは登録制で登録申請した人がどこ

だろうがする、旧勝田町の東谷のほうの申請したら、その事業者がそれを引き受けたらできるんか、そうい

うことをまず聞きたいと思います。 

 それから、もう一つは、その事業を展開するのはどうしても私思うのが経営が無理だと思いますので、そ

の事業者に対しての財政支援を市がどのように考えておるか。もう財政支援は制度上できないんだったら、

できないということなんですが、そうするとなかなかこれはできないんじゃないかと思うんで。この訪問介

護サービスがどのように展開できるのかということを聞きたいと思います。 

 それから132条で、これは今度は宿泊を伴う24時間体制で介護する中で、132条の建物の中で、耐火物、耐

火建築物及び準耐火建築物を132条の第１項で定めておりますけど、２項において、前項の規定にかかわら

ず、市長が火災予防、消火活動等に関し専門的な知識を有する者の意見を聞いて、次の各号のいずれかの要

件を満たす木造かつ平家建ての指定地域密着型特定施設の建物であって、火災にかかわる利用者の安全が確

保されていると認めたときは、耐火建築物または準耐火建築物とすることを要しない。１項で要するとし

て、２項では市長は、次に書いてありますスプリンクラーとかそういう設備とか天井の内装がより燃えない

ものとかというようなことはありますけど、これは一回火が出て、これを消火する、非耐火物については燃

えないということで、一旦火が出ても消す準備がしてあるのは、美作市長は認可した、もう認めたらそれは
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よろしいというのは、ちょっと美作市が責任が大きくならへんかなという心配がありますので、そういう運

用はどういうふうに考えておられるかということ。 

 それから、152条と180条、そこに書いておりますように、これも消火設備の中の180条の第１項の第５号

に定めてあります、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けることというのは、この解釈は事

業者が消火設備はこれを万全を期しとるという解釈、事業者の判断でできるかということを聞きたいと思い

ます。これは非常にちょっと緩和されとると思いますので、180条と152条に定めてあります宿泊を伴う施設

についてはそういう定めがありますので、その３点をお聞きしたいと思います。 

議長（内海 健次君） 

 保健福祉部長。 

保健福祉部長（神吉 康之君） 

 まず、第１点目の定期巡回、それから随時対応型の訪問介護、また夜間対応型の訪問介護に対する質問で

ございますが、これは今までは国の省令のほうでも定めてございました。これを地域主権一括法により介護

保険法の改正がされて、地域密着型については市町村が許認可の権限を持っとるということで、新たに条例

を制定しなさいという観点から、今回提出させていただいております。 

 議員から御質問がありました、このいわゆる24時間対応につきましては、第５期の介護保険事業計画から

新規の事業として新たなサービスでございます。御指摘のように、現在採算面また夜間、深夜の安全管理の

面から市内には事業所がないということでございます。区域につきましては、一応市内の日常生活圏域、い

わゆる中学校区を日常生活圏域ということを基準としておりますが、利用者宅まで30分の範囲でニーズに即

応することを想定しておりますが、その範囲となるとサービス実施事業者の事業可能な範囲と考えられ、特

に区域を指定することは今のところ考えておりません。 

 それから、この事業所の開設に当たり財政援助につきましては、中間地域等の在宅介護サービス強化事業

として岡山県のほうが３年間、24から26年の３年間に対して県が補助をすると、これに市が２分の１補助す

るという制度がありますが、先ほど申し上げましたように市内でのサービス事業者の指定がない状況でござ

います。事業実施、この事業が推進するならば、そういうことも検討してまいりたいというように考えてお

ります。 

 次に、第132条の第１項の件でございますが、地域密着型特定施設の入所者生活介護に係る建物の基準の

ことに対しての質問でございます。 

 いわゆる有料老人ホームで行う介護サービスということになるんですけども、地域密着型ということで

29名以下の有料老人ホームがこれの対象になります。それで、これも今までの厚労省の省令そのままに条文

化させていただいております。それで、心配されております、特に火災等の件でありましょうけども、今で

もこのほかのグループホームなんかあるわけですけども、275平米以上はスプリンクラーの設置が義務づけ

られておるわけですが、１カ月に５日以上、宿泊サービスを提供する事業所については、消防法の施行令が

適用されており、防災クロス、カーテン等、それから誘導灯、消火器、火災報知機の設置義務があると。そ

ういう中で、木造の平家建てについてもこういうような安全対策がきちっとされとるという場合には、許可

するというもんでございます。 

 先般、長崎市で高齢者の認知症対応のグループホームで火災があって、多くの死亡者が出たんですけど

も、これにつきましては１ユニット９人で275平米以下であったため、スプリンクラーの設置が義務づけら

れてなかったというものでございます。今国のほうももっと面積が少ないところについてもスプリンクラー

を設置義務をするような形で今協議がなされとるというように聞いております。 
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 それから、３点目の地域密着型介護老人福祉施設に係る設備基準についての御質問ですが、いわゆる小規

模の特別養護老人ホーム、29人以下の特別養護老人ホームが対象になります。これについても消防法、その

他の法令で規定された設備の確実な設置が求められており、事業者のみの判断ということにはならず、消防

法で適正になっとるかどうかの審査の上での許認可ということになります。 

 以上です。 

議長（内海 健次君） 

 絹田議員。 

１７番（絹田 和昭君） 

 詳しく部長から回答ありましたが、第１点目の夜間訪問の場合、事業者が今は申請がないということで、

これは非常に難しいと思うんです。ちょっとこれ読んでみますと、家庭の方が都合によってその介護をしに

行くと、そうした場合に夜中に１人で何時でも行かにゃあいけんかということになったら非常に難しいん

で、なかなか事業者があらわれないというのはわかると思います。それですから、財政支援を考えにゃあい

けんのかなあと思うたりしてますけど、一つの方法としては僕はその小規模多機能型に併設して、そうして

それを普及していくと。小規模多機能についても基準についてはやはり旧町村に１つぐらいする推進をして

もらいたいと思うんです。そうせんと、今は川上に平成24年からできとんですけど、そこに集中して、そこ

で夜間対応型のこともしてくださいということでしたら、梶並の東谷のほうまでも夜中にお願いしますとい

うて、なかなか難しい。人員の配置もありますし、難しいんですけど、まずこれを普及しよう思いました

ら、やはり小規模多機能が一番いいんじゃないかと思うんですけど、今現在土居とそれから川上と思うとん

ですけど、それをぜひこの市長権限、地域密着型ですから、市が強く推進して、これをできるだけ併設して

いくと。それで、特に夜中に行く施設事業者に対しては、やはり財政支援をぜひ考えていただきたいと思う

んですけど、そこら辺は市長の考えをちょっとお聞きしたいと思うんですけど。 

 それから、132条から152条につきましては、これは消防法に照らして適正に処理されていると。今部長が

言いましたように、長崎県のグループホームの火災で、これは原因は加湿器だったそうですけど、非常に死

亡者が出たということで、非常に防火体制を強化されております。その中で、市の許認可を持っとる施設に

つきまして、ちょっと心配になりましたから聞きましたんで、この防火につきましての質問はよろしいです

けど、この夜間対応型を普及する方法として、そういう併設によってすることが最も大切じゃないかと思う

んですけど、そこら辺をちょっと市長、普及はどのようにしていくかということをちょっとこの条例を浸透

させていくための考えがありましたらお答えを。 

議長（内海 健次君） 

 保健福祉部長。 

保健福祉部長（神吉 康之君） 

 ちょっと解釈があれじゃと思うんですけども、地域密着型というんは、いわゆる市内の事業所で市民しか

利用ができないというものでございます。それで、今ある訪問介護をやられとる事業所は、広域型、いわゆ

る美作市だけじゃなしに、隣の町の訪問介護もできるというもんで、小規模多機能の中にもそういう訪問介

護があるんですけども、それとはまた別にこの定期巡回、臨時対応型とか夜間対応型の訪問介護事業所を立

ち上げるというもので、小規模多機能のとこもできんことはないんですけども、それだけというのではない

というもんでございます。 

議長（内海 健次君） 

 絹田議員。 
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１７番（絹田 和昭君） 

 僕は勉強不足のとこもあるかと思いますけど、やはり地域密着型というのは、市が許認可を持っとるん

で、そういう小規模多機能につきましては、そういうもんができたら、そういうスタッフが多い中で夜間訪

問型の事業もやれるんじゃないかと思っていたんですけど、広域のもんとそれから地域密着型をひっつけて

するというのは無理な問題がありますけど、特にこの訪問介護の単独の事業者というのはなかなかあらわれ

んのじゃないか、あらわれる方法をぜひ考えていただきたいと思って、この条例を市民の方に普及させるた

めにはそういう財政支援も特に考えていただきたいと思いまして、それがなかなか困難のようでありますけ

ど、ぜひお願いしましてこの質問を終わります。 

議長（内海 健次君） 

 通告者の質疑が終了いたしました。 

 他に質疑を受けます。 

 ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 ないようですので、これで議案第12号の質疑を終了いたします。 

 続きまして、議案第13号「美作市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指

定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の制

定について」、質疑を行います。 

 発言通告はございませんので、他に質疑を受けます。 

 ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 ないようですので、これで議案第13号の質疑を終了いたします。 

 続きまして、議案第14号「美作市新型インフルエンザ等対策本部条例の制定について」、質疑を行いま

す。 

 発言通告はございませんので、他に質疑を受けます。 

 ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 ないようですので、これで議案第14号の質疑を終了いたします。 

 続きまして、議案第15号「美作市獣肉処理施設設置及び管理に関する条例の制定について」、質疑を行い

ます。 

 それでは、発言通告順に発言を許可します。 

 通告順番１番、議席番号17番絹田和昭議員。 

 絹田議員。 

１７番（絹田 和昭君）〔質問席〕 

 では、議案第15号につきまして質問を行います。 

 第２条の美作市獣肉処理施設というとこの名称ですが、この名称につきましてはたしか市民に募集をして

いたと思うんですけど、募集の結果、この名称を使われることになったと思うんですけど、そのほかにどう
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いう応募があったんか、決定の過程がわかりましたら、そのことを教えてもらいたいと思います。 

 それから、第５条の個体の搬入許可ということですけど、読んでみますと、施設の個体を搬入しようとす

る者（以下、搬入者という）は、搬入の際、市長の許可を受けなければならない、これはなかなか許認可を

一々、イノシシ、鹿を持ってきて許認可をとるというのは、私は必要なかなと思うんです。やっぱりここに

書いておりますように、猟友会と協議してされとんですから、猟友会はもちろんのことですけど、わなの許

可を得ている人を集めて研修をして、この研修をした人に登録書か許可書とかというものを出して、その許

可書を持ってきた場合にはそのまま受け取るとせんと、許可をするということになってくると非常に難し

い。土曜、日曜の扱いやこうどうなるかと思うんです。それで、余り難しいようなとこの簡素化すべきじゃ

ないかと思うんで、特に第５条につきましての解釈をどういうのかちょっと教えてもらいたいんです。 

議長（内海 健次君） 

 田園観光部長。 

田園観光部長（江見 幸治君） 

 それでは、第２条の名称について、そして第５条の搬入許可並びに個体搬入時の手続の簡素化について、

御説明を申し上げます。 

 この獣肉処理施設につきましては、これは美作市の名称でございまして、今募集しておりますのは愛称で

ございます。この愛称を市民から募集いたしまして、親しみやすい、皆様に愛される、そしてこれからの美

作市の一つのシンボルとして活躍できるような名前にしたいと、このような思いもありまして募集をいたし

ました。65名といいますか、65通の方からの応募がありまして、これから審査をいたしまして、近々には市

民の皆様に愛称の名前が決定したことをお知らせしたいと、このように考えております。 

 それから、第５条の搬入許可でございますけども、これは搬入手続事務の簡素化ということにつきまして

あわせて説明をさせていただきますと、美作市の猟友会のメンバーで各駆除班に加入しておられる方は、施

設で名前等の確認ができます。個体を持ち込まれる際には提出をしていただくと、このようなことになりま

す。 

 それから、捕獲者、捕獲場所なども記入した届け出書類に確認方法等も猟友会に周知を徹底して、これを

必要として、尻尾と写真の今までの提供は不要と、このような形で簡素化をしたいと考えております。 

 以上でございます。 

議長（内海 健次君） 

 絹田議員。 

１７番（絹田 和昭君） 

 名称と愛称の違いはあるんですけど、そしたらこの愛称というのはどこに、この施設の建物に看板にどこ

かつけるんかつけないかということと、それから許可というのはそしたら別にこの条例で言う許可はその都

度は出さないということでよろしいんですな。もうその確認だけ。 

議長（内海 健次君） 

 田園観光部長。 

田園観光部長（江見 幸治君） 

 この愛称につきましては、看板かなにかをつけて入り口のところに明記したいと今は考えております。 

 

〔発言の削除〕 
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議長（内海 健次君） 

 暫時休憩いたします。 

                                       午前10時29分 休憩 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

                                       午前10時40分 再開 

議長（内海 健次君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 田園観光部長。 

田園観光部長（江見 幸治君） 

 

 

 

〔発言の削除〕 

 

 

 

議長（内海 健次君） 

                                 〔発言の削除〕 

 

 田園観光部長。 

田園観光部長（江見 幸治君） 

 それでは、改めまして説明を申し上げます。 

 なお、先ほどの件でございますけども、条例の第７条、この条例に定めるもののほか、この条例の施行に

関して必要な事項は規則で定めるということになっております。まことに申しわけありませんが、その規則

のほうをお渡ししておりません。この規則の内容を説明いたしますと、第３条に、個体を施設に搬入しよう

とする者は、別に定める個体受け入れ記録票に必要な事項を記入し、市長に提出しなければならないと、こ

のようになっておりまして、第２に、市長は個体が搬入されたときは、条例第５条の規定及び岡山県野生鳥

獣食肉衛生管理ガイドラインに合致しているかどうかを審査し、これを適当と認めた場合に限り受け入れを

することができるものとすると、このようになっておりますのでよろしくお願いいたします。 

議長（内海 健次君） 

 ここで本城副議長が所用のため退席されます。 

 絹田議員。 

１７番（絹田 和昭君） 

 せっかくの機会です。それから、イノシシをとってきて、時間が２時間以内というようなことがあります

ので、スムーズに搬入して処理できるような体制づくり、条例等の運用を規則で具体的に定めておるんだっ

たら、その規則のとおりにやっていただきたいと思います。 

 これで終わります。 

議長（内海 健次君） 

 以上をもちまして通告順番１番、議席番号17番絹田和昭議員の質問を終了いたします。 
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 続きまして、通告順番２番、議席番号６番岡﨑正裕議員の発言を許可いたします。 

 岡﨑議員。 

６番（岡﨑 正裕君）〔質問席〕 

 休業日についてお尋ねをいたします。 

 第３条第２項の第３号に、市長が特に認めた日というのがありますが、これは機械の修理とか点検とか、

そういうことだけの設定なのか、あるいはオフシーズンというのが、私も猟のことは余りよくわからないん

ですが、オフシーズンというのがあって、その期間も視野に入れた表現になっておるのかというのをお尋ね

いたします。 

議長（内海 健次君） 

 田園観光部長。 

田園観光部長（江見 幸治君） 

 それでは、岡﨑議員の質問に答えさせていただきます。 

 市長が特に認めた日の件でございますけども、これはお盆の８月13日から15日までの期間とか、それから

通常の業務であっても、特別な日といいますのが、先ほど機械の点検等もありましょうし、それから個体の

持ち込みがオフシーズンといいますか、ないときもあるかもしれません。そういうことも想定をいたしまし

て、獣肉の解体処理などの予約がないときに、職員の出勤を要さない日ということで想定をしております。 

議長（内海 健次君） 

 岡﨑議員。 

６番（岡﨑 正裕君） 

 先ほどお盆の話が出たんですが、お正月の休みはここに第２号に書いてあるんですが、お盆というのはこ

こに書いてございませんが、これは休むときもあればやるときもあるというようなことでしょうか。そうい

うことで書いてないということでしょうか。 

議長（内海 健次君） 

 田園観光部長。 

田園観光部長（江見 幸治君） 

 このお盆につきましては特には明記していないわけでございますけども、初めて25年度から運営するわけ

でして、どのような形で固体が入ってくるかということは全くわかりませんので、８月13日、お盆につきま

してもあえてここには明記をしていないということでございます。 

議長（内海 健次君） 

 岡﨑議員。 

６番（岡﨑 正裕君） 

 ちょっと私が気になっておりますのが、最初に年間何日ぐらいというのがあったと思うんですが、それが

日にちがちょっと少なくなってくるとか、多くなることはないんですが、年間に大体これぐらいだろうな

と、オフシーズンがあればこれぐらいの年間の稼働日数だろうなというのが大体わかりますでしょうか。 

議長（内海 健次君） 

 田園観光部長。 

田園観光部長（江見 幸治君） 

 現在の想定では230から240日程度を想定しております。 

〔６番岡﨑正裕君「はい、よろしいです」と呼ぶ〕 
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議長（内海 健次君） 

 続きまして、通告順番３番、議席番号14番岩江正行議員の発言を許可いたします。 

 岩江議員。 

１４番（岩江 正行君）〔質問席〕 

 第３条の施設の業務時間は午前８時から午後５時までとするとのことなんですが、猟友会の人に聞いた

ら、猟をするのは日の出から日の入りまでというようになっとんじゃけども、ほんならそれはどこで決めと

んならというて言うたら、山陽新聞、今さっき見て市長も出とったんじゃけど、どこら辺に書いとんじゃろ

う言うたら、ここじゃというて市長が言われようたけども、あそこを見たら出とるわけじゃな。きょうのや

つが、きょう何時じゃったかな、きょうは６時36分から５時58分なんよ、17時58分。そうしたら、今言よう

るこれ、８時から５時までというて明記しとんじゃけども、大体イノシシやこうが出てくるのは朝早う出た

り、夕方出たりするわけで、餌を食べに。そじゃから、それを駆除するんだったら、持ってきたわ、あっこ

鍵が閉まっとるわ、持っていなにゃあいけんわ、あそこへ投げとったらどがいもならんわというようなこと

だったら困ろう。そじゃから、どんなんかな、これ、受け入れするようなことになると、これ８時から５時

までと書いとんのはちょっといかがなもんかと思うんじゃけども、御回答お願いします。 

議長（内海 健次君） 

 田園観光部長。 

田園観光部長（江見 幸治君） 

 この施設につきましては、獣肉の解体処理業務に当たる時間帯を示したもんでございます。時間外、それ

から捕獲された個体の持ち込み等の希望がある場合には、可能な限り受け入れ態勢ができるようにしたいと

考えております。 

議長（内海 健次君） 

 岩江議員。 

１４番（岩江 正行君） 

 ここの書いとんのは、ほじゃから部長、施設の業務時間というて書いとんで、業務時間というて。ほじゃ

から、受け入れは何時までしますよというてしとかなんだら、これよう頭に置いとかなんだら、置いとった

わ、血抜きは恐らくして持ってくるんじゃろうけども、それをあがいなとこへぽおんと投げとっても困るじ

ゃろうし、受け入れをどういうような形の中でされるんか、あれほど品質管理のことをやかましゅう言われ

とんじゃから、死んだものは受け入れませんよと、そこらで道でぽおんとはねられたり、死んどったような

やつを持ってきても受け入れませんよと言うとるわけじゃから。この辺の時間はきちっとしとかにゃあいけ

んのじゃないかと思うんです。いかがなもんか。 

議長（内海 健次君） 

 田園観光部長。 

田園観光部長（江見 幸治君） 

 岩江議員の言われるとおりでございますが、現在はもう今申し上げましたように、解体の作業時間が８時

から５時までということでございまして、その搬入につきましては、当然そのあたりは十分に実際にこれか

ら起動し出しましたら臨機応変に対応していきたいと思っております。 

議長（内海 健次君） 

 岩江議員。 

１４番（岩江 正行君） 
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 臨機応変にというて言よんじゃから、条例には関係ないんじゃけど、条例についてわしが言ようるわけじ

ゃけえ、質問しょうるわけじゃから、臨機応変ということは今、先ほど前あったんでしょう。じゃから、こ

このとこに何かちょっと１項加えたほうがえんじゃねんかな。 

議長（内海 健次君） 

 岩江議員のアドバイスをどういうふうに受けますか。 

 田園観光部長。 

田園観光部長（江見 幸治君） 

 検討したいと思います。 

〔14番岩江正行君「はい、終わります」と呼ぶ〕 

議長（内海 健次君） 

 通告者の質疑が終了いたしました。 

 他に質疑を受けます。 

 ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 ないようですので、これで議案第15号の質疑を終了いたします。 

 続きまして、議案第16号「美作市企業立地促進条例の一部を改正する条例について」、質疑を行います。 

 発言通告はございませんので、他に質疑を受けます。 

 ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 ないようですので、これで議案第16号の質疑を終了いたします。 

 続きまして、議案第17号「大芦高原国際交流の村設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例につい

て」、質疑を行います。 

 発言通告はございませんので、他に質疑を受けます。 

 ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 ないようですので、これで議案第17号の質疑を終了いたします。 

 続きまして、議案第18号「能登香の里小房リゾート施設設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

について」、質疑を行います。 

 発言通告はございませんので、他に質疑を受けます。 

 ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 ないようですので、これで議案第18号の質疑を終了いたします。 

 続きまして、議案第19号「美作市トム・ソーヤー冒険村設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

について」、質疑を行います。 

 発言通告はございませんので、他に質疑を受けます。 
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 ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 ないようですので、これで議案第19号の質疑を終了いたします。 

 続きまして、議案第20号「美作市東粟倉ふれあいセンターの指定管理者の指定について」、質疑を行いま

す。 

 発言通告はございませんので、他に質疑を受けます。 

 ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 ないようですので、これで議案第20号の質疑を終了いたします。 

 続きまして、議案第21号「美作市放課後児童健全育成事業施設の指定管理者の指定について」、質疑を行

います。 

 発言通告はございませんので、他に質疑を受けます。 

 ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 ないようですので、これで議案第21号の質疑を終了いたします。 

 続きまして、議案第22号「美作市高齢者生活福祉センターの指定管理者の指定について」、質疑を行いま

す。 

 発言通告はございませんので、他に質疑を受けます。 

 ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 ないようですので、これで議案第22号の質疑を終了いたします。 

 続きまして、議案第23号「美作市英愛センターの指定管理者の指定について」、質疑を行います。 

 発言通告はございませんので、他に質疑を受けます。 

 ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 ないようですので、これで議案第23号の質疑を終了いたします。 

 続きまして、議案第24号「美作市コスモス苑の指定管理者の指定について」、質疑を行います。 

 発言通告はございませんので、他に質疑を受けます。 

 ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 ないようですので、これで議案第24号の質疑を終了いたします。 

 続きまして、議案第25号「美作市作東老人福祉センターの指定管理者の指定について」、質疑を行いま

す。 
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 発言通告はございませんので、他に質疑を受けます。 

 ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 ないようですので、これで議案第25号の質疑を終了いたします。 

 続きまして、議案第26号「美作市高齢者福祉センター「やまゆり苑」の指定管理者の指定について」、質

疑を行います。 

 発言通告はございませんので、他に質疑を受けます。 

 ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 ないようですので、これで議案第26号の質疑を終了いたします。 

 続きまして、議案第27号「美作市大原居宅サービスセンターの指定管理者の指定について」、質疑を行い

ます。 

 発言通告はございませんので、他に質疑を受けます。 

 ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 ないようですので、これで議案第27号の質疑を終了いたします。 

 続きまして、議案第28号「美作市いきいきゆうゆうの里地域福祉センターの指定管理者の指定につい

て」、質疑を行います。 

 発言通告はございませんので、他に質疑を受けます。 

 ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 ないようですので、これで議案第28号の質疑を終了いたします。 

 続きまして、議案第29号「美作市いきいきゆうゆうの里世代交流多目的ホール・多目的運動広場・遊歩自

然公園の指定管理者の指定について」、質疑を行います。 

 発言通告はございませんので、他に質疑を受けます。 

 ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 ないようですので、これで議案第29号の質疑を終了いたします。 

 続きまして、議案第30号「山の学校の指定管理者の指定について」、質疑を行います。 

 発言通告はございませんので、他に質疑を受けます。 

 ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 ないようですので、これで議案第30号の質疑を終了いたします。 
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 続きまして、議案第31号「作東吉野きんちゃい館の指定管理者の指定について」、質疑を行います。 

 発言通告はございませんので、他に質疑を受けます。 

 ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 ないようですので、これで議案第31号の質疑を終了いたします。 

 続きまして、議案第32号「美作市都市農村交流促進施設「彩菜みまさか」の指定管理者の指定につい

て」、質疑を行います。 

 発言通告はございませんので、他に質疑を受けます。 

 ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 ないようですので、これで議案第32号の質疑を終了いたします。 

 続きまして、議案第33号「美作市湯郷駐車場の指定管理者の指定について」、質疑を行います。 

 発言通告はございませんので、他に質疑を受けます。 

 ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 ないようですので、これで議案第33号の質疑を終了いたします。 

 続きまして、議案第34号「大芦高原キャンプ場の指定管理者の指定について」、質疑を行います。 

 発言通告はございませんので、他に質疑を受けます。 

 ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 ないようですので、これで議案第34号の質疑を終了いたします。 

 続きまして、議案第35号「美作市トム・ソーヤー冒険村の指定管理者の指定について」、質疑を行いま

す。 

 発言通告はございませんので、他に質疑を受けます。 

 ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 ないようですので、これで議案第35号の質疑を終了いたします。 

 続きまして、議案第36号「美作市ベルピール自然公園の指定管理者の指定について」、質疑を行います。 

 発言通告はございませんので、他に質疑を受けます。 

 ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 ないようですので、これで議案第36号の質疑を終了いたします。 

 続きまして、議案第37号「能登香の里小房の指定管理者の指定について」、質疑を行います。 
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 発言通告はございませんので、他に質疑を受けます。 

 ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 ないようですので、これで議案第37号の質疑を終了いたします。 

 続きまして、議案第38号「作東バレンタインホテルの指定管理者の指定について」、質疑を行います。 

 発言通告はございませんので、他に質疑を受けます。 

 ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 ないようですので、これで議案第38号の質疑を終了いたします。 

 続きまして、議案第39号「市道路線の廃止及び認定について」、質疑を行います。 

 発言通告はございませんので、他に質疑を受けます。 

 ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 ないようですので、これで議案第39号の質疑を終了いたします。 

 続きまして、議案第40号「美作市内の辺地に係る総合整備計画の策定について」、質疑を行います。 

 発言通告はございませんので、他に質疑を受けます。 

 ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 ないようですので、これで議案第40号の質疑を終了いたします。 

 ただいまから10分間休憩いたします。 

                                       午前11時01分 休憩 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

                                       午前11時11分 再開 

議長（内海 健次君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 続きまして、議案第41号「平成24年度美作市一般会計補正予算（第８号）」について、質疑を行います。 

 それでは、発言通告順に発言を許可します。 

 通告順番１番、議席番号６番岡﨑正裕議員。 

 岡﨑議員。 

６番（岡﨑 正裕君）〔質問席〕 

 高額の補正がありまして、ちょっと気になったものですから質問をさせていただきます。 

 31ページの工事請負費、これが１億6,000万円ほどの減額になっております。これは何でしょうかという

ことと、次のページの公共下水道費の中のその他下水道経費補助金２億円ほどですか、の説明をお願いいた

します。 

議長（内海 健次君） 
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 建設部長。 

建設部長（春名 修治君） 

 それでは、31ページの工事請負費１億6,006万1,000円の内訳ですが、国庫補助事業７路線8,113万1,000円

と起債事業５路線7,543万円、単独事業350万円で１億6,006万1,000円となります。理由といたしましては、

国庫補助の予算が割り当てがつかなかったという理由が１点、それから工法の見直し、それから入札による

問題、それから用地の難航によるということで１億6,000万円の減額となっております。 

 以上でございます。 

議長（内海 健次君） 

 企画振興部長。 

企画振興部長（大寺 剛寅君） 

 それでは、32ページの款８、項５、目１、節19の２億3,911万円追加の負担金補助及び交付金について御

説明申し上げます。 

 これは下水道事業会計におきましては、下水道事業の普及率が高いということがございまして、平成23年

度末で約290億円の起債がございます。毎年度20億円を超える元利償還をしておりますが、地方交付税によ

り元利償還金の約45％が算入されておりますが、基準内の繰り出しのみでは経営が成り立たないという状況

が続いております。美作市の今後の財政運営にも大きな影響があるということで危惧いたしておりますし、

早急な経営改善の検討が求められているところでございます。 

 平成24年度補正後の農林水産業費、土木費、合わせた繰出金は23億8,370万円で、このうち約９億1,200万

円が基準外の赤字補填の繰出金となります。平成22年度から当初予算では農林水産業費、土木費、合わせま

して21億円で予算編成をしておりました。しかし、下水道事業会計は平成20年度から毎年１億2,000万円か

ら１億5,000万円の基金取り崩しが続いております。合併当時13億円以上ありました基金は、現在平成23年

度末で６億3,300万円に減少しております。一般会計で赤字補填をしない場合は基金を取り崩しての決算と

なり、基金残高も減少し、今後の予算編成に支障が出るおそれがありますので、今回の補正で現金収支の赤

字見込み額全額を繰り出すことといたしました。なお、不用額等につきましては、剰余金は翌年度で精算し

たいと考えております。 

 以上でございます。 

議長（内海 健次君） 

 岡﨑議員。 

６番（岡﨑 正裕君） 

 今、入札の問題、それから用地買収という話が出たんですが、もうちょっと詳しくお願いいたします。 

議長（内海 健次君） 

 建設部長。 

建設部長（春名 修治君） 

 先ほど申し上げましたように、国庫補助事業は７路線で川北田渕、西谷小房線、平福山外野線、畑沖位田

線と久賀長谷内、壬生滝、田原吉田というのがあります。これにつきましては入札によって入札残かなり出

た関係上、路線に振りかえております。その関係で入札の結果によるものという説明をさせていただきまし

た。 

 それから、用地の問題につきましては、合併特例債で行っております道路改良で、用地がなかなか難しい

ということで工事ができなかったということで工事請負費を減額させていただいております。 
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 以上です。 

議長（内海 健次君） 

 岡﨑議員。 

６番（岡﨑 正裕君） 

 よろしい。 

議長（内海 健次君） 

 以上をもちまして通告順番１番、議席番号６番岡﨑正裕議員の質問が終了いたしました。 

 続きまして、通告順番２番、議席番号14番岩江正行議員の発言を許可いたします。 

 岩江議員。 

１４番（岩江 正行君）〔質問席〕 

 ６番議員の説明でよくわかりましたんで、結構でございます。取り下げます。 

議長（内海 健次君） 

 通告者の質疑が終了いたしました。 

 他に質疑を受けます。 

 ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 ないようですので、これで議案第41号の質疑を終了いたします。 

 続きまして、議案第42号「平成24年度美作市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）」について、質疑

を行います。 

 発言通告はございませんので、他に質疑を受けます。 

 ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 ないようですので、これで議案第42号の質疑を終了いたします。 

 続きまして、議案第43号「平成24年度美作市介護保険特別会計補正予算（第２号）」について、質疑を行

います。 

 発言通告はございませんので、他に質疑を受けます。 

 ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 ないようですので、これで議案第43号の質疑を終了いたします。 

 続きまして、議案第44号「平成24年度美作市簡易水道特別会計補正予算（第２号）」について、質疑を行

います。 

 発言通告はございませんので、他に質疑を受けます。 

 ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 ないようですので、これで議案第44号の質疑を終了いたします。 
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 続きまして、議案第45号「平成24年度美作市土地取得特別会計補正予算（第１号）」について、質疑を行

います。 

 発言通告はございませんので、他に質疑を受けます。 

 ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 ないようですので、これで議案第45号の質疑を終了いたします。 

 続きまして、議案第46号「平成24年度美作市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算（第２号）」につ

いて、質疑を行います。 

 発言通告はございませんので、他に質疑を受けます。 

 ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 ないようですので、これで議案第46号の質疑を終了いたします。 

 続きまして、議案第47号「平成24年度美作市公園墓地事業特別会計補正予算（第１号）」について、質疑

を行います。 

 発言通告はございませんので、他に質疑を受けます。 

 ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 ないようですので、これで議案第47号の質疑を終了いたします。 

 続きまして、議案第48号「平成24年度美作市都市と農村の交流施設特別会計補正予算（第１号）」につい

て、質疑を行います。 

 発言通告はございませんので、他に質疑を受けます。 

 ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 ないようですので、これで議案第48号の質疑を終了いたします。 

 続きまして、議案第49号「平成24年度美作市老人保健施設事業特別会計補正予算（第２号）」について、

質疑を行います。 

 発言通告はございませんので、他に質疑を受けます。 

 ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 ないようですので、これで議案第49号の質疑を終了いたします。 

 続きまして、議案第50号「平成24年度矢田茂・原田政次郎・福田五男奨学基金特別会計補正予算（第１

号）」について、質疑を行います。 

 発言通告はございませんので、他に質疑を受けます。 

 ございませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 ないようですので、これで議案第50号の質疑を終了いたします。 

 続きまして、議案第51号「平成24年度美作市武蔵の里特別会計補正予算（第２号）」について、質疑を行

います。 

 発言通告はございませんので、他に質疑を受けます。 

 ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 ないようですので、これで議案第51号の質疑を終了いたします。 

 続きまして、議案第52号「平成24年度美作市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）」について、質

疑を行います。 

 発言通告はございませんので、他に質疑を受けます。 

 ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 ないようですので、これで議案第52号の質疑を終了いたします。 

 続きまして、議案第53号「平成24年度美作市愛の村パーク特別会計補正予算（第１号）」について、質疑

を行います。 

 それでは、発言通告順に発言を許可します。 

 通告順番１番、議席番号14番岩江正行議員の発言を許可します。 

 岩江議員。 

１４番（岩江 正行君）〔質問席〕 

 議案第53号「平成24年度美作市愛の村パーク特別会計補正予算（第１号）」について、質問させていただ

きます。 

 歳入が事業収入が5,534万3,000円、ほいで一般会計からの繰り入れしとんが3,593万1,000円、その上にま

た今回、373万1,000円という補正が出とんですが、これについての内容。ちょっとこれ多過ぎる、一般会計

からだけでも、これ何ぼうになるんかな、5,534万3,000円から3,593万1,000円と373万1,000円を足したら、

これ何ぼうになるんかな、何％になるんかな。事業収入に近いようなお金を繰り入れしょうるわけじゃけ

ど、とりあえずまだ今回の373万1,000円という、こいつについての中身をちょっと教えてください。 

議長（内海 健次君） 

 田園観光部長。 

田園観光部長（江見 幸治君） 

 それでは、愛の村パークの事業収入の5,534万3,000円と一般会計繰入金の3,593万1,000円で、今回が

373万1,000円の繰入金の件でございますけども、事業収入でございますが、24年度につきましては5,534万

3,000円でございまして、その内訳でございます。当初予算につきましては、宿泊料が452万3,000円、それ

から食事料が2,140万円、売店収入が1,750万円、温泉等の使用料が1,178万円等でございまして、それを予

算計上しておりましたが、今回の決算見込みによりまして、歳入総額が4,527万4,000円というふうになる見

込みでございます。1,006万9,000円を更正減額する次第でございます。 
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 次に、一般会計の繰入金373万1,000円の追加補正でございますけども、これを補正いたしまして、総額が

3,593万1,000円となりまして、その補正予算の内訳でございますけども、そのうち主な収入が宿泊料が52万

7,000円、それから食事料が137万7,000円、売店収入が469万8,000円、温泉使用料等が319万7,000円、それ

ぞれ更正減額をいたしております。 

 そしてそれから、歳出につきましては、賃金等の見直しによる人件費が291万8,000円、食事の賄い材料費

が364万2,000円等、それぞれ更正減額をしておりまして、歳入総額が4,566万5,000円、歳出総額が8,159万

6,000円となる決算見込みでございまして、繰入金の総額が3,593万1,000円となることから、今回373万

1,000円の補正をお願いするものでございます。 

議長（内海 健次君） 

 岩江議員。 

１４番（岩江 正行君） 

 とりあえず赤字が出たというこっちゃろう。なぜこういうなもんが出るんかということを聞かなんだら、

数字のからくりばあ言うたっていけんのんじゃ。原因は何ならということを聞きたいわけじゃから、なぜこ

ういうな赤字が出るんならと。お客は来よんか来よらんのんか。それとも、売り上げがもう少し食事やこう

高うしてもえんじゃけども、安うしょうるからとかなんとか、何か理由があるはずなんよ。その辺のとこが

わかったら、簡単でいいですから教えてください。 

議長（内海 健次君） 

 田園観光部長。 

田園観光部長（江見 幸治君） 

 今回の補正予算の歳入のほうにも明記しておりますけども、やはりレストランの食事料の売り上げのほう

が当初予算よりも少なかったということ、それから売店の収入も大きく当初の予定よりも下がっていると、

この２点が大きな原因だと思っております。 

 それともう一点は、温泉のほうもやはりシーズンには、例えば４月から９月ごろまではある程度来られる

わけでございますけども、それ以降が大幅に減少すると、この傾向がありまして、これを25年度には何とか

対応しないと同じようなことを繰り返すんじゃないかと、このように思っております。 

議長（内海 健次君） 

 岩江議員。 

１４番（岩江 正行君） 

 とりあえずこれ払わにゃあいけんわけじゃから、じゃから来年度に新年度に向けては、もうこういうよう

な、余りいい数字を見過ぎとるけん、こういうな赤字が出るわけじゃけえ。事業収入がたくさんあったんじ

ゃ、レストランがもっと売り上げがええというような見込みにするから、今もう景気が悪いときじゃから、

よう抑えた形の中でせなんだら、余計また出るど。そういうことで、来年度は十分頑張ってください。 

議長（内海 健次君） 

 通告者の質疑が終了いたしました。 

 他に質疑を受けます。 

 ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 ないようですので、これで議案第53号の質疑を終了いたします。 
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 続きまして、議案第54号「平成24年度美作市水道事業会計補正予算（第２号）」について、質疑を行いま

す。 

 発言通告はございませんので、他に質疑を受けます。 

 ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 ないようですので、これで議案第54号の質疑を終了いたします。 

 続きまして、議案第55号「平成24年度美作市下水道事業会計補正予算（第１号）」について、質疑を行い

ます。 

 発言通告はございませんので、他に質疑を受けます。 

 ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 ないようですので、これで議案第55号の質疑を終了いたします。 

 続きまして、議案第56号「平成25年度美作市一般会計予算」について、質疑を行います。 

 それでは、発言通告順に発言を許可します。 

 通告順番１番、議席番号６番岡﨑正裕議員。 

 岡﨑議員。 

６番（岡﨑 正裕君）〔質問席〕 

 ２点、お尋ねをいたします。 

 まずは、97ページの商工業振興費ですが、これが前年に比べて大幅に減になっております。これは骨格予

算というふうなことを考えられてやっておられるのか。例えば例を挙げてみますと、商工会の助成金が

2,000万円から500万円、それから地域振興活性化事業補助金が、これは大体同じなんですが、そのほかにた

ばこ小売組合助成金がございません。それから、美作市商店街活性化事業補助金というのもございません。

それから、商工会活性化イベント補助金、これもありません。それから、次の美作市自慢の一品づくり、こ

れはことしはやらないんでしょうから、それは結構なんですが、そういった関係で、その次の商業振興対策

事業補助金、これもありませんので、どういうことでこういうふうになっておるのかという説明をお願いい

たします。 

 それからもう一つは、102ページの大芦高原国際交流村管理費ですが、大幅にこれが減っておりまして、

その関係でどういうふうになっておるのか、そこの中で工事請負費というのがふえておるんですが、これは

どういう予定になっておるのか、残念ながら廃止というのがささやかれる中で、この投資というのがどうい

う効果を生んでいくのかということを質問いたします。 

議長（内海 健次君） 

 田園観光部長。 

田園観光部長（江見 幸治君） 

 それでは、まず商工費の中の商工振興費で負担金補助及び交付金の1,277万5,000円で、商工会助成金、そ

れから地域振興活性化事業補助金、空き店舗対策補助金までについて御説明を申し上げますが、これは先ほ

ど議員言われましたように今回は骨格予算でございます。３カ月間の予算を計上させていただいておりま

す。商工会の助成につきましては、年間2,000万円ということになっておりますけれども、今回は500万円と
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いうことに計上させていただいております。それから、地域活性化事業補助金の75万5,000円につきまして

は、例年どおりでございまして、カタクリの里の保存事業８万5,000円、それから河会ホタル祭りの事業が

17万円、三星山活性化事業が50万円、こういう内容でございます。 

 そしてもう一点、空き店舗対策でございますけども、これは702万円を計上させていただいておりまし

て、１店舗につき、補助金200万円の３件分が600万円、それから家賃の補助といたしまして、既存の分と新

規の分を合わせまして６件分の102万円ということで、合計で702万円を計上させていただいております。 

 それから次に、今抜けておりますものは、この６月でまた改めて予算計上をさせていただこうと思ってお

ります。 

 それから、大芦高原国際交流村の経費でございます5,055万6,000円でございますが、この予算につきまし

ても議員は御存じだと思います、12月にちょっと説明をさせていただきましたが、４月から６月までの３カ

月間にわたりましてリニューアル工事を行います。これが3,500万円を計上させていただいております。そ

の期間中、休むわけでございますんで、賃金、需用費、委託料等最低限度の経費を今回計上させていただい

ていると、このような内容になっております。 

議長（内海 健次君） 

 岡﨑議員。 

６番（岡﨑 正裕君） 

 ２回目ですが、ちょっと答弁漏れがあったと思うんですが、3,500万円の工事費というのが出ておるんで

すが、これは閉鎖云々という話がささやかれておるんですが、そこの中でどういうふうなことに使われるの

か、その費用対効果の中で、これはもうあとわずかなといえば言葉が悪いんですけれども、そこの中でうま

く費用対効果が出るのか、その内容について3,500万円の内容について、再度お願いいたします。 

議長（内海 健次君） 

 田園観光部長。 

田園観光部長（江見 幸治君） 

 お風呂の天井等が大変傷んでおります、それの修繕、それから今現在レストラン等があるわけでございま

して、それから大広間等もあるわけでございますけども、そこをリニューアルいたしまして、よりお客さん

に楽しんでもらえるような利便性を持った内容として生まれ変わると、改修をするようにしております。 

 それから、これ今後、今条例にも出しておりますけども、株式会社のほうに移行するということもありま

して、そのために少しでもその活性化といいますか、利用者をふやすために投資をするというふうなことに

なっております。 

〔６番岡﨑正裕君「はい、結構です」と呼ぶ〕 

議長（内海 健次君） 

 以上をもちまして通告順番１番、議席番号６番岡﨑正裕議員の質問を終了いたします。 

 続きまして、通告順番２番、議席番号14番岩江正行議員の発言を許可いたします。 

 岩江議員。 

１４番（岩江 正行君）〔質問席〕 

 25年度の一般会計予算の49ページ、美作国1300年記念事業負担金について1,280万円、このことについて

投資効果、どのぐらい見込んどんじゃろうかということ、見込んでなかったら見込んでないというて言うた

らよろしいんでということと、それから２、３は取り下げます。 

 それから、４番目についてですが、きのう帰ったら、漁業組合のほうからまた賦課金を１万円か7,000円
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だった、何ぼうか知らん、請求書が来ておりました。ほいで、94ページでカワウ対策委託料ということで

20万円予算計上しとんじゃが、これで万全なんじゃろうか。今言ようるこの吉野川水系のアユが、カワウが

ほんまに飛行機が編制組んだような形になって…… 

〔「群れじゃ」と呼ぶ者あり〕 

 何でもええ、黙っとけ。魚を、一遍潜ったら何匹もばばっと食うて上がるらしいです。じゃから、この吉

野川よりか、うちの川上川まではえじゃこまで今度は少のうなっとる。この原因は何ならというて言うた

ら、カワウじゃないかというて皆が言よんじゃけれども、これについての対策、この20万円で万全なんか、

万全じゃないのか、それとも申しわけにつけたんか、どがいしょう思うんか、この20万円で、その中身をち

ょっと教えてください。 

議長（内海 健次君） 

 企画振興部長。 

企画振興部長（大寺 剛寅君） 

 それでは、49ページの款２、項１、目６の負担金補助及び交付金の1,280万円についての投資効果でござ

いますけれども、現在のところ、事業につきましてほぼ確定いたしております。事業総額が10市町村分の事

業が8,420万円となっております。これがある程度決まりましたので、当市でつくっております産業連関表

等によりまして投資効果を今後出していきたいと思います。 

 以上でございます。 

〔14番岩江正行君「何じゃあ、ちょっとはっきり言わにゃあいけん」と呼ぶ〕 

議長（内海 健次君） 

 副市長。 

副市長（皆木 照夫君） 

 カワウ対策のほうなんですけれども、20万円ということで、これ十分なんかということで、決して十分と

も思うてないんですけれども、実は24年度から問題がずっとあった分ですけれども、漁業協同組合との話の

中で、まず20万円でやってみていただきたいと。その結果によって、多分この１年間の結果が報告されると

思いますので、委託料でございますので、それによって次の対策を考えたいということで、当初予算、骨格

でございますので、その結果を見ての動きになるだろうとは思うんですけれども、やはり岩江議員言われま

すように、漁業のほうも本当にアユがとれないとか、放すんですけれども、とれないという報告もありま

す。市のほうもほとんどなかなかできなんだんで、去年の漁業協同組合との話の中でやりましたので、まず

その金額をここで一応組ませていただいております。結果を見てまた動きがあるかもしれません。 

議長（内海 健次君） 

 岩江議員。 

１４番（岩江 正行君） 

 企画部長、ちょっとわからんのじゃ、言ようることが。その10市町村でこうこうでなっておりますという

ようなことじゃなしに、美作市が1,280万円出すんじゃが、投資効果はどのくらい見込んどんですかと。見

込まず、そんなことは計算しとらんのんじゃと、とりあえず今10市町村でこんだけじゃという割合が来とる

から、こんだけ計上しとるだけだというような答弁なんか、そこのところをはっきりしてくれなんだら、そ

うじゃろう。 

 それと、今言ようる副市長の言ようることでわかりました。とりあえずカワウについてほんまにうちの下

の杉ノ宮の井堰の下の辺やこうでもようアユがつきょうたんじゃけども、岩の上へじっと待ちようるわけじ
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ゃけえ、アユが来るのを。そういうことでよろしくお願いします。 

 １番についてのちょっと回答。 

議長（内海 健次君） 

 企画振興部長。 

企画振興部長（大寺 剛寅君） 

 現在のところ、投資効果については計算しておりませんけれども、先ほど申しましたように、今年度でき

上がります産業連関表、美作市の独自のものができますので、それに現在確定しましたいろんな事業の事業

費と事業の内容を当てはめまして投資効果を出していきたいと思いますので、よろしくお願いいたしたいと

思います。 

議長（内海 健次君） 

 岩江議員。 

１４番（岩江 正行君） 

 1300年記念事業ということで、うちだけじゃなしにこの美作国が10カ市町村で大イベントを組んでいきょ

うるやつじゃから、少しでもまたこの美作の地の中でも湯郷温泉、宮本武蔵、この辺を中心に全国にアピー

ルできるように頑張っていただきたいと、かように思います。 

 終わります。 

議長（内海 健次君） 

 通告者の質疑が終了いたしました。 

 他に質疑を受けます。 

 ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 ないようですので、これで議案第56号の質疑を終了いたします。 

 続きまして、議案第57号「平成25年度美作市国民健康保険特別会計予算」について、質疑を行います。 

 発言通告はございませんので、他に質疑を受けます。 

 ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 ないようですので、これで議案第57号の質疑を終了いたします。 

 続きまして、議案第58号「平成25年度美作市介護保険特別会計予算」について、質疑を行います。 

 発言通告はございませんので、他に質疑を受けます。 

 ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 ないようですので、これで議案第58号の質疑を終了いたします。 

 続きまして、議案第59号「平成25年度美作市簡易水道特別会計予算」について、質疑を行います。 

 発言通告はございませんので、他に質疑を受けます。 

 ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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議長（内海 健次君） 

 ないようですので、これで議案第59号の質疑を終了いたします。 

 続きまして、議案第60号「平成25年度美作市土地取得特別会計予算」について、質疑を行います。 

 発言通告はございませんので、他に質疑を受けます。 

 ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 ないようですので、これで議案第60号の質疑を終了いたします。 

 続きまして、議案第61号「平成25年度美作市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算」について、質疑を行

います。 

 発言通告はございませんので、他に質疑を受けます。 

 ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 ないようですので、これで議案第61号の質疑を終了いたします。 

 続きまして、議案第62号「平成25年度美作市公園墓地事業特別会計予算」について、質疑を行います。 

 発言通告はございませんので、他に質疑を受けます。 

 ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 ないようですので、これで議案第62号の質疑を終了いたします。 

 続きまして、議案第63号「平成25年度美作市都市と農村の交流施設特別会計予算」について、質疑を行い

ます。 

 発言通告はございませんので、他に質疑を受けます。 

 ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 ないようですので、これで議案第63号の質疑を終了いたします。 

 続きまして、議案第64号「平成25年度美作市老人保健施設事業特別会計予算」について、質疑を行いま

す。 

 発言通告はございませんので、他に質疑を受けます。 

 ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 ないようですので、これで議案第64号の質疑を終了いたします。 

 続きまして、議案第65号「平成25年度矢田茂・原田政次郎・福田五男奨学基金特別会計予算」について、

質疑を行います。 

 発言通告はございませんので、他に質疑を受けます。 

 ございませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 ないようですので、これで議案第65号の質疑を終了いたします。 

 続きまして、議案第66号「平成25年度美作市武蔵の里特別会計予算」について、質疑を行います。 

 発言通告はございませんので、他に質疑を受けます。 

 ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 ないようですので、これで議案第66号の質疑を終了いたします。 

 続きまして、議案第67号「平成25年度美作市後期高齢者医療特別会計予算」について、質疑を行います。 

 発言通告はございませんので、他に質疑を受けます。 

 ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 ないようですので、これで議案第67号の質疑を終了いたします。 

 続きまして、議案第68号「平成25年度美作市愛の村パーク特別会計予算」について、質疑を行います。 

 発言通告はございませんので、他に質疑を受けます。 

 ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 ないようですので、これで議案第68号の質疑を終了いたします。 

 続きまして、議案第69号「平成25年度美作市水道事業会計予算」について、質疑を行います。 

 発言通告はございませんので、他に質疑を受けます。 

 ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 ないようですので、これで議案第69号の質疑を終了いたします。 

 続きまして、議案第70号「平成25年度美作市病院事業会計予算」について、質疑を行います。 

 発言通告はございませんので、他に質疑を受けます。 

 ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 ないようですので、これで議案第70号の質疑を終了いたします。 

 続きまして、議案第71号「平成25年度美作市下水道事業会計予算」について、質疑を行います。 

 発言通告はございませんので、他に質疑を受けます。 

 ございませんか。 

 新免議員。 

１８番（新免 昌和君） 

 下水道事業会計ですが、公営企業ですので暫定予算というわけにはいかない予算だというふうに思いま
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す。そこで、お尋ねをいたします。 

 第２条の関係にかかわりましてですけれども、業務の予定量との関係で、質問は１人当たりの使用料の比

率の問題でお尋ねをしたいというふうに思います。 

 その内容につきましては、公共下水道におきましては39ページの款１、項１、目１、款項目みんな１なん

ですが、これのうち公共下水道では2,976万2,000円が基本料金で、超過料金が１億1,523万8,000円となって

います。それから、特定環境保全公共下水道事業におきましては40ページですが、款２、項１、目１の関係

ですが、基本料金が5,743万7,000円、超過料金が１億4,056万3,000円となっています。それから、農業集落

排水のほうでは41ページですが、基本料金が1,760万6,000円、超過料金が3,279万4,000円、それから小規模

集合排水処理事業ですけれども、これにおきましては42ページですが、款が４ですけれども、基本料金が

53万8,000円、超過料金が72万2,000円、次に個別排水処理事業ですけれども、基本料金が264万8,000円、超

過料金が371万2,000円、次に生活排水ですけども、基本料金の分が166万4,000円、超過料金が263万6,000円

となっています。 

 このことで、１ページの水洗化人口、年間排水処理量との関係で、これを１人当たりの使用料に直してみ

ますと、年間で公共下水道では２万3,693円、特環においては１万3,580円、農集においては１万2,017円、

小規模集合においては１万1,667円、個別排水処理事業においては１万1,138円、生活排水処理事業において

は１万513円という形になっています。これは年間料金です。 

 そこで、公共下水道事業を１人当たりの使用料を１と見た場合に、特定環境保全公共下水道事業において

は57％、農業集落排水事業においては51％、小規模集合排水処理事業においては49％、個別排水処理事業に

おいては47％、生活排水処理事業においては44％ということで、全体平均してみますと、公共下水道事業を

１とした場合に、公共下水道も入れて平均を出しますと、66％という数字になってまいります。 

 そこで、なぜこういうことになってくるのか。特環等から生活排水処理事業までの間は57％から44％とい

う説明をしましたが、このあたりは77％ですから、1.3倍程度の差が出てきますけれども、ここら辺の内容

についてどうなっているのかお尋ねをいたします。 

議長（内海 健次君） 

 上下水道部長。 

上下水道部長（中尾 友保君） 

 新免議員の御質問の予定水洗化人口と下水道使用料収入の関係でございますが、１ページの第２条の業務

予定量に示しております事業ごとの水洗化人口と、39ページ以降に示しております事業ごとの下水道使用料

予定額につきまして、これにつきましてはちょっと新免議員のお尋ねと違う算出になるんですが、１人１日

当たりの使用料収入額を算出いたしますと、公共下水道事業では64.9円、特定環境保全公共下水道事業では

37.2円、農業集落排水事業では32.9円、小規模集合排水処理事業では32円、個別排水処理事業では30.5円、

生活排水処理事業では28.8円となっております。公共下水道事業が突出して高い値で、次に特環、あとの農

集以下４事業は若干の差はあるものの、30円前後という結果となっております。 

 このように一律ではなく、各事業で差異が生じているのは、大きく２つの理由があるからです。 

 １つは、各事業エリアで地理的、経済的条件に違いがあることです。公共下水道エリアは、湯郷、入田、

林野、明見、豊国原、北山、楢原を中心にした地域で、いわゆる商店、旅館、温泉、工場などの営業用水の

比率が高く、事業計画書でも定住人口を基礎とした生活汚水量に対する営業用の汚水量の比率を60％と設定

しております。また、特環事業エリアは、勝田、大原、西南、粟井、江見、土居、吉野、英田処理区で、公

共ほどではありませんが、地域内には商店、学校、工場などがあります。営業用水率は60％に対しまして
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15から30％で設定をしております。農集、小規模集合排水、個別排水、生活排水事業は対象となる地域に

は、商店、学校などが散在しており、一般排水の営業用水は低い状況であります。 

 もう一つの理由は、使用料単価が各旧町村間で違いがあることです。旧大原、東粟倉、作東では基本料金

６トンまでが945円、超過料金が１トン当たり136.5円、旧美作、旧勝田では基本料金６トンまでが882円、

超過料金１トン当たり136.5円、旧英田では基本料金６トンまでが882円、超過料金１トン当たり105円とな

っている、こういう算出根拠から成っております。 

 以上です。 

議長（内海 健次君） 

 新免議員。 

１８番（新免 昌和君） 

 答弁は基本的には、対象の事業ごとに使用人数の形態が違う、特に公共下水道の水洗化人口においては流

動人口が加味されているので、こういう結果になっているという内容の答弁であったというふうに思いま

す。 

 ただ、あと問題なのは、先ほど少し触れましたけれども、そういう公共下水道事業を外した場合にでも市

民の１人当たりの使用料で70％、仮に特定環境保全事業はこの中では先ほど公共下水道に対しては57％と言

いましたけれども、生活排水処理事業では44％という形で約77％の差が出ていると。特環を１にした場合に

は生活排水処理事業は77％という低い使用料金になるということで、このあたりに対して１つは地域ごとに

料金体系が違うことも影響しているということの答弁であったというふうに思うんですけども、ここらあた

りについて、市民の負担感について余りこれ大きな問題にはなっておりませんが、このあたりについてどの

ように対応していくのかということも配慮が必要になってくると思うんです。そのあたりについての予算編

成上の考え方も含めた御答弁をいただけたらと思います。 

議長（内海 健次君） 

 市長。 

市長（安東 美孝君） 

 上下水道料金、ここでは下水道使用料金ということで新免議員からの御質問でございますが、いずれ下水

道料金にかかわらず、公共料金そのものの統一ということは、これは合併以来の大きな課題というふうにな

っております。市民の立場から申し上げますと、どういった事業で下水道ができ上がるか、例えば水道事業

でもそうなんですが、どういった事業を適用してサービスを受けれるかというのは、市民では余り決めれる

分野ではございません。行政の都合でこの事業を適用しょうるという部分が多々あります。必ずしも田舎の

ほうに公共下水道が適用できないからという部分もありますが、下水道で限って言いますと、やはり目的は

環境整備という大きな目的があります。そういった目標の中で市民に地域によって事業によって、料金に格

差があるということについては、大変あってはならないというふうに思っております。それが合併以来の課

題の中でなかなか統一がし切れてないという部分でございます。今後、市民の皆さんの御理解と御協力をい

ただきながら、料金の統一を図っていかなければならない、料金の統一に取り組んでいかなければならない

というふうに思っております。 

 少しそれますが、新免議員は先日の一般質問の締めくくりの中で、今期を持って８期32年の議員活動を終

止符を打つというふうにお聞きをしました。少しそれて申しわけありません、私にとりましては旧美作町時

代からきょうまでの全てが一緒にあったと、とりわけ思いも深いものがあります。常に市民生活、今回の御

質問もそうですが、市民生活への軸足を置かれて議会活動が多く、とりわけ合併後の新しい美作市の福祉の
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分野には私ども執行部がいやと、ノーと言えない質問が確実な実績を残されてきております。議会運営に当

たりましても、常に良識のかなめでありまして、議会と執行部がしっかりと歯車がかみ合う活躍をしていた

だきましたことに、改めて御礼を申し上げたいと思います。今回、私と同じように体調不良ということで引

退されるとお聞きしております。本来ならばもっともっと現役で活躍をしていただきたいというふうに思い

ますが、これもやむを得ないもんだろうというふうに思います。きょうまでの御活躍に敬意と感謝を申し上

げまして、私からの答弁とさせていただきます。 

議長（内海 健次君） 

 新免議員。 

１８番（新免 昌和君） 

 どうもありがとうございます。身に余るお褒めの言葉をいただきましてありがとうございます。筋が外れ

ておりますけれども、お礼の言葉とさせていただきます。 

 以上。 

議長（内海 健次君） 

 他に質疑を受けます。 

 ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 ないようですので、これで議案第71号の質疑を終了いたします。 

 以上で全ての議案に対する質疑が終了いたしました。 

 これより議案の委員会付託を行います。 

 お手元に配付しております審査付託表をごらんください。 

 お諮りをいたします。 

 ただいままでに上程されております各議案は、審査付託表に記載のとおり、各常任委員会及び予算審査特

別委員会に付託することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 異議なしと認めます。よって、付託表のとおり付託いたします。 

 

    日程第２  請願・陳情について 

請願第１号「安全・安心の医療・介護実現のための夜勤改

善・大幅増員を求める請願」 

請願第２号「介護職員処遇改善加算の継続、拡充を求める請

願」 

 

議長（内海 健次君） 

 日程第２、「請願・陳情について」を議題とし、一括して上程をいたします。 

 今定例会までに受理した請願・陳情につきましては、既に配付いたしておりますので、付託表のとおり所

轄の委員会に付託いたします。 

 なお、請願第１号、請願第２号につきましては、紹介議員からの請願の紹介をお願いをいたします。 
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 新免議員。 

１８番（新免 昌和君）〔登壇〕 

 本来なら本城議員が紹介をするということになっておりましたが、都合によりまして本城議員が退室をし

ておられますので、私がかわって紹介をさせていただきます。 

 2011年６月17日、厚労省は、看護師等の雇用の質の向上に関する省内プロジェクトチーム報告書をまとめ

ました。そして、厚労省の医政局長、労働基準局長、職業安定局長、雇用均等・児童家庭局長、保健局長の

５局長連名で通知、「看護師等の「雇用の質」の向上のための取組について」を各都道府県知事、各県労働

局長、日本看護協会、日本医師会など関係団体に発出しております。看護師等の雇用の質の向上のための取

り組みを推進しますということで、職場づくり、人づくり、ネットワークづくりのための５局長の連名の通

知ですけれども、昨年６月に閣議決定された新成長戦略では、医療、介護、健康関連産業は、日本の成長牽

引産業として位置づけられ、質の高い医療、介護サービスを安定的に提供できる体制を整備するとしていま

す。しかしながら、看護師等は厳しい勤務環境に置かれている方も多く、特にその多くが夜勤を含む交代制

を伴う勤務を行っている病院勤務の看護師等について、雇用の質の向上が喫緊の課題となっているというこ

とで、多くの提言がされました。その実現がなかなか前に行ってないという現状があるために今回の請願に

なっております。 

 さらに詳しい説明が行いたいところでありますが、時間の関係等もございますので、ただいまの説明の内

容を御理解いただきまして、ぜひとも採択をしていただきますように、「安全・安心の医療・介護実現のた

めの夜勤改善・大幅増員を求める請願」をぜひとも採択をしていただきますように御理解を求めまして、紹

介とさせていただきます。 

 引き続き、「介護職員処遇改善加算の継続、拡充を求める請願」について、御紹介をさせていただきま

す。 

 介護職員処遇については、深刻な人手不足、介護の担い手が大幅に減っております。介護職員の不足は、

深刻化の一途をたどっております。東京の社会福祉協議会の調査では、全事業所の60％、特養では90％が５

年前に比べて確保が困難になったと回答しています。ある施設では、２年以上、ヘルパーパート職員を募集

しても応募がないという状態が続いていると言われています。地域全体としてヘルパーの確保が厳しくなっ

ているため、利用者に必要な訪問介護サービスの提供が困難となり、在宅生活に支障を来した利用者も出て

きていると言われています。 

 新聞折り込みの求人欄での介護職員、ヘルパーの募集が目立っております。介護労働安定センターの調査

では、介護職員の離職率が20.3％、全産業平均は17.5％です。離職者の平均勤続年数も１年未満が42.5％、

平均賃金は21万3,800円で、全産業の一般労働者よりも11万7,000円低いという結果が報告されております。

ここ数年、多くの介護福祉士の養成施設で定員割れが生じており、卒業後、介護分野を選択しない学生がふ

えています。こうした背景に現状の厳しい賃金労働条件があります。このままでは介護の担い手が減り続

け、制度そのものを維持することができなくなる事態が生じかねませんということが、専門家や関係者から

心配をされているところであります。 

 こういう環境の中、ぜひとも今回の請願の趣旨を御理解いただきまして、介護職員の待遇改善に引き続き

国の制度の充当が続けられますように意見書を採択していただけたらというふうに思います。 

 以上で紹介を終わります。〔降壇〕 

議長（内海 健次君） 

 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 
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 本日はこれで散会します。 

 再開は３月18日午前10時からです。 

 なお、この後、予算審査特別委員会を開催いたしますので、議員控室に御集合ください。 

 御苦労さまでした。 

                                       午後０時12分 散会 



 

 

 

 

 

 

 

 

平成２５年３月１８日 

（第  ６  号） 
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1. 議 事 日 程（６日目） 

   （平成25年第１回美作市議会３月定例会） 

                                        平成25年３月18日 

                                        午 前 10 時 開議 

                                        於   議   場 

 日程第１ 議案第２号～議案第71号、請願第１号、請願第２号（委員長報告、質疑、討論、採決） 

 追加日程第１ 発議第４号 安全・安心の医療・介護実現のための夜勤改善・大幅増員を求める意見書の提 

              出について 

 追加日程第２ 発議第５号 介護職員処遇改善加算の継続、拡充を求める意見書の提出について 

 追加日程第３ 議案第72号 平成24年度美作市一般会計補正予算（第９号） 

2. 出席議員は次のとおりである（21名）        

  １番   山  本  雅  彦            ２番   則  本  陽  介 

  ３番   萬  代  師  一            ４番   山  本  重  行 

  ５番   尾  髙  誉  久            ６番   岡  﨑  正  裕 

  ７番   西  元  進  一            ９番   安  東  章  治 

  10番   橋  本  健  二            11番   向  原  伸  一 

  12番   鈴  木  悦  子            13番   粟  井  基  雄 

  14番   岩  江  正  行            15番   小  渕  繁  之 

  16番   万  殿  紘  行            17番   絹  田  和  昭 

  18番   新  免  昌  和            19番   日  笠  一  成 

  20番   福  島     恊            21番   本  城  宏  道 

  22番   内  海  健  次 

3. 欠席議員は次のとおりである（なし） 

4. 地方自治法第121条により説明のため出席した者の職氏名（21名） 

  市    長  安  東  美  孝         副  市  長  皆  木  照  夫 

  教  育  長  内  海  壽  志         政 策審議監  岩  﨑  清  治 

  総 務 部 長  中  西  祐  司         危 機管理監  小  林  昭  文 

  企画振興部長  大  寺  剛  寅         市 民 部 長  平  尾  孝  之 

  税 務 部 長  西  浦  豊  照         保健福祉部長  神  吉  康  之 

  建 設 部 長  春  名  修  治         田園観光部長  江  見  幸  治 

  上下水道部長  中  尾  友  保         教 育 次 長  福  原     覚 

  消  防  長  森     正  彦         会 計管理者  谷     和  彦 

  ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ建設担当部長  石  田     薫         企画振興部財政課長  遠  藤  宏  一 

  会 計 課 長  安  東  弘  子         教育委員会スポーツ振興課長  水  島  恒  治 

  農業委員会事務局長  篠  山  暢  人 

5. 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名（３名） 

  議会事務局長  鍬  先  耕  二 

  課    長  内  藤  淳  子 

  主    任  谷  口  宏  枝        
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                                       午前10時00分 開議 

議長（内海 健次君） 

 おはようございます。 

 携帯電話の電源を切っていただくようお願いをいたします。 

 傍聴者の方は傍聴規則を遵守していただきますようお願いをいたします。傍聴者の方が傍聴規則が守れな

い場合は、議場より退席をしていただきます。 

 ２月26日に引き続き会議を開きます。 

 全員の出席であります。 

 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

 

    日程第１  議案第２号～議案第７１号、請願第１号、請願第２号（委員 

長報告、質疑、討論、採決） 

 

議長（内海 健次君） 

 日程第１、「議案第２号～議案第71号、請願第１号、請願第２号（委員長報告、質疑、討論、採決）」を

一括して議題といたします。 

 これらの議案等につきましては、２月26日に各常任委員会及び予算審査特別委員会に付託しております。 

 いずれも各委員会及び特別委員会において審査終了の旨、報告があり、審査結果報告書はお手元に配付の

とおりであります。 

 この際、各常任委員長及び予算審査特別委員長から審査結果の報告を求めることにいたします。 

 まず、総務委員長報告を求めます。 

 総務委員長。 

１２番（鈴木 悦子君）〔登壇〕 

 皆さんおはようございます。 

 それでは、これより総務委員会委員長報告をいたします。 

 去る２月27日午前９時より、市役所４階議員控室において、議長、委員全員出席、執行部より市長、副市

長、政策審議監を初め担当部課長以下関係職員出席のもと、総務委員会を開催しました。 

 本会議において当委員会に付託されました議案は16件であります。慎重に審査を行いましたので、その結

果を御報告いたします。 

 まず、議案第２号「住民基本台帳法等の改正に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について」、特に

質疑はありませんでした。 

 議案第３号「美作市営バス有償運送に関する条例の一部を改正する条例について」、栄町吉ケ原線は廃止

予定と聞いていたが、今後どうなるのかとの質疑では、林野高校の利用者があることから存続の要望があ

り、今回は廃止しないとの説明でありました。委員から、存続するのであれば、経費の負担について十分検

討するよう申し入れを行いました。また、廃止する場合には、美作地域の循環路線を見直したいとの説明で

あり、ほかに質疑はありませんでした。 

 議案第４号「美作市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について」、特に質疑はありま

せんでした。 

 議案第５号「美作市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
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について」、特に質疑はありませんでした。 

 議案第６号「美作市債権管理に関する条例の制定について」は、条例を制定するに至った背景はとの質疑

では、私債権については５年の時効期間が過ぎても時効の援用がなされない限り債権が残ってしまう状況に

あり、本人死亡等により債権を放置するという不適切な実態を解消するためとの説明でありました。委員か

ら、回収より整理したいということかとの質疑では、整理とともに今まで以上に法令にのっとり徴収を強化

するためのものであるとの説明でありました。ほかに質疑はありませんでした。 

 議案第40号「美作市内の辺地に係る総合整備計画の策定について」は、福山生活改善センター、福山診療

所が老朽化のため、あわせて改築するものとのことであるが、災害復旧事業としての位置づけはどうなって

いるのかとの質疑では、福山診療所については河川改修が予定されており、立ち退きの可能性がある。その

際は補償費の対象となるとの説明でありました。ほかに質疑はありませんでした。 

 次に、議案第41号「平成24年度美作市一般会計補正予算（第８号）」について、企画振興部関係では、下

水道事業への繰出金をなぜ３月のこの時期の補正になるのか、また下水道事業の経営状況等の把握はしてい

るのかとの質疑では、下水道事業は300億円近い起債残高がある。ピークは過ぎたが、交付税算入以外の部

分の償還が減らない状況が続いている。下水道の基金残高は６億円程度に減っている。財政部署と担当部署

は当初から３億円程度の不足を把握しており、合理化、健全化について協議してきたが、ここで基金を取り

崩さないよう補助金を追加することとし、下水道事業の安定経営のためにこのような方法にしたとの回答で

ありました。 

 次に、過疎債のソフト事業分について、一般財源に余裕があると思われる中、なぜ借りるのかとの質疑で

は、ハード事業には後年度負担があってしかるべきだが、ソフト事業は単年度で消費してしまう。国に財源

があれば補助金で交付されるのであろうが、財源不足のため起債で手当てされている。事業仕分けでソフト

分の発行はいかがかといった意見もあったが、過疎債は元利償還金の70％が補填される。今回の補正では、

減債基金への積み立ての追加や下水道会計への繰り出しで基金の取り崩しを防ぐ財源となっている。一般会

計を含めた全会計の将来を見越した上で、いかに有利に動くかとの判断をし、行っているとの回答でありま

した。ほかに質疑はありませんでした。 

 次に、市民部関係では、住宅新築資金等貸付事業特別会計からの繰入金について、今後も一般会計に繰り

入れを行うのかとの質疑では、前年度までは繰越金を長期債償還のため住宅新築資金等貸付事業基金に積み

立てを行っていたが、基金残高が今後償還すべき金額を超える状況となったため、今年度から一般会計に繰

り入れをすることとしたとの説明でありました。 

 次に、公害対策費の自動車騒音常時監視事業には、新クリーンセンターの関係もあり、国道429号線は対

象となっているのかとの質疑では、路線名と測定地点は岡山県の指示により設定をしており、国道179号

線、朽木、373号線、古町、374号線、福本、県道美作奈義線、豊国原、作東大原線、下庄町、畑沖勝間田

線、湯郷の６路線が対象であり、国道429号線は対象となっていないとの説明でありました。 

 次に、クリーンセンター建設室関係では、委託料の減額についての質疑では、焼却施設のプロポーザル事

務もあり、職員の事務負担を軽減するため、造成工事や文化財保護工事の施工監理業務を民間コンサルタン

トに委託を予定していたが、文化財保護工事の内容は砂による埋立工事であったため、経費削減のため、職

員対応としたための減であるとの説明でありました。ほかに質疑はありませんでした。 

 次に、議案第42号「平成24年度美作市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）」について、人間ドック

の取り組みについての質疑では、今年度は120人が受診され、昨年度より13名の増となっている。取り組み

としては告知放送、街角でのＰＲ、ポスターの掲示、愛育委員さんや特定健診受診勧奨事業による看護師の
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臨戸訪問等を通じて勧誘を行った。人間ドックの受け入れ医療機関としては市内の医療機関を対象としてお

り、大原病院、作東診療所、田尻病院に限られていることも目標に届きにくい原因となっているとの説明で

ありました。ほかに質疑はありませんでした。 

 議案第45号「平成24年度美作市土地取得特別会計補正予算（第１号）」について、特に質疑はありません

でした。 

 議案第46号「平成24年度美作市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算（第２号）」についてですが、

質疑では、繰越金の処理方法について一定の方向性を持って処理すべきであるとの意見があり、質疑として

は特にありませんでした。 

 議案第47号「平成24年度美作市公園墓地事業特別会計補正予算（第１号）」について、質疑はありません

でした。 

 議案第52号「平成24年度美作市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）」について、特に質疑はあり

ませんでした。 

 議案第60号「平成25年度美作市土地取得特別会計予算」について、質疑はありませんでした。 

 議案第61号「平成25年度美作市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算」について、質疑では、債権管理に

関する条例が制定される見込みであり、この事業における債権を明確にしておかなければならないと考える

が、どのように管理をしているのかとの質疑では、現在償還中の方が250名で、そのうち長期滞納者が130名

となっている。貸付金の残高は24年度以降、償還を必要とする金額は6,400万円で、23年度末の滞納額は４

億4,595万3,000円となっているとの説明でありました。ほかに質疑はありませんでした。 

 議案第62号「平成25年度美作市公園墓地事業特別会計予算」について、質疑はありませんでした。 

 議案第67号「平成25年度美作市後期高齢者医療特別会計予算」について、質疑はありませんでした。 

 以上が総務委員会に付託された議案の審査内容であり、１件ごとの討論、採決の結果、議案第３号「美作

市営バス有償運送に関する条例の一部を改正する条例について」、討論があり、賛成討論として、美作バス

の栄町吉ケ原線路線は、美作市民や美咲町の利用もあるので、経費負担を明確にすることを前提とし賛成す

るとの意見がありました。反対討論はなく、全員賛成で原案のとおり承認されました。 

 議案第２号から議案第６号及び議案第40号から議案第41号、議案第42号、議案第45号から議案第47号、議

案第52号、議案第60号から議案第62号並びに議案第67号は、全て全員賛成で可決しました。 

 以上、総務委員会委員長報告といたします。どうぞ御審議、御承認方、よろしくお願いいたします。 

 報告は以上でございます。ありがとうございました。〔降壇〕 

議長（内海 健次君） 

 御苦労さまでした。 

 次に、文教厚生委員長の報告を求めます。 

 文教厚生委員長。 

１番（山本 雅彦君）〔登壇〕 

 おはようございます。 

 それでは、文教厚生委員会の報告をいたします。 

 去る３月５日午前９時より、市役所４階議員控室において文教厚生委員会を開催いたしました。委員は３

名の委員が少しおくれての出席でありました。執行部からは市長、副市長、教育長、次長、保健福祉部長、

各担当課長以下の出席でございました。 

 傍聴者はありませんでした。 
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 委員会に付託された議案について審査をいたしましたので、御報告をいたします。 

 まず、教育委員会関係から審議を行うこととし、順次説明を受けました。 

 まず、議案第７号「美作市立幼児園に関する条例の一部を改正する条例について」は、このたびの改正は

平成25年４月から勝田の梶並幼稚園、また平成23年度から休園となっている作東の粟井幼稚園の２園の休園

に伴い、勝田ひまわり園、江見保育園内に幼稚園部を設け、午前中、保育園部と合同で幼稚園教育を行う短

時間保育での受け入れを可能とし、幼稚園への入園を希望される方へ対応するもので、現在幼児園は湯郷の

美作幼児園、美作北幼児園、英田幼児園の３園あり、これに勝田幼児園と江見幼児園の２園を追加するもの

である。また、本年４月からの入園の希望者は、勝田ひまわり園幼稚園部へ４名、江見保育園につきまして

は現在のところ、希望者はないとの説明でありました。 

 質疑に入り、委員から、勝田ひまわり園へ入園する予定の４名の通学はどのようにするのか、保護者が送

迎するのかとの質疑があり、勝田ひまわり園幼稚園部への入園される４名の通園はスクールバスを予定して

いる。また、スクールバスの送迎には勝田ひまわり園の職員が添乗の上、送迎に当たることにしているとの

説明でありました。その他には特に質疑はなく、議案第７号の質疑を終了しました。 

 次に、議案第41号「平成24年度美作市一般会計補正予算（第８号）」について審議に入り、教育次長よ

り、このたびの補正の主な内容としては、教育委員会関係予算全体で5,245万7,000円の減額補正であり、補

正後の予算額は19億5,364万7,000円となっているとの説明がありました。 

 引き続き、まず教育総務課より説明があり、補正予算の主な内容としては人件費の確定に伴う減額と、保

育園の耐震診断委託料432万円の減額が主なものであるとの説明でありました。質疑に入り、委員から、保

育園の耐震補強について、大原保育園で補強の必要があるとの結果が出たということだが、どういう方向で

どのように考えられるのかとの質疑があり、当初、３園の耐震を予定していたが、診断は１園、大原保育園

だけを実施した。これはあとの２園についても建築年度がほぼ同時期であるということもあり、１園のみ診

断を行った。耐震診断の結果は、補強の必要があると出た。大原保育園と大吉保育園については、両施設と

もに耐震補強の必要はあると考えております。しかし、耐震補強を行うと10年ぐらいは施設をつつくことが

できなくなるので、地元や保護者の皆さんの御意見等がまとまり、教育委員会等への要望があれば、市とし

ても新しく建てる方向の必要もあると考えており、今後進めてまいりたいと考えている。地元等の御意見を

待っている状況でもあるとの回答でありました。また、議会の答弁でもお答えをさせていただいているが、

教育委員会としては大原、大吉保育園については統合を進めたいと考えており、耐震補強をすると統合もお

くれることになるので、今後は地元議員の協力もいただきながら、保護者の皆さんや地域の方々との話を進

めてまいりたいとの説明がありました。 

 これに対し、委員から、25年から行政としての方向性を示しながら、住民との話し合いをやっていくとい

うことかとの質疑に対し、提案ではあるが、耐震診断の結果で横のはり方向の危険であるとの結果が出てい

るので、応急処置を早急にしなければいけないと考えている。今後については、保護者の皆さんや地元との

話など、教育委員会のほうで進めてもらう予定であるとの説明でありました。また、委員から、今の状態で

はいつ地震が起きるかわからない状況であり、応急処置を講ずることにより市民も統合への意識が高まるの

ではないかと考えられる。御理解をいただきながら積極的に取り組んでいただきたいとの要望がありまし

た。 

 また、２人の委員から同様の質疑があり、新聞報道であった地方公務員の給与の引き下げについて、給与

の減額が日数の目減り、時間の目減りであればやむを得ないが、現在の水準のベースの維持、減額は反対で

あるとの意見が出された。これに対し、市としても市長も反対であるが、反対しても交付税が減らされる、
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ペナルティーはないと聞いているが、またいずれは通達も来るとの予想され、最終的には引き下げもやむを

得ないと考えているとの説明でありました。 

 次に、社会教育課関係について説明があり、今回の補正の主なものは、人件費の確定に伴う補正と学校支

援地域本部事業、家庭教育支援事業、放課後子ども教室推進事業の３事業の事業の確定に伴う減額であると

の説明がありました。 

 質疑に入り、委員より、３つの事業の財源である国県支出金が134万4,000円減額されているが、一般財源

で対応したのか、また補助金が減額されたのか、事業規模を減らしたのかとの質疑があり、減額理由につい

ては、事業規模を縮小または事業内容の見直しによるものでなく、事業について国・県の補助金が事業費の

３分の２ありますが、経費の一部が補助対象外となったことにより、補助金は約15％程度減額になったた

め、一般財源を投入したということの説明がありました。そのほかに質疑はありませんでしたので、質疑を

終了しました。 

 次に、スポーツ振興課関係について説明があり、今回の補正は各体育施設の維持管理の決算見込みによる

減額補正となでしこキャンプ誘致事業の補助金500万円に対する事業内容の縮小による減額で、要因として

は日本女子代表のなでしこキャンプ誘致に努めていたが、誘致することができなかった。しかし、サッカー

協会からの要望もあり、ヤングなでしこのキャンプを７月９日から４日間行い、スタッフ50名、メディア

18社の取材があるなど、全国へ美作市をＰＲすることができた。また、この事業でロンドンオリンピック応

援イベントや銀メダル凱旋パレードなどの事業も行ったとの説明でありました。質疑はなく、質疑を終了い

たしました。 

 以上で議案第41号「平成24年度美作市一般会計補正予算（第８号）」についての質疑を終了いたしまし

た。 

 続いて、議案第50号「平成24年度矢田茂・原田政次郎・福田五男奨学基金特別会計補正予算（第１号）」

についての審議に入りました。担当課より説明を受けました。今回の補正は、平成23年度繰越金の確定に伴

う補正と、利子の補正であるとの説明を受け、質疑に入りました。 

 委員から、今奨学金を利用している人は何人いるのかとの質疑があり、担当課より、現在貸し付けを行っ

ているのは18名との説明であった。また、委員より、貸付人数が少ないのではないか、貸し付けを受ける場

合の手続が難しいのか、借りたくても借りることができない方もおられるのではないか、また滞納者はある

のかとの質疑がありました。担当課から、貸し付けを受ける場合には申し込みをしていただき、審議会にて

審査の上、貸し付けを決定している。貸し付けは３名の方の奨学金の原資に手につけずに運用資金の中で貸

し付けを行っている状況であり、年度ごとの財政シミュレーションにより、大体毎年４名から５名の貸し付

けを行っている状況である。滞納については現在７名であると説明がありました。また、委員から、できる

だけ窓口を広げ、多くの方に有効活用してもらう方向で進めてほしい。基金の取り崩しはできないのかとの

意見が出されました。また、説明があり、この奨学金は基金の取り崩しをせず、利子の運用により活用して

おり、現在最大限の人数の貸し付けを行っており、３名の親族の方にも審査会の委員に入っていただき審査

をお願いしている。この基金は定額運用基金と言い、元金はそのまま置いて手をつけずに利息をもって運用

している基金であり、定額運用基金としている場合、元金を崩しての運用はできないものであります。元金

に上乗せして額をふやし、利息をふやし、貸し付けをふやすことは可能ではあるが、これについても３名の

方の名前がついた基金になっているためできない。今後、市としても検討していかなければいけない。ま

た、現在、利息の利率が低く、ことしについては年利0.085％で、３名の原資である元金8,570万円で、１年

間の利息が７万3,000円という低利となっており、運用が十分できない状況であると説明がありました。 
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 また、別の委員からは、原資を使わないという規約上の問題があると考えられるが、規約改正して貸し付

けができるようにしたらどうかとの意見も出されたが、一方で他の委員から、３名の方の思いや意思を十分

尊重すべきではないかとの意見も出されました。執行部より、この基金は個人の方の浄財で、３名の方が私

財を御寄附していただき、大学へ行きたいが、なかなか行けない子どものために使ってほしいということで

元金を崩してしまえば終わりとなります。教育委員会としては３名の方の遺族の方が委員に入っておられま

すので、その方々の意思を尊重しながら、その中で少しでも貸し付けがふえるように考えていきたいとの説

明でありました。そのほかに質疑はなく、議案第50号の質疑を終了いたしました。 

 続いて、議案第65号「平成25年度矢田茂・原田政次郎・福田五男奨学基金特別会計予算」について、審議

に入り、説明を受けた後、委員より、基金の目的、趣旨についての基本的な考え方について意見を求められ

る質疑がありました。執行部より、この基金は、合併前において各町村で積み立てられた基金で、大学に進

学を希望される学生が経済的な理由等により進学が困難な場合、この奨学金を活用するということで、大学

へ行き、将来社会に貢献できる有益な人材を育成するという観点からつくられた基金である。基金の原資は

個人の方の貴重な資産を浄財として御提供いただいており、条例にお示ししているとおり出資金をもとに運

用を行い、その運用収益をもって運用することと条例で定めていると。低金利である現状においては運用資

金が少なく、困難な状況にはあるが、今後も運営については審議会等においても十分協議を行い、慎重な取

り扱いと出資をしていただいてる方々の御意見を大事にしながら運用を図ってまいりたいとの説明でありま

した。他に質疑はなく、議案第65号「平成25年度矢田茂・原田政次郎・福田五男奨学基金特別会計予算」に

ついての質疑を終了いたしました。 

 続いて、保健福祉部関係の審議に入り、順次説明を受けました。 

 まず、議案第８号「美作市高齢者福祉施設設置及び管理に関する条例の制定について」、説明を受けまし

た。 

 委員からは、福山福祉ホームの利用頻度についての質問があり、平成24年度の利用は月平均で６回である

と。内容は、囲碁、習字、俳句の会、婦人の集い等で、延べ約90人、月当たりの利用があるとの説明でし

た。ほかに質疑はなく、議案第８号の質疑を終了しました。 

 続いて、議案第９号「美作市農村高齢者交流施設「三友荘」設置及び管理に関する条例の制定について」

の説明を受けました。 

 委員より、風呂については休止をして、市が直営で管理を行って、鍵を地元自治振興協議会で管理しても

らうとのことであるが、部屋の利用料金はどうするのかとの質問がありました。これに対し、部屋の利用料

金は従来と同様に無料で、光熱水費は市が負担するとのことでした。ほかに質疑はなく、議案第９号の質疑

を終了いたしました。 

 続いて、議案第10号「美作市介護予防支援通所センター設置及び管理に関する条例の制定について」、説

明を受けました。質疑はありませんでしたので、質疑を終了しました。 

 次に、議案第11号「美作市介護保険条例の一部を改正する条例について」、委員からは、暴力団とはどの

範囲か、どのように見分けるのかとの質疑があり、美作市暴力団排除条例でうたっている範囲であり、県公

安委員会等が指定する暴力団組織に籍を置いているものであるとの説明でした。他の質疑はなく、議案第

11号の質疑を終了いたしました。 

 続いて、議案第12号「美作市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める

条例の制定について」の説明を受けました。 

 委員からは、虐待はあるのかとの質問があり、高齢者が対象になるが、通報があったものを把握し判断し
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ています。虐待は現実にあるとの説明でありました。その他の質疑はありませんでしたので、議案第12号に

ついての質疑を終了いたしました。 

 続いて、議案第13号「美作市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地

域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の制定に

ついて」、説明を受けました。 

 委員からは、これほど細かくつくらなければならないのか、また仕事をふやしているのではないかとの質

疑があり、地域主権一括法により国が全国一律に定めたものを県や市町村で条例化することになったもの

で、地域密着型事業については既に市町村に許認可の権限となっており、これにより仕事がふえることはあ

りませんとの説明でありました。また、委員から、食事の件で、議案第12号では地域の食材の活用が考慮さ

れ、議案第13号では考慮しないのはなぜかとの質問では、議案第12号では国より食事の提供基準が示されて

いる施設を対象にしており、議案第13号では対象となる施設がないためであるとの説明でありました。他に

質疑はなく、議案第13号についての質疑を終了いたしました。 

 続いて、議案第14号「美作市新型インフルエンザ等対策本部条例の制定について」の説明を受けました。

質疑はなく、議案第14号についての質疑を終了いたしました。 

 続いて、議案第20号「美作市東粟倉ふれあいセンターの指定管理者の指定について」、説明を受けまし

た。質疑はなく、議案第20号についての質疑を終了いたしました。 

 続いて、議案第21号「美作市放課後児童健全育成事業施設の指定管理者の指定について」、説明を受けま

した。 

 委員から、放課後児童クラブの運営にはどのようにかかわっているのか、社協に丸投げしているのではな

いかとの質問がありました。これに対し、管理条例等により社協に指定管理をお願いしているとの説明でし

た。さらに、委員より、その規定を見せてほしい、父兄から問題が出ていることは聞いているのかとの質問

では、美作市放課後児童健全育成事業施設設置及び管理に関する条例を配付した後、説明があり、保護者か

らの意見、要望については幾らか把握をしていると、この後、説明会を開いて話し合いたいと思っていると

の説明でした。また、委員から、不景気の中、働く支援になり、非行を防ぎ、不審者から守り、安心につな

がっている、県の学力は最下位になり、子どもの成長をする大事な時期に何が必要なのか、市民の目線で預

かるよう社協に話を詰めてほしい。何でもよいから指定管理に出しているとは思わないとの意見がありまし

た。学童についての苦情は入っていて、社協の局長、次長、課長に事情を聞いたが、保護者の理解とずれが

あるようでした。ゆとり教育が見直され、下校時間が２時から３時になったが、指導員の出勤時間は児童が

帰る１時間前として設定していた１時のままだったので、２時から６時を原則にすることにした。延長や繰

り上げで必要になる勤務については時間外手当で対応する。遠足の廃止等は言っておりませんが、予算が厳

しくなる中で無駄な経費削減は要請をした。サービスは後退させたくない、３月中に担当課、社協、保護者

で話し合い、調整をしたいと思っているとの答弁でありました。また、委員から、署名活動する動きがあっ

たが、委員会でも話をするということで話をした。北小のダンボの児童もふえて入れない状況があるという

ことで、こうしたことが出て、保護者の仕事を奪わないように充実を厳しくお願いしたい。 

 また、他の委員からは、保護者から話を聞いてほしいと要望を受けた。また、子どもが楽しく行っている

ので安心して満足して預かっていただいている等の意見がありました。また、保護者との食い違いが起こっ

ているようなので、詳しく丁寧に説明してほしい。今以上を望んでいるのではなく、現状維持を希望してい

るとの要望でありました。 

 また、委員から、リーセントワークを推進してほしい、社協のみというのはどうかとの質問では、競争で
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きればよいが、他になく、やむを得ない。津山では、個人やお寺が運営するなどいろいろなやり方がある。

障がい者の施設では、民間の取り組みが始まっているとの説明があった。委員からは、愛情を込めて人間ら

しい仕事ができるよう、また提言をしていきたいとの意見がありました。北小放課後児童クラブは当初

100平米だったが、利用者がふえ、５年前に50平米増築しました。現在多いときで60から70名が利用してい

るが、４月以降の利用希望者は100人になっており、要望書も出ていて、実態はよくわかっている。政策会

議で建て増しする方向としたが、骨格予算のため25年度の当初予算に上げていないとの説明でありました。

他に質疑はなく、議案第21号の質疑を終了いたしました。 

 続いて、議案第22号「美作市高齢者生活福祉センターの指定管理者の指定について」、説明を受けまし

た。質疑はなく、議案第22号の質疑を終了いたしました。 

 続いて、議案第23号「美作市英愛センターの指定管理者の指定について」、説明を受けました。委員から

は、理事長はどなたかとの質問があり、担当課より、津山市瓜生原326－１番地、社会福祉法人千寿福祉会

理事長小林和彦氏であるとの説明でありました。他に質疑はなく、議案第23号の質疑を終了いたしました。 

 議案第24号「美作市コスモス苑の指定管理者の指定について」、委員からは、コスモス苑の場所について

の質問があり、東粟倉の東青野地内であるとの説明でありました。他に質疑はなく、議案第24号の質疑を終

了いたしました。 

 続いて、議案第25号「美作市作東老人福祉センターの指定管理者の指定について」、説明を受けました。 

 委員からは、収支はどうなっているのかとの質問があり、平成23年度の実績では、利用料金収入が314万

6,000円あるが、人件費、管理運営費などの経費に指定管理料474万7,000円を払うことにより、収支がほぼ

ゼロになっているとの説明でありました。他に質疑はなく、議案第25号の質疑を終了いたしました。 

 次に、議案第26号「美作市高齢者福祉センター「やまゆり苑」の指定管理者の指定について」、説明を受

けました。委員からは、地元の人は喜んでいるのか、その実態はどうかとの質問があり、利用人数は月平均

約500人である。約10団体の利用で、地域生活の拠点として利用されている。そして、喫茶コーナーの「ほ

おずき」が設けられ、また梶並地区活性化委員会の取り組みにより利用者が増加し、１月末で約5,000人と

なっている。地元からは喜ばれているとの説明でありました。また、委員から、若干少なくなっている利用

もあるのではないかとの質問では、送迎をしながら行っているサロンがありますが、地域でもっと身近なと

ころで行われているようになり、利用が減少していることが考えられるとのことで、委員からサロン活動へ

の充実へ向けた要望がありました。他の質疑はなく、議案第26号の質疑を終了いたしました。 

 続いて、議案第27号「美作市大原居宅サービスセンターの指定管理者の指定について」、説明を受けまし

た。質疑はなく、議案第27号については質疑を終了いたしました。 

 続いて、議案第28号「美作市いきいきゆうゆうの里地域福祉センターの指定管理者の指定について」、説

明を受けました。質疑はなく、議案第28号の質疑を終了いたしました。 

 続いて、議案第29号「美作市いきいきゆうゆうの里世代交流多目的ホール・多目的運動広場・遊歩自然公

園の指定管理者の指定について」の説明を受けました。 

 委員から、議案第28号のいきいきゆうゆうの里地域福祉センターと議案第29号のいきいきゆうゆうの里世

代交流多目的ホールは同一建物であるが、指定管理者を幸輝会か社会福祉協議会に統一できないかとの質問

では、１つの建物を２つに区切って使っているが、片方は高齢者用のデイサービスで幸輝会にお願いをして

いる。もう一方は、社会福祉協議会の美作支所が入って社協の事務をしながら障がい者の方の作業所であっ

たり、子育てサロンを行ったりの多目的な利用を目的としており、合併以前から目的別に管理を委託してい

るとの説明でありました。他に質疑はなく、議案第29号の質疑を終了いたしました。 
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 続いて、議案第41号「平成24年度美作市一般会計補正予算（第８号）」について、保健福祉部所管分につ

いて説明を受けました。 

 委員からは、生活保護費の扶助費1,000万円増額の内容についての質問があり、生活保護の受給者が４月

１日時点よりかなりふえている。また生活扶助のうち医療扶助が約半分を占めており、１月時点で昨年より

1,000万円以上ふえていると説明がありました。続けて委員より、新たな受給者は仕事がなくなった人なの

か、身体に障がいがあり働けなくなった人なのかとの質問では、親の年金で生活をしていた世帯が、親が亡

くなったため生活に困窮し、保護申請をした例もあるが、今回の補正で1,000万円増額させていただくこと

になった一番の要因は、入院、通院の受給者がふえたことによるものである。傾向として、稼働年齢層の方

の申請がふえております。月に１度はケース記録を確認し、稼働年齢層の方の就労指導をするよう支持をし

ておりますが、職がなく、生活保護から脱却できないのが現状であるとの説明でありました。他に質疑はな

く、議案第41号についての質疑を終了いたしました。 

 続いて、議案第42号「平成24年度美作市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）」について、説明を受

けました。質疑はなく、議案第42号について質疑を終了いたしました。 

 続いて、議案第43号「平成24年度美作市介護保険特別会計補正予算（第２号）」について、説明を受けま

した。質疑はなく、議案第43号についての質疑を終了いたしました。 

 続いて、議案第49号「平成24年度美作市老人保健施設事業特別会計補正予算（第２号）」について、説明

を受けました。質疑はなく、議案第49号についての質疑を終了いたしました。 

 続いて、議案第58号「平成25年度美作市介護保険特別会計予算」について、説明を受けました。 

 委員からは、介護度別の認定者数の質問があり、資料により説明を受けました。また、委員から、地域密

着型介護サービス給付費が約１億円増となっているが、どうなのか、またグループホームが占める割合はど

うかとの質問では、グループホームの占める割合は約３億5,000万円を見込んでいるので、約５割である。

第５期の計画では、グループホームの計画はありませんが、小規模多機能型をあと２施設予定していますの

で、今後も増加傾向であるとの説明でありました。また、委員から、給付費のピークについての質問があ

り、団塊の世代、昭和22年から26年生まれが65歳に到達した後の10年先、すなわち2025年がピークになると

考えられるとの説明がありました。さらに、委員から、介護を必要とする者のピーク、数値を把握しておか

ねばならないのではないか、また介護を受ける人の目線で取り組んでもらいたいとの意見があり、利用者に

配慮した取り組みを行っていきたいとのことでありました。そのほかの質疑はなく、議案第58号については

質疑を終了いたしました。 

 続いて、議案第64号「平成25年度美作市老人保健施設事業特別会計予算」について、説明を受けました。

質疑はなく、議案第64号の質疑を終了いたしました。 

 続いて、議案第70号「平成25年度美作市病院事業会計予算」について、説明を受けました。 

 委員からは、売店設置の経緯と現況、今後の見通しについての質問があり、事務長より、６月の委員会で

も報告いたしましたが、公募をした結果、応募はありませんでした。現在のところ、診療材料の販売及び給

食業務の提携など、複数事業での売店設置の話が業者からある。他の病院の状況も把握して、単なる売店だ

けの設置には無理があるように思われるとの説明がありました。委員からは、病院の活性化につながるよう

要望がありました。 

 また、委員から、公募は何回かけたのか、検査のデータは紙の打ち出しがあるが、市民の安心・安全、健

康増進の観点から、いろんな項目により詳しい指導があってもよいと思うがとの質問がありました。公募は

１回かけた。応募に至らなかった調査として業者から話を聞いております。給食業務とあわせて売店をする
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という話もありますが、給食は完全外注となります。検査結果の表示についてですが、項目によって費用が

発生するので、人間ドックなどの項目ではなく、診療内の範囲で必要最低限の検査項目しか出していないと

の説明でありました。 

 また、委員から、病院の評判を上げようとすれば、当然いろいろと検査をするだろうと。負担金の高い安

いの問題ではない。あの病院は見立てがよいなあと思われる病院を目指してほしい。最小限の検査は必要で

はないか。また、売店の公募の仕方はどのように行ったのかとの質問がありました。公募は、放送等を通じ

て市内で営業をしている業者という条件で募集をした。一番見込みのあった業者と話の中で、違う方法とか

も探ってみたが、設備投資等の関係で無理があった。コンビニにも当たったが、無理と言われた。違う形式

での公募も考えていかなくてはならないと思う。検査項目については、導入の新機種で全項目について検査

できるようになっているとの説明でありました。委員から、新しい機器を入れておいてできないのであれ

ば、外注する方法もあるのではないかとの質問では、毎月病院の経営状況の報告をもらっております。検査

項目については患者にとって興味があることだろうと思います。改善できるものは改善する方向でいるとの

ことでありました。 

 また、委員から、病院は検査の外部委託はしないのかとの質問では、いわゆる一般的な検査は原則外部委

託をしていない。経営の中でも違う検査項目は興味があると思われるので、改善する方向でいきたいとのこ

とでありました。また、委員から、ＭＲＩの話もあったと思うが、美作市を引っ張る病院として考えてほし

いとの要望もありました。また、委員から、研修医が来て、院長が指導している。月１回、血液をとって安

心感があるのであれば、全項目検査できるように院長と話をしていただきたいと要望がありました。さら

に、委員から、衣料も含めて売れる売店を要望したい。今後も期待しているとの意見がありました。執行部

より、いろんな御意見があるが、大原病院は現院長のおかげできょうまで来ている。先生にも御理解いただ

きながら、今後検討していきたいと思うとの答弁でありました。そのほかに質疑はなく、議案第70号につい

ての質疑を終了いたしました。 

 続いて、討論、採決に入り、議案第７号から議案第８号、議案第９号、議案第10号、議案第11号、議案第

12号、議案第13号、議案第14号、議案第20号までは、討論はなく、全員の賛成で可決いたしました。議案第

21号「美作市放課後児童健全育成事業施設の指定管理者の指定について」は、賛成討論があり、各委員から

出された提言をしっかり聞いて、それぞれの施設の規模、それぞれのサービス等を充実させていただきたい

との討論がありました。そのほかに討論はなく、採決の結果、全員の賛成により可決いたしました。議案第

22号、議案第23号、議案第24号、議案第25号、議案第26号、議案第27号、議案第28号、議案第29号、議案第

41号、議案第42号、議案第43号、議案第49号、議案第50号、議案第58号、議案第64号、議案第65号、議案第

70号については、全て討論はなく、全員の賛成で可決いたしました。 

 続いて、委員会付託されておりました請願第１号及び請願第２号について、討論、採決に入りました。 

 請願第１号「安全・安心の医療・介護実現のための夜勤改善・大幅増員を求める請願」については、討論

はなく、全員の賛成により可決いたしました。 

 続いて、請願第２号については、委員より、１項目めの全額国庫負担による介護職員の処遇改善を行うこ

とについては賛成できるが、２項目めについては予算のことにも配慮が必要である。一部採択にしてはどう

かとの討論があり、他にも２項目めについては、介護職員以外にも拡大することになるので、一部採択でお

願いしたいとの討論がありました。そのほかの討論はなく、採決の結果、請願第２号については、全員の賛

成により一部採択といたしました。 

 以上で文教厚生委員会の委員長報告を終わります。御審議よろしくお願いいたします。〔降壇〕 
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議長（内海 健次君） 

 御苦労さまでした。 

 ただいまから10分間休憩をいたします。 

                                       午前10時52分 休憩 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

                                       午前11時02分 再開 

議長（内海 健次君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、産業建設委員長の報告を求めます。 

 産業建設委員長。 

１０番（橋本 健二君）〔登壇〕 

 平成25年第１回３月定例会美作市議会産業建設委員会の委員長報告を行います。 

 去る３月４日月曜日午前９時より、美作市役所４階議員控室におきまして、委員長は通院のため１時間お

くれで出席し、議長及び委員全員出席のもと、執行部からは副市長、各担当部長以下関係職員が出席し、産

業建設委員会に付託されました28議案について慎重に審査を行いましたので、報告をいたします。 

 議案第15号「美作市獣肉処理施設設置及び管理に関する条例の制定について」、美作市獣肉処理施設設置

及び管理に関する条例について、農業振興課からの説明に対しては、第５条では、個体搬入の際、市長の許

可を受けなければならないとなっているが、猟友会に登録している会員も許可を受けなければならないのか

との質問があり、猟友会に登録されている方は施設で確認できるので、個体受け入れ確認票の提出とその記

入内容の確認で、問題がなければ搬入を許可するとの説明がありました。 

 次に、第５条について、猟友会に登録されていない方が持ち込まれる場合はどうなるのかとの質問があ

り、狩猟免許の所持者で、猟友会に登録しておられない方については、個体持ち込みの際に狩猟免許などの

書類確認の後、個体受け入れ確認票と個体をチェックし、問題がなければ許可するとの説明がありました。 

 次に、施設の営業時間と個体搬入時間について質問があり、狩猟は日の出から日没までと定められてお

り、季節によっては個体の搬入時間が早まることや遅くなることも考えられるが、個体の解体処理には２時

間程度必要であるため、受け入れ開始時間と終了時間は再度猟友会、施設管理者と協議し、柔軟な対応がで

きるよう検討したいとの説明でありました。 

 続いて、議案第16号「美作市企業立地促進条例の一部を改正する条例について」、美作市企業立地促進条

例の一部を改正する条例については、企業誘致課からの説明に対しては、委員からの質問はありませんでし

た。 

 議案第17号「大芦高原国際交流の村設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について」、大芦高

原国際交流の村設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について、商工観光課からの説明に対して

は、この条例が成立すれば４月１日からの施行となるが、その方向で進んでいるのかとの質問があり、４月

から６月にかけて施設を改修する予定であるため、その後、指定管理者による管理する方向で検討している

との説明がありました。 

 議案第18号「能登香の里小房リゾート施設設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について」、

能登香の里小房リゾート施設設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について、商工観光課からの

説明に対しては、ふるさと交流館谷本屋を削除すれば、能登香の里の管理は必要なくなるのか、また谷本屋

はその後は誰が管理するのかとの質問がありました。能登香の里小房リゾート施設内には谷本屋以外の施
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設、コテージ等が点在しており、その他の施設については今後も指定管理者に管理を行わせたい。また谷本

屋の管理については持ち主が管理するものと考えているとの説明がありました。 

 議案第19号「美作市トム・ソーヤー冒険村設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について」、

美作市トム・ソーヤー冒険村設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について、商工観光課からの

説明に対しては、使用料金を上げれば利用者が減り、収入が減るのではないかとの質問があり、市内の類似

施設の利用料金との比較では、かなり低い料金設定であったため、値上げしても利用者の減少にはつながら

ないと考えているとの説明がありました。 

 議案第30号「山の学校の指定管理者の指定について」、山の学校の指定管理者の指定について、農業振興

課からの説明に対しては、委員からの質問はありませんでした。 

 議案第31号「作東吉野きんちゃい館の指定管理者の指定について」、作東吉野きんちゃい館の指定管理者

の指定について、農業振興課からの説明に対しては、委員からの質問はありませんでした。 

 議案第32号「美作市都市農村交流促進施設「彩菜みまさか」の指定管理者の指定について」、美作市都市

農村交流促進施設「彩菜みまさか」の指定管理者の指定について、農業振興課からの説明に対しては、委員

からの質問はありませんでした。 

 議案第33号「美作市湯郷駐車場の指定管理者の指定について」、美作市湯郷駐車場の指定管理者の指定に

ついて、商工観光課からの説明に対して、委員から質問はありませんでした。 

 議案第34号「大芦高原キャンプ場の指定管理者の指定について」、大芦高原キャンプ場の指定管理者の指

定について、商工観光課からの説明に対しては、キャンプ場の利用人数と管理はどのようにしているのかと

の質問があり、利用者実績は年間1,300名が利用されており、利用人数をふやすため、維持管理を徹底させ

たいとの説明がありました。 

 議案第35号「美作市トム・ソーヤー冒険村の指定管理者の指定について」、美作市トム・ソーヤー冒険村

の指定管理者の指定について、商工観光課からの説明に対して、委員からの質問はありませんでした。 

 議案第36号「美作市ベルピール自然公園の指定管理者の指定について」、美作市ベルピール自然公園の指

定管理者の指定について、商工観光課からの説明に対し、ベルピールの鐘楼等、危険箇所の調査、管理は行

っているのかとの質問があり、前回は平成22年に調査しており、異常がなかった。調査から３年が経過して

いるため、平成25年度予算にて調査することとしているとの説明がありました。 

 議案第37号「能登香の里小房の指定管理者の指定について」、能登香の里小房の指定管理者の指定につい

て、商工観光課からの説明に対し、委員から質問はありませんでした。 

 議案第38号「作東バレンタインホテルの指定管理者の指定について」、作東バレンタインホテルの指定管

理者の指定について、商工観光課からの説明に対し、委員から質問はありませんでした。 

 議案第39号「市道路線の廃止及び認定について」、市道路線の廃止及び認定について、建設管理課からの

説明に対し、幹線道路の選定基準と変更内容、路線数の増減についての質問がありました。選定基準は、国

県道等の主要幹線道との連絡、集落の戸数、公共公益施設や観光地との連絡、重要度、交通量を考慮し、１

級、２級を選別している。路線数は１級が変更前の44路線が変更後には53路線に、同じく２級は68路線が

76路線に、その他路線は1,913路線で増減がありません。具体的な変更内容としては、旧町村間にまたがる

路線を統合するケース、国県道からの移管、バイパス工事により交通量が多くなった路線の格上げ、逆に基

準に満たなくなった路線の格下げを行うケース、また、改良された国県道や新設された公共施設により、起

終点や経路を変更した路線などに分けられ、幹線道の新旧対照表と図面により説明を受けました。また、将

来の予定路線も含まれるのか、市道で廃止された路線はあるのかとの質問があり、都市計画道路と着工済み
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の路線は予定道路を認定しているが、それ以外は既存道路であるため、これまでの認定路線は全て残ってい

るとの説明がありました。ほかに質問はありませんでした。 

 議案第41号「平成24年度美作市一般会計補正予算（第８号）」について、平成24年度美作市一般会計補正

予算（第８号）について、建設部、田園観光部、上下水道部より順次説明を受けました。 

 建設部農村整備課からの説明に対しては、治山林道費の林地復旧事業１カ所を取りやめた理由について質

問があり、復旧工法について申請者の望む復旧工法と採択された復旧工法との隔たりがあり、申請者の理解

が得られず、取りやめになったとの説明がありました。 

 続いて、建設管理課、工務課からの説明に対しては、委員からの質問はありませんでした。 

 次に、田園観光部農業振興課からの説明に対しては、獣肉処理施設から公共下水道までの接続工事を取り

やめて4,000万円が減額されているが、処理水はどうするのかとの質疑があり、当初施設からの排水管は公

共下水道に接続する予定で、楢原駅前のマンホールまで配管する計画であったが、排水処理方法を検討した

結果、事務所部分からの排水を農業集落排水に接続し、獣肉処理に使用した排水は除去装置を通しタンクに

貯水した後に処理施設に運搬することとしたとの説明がありました。 

 次に、獣肉処理施設からの排水処理方法は、当初と比べ変わったのかとの質問があり、施設からの排水は

農業集落排水処理施設でも処理できると解釈していたが、獣肉処理施設からの排水は処理できないと判断さ

れたことから、公共下水道のエリアを見直し、地区編入後、補助金を受けて配管等を行う方法を検討したも

のの、すぐにはエリア変更が認可されないため、獣肉処理に使用した排水は除去装置を通した後、処理場に

持ち込むこととしたとの説明がありました。 

 続いて、商工観光課からの説明に対しては、情報案内看板設置事業の内容と予算規模はどのぐらいかとの

質問がありました。事業内容については、市内観光のアクセスルートが非常にわかりにくいため、市内５カ

所に大型案内看板を設置し、観光客の利便性や回遊性を図る目的で1,500万円の予算で事業を実施したが、

事業費が確定したので、120万6,000円を減額するとの説明がありました。 

 次に、大芦高原温泉雲海の運営会社に2,500万円を出資する予算を計上しているが、資本金総額と市の出

資率、また出資メンバーは決まっているのかとの質問があり、大芦高原温泉雲海については平成23年度に実

施した運営診断の結果を踏まえ、株式会社を設立して管理するための出資金であり、市の出資率は90％以上

となる見込みである。また、出資について英田地域の代表の方にもお願いし、直接意見をいただけるように

した。お互いにしっかりとした経営概念を持ち、健全経営に向けて取り組みたいとの説明がありました。 

 続いて、企業誘致課からの説明に対して、委員から質問はありませんでした。 

 次に、上下水道部の上水道課からの説明に対して、委員からの質問はありませんでした。今回の補正は簡

易水道事業会計の事業確定により、一般会計からの繰出金を減額するものであるとの説明もありました。 

 続いて、下水道課からの説明に対しても委員からの質問はありませんでした。今回の補正は、財政部局と

の調整の中で一般会計の農業集落排水費と公共下水道費から２億8,370万円を下水道会計へ補填する繰出金

であるとの説明がありました。 

 議案第44号「平成24年度美作市簡易水道特別会計補正予算（第２号）」、平成24年度美作市簡易水道特別

会計補正予算（第２号）について、上水道課からの説明に対しては、委員からの質問はありませんでした。

補正予算の主な内容は、繰越等確定により基金積立金の増額との説明がありました。 

 議案第48号「平成24年度美作市都市と農村の交流施設特別会計補正予算（第１号）」について、商工観光

課からの説明に対しては、委員からの質問はありませんでした。 

 議案第51号「平成24年度美作市武蔵の里特別会計補正予算（第２号）」について、商工観光課からの説明
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に対して、委員からの質問はありませんでした。 

 議案第53号「平成24年度美作市愛の村パーク特別会計補正予算（第１号）」について、商工観光課からの

説明に対しては、イベント等の営業努力について理解できるが、それだけでは限度があると思う。大胆な対

策等が必要な時期に来ているのではないかとの質問があり、今年度より民間から支配人を採用し、レストラ

ンの新規メニューの開拓を初め、各種イベントの開催とあわせ、地元とも連携を図りながら健全経営に向け

取り組んできたが、期待どおりの成果に結びついていないのが現状である。そこで、来年度は赤字に至って

いる原因を精査し、愛の村パークの支援者である地域有志の方々にも現状と市の方針を説明し、より一層の

協力を願うとともに赤字の削減に取り組みたいとの説明がありました。委員からは、早期に大胆な方策を検

討し、赤字幅を縮小するよう要望がありました。 

 議案第54号「平成24年度美作市水道事業会計補正予算（第２号）」について、上水道課からの説明に対し

ては、構築物減価償却費減額の理由について質問がありました。事業量確定により固定資産の除却を行った

ため、構築物減価償却費が減額となったとの説明がありました。 

 議案第55号「平成24年度美作市下水道事業会計補正予算（第１号）」について、下水道課からの説明に対

しては、今年度で梶並地区の管渠工事が終了するが、農業集落排水事業エリアの今後の水洗化率の見通して

について質問があり、事前に加入承諾をいただいているので、比較的早く水洗化率は向上する見込みである

との説明がありました。 

 議案第59号「平成25年度美作市簡易水道特別会計予算」について、上水道課からの説明に対して、委員か

らの質問はありませんでした。歳入歳出予算の収入の主なものは水道使用料収入であり、支出では簡易水道

施設の維持管理費、水道管支障移転工事、老朽管更新工事並びに東粟倉簡易水道統合事業に係る財源などの

事業費を計上しているとの説明がありました。 

 議案第63号「平成25年度美作市都市と農村の交流施設特別会計予算」について、商工観光課からの説明に

対しては、岡山国際サーキットとの連携等、何か今後の展望等方策を考えているのかとの質問があり、国際

サーキットでの大会では美作市の特産品販売や観光ＰＲ等に積極的に取り組んでいる。国際サーキットから

も大勢の観戦客にお越しいただき、地域と一体となったまちづくりに取り組んでいきたいとの申し出があ

り、これからも各種大会を通じて積極的にＰＲに取り組みたいとの説明がありました。 

 議案第66号「平成25年度美作市武蔵の里特別会計予算」について、商工観光課から、大きな改善策とし

て、クアガーデンのレストランと売店を４月１日から休止、レストランについては夏のプールオープン時の

み営業する、また売店については五輪坊と楽市に集約したいとの説明がありました。 

 これに対し、繰入金が昨年度より約1,100万円減額となっている。目標値が高いが、実現できるのかとの

質問があり、レストラン、売店の休止により約800万円の減額が可能である。アドバイザーからの意見でも

あり、職員が一丸となって赤字解消に向け努力していくとの説明がありました。委員から、地域のこともあ

るが、赤字削減に向け職員の意識改革を行いながら、今一層努力していただきたいと要望がありました。 

 議案第68号「平成25年度美作市愛の村パーク特別会計予算」について、商工観光課からの本年度の予算で

繰入金を3,000万円以内とし、職員の意識改革を初め売上目標を設定して、赤字解消を目指したい。また、

地元とは今後の方策等について施設経営に踏み込んだ話し合いも行っていきたいとの説明がありました。委

員からは、地元組織と十分意見交換しながら、赤字削減に向け今一層の努力をしていただきたいとの要望が

ありました。 

 議案第69号「平成25年度美作市水道事業会計予算」について、上水道課からの説明に対し、集中監視シス

テム更新の内容について質問があり、上水エリアの監視システム老朽化に伴い、２年計画で本所、支所、浄



－232－ 

水場において監視できるよう更新する計画であり、本所では24時間体制となるため、より迅速に水質変化、

事故等に対応できるようになると説明がありました。次に、老朽管布設替えについて質問があり、下水道工

事等により大部分の布設替えを行っているが、まだ１割程度老朽管が残っており、年次計画で布設替えを行

っているとの説明がありました。 

 議案第71号「平成25年度美作市下水道事業会計予算」について、下水道課からの説明に対して、既存の緊

急通報装置の耐用年数について質問があり、半数以上が耐用年数が経過しているとの説明がありました。委

員より計画的に改修していただきたいと要望がありました。 

 また、起債及び基金残高と今後の経営について質問があり、起債残高は平成24年度末で約276億円、基金

残高は６億3,300万円であり、一般会計からの繰り入れに頼らざるを得ない状況にあるものの、今後の効率

的な維持管理と将来的に下水道施設の統廃合により歳出抑制を図りたいとの説明がありました。委員から、

水洗化率の向上を図り、使用料増収に努めるよう要望がありました。 

 以上、産業建設委員会に付託されました、議案第15号、議案第16号、議案第17号、議案第18号、議案第

19号、議案第30号、議案第31号、議案第32号、議案第33号、議案第34号、議案第35号、議案第36号、議案第

37号、議案第38号、議案第39号、議案第41号、議案第44号、議案第48号、議案第51号、議案第53号、議案第

54号、議案第55号、議案第59号、議案第63号、議案第66号、議案第68号、議案第69号、議案第71号のそれぞ

れの質疑を終了し、討論、採決を行ったところ、討論なく、全員一致で原案どおり可決されたことを報告い

たします。 

 以上、産業建設常任委員会委員長報告といたします。御審議のほど、よろしくお願いします。〔降壇〕 

議長（内海 健次君） 

 御苦労さまでした。 

 次に、予算審査特別委員長報告を求めます。 

 予算審査特別委員長。 

２番（則本 陽介君）〔登壇〕 

 それでは、予算審査特別委員会の委員長報告をいたします。 

 去る３月12日午前９時より、委員20名と市長、副市長ほか担当部長出席のもと、委員会を開催いたしまし

た。本定例会で付託された案件は議案第56号「平成25年度美作市一般会計予算」と議案第57号「平成25年度

美作市国民健康保険特別会計予算」の２件であります。これらは各常任委員会に分科会として所管部分を付

託しており、総務委員会分科会、文教厚生委員会分科会、産業建設委員会分科会の各委員長から報告を受

け、質疑に入りました。 

 総務委員会分科会委員長の報告に対する質疑では、委員から、国保の財政について黒字だと思うが、一般

の人が払っている数値について細かく報告できないかという質疑に対し、そういう報告はありませんが、基

盤安定軽減率は委員長報告のとおりでしたとの答弁でした。 

 次に、パソコン500台の購入について、リースの検討はどうだったか、また廃棄について処理方法は、消

防の活動服について使いにくい、活動がしにくいなどの声を聞いているが、状況の把握はどうかという質疑

に対し、職員のパソコンは毎年100台ずつ更新している。廃棄処理については後で部長に答えていただきま

す。消防の活動服については、市内の業者から入札で購入しているとのこと、服の難易については審議はな

かったとの答弁でした。さらに、委員よりパソコンの処理方法の確認と活動服の状況について質疑があり、

答弁では、パソコンの処理方法についてはメモリーのデータ部分を潰し、専門の業者に引き取ってもらって

いる。活動服は以前購入したときに繊維の悪いものがあり、全て無料で交換してもらっている。その後につ
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いては破れるということはないとの答弁でした。さらに、消防職員の活動服は、年間を通じて長袖を使用

し、定期的に予算化し、購入している。着心地がよくないことは火災現場等で使用するため難燃性であり、

ある程度やむを得ない状況があります、仕様書によって市内業者から購入しているとの答弁でした。 

 次に、別の委員から、活動服に関連した質疑があり、操法で手が動きにくい、古い服のほうがよかったと

聞いている、はっぴを洗濯するとばらばらになる、火災現場で何かにひっかかって破れるようではだめだ、

きちっとしてもらいたいとの質疑に、今回は議論していないので、改めて６月補正で審議をお願いしますと

の答弁でした。 

 次に、文教厚生委員会委員長の報告に対する質疑では、委員より、給食の関係で、英田では運転手をシル

バー人材センターに頼んでいるのはなぜか、ほかではどうなのか、湯郷Ｂｅｌｌｅの補助金は当初県と半々

だったと思うが、県のほうが減ってきている、県にもう少しお願いすることの議論はなされたかとの質疑に

対し、英田の給食配送について、審議の中でシルバー人材センターにお願いしている説明は聞いている、そ

れ以外の審議については担当部長に説明させるとの答弁、さらに配送員は英田だけシルバー人材センターに

なっており、合併以前からの形である、それ以外は臨時職員で対応している、今後統廃合時に改善を検討し

ていきたいとの答弁、さらに委員より、県の補助金は湯郷Ｂｅｌｌｅの活躍に合わせてもっと議論されるべ

きであり、新しい委員会でしっかり議論を望むとのことでした。 

 別の委員より、委員長報告の中で、湯郷Ｂｅｌｌｅが津山で大会が行われることについて、地元の美作で

行われるべきであると思うが、その協議はなされたのかどうか質疑があり、先ほど報告したとおり、議論、

説明があった、私も今年の計画を見て驚いているし、あくまでホームゲームであるという位置づけをしっか

り議論し、執行部においても県に要望していただきたいと議論しているとの答弁、さらに委員から、ぜひホ

ームグラウンドをフルに使って交流人口をふやすよう頑張ってもらいたいとの要望に対し、ワールドカップ

優勝、ロンドンオリンピック銀メダルという活躍の中で1,500万円に戻す協議をしているところであり、あ

くまで湯郷Ｂｅｌｌｅに支援する目的で、手法を変えた形で予算の計上を行う予定との答弁でした。 

 別の委員より、最近、湯郷Ｂｅｌｌｅに多くのスポンサーがついていると聞いている。市としてはこれま

で育ててきたために税金を投入して入場料が取れるところまできた、市民の目線では市の税金を減らしても

らいたい、もっと大きくなってスポンサーで育ててもらいたい気持ちがある、財政的な面とスポンサーがふ

えていることに市のほうで協議がなされたかという問いに対し、確かにスポンサーはふえているが、湯郷Ｂ

ｅｌｌｅのＮＰＯ法人からの報告は受けていない、今後の予算づけのあり方についても議論はしていないと

の答弁、委員から、やはりどんどん頑張ってもらっているので、より頑張ってもらいたい、市としてここま

で苦労してチームを支えてきたのだから、補助金を減らすという方向も考えていけるかどうかという質疑に

対し、予算についての議論はありませんでしたとの答弁、さらに委員より、Ｂｅｌｌｅの決算がどうなって

いるのかとの質疑に対し、収支についてこちらではわかりませんので、幾らかわかる資料がありましたら、

市長に答えていただきたいと思うとの答弁でした。 

 次に、産業建設委員会分科会委員長の報告に対する質疑では、委員より、オルゴール館について、湯郷に

移転し、最大の欠点として体験工房がないため、委員長報告での中、入館者が低迷しているとのことで、関

連施設との連携をとりながらということについての質疑に対し、協議の内容としては現在の湯郷にある昭和

館、鉄道模型館などと連携して、湯郷の町をぐるっと回れることが必要という議論があった、さらに委員よ

り、私の考えと少しずれていると思いますので確認しますが、今も東粟倉に体験施設がありますが、そこと

の連携の話はなかったと理解してよいかとの問いに、そのとおりですとの答弁でした。 

 ほかに質疑はなく、討論、採決に入り、両議案とも採決の結果、議案第56号「平成25年度美作市一般会計
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予算」は全員の賛成で原案のとおり可決されました。また、議案第57号「平成25年度美作市国民健康保険特

別会計予算」につきましても、全員の賛成により原案のとおり可決されました。 

 以上で予算審査特別委員会の委員長の報告を終わらせていただきます。〔降壇〕 

議長（内海 健次君） 

 御苦労さまでした。 

 各常任委員長及び予算審査特別委員長からの審査結果の報告はただいまお聞きのとおりであります。 

 これより各常任委員長及び予算審査特別委員長の審査報告への質疑を行います。 

 まず、総務委員長報告に対する質疑はございませんか。 

 岩江議員。 

１４番（岩江 正行君） 

 住宅新築資金貸し付けの補正予算の関係なんですが、これ貸し付けから償還までというのは大体18年ぐら

いだった思うんじゃけれども、ほいでもう法が切れてからはや長いことになりゃへんか思うんです。ほい

で、これ見ようたら、いつまでも経費ばっかしが毎年毎年要って、どういうな考えされたんか、このことに

ついて審議されたんかされなかったんか、それについてちょっとお伺いをしたいと思います。 

議長（内海 健次君） 

 総務委員長。 

１２番（鈴木 悦子君） 

 住宅新築資金貸付事業については、事業における債権を明確にしておかないといけないという意見があり

ました。それをどのように管理しているのかということで、現在償還中の方が250名、長期滞納者が130名と

なっている。貸付金の残高が24年度以降に償還をする金額が6,400万円で、23年度末の滞納額が４億4,500万

円となっているとの説明を受けましたけれども、今この24年度以降償還を必要とする金額が6,400万円で、

それだけの金額が入ってくると、今現在支払いをしていただいている金額が入ってくるために、これ以上基

金を積むことはないということで、その金額を一般財源へ入れていると、繰り入れをしているというような

状況です。 

 そのような状況の中で、議案第６号の美作市債権管理に関する条例の制定という議案があったと思いま

す。その条例を制定するに当たり、このような私債権については５年の時効期間が過ぎても時効の援用がな

されない限り債権が残ってしまう状況にあり、本人の死亡とか、それから財産がなくなったとか、そういう

ふうなことを放置するというのは不適切な実態であるというようなことで、これからはそういうふうなこと

をしっかりと援用をしていただきながら、きちっと整理をしていくと。そして、払っていただくことに関し

ては法令にのっとって徴収を強化するというような説明がありました。 

議長（内海 健次君） 

 岩江議員。 

１４番（岩江 正行君） 

 不良債権になったら、もしこれ競売へかかる、競売へかかったら支払い、これ滞納しとる分だけは差し引

きしてもらえるんかな、これ。競売かかった分。買っとるわけじゃから。それで、そがいなものを競売へか

けるもんも、とれるとれんは別にして、これどがいなるんかな、ようわからんのんじゃけども、わしもちょ

っと尋ねよんじゃ。 

 それで、これお金を借っとるわけじゃ、それを借って家を建てとるわけでしょう。住宅改修しとんじゃ

し。そうしたら、これを競売へかかった場合に、今言ようるお金が残っとるような、債権が残っとるような
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もんについて、落としとる人がおるかおらんか、これはまた別にして、落とした場合について、これどがい

になるんかな。その辺のとこ、よう審議されたんかな、その辺のとこについてもちょっと聞きたいんじゃけ

ど。 

 それと、やっぱし職員の方々にちょっと言わせてもらうけど、ここへ役場へ来とったら給料がもらえる思

うたら、これ道理が違うんよ。役場へ来さえすりゃあ、もうタイムカードだけ押しょうたら、給料がもらえ

るんじゃというような感覚でおってもろうたんじゃあ、これいつまでたっても解消しゃあへんのや、これ。

そうでしょう。仕事をせなんだら。あれやこれや一緒こさになってしもうたらいけんから、簡単に言います

けど、五輪坊、愛の村パーク、雲海にしたって、指定管理皆、雲海やこうは指定管理云々というて言よんじ

ゃけども、とりあえず売り上げのほとんどが人件費でしょう。いうことは、やっぱしノルマ制でもかけてい

くようにせなんだら、給料をもっととおんと低う下げて、なにか改善策ちゅうものを踏み込んだやつを行か

なんだら、この間もいまちょっと聞いたんじゃけども、委員長報告で、カニの足をもぐようなことをしても

ろうたら、甲羅だけになったら絶対動かんようになってしまいますよ。 

議長（内海 健次君） 

 岩江議員、申しわけないけれども、議案の審議に対する質問としてください。これは違います。 

１４番（岩江 正行君） 

 じゃから、職員が……。 

議長（内海 健次君） 

 議案の審議に対する委員長報告に対する質問をやってください。 

１４番（岩江 正行君） 

 そじゃから、委員長に対するやつじゃから、今言ようるこの辺のとこをちょっとしとかなんだら、予算書

を審議したんかしとらんのかということを問よんじゃから、そうじゃろう。 

議長（内海 健次君） 

 あくまでも……。 

１４番（岩江 正行君） 

 この辺のとこについてはどうしとんなら、職員についてはどういうふうな形で……。 

議長（内海 健次君） 

 債権の明確化について審議されたんでしょう、総務委員会は。それだけおっしゃってください。 

１２番（鈴木 悦子君） 

 先ほど私のほうから答弁申し上げたことを審議いたしました。債権については、徴収員の強化をしなが

ら、それでもだめなようなものは法的に弁護士を頼んで徴収をするというような形をとっているという…

…。 

議長（内海 健次君） 

 審議はなされたんですね。 

１２番（鈴木 悦子君） 

 はい、審議をいたしました。 

議長（内海 健次君） 

 岩江議員。 

１４番（岩江 正行君） 

 １年に何回ぐらい行きょうたんか、行きょうらなんだんか、その辺のとこは審議しとんかしとらんか。１
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遍だけ行かれとんか、それとも１年に定期的に保証人のところまで行きょんか行きょうらんのんか、その辺

のとこもちょっと審議したかしとらんか、その辺のところ聞かせてください。 

議長（内海 健次君） 

 総務委員長。 

１２番（鈴木 悦子君） 

 今回はそこまでは踏み込んだ審議はしておりません。 

議長（内海 健次君） 

 岩江議員、いいですよ、言ってください。 

１４番（岩江 正行君） 

 やっぱし従業員が遊びょうるか遊びょうらんか、ほっとるようなこっちゃ、我々の責務が果たせんわけじ

ゃから、その辺の踏み込んだ議会というのをしていく必要があると思いますので、今後そのような形の中で

取り組んでいただきたいと、かように思います。 

 以上。 

議長（内海 健次君） 

 他に質疑はございませんでしょうか。 

 安東議員。 

９番（安東 章治君） 

 議案第40号について、辺地に係る総合整備計画の策定についてということで、ちょっと今説明をしていた

だいたわけでありますけれども、河川工事についてまだ計画やこうもというような話もちらっと出てきまし

たけれども、とかく新しい施設をこしらえるときに、その跡地利用のことが話題になるんですけれども、跡

地利用について、その辺の議論はなされたのかどうか、その辺を少し確認しておきたいと思います。 

議長（内海 健次君） 

 総務委員長。 

１２番（鈴木 悦子君） 

 跡地利用については、そういう意見はありませんでした。福山の改善センターと福山の診療所が老朽化の

ためにあわせて改築をするということで、福山の診療所については河川改修が予定されており、立ち退きの

可能性があるということで、その際は補償費の対象になるであろうという説明がありまして、それ以上の議

論はしておりません。 

議長（内海 健次君） 

 安東議員。 

９番（安東 章治君） 

 委員長が今言われましたんですけれども、福山の診療所に関してだけでなくして、これからそういう老朽

化施設とか建てかえとか移転とか、いろいろと出ようかと思います。そういうことに関してやはり地元によ

く相談して跡地利用というようなものもしっかりと研究してこれからいっていただきたいという要望をして

終わります。 

議長（内海 健次君） 

 他に質疑はございませんでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 
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 ないようですので、これで総務委員長報告に対する質疑を終了いたします。 

 次に、文教厚生委員長報告に対する質疑はございませんか。 

 岡﨑議員。 

６番（岡﨑 正裕君） 

 幼稚園、幼児園のスクールバスに関してちょっと質問をしたいんですが。 

 統廃合になりますと、当然小学校はスクールバスと、遠くなったらスクールバスということになるんです

が、幼児園、幼稚園については、これは原則保護者が送迎をするということになっておるかと思うんです

が、これ場所によってまちまちの今対応をとられとるということも聞いておりますが、その辺のなぜスクー

ルバスになるのか、その辺のところの議論はどういうふうに、もうちょっと深く教えていただきたいと思い

ます。 

議長（内海 健次君） 

 文教厚生委員長。 

１番（山本 雅彦君） 

 先ほど委員長報告でも申し上げましたとおり、スクールバスを予定をしているということでございまし

た。その部分について、なぜ保護者がしないのか、あるいはスクールバスにしたのか、そういった議論はし

ておりません。スクールバスで送迎をするという説明でございました。 

 以上です。 

議長（内海 健次君） 

 岡﨑議員。 

６番（岡﨑 正裕君） 

 私が聞いとんのは、いつもあちこち、まちまちの対応をされております。そういった中で、これがまちま

ちなので、ある程度のルールをつくっておかんと、これはちょっと変なことになるんじゃないかなと思う部

分がありますので、そういった経過も含めてもうちょっと深くやってほしかったなという気がします。将来

に向けてまた統合も出てくるかと思いますが、そこの中できちっと原則これは保護者の送迎ということの中

でスクールバスを運行するに当たっては多くの議論を重ねてやっていただきたいということを希望いたしま

して、質問は終わります。 

議長（内海 健次君） 

 他に質疑はございませんでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 ないようですので、これで文教厚生委員長報告に対する質疑を終了いたします。 

 次に、産業建設委員長報告に対する質疑はございませんか。 

 岩江議員。 

１４番（岩江 正行君） 

 先ほどちょっと言いかけたら、横道それたらいけんからというて議長のほうにちょっと忠告を受けたんじ

ゃけども、この五輪坊の関係じゃけども、レストランを閉めるというて言うたら、４月１日から閉めるとい

うていうふうになっとんでしょう。そうしたら、これはメリット、デメリットの関係、閉めた場合について

どんだけのメリットがあるんか、デメリットは出てきやへんのんか。メリットがあるということはデメリッ

トが、どっちか出てくるわけじゃから、それについての審議はされたのか、されてなかったのか。 
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 今言ようる去年の予算決算書を見ても、一番多いのは人件費が大半ですから、この辺についての審議は委

員会の中でされたんかされてなかったんか、これを少のうするという、どがいしたら少のうなるかという、

そういうようなことについての審議はされたんかされてなかったんか、その辺についてのお答えをお願いし

たいと思います。 

議長（内海 健次君） 

 １点だけでよろしいですか、それだけで。質問はそれだけでよろしいですか。 

〔14番岩江正行君「それだけ」と呼ぶ〕 

 産業建設委員長。 

１０番（橋本 健二君） 

 要は、委員長報告でしましたように、夏分の２カ月程度は確実に黒字経営になると、そういったとこでレ

ストラン部分と夏のプールオープンというような形の中で黒字が出てくると。しかし、その他の月において

は全て赤字になってくるということから、こういった方策をとって地元とも話し合いを続けていきたいとい

うような話でございました。 

 議員言われるとおり、人件費が高騰しておるということで、相当大胆なことも考えていかなきゃあならな

いという報告、説明も受けましたが、どうしてもその辺の徐々に、何というてもその武蔵の里にしても愛の

村パークにしてもそこの地域の住民の星であり、非常に期待をかけた施設を建設されておるということか

ら、そう簡単には大胆な行動というのは難しいというのもあるんですが、しかしながらやはり財政的なもん

から比べていくと、こういった方策をとらざるを得んというようなことで、一応話としてはありました。 

 以上です。 

議長（内海 健次君） 

 岩江議員。 

１４番（岩江 正行君） 

 経営のことについて、私もホテル経営というのはようわからんのんで、岡山のあるホテルの社長に相談し

ました。そしたら、やっぱし人件費というのは25％、売り上げの全体の25％ぐらいで抑えようらにゃあいけ

ませんよというて言うとるわけよ。レストランだけを切っただけで、あとの本丸は今言ようる25％どころじ

ゃねえわけじゃから、多いのは。去年の決算見たら。そうでしょう。レストラン経営だけでそんだけの経費

が削減できるんかできないのかというようなことをやっぱし、もうきょうはよろしいですけど、今後新年度

に入ったらその辺のところに十分メスを入れて、経営をしていただかなかったら、また次のときになった

ら、ほんなら風呂を閉めようか、何を閉めようか、もうあそこのあんだけの施設がカニの足をもいでしもう

たら、カニは甲羅になったら動けませんよということを、そのことを先ほど言おう思ようたんです。やっぱ

しそういうようなことを十分頭に入れて経営に当たっていただきたいと思います。 

 以上。 

議長（内海 健次君） 

 他にございませんか。 

 岡﨑議員。 

６番（岡﨑 正裕君） 

 補正予算の中で、獣肉処理施設の排水について減額をされております。いわゆるくみ取り方式というふう

なことになるかと思うんですが、これはずっとこのままでやられるようなことに話はなっておるのか、将来

的にまたこれ認可が得られたらかえていくのか、そういうところの議論がされたのかというのが１点目と、
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それから２点目は、先ほど岩江議員のほうからありましたけれども、いわゆる観光施設について、いつもこ

れは予算決算のたびに議員の皆さん指摘をされとんですが、経営分析をして、何がどこが突出しておるの

か、どこをやれば改善するのかというような議論がどこまでなされたのかなと。先ほど岩江議員言われまし

たように、25％、これ私も昔に聞きました。25が良、それで35が限界と、人件費については。それで、これ

は一つの例ですが、かつてみまさか荘が人件費比率が65％ありました。それで、もうこれは当然やれないな

ということで閉鎖をしたと。正確には休止ですけども、そういった経過がありますが、そこのところをとっ

ても非常に経営の分析というのがちゃんとやられて、議会側のほうに実はここのここ、こういうところが問

題なんだと、これを改善したい、あるいは改善すべきというような議論はなされたのでしょうか、その２点

をお尋ねいたします。 

議長（内海 健次君） 

 産業建設委員長。 

１０番（橋本 健二君） 

 最初に、獣肉処理の部分でお答えしますが、委員長報告の中にも報告をさせていただいたとおりなんです

が、最初は楢原の駅まで配管をする予定の予算を組んでおりましたが、非常に費用対効果からするとまずい

ということで非常に頭を悩ませられた跡がうかがえました。それで、結局職員が使用するトイレと手洗い等

の水は農業集落排水のほうへ配管をしていくと。その後の獣肉、とった獲物の水洗いとか、その他いろいろ

な水を使う作業ということのは、一応その施設に行かれたら大きな貯水槽があると思いますが、そこで浄化

をさせた水のみをタンクへためておき、その浄化をさせた水をプラスチックの大きなタンクにくみ上げて、

それを処理施設に搬入するということで、委員長報告の中にも話をしましたが、本当は将来的には公共下水

道へつなぎたい、公共下水道へつなぐことによって費用が軽減されるんであろうということは明白なんです

が、今現在は地域の見直しをやって、すぐそれができると思うておったんですけども、それがなかなかでき

ないということで、この手段をとって、下水の組みかえができた時点でそういう公共下水道へ送り込むとい

うことのために今現在そういった暫定的にタンクにくみ上げをして、それを施設に持っていくということの

話を聞いております。 

 それから、観光施設のほうですが、私も商売をしております。そういったことで、どれだけ人件費がかか

って、経費がかかってということは、武蔵の里のほうはアドバイザーもおられるわけです。そういった面は

一目瞭然、わかっておられます。どうやったら、その赤字幅が減るというのもわかるんです。要はお客さん

が来てくれりゃあ、減るわけです。ところが、なかなか昨今の景気が悪いときに、そう簡単にお客さんがふ

えるという要件が少ない、そういった中で人件費を削ろうか削るまあかというようなとこもあり得るんです

けども、なおそれでも、その地域の希望であり、そういった施設をその時代時代につくられてきておるわけ

で、その意思をそう簡単に無視することはできない、そういったとこからアドバイザーの人を入れたりいろ

いろ経費削減について支配人とも努力をされた、でもやはり赤字が出てくる、それは将来的には大胆な決断

を下していかにゃあいけん場合もあるだろう、それをする前にやはり地域の人たちの御協力を仰がにゃあい

けんし、地域の人たちの声も聞かにゃあいけんし、そういったのを合併以来ずっと続けてきとるわけです。

そうかというて、交付税が一本算定になったときに、じゃあ３つの施設、合併当時のように２億円近い金を

投入できるかというて、できない、そこのとこが今正念場に来て、新しい首長が決まったら、それに対して

の行動はいろいろあるだろうと思います。そういった施設の補正予算を組むにしても、やはりそういった

我々は委員会としては思いがあるし、思いもわかるし、そういった中で認めていってスムーズな移行期間に

移っていきたい、そういう思いで今回の予算は可決されましたということで報告します。 
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 以上です。 

議長（内海 健次君） 

 岡﨑議員。 

６番（岡﨑 正裕君） 

 獣肉処理施設については、結局これは暫定的なものというて理解をしたらいいんでしょうけれども、委員

長報告でしたので、執行部に聞くわけにはいきませんが、ちょっと計画というのが見通しが甘いということ

も言わざるを得ません。そういった中で、これはある程度の理解はしておりますが、ちょっとおかしいんじ

ゃないかなという部分もございます。 

 それから、観光施設につきましては、今まで合併以来、何度も改善策というのをやってきたと思うんです

が、非常に私らに経営状況の分析、ここがだめだからこうやるんだというようなことが非常にわかりにく

い。例えば、観光施設については文書でこうこうこうなんだと、分析をしたらこうなんだということを議会

側に示していただければありがたかったんですが、そういう情報もなかなか伝わってきてないという部分が

ございます。そういったわけで、これは執行部に聞くわけにはいきませんので、ある程度の理解はしておき

ますが、今後とも議会と行政の中で話をしていただきたいと、詰めたお話をしていただきたいということを

希望して、質問は終わります。 

議長（内海 健次君） 

 産業建設委員長。 

１０番（橋本 健二君） 

 獣肉処理施設は言われたとおり暫定的なということを我々も理解してます。そういった下水道の施設の統

廃合ができ次第、そちらのほうにつないでいくということで了解をしております。 

 それともう一つ、獣肉処理施設のことで、昨日の新聞の記事に、食肉処理施設が今春できる美作市は年間

約1,000頭の処理を目指し、食卓に上る日が近いかもしれない。全国で学校給食に利用する地域もある。身

近な大地の恵みや子どもたちが命について考えるきっかけになろう。野山へ足を延ばす機会もふえる春だ

が、森林に暮らす多様な生命とどう向き合うか、その道筋に思いをはせたいというような……。 

議長（内海 健次君） 

 あくまでも滴一滴として発言を取り消してください。 

 滴一滴です、あくまでも滴一滴でしょう、それは。思いはわかりますけれども。 

１０番（橋本 健二君） 

 そういった新聞記事がありました。そういった中で獣肉処理施設が今私の思いの中ですが、今処理施設が

でき、岡山県下でも非常に注目を浴びた状態の中の処理施設が減額を4,000万円したら、それは甘いと言わ

れたり、職員が一生懸命努力して何とかこの施設を動かしていこうという、その気持ちをどうぞ皆さん酌ん

で上げてください。そうしないと、職員が浮かばれません。本当に思いとしては同じことを同じ議員が同じ

ようなことしか聞かれないんで、非常に腹立たしい思いがするんです。 

 以上です。 

議長（内海 健次君） 

 他にございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 ないようですので、これで産業建設委員長報告に対する質疑を終了いたします。 
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 次に、予算審査特別委員長報告に対する質疑ですが、委員会は議員全員で構成され審査を行っております

ので、質疑はないものと思います。よって、予算審査特別委員長報告に対する質疑を終了したいと思います

が、これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 異議なしと認め、予算審査特別委員長報告に対する質疑を終了いたします。 

 ただいまから１時まで休憩いたします。 

                                       午後０時05分 休憩 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

                                       午後１時00分 再開 

議長（内海 健次君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 続きまして、討論、採決に移ります。 

 討論、採決は１議案ごとに行います。 

 それでは、議案第２号「住民基本台帳法等の改正に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について」、

討論に入ります。 

 ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 ないようですので、討論を終結し、これより採決を行います。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。 

 議案第２号「住民基本台帳法等の改正に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について」、委員長の報

告どおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

〔起立全員〕 

議長（内海 健次君） 

 全員賛成。よって、議案第２号は委員長の報告どおり可決されました。 

 続きまして、議案第３号「美作市営バス有償運送に関する条例の一部を改正する条例について」、討論に

入ります。 

 ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 ないようでございますので、討論を終結し、これより採決を行います。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。 

 議案第３号「美作市営バス有償運送に関する条例の一部を改正する条例について」、委員長の報告どおり

決定することに賛成の方の起立を求めます。 

〔起立全員〕 

議長（内海 健次君） 

 全員賛成。よって、議案第３号は委員長の報告どおり可決されました。 

 続きまして、議案第４号「美作市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について」、討論
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に入ります。 

 ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 ないようでございますので、討論を終結し、これより採決を行います。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。 

 議案第４号「美作市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について」、委員長の報告どお

り決定することに賛成の方の起立を求めます。 

〔起立全員〕 

議長（内海 健次君） 

 全員賛成。よって、議案第４号は委員長の報告どおり可決されました。 

 続きまして、議案第５号「美作市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を

改正する条例について」、討論に入ります。 

 ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 ないようでございますので、討論を終結し、これより採決を行います。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。 

 議案第５号「美作市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例

について」、委員長の報告どおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

〔起立全員〕 

議長（内海 健次君） 

 全員賛成。よって、議案第５号は委員長の報告どおり可決されました。 

 続きまして、議案第６号「美作市債権管理に関する条例の制定について」、討論に入ります。 

 ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 ないようでございますので、討論を終結し、これより採決を行います。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。 

 議案第６号「美作市債権管理に関する条例の制定について」、委員長の報告どおり決定することに賛成の

方の起立を求めます。 

〔起立全員〕 

議長（内海 健次君） 

 全員賛成。よって、議案第６号は委員長の報告どおり可決されました。 

 続きまして、議案第７号「美作市立幼児園に関する条例の一部を改正する条例について」、討論に入りま

す。 

 ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 
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 ないようでございますので、討論を終結し、これより採決を行います。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。 

 議案第７号「美作市立幼児園に関する条例の一部を改正する条例について」、委員長の報告どおり決定す

ることに賛成の方の起立を求めます。 

〔起立全員〕 

議長（内海 健次君） 

 全員賛成。よって、議案第７号は委員長の報告どおり可決されました。 

 続きまして、議案第８号「美作市高齢者福祉施設設置及び管理に関する条例の制定について」、討論に入

ります。 

 ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 ないようでございますので、討論を終結し、これより採決を行います。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。 

 議案第８号「美作市高齢者福祉施設設置及び管理に関する条例の制定について」、委員長の報告どおり決

定することに賛成の方の起立を求めます。 

〔起立全員〕 

議長（内海 健次君） 

 全員賛成。よって、議案第８号は委員長の報告どおり可決されました。 

 続きまして、議案第９号「美作市農村高齢者交流施設「三友荘」設置及び管理に関する条例の制定につい

て」、討論に入ります。 

 ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 ないようでございますので、討論を終結し、これより採決を行います。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。 

 議案第９号「美作市農村高齢者交流施設「三友荘」設置及び管理に関する条例の制定について」、委員長

の報告どおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

〔起立全員〕 

議長（内海 健次君） 

 全員賛成。よって、議案第９号は委員長の報告どおり可決されました。 

 続きまして、議案第10号「美作市介護予防支援通所センター設置及び管理に関する条例の制定につい

て」、討論に入ります。 

 ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 ないようでございますので、討論を終結し、これより採決を行います。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。 

 議案第10号「美作市介護予防支援通所センター設置及び管理に関する条例の制定について」、委員長の報
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告どおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

〔起立全員〕 

議長（内海 健次君） 

 全員賛成。よって、議案第10号は委員長の報告どおり可決されました。 

 続きまして、議案第11号「美作市介護保険条例の一部を改正する条例について」、討論に入ります。 

 ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 ないようでございますので、討論を終結し、これより採決を行います。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。 

 議案第11号「美作市介護保険条例の一部を改正する条例について」、委員長の報告どおり決定することに

賛成の方の起立を求めます。 

〔起立全員〕 

議長（内海 健次君） 

 全員賛成。よって、議案第11号は委員長の報告どおり可決されました。 

 続きまして、議案第12号「美作市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定

める条例の制定について」、討論に入ります。 

 ございませんか。 

 絹田議員。 

１７番（絹田 和昭君） 

 賛成討論ですが、この条例の施行によって在宅介護者の夜間の介護の支援についてできる制度でございま

す。特に随時対応型訪問介護看護とか夜間対応型訪問介護と、こういう制度ができたわけですが、夜間に在

宅支援をできるという体制にできたんですけど、実際の運用については非常に財政的支援が必要じゃないか

と思いますので、これからの美作市の在宅支援を特に強く要望いたしまして、この賛成討論といたします。 

議長（内海 健次君） 

 他にございませんでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 ないようでございますので、討論を終結し、これより採決を行います。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。 

 議案第12号「美作市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の制

定について」、委員長の報告どおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

〔起立全員〕 

議長（内海 健次君） 

 全員賛成。よって、議案第12号は委員長の報告どおり可決されました。 

 続きまして、議案第13号「美作市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指

定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の制

定について」、討論に入ります。 

 ございませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 ないようでございますので、討論を終結し、これより採決を行います。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。 

 議案第13号「美作市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型

介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の制定につい

て」、委員長の報告どおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

〔起立全員〕 

議長（内海 健次君） 

 全員賛成。よって、議案第13号は委員長の報告どおり可決されました。 

 続きまして、議案第14号「美作市新型インフルエンザ等対策本部条例の制定について」、討論に入りま

す。 

 ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 ないようでございますので、討論を終結し、これより採決を行います。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。 

 議案第14号「美作市新型インフルエンザ等対策本部条例の制定について」、委員長の報告どおり決定する

ことに賛成の方の起立を求めます。 

〔起立全員〕 

議長（内海 健次君） 

 全員賛成。よって、議案第14号は委員長の報告どおり可決されました。 

 続きまして、議案第15号「美作市獣肉処理施設設置及び管理に関する条例の制定について」、討論に入り

ます。 

 ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 ないようでございますので、討論を終結し、これより採決を行います。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。 

 議案第15号「美作市獣肉処理施設設置及び管理に関する条例の制定について」、委員長の報告どおり決定

することに賛成の方の起立を求めます。 

〔起立全員〕 

議長（内海 健次君） 

 全員賛成。よって、議案第15号は委員長の報告どおり可決されました。 

 続きまして、議案第16号「美作市企業立地促進条例の一部を改正する条例について」、討論に入ります。 

 ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 ないようでございますので、討論を終結し、これより採決を行います。 
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 本案に対する委員長の報告は可決です。 

 議案第16号「美作市企業立地促進条例の一部を改正する条例について」、委員長の報告どおり決定するこ

とに賛成の方の起立を求めます。 

〔起立全員〕 

議長（内海 健次君） 

 全員賛成。よって、議案第16号は委員長の報告どおり可決されました。 

 続きまして、議案第17号「大芦高原国際交流の村設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例につい

て」、討論に入ります。 

 ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 ないようでございますので、討論を終結し、これより採決を行います。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。 

 議案第17号「大芦高原国際交流の村設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について」、委員長

の報告どおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

〔起立全員〕 

議長（内海 健次君） 

 全員賛成。よって、議案第17号は委員長の報告どおり可決されました。 

 続きまして、議案第18号「能登香の里小房リゾート施設設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

について」、討論に入ります。 

 ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 ないようでございますので、討論を終結し、これより採決を行います。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。 

 議案第18号「能登香の里小房リゾート施設設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について」、

委員長の報告どおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

〔起立全員〕 

議長（内海 健次君） 

 全員賛成。よって、議案第18号は委員長の報告どおり可決されました。 

 続きまして、議案第19号「美作市トム・ソーヤー冒険村設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

について」、討論に入ります。 

 ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 ないようでございますので、討論を終結し、これより採決を行います。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。 

 議案第19号「美作市トム・ソーヤー冒険村設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について」、

委員長の報告どおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 
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〔起立全員〕 

議長（内海 健次君） 

 全員賛成。よって、議案第19号は委員長の報告どおり可決されました。 

 続きまして、議案第20号「美作市東粟倉ふれあいセンターの指定管理者の指定について」、討論に入りま

す。 

 ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 ないようでございますので、討論を終結し、これより採決を行います。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。 

 議案第20号「美作市東粟倉ふれあいセンターの指定管理者の指定について」、委員長の報告どおり決定す

ることに賛成の方の起立を求めます。 

〔起立全員〕 

議長（内海 健次君） 

 全員賛成。よって、議案第20号は委員長の報告どおり可決されました。 

 続きまして、議案第21号「美作市放課後児童健全育成事業施設の指定管理者の指定について」、討論に入

ります。 

 ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 ないようでございますので、討論を終結し、これより採決を行います。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。 

 議案第21号「美作市放課後児童健全育成事業施設の指定管理者の指定について」、委員長の報告どおり決

定することに賛成の方の起立を求めます。 

〔起立全員〕 

議長（内海 健次君） 

 全員賛成。よって、議案第21号は委員長の報告どおり可決されました。 

 続きまして、議案第22号「美作市高齢者生活福祉センターの指定管理者の指定について」、討論に入りま

す。 

 ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 ないようでございますので、討論を終結し、これより採決を行います。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。 

 議案第22号「美作市高齢者生活福祉センターの指定管理者の指定について」、委員長の報告どおり決定す

ることに賛成の方の起立を求めます。 

〔起立全員〕 

議長（内海 健次君） 

 全員賛成。よって、議案第22号は委員長の報告どおり可決されました。 
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 続きまして、議案第23号「美作市英愛センターの指定管理者の指定について」、討論に入ります。 

 ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 ないようでございますので、討論を終結し、これより採決を行います。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。 

 議案第23号「美作市英愛センターの指定管理者の指定について」、委員長の報告どおり決定することに賛

成の方の起立を求めます。 

〔起立全員〕 

議長（内海 健次君） 

 全員賛成。よって、議案第23号は委員長の報告どおり可決されました。 

 続きまして、議案第24号「美作市コスモス苑の指定管理者の指定について」、討論に入ります。 

 ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 ないようでございますので、討論を終結し、これより採決を行います。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。 

 議案第24号「美作市コスモス苑の指定管理者の指定について」、委員長の報告どおり決定することに賛成

の方の起立を求めます。 

〔起立全員〕 

議長（内海 健次君） 

 全員賛成。よって、議案第24号は委員長の報告どおり可決されました。 

 続きまして、議案第25号「美作市作東老人福祉センターの指定管理者の指定について」、討論に入りま

す。 

 ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 ないようでございますので、討論を終結し、これより採決を行います。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。 

 議案第25号「美作市作東老人福祉センターの指定管理者の指定について」、委員長の報告どおり決定する

ことに賛成の方の起立を求めます。 

〔起立全員〕 

議長（内海 健次君） 

 全員賛成。よって、議案第25号は委員長の報告どおり可決されました。 

 続きまして、議案第26号「美作市高齢者福祉センター「やまゆり苑」の指定管理者の指定について」、討

論に入ります。 

 ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 
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 ないようでございますので、討論を終結し、これより採決を行います。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。 

 議案第26号「美作市高齢者福祉センター「やまゆり苑」の指定管理者の指定について」、委員長の報告ど

おり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

〔起立全員〕 

議長（内海 健次君） 

 全員賛成。よって、議案第26号は委員長の報告どおり可決されました。 

 続きまして、議案第27号「美作市大原居宅サービスセンターの指定管理者の指定について」、討論に入り

ます。 

 ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 ないようでございますので、討論を終結し、これより採決を行います。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。 

 議案第27号「美作市大原居宅サービスセンターの指定管理者の指定について」、委員長の報告どおり決定

することに賛成の方の起立を求めます。 

〔起立全員〕 

議長（内海 健次君） 

 全員賛成。よって、議案第27号は委員長の報告どおり可決されました。 

 続きまして、議案第28号「美作市いきいきゆうゆうの里地域福祉センターの指定管理者の指定につい

て」、討論に入ります。 

 ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 ないようでございますので、討論を終結し、これより採決を行います。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。 

 議案第28号「美作市いきいきゆうゆうの里地域福祉センターの指定管理者の指定について」、委員長の報

告どおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

〔起立全員〕 

議長（内海 健次君） 

 全員賛成。よって、議案第28号は委員長の報告どおり可決されました。 

 続きまして、議案第29号「美作市いきいきゆうゆうの里世代交流多目的ホール・多目的運動広場・遊歩自

然公園の指定管理者の指定について」、討論に入ります。 

 ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 ないようでございますので、討論を終結し、これより採決を行います。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。 

 議案第29号「美作市いきいきゆうゆうの里世代交流多目的ホール・多目的運動広場・遊歩自然公園の指定
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管理者の指定について」、委員長の報告どおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

〔起立全員〕 

議長（内海 健次君） 

 全員賛成。よって、議案第29号は委員長の報告どおり可決されました。 

 続きまして、議案第30号「山の学校の指定管理者の指定について」、討論に入ります。 

 ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 ないようでございますので、討論を終結し、これより採決を行います。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。 

 議案第30号「山の学校の指定管理者の指定について」、委員長の報告どおり決定することに賛成の方の起

立を求めます。 

〔起立全員〕 

議長（内海 健次君） 

 全員賛成。よって、議案第30号は委員長の報告どおり可決されました。 

 続きまして、議案第31号「作東吉野きんちゃい館の指定管理者の指定について」、討論に入ります。 

 ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 ないようでございますので、討論を終結し、これより採決を行います。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。 

 議案第31号「作東吉野きんちゃい館の指定管理者の指定について」、委員長の報告どおり決定することに

賛成の方の起立を求めます。 

〔起立全員〕 

議長（内海 健次君） 

 全員賛成。よって、議案第31号は委員長の報告どおり可決されました。 

 続きまして、議案第32号「美作市都市農村交流促進施設「彩菜みまさか」の指定管理者の指定につい

て」、討論に入ります。 

 ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 ないようでございますので、討論を終結し、これより採決を行います。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。 

 議案第32号「美作市都市農村交流促進施設「彩菜みまさか」の指定管理者の指定について」、委員長の報

告どおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

〔起立全員〕 

議長（内海 健次君） 

 全員賛成。よって、議案第32号は委員長の報告どおり可決されました。 

 続きまして、議案第33号「美作市湯郷駐車場の指定管理者の指定について」、討論に入ります。 
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 ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 ないようでございますので、討論を終結し、これより採決を行います。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。 

 議案第33号「美作市湯郷駐車場の指定管理者の指定について」、委員長の報告どおり決定することに賛成

の方の起立を求めます。 

〔起立全員〕 

議長（内海 健次君） 

 全員賛成。よって、議案第33号は委員長の報告どおり可決されました。 

 続きまして、議案第34号「大芦高原キャンプ場の指定管理者の指定について」、討論に入ります。 

 ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 ないようでございますので、討論を終結し、これより採決を行います。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。 

 議案第34号「大芦高原キャンプ場の指定管理者の指定について」、委員長の報告どおり決定することに賛

成の方の起立を求めます。 

〔起立全員〕 

議長（内海 健次君） 

 全員賛成。よって、議案第34号は委員長の報告どおり可決されました。 

 続きまして、議案第35号「美作市トム・ソーヤー冒険村の指定管理者の指定について」、討論に入りま

す。 

 ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 ないようでございますので、討論を終結し、これより採決を行います。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。 

 議案第35号「美作市トム・ソーヤー冒険村の指定管理者の指定について」、委員長の報告どおり決定する

ことに賛成の方の起立を求めます。 

〔起立全員〕 

議長（内海 健次君） 

 全員賛成。よって、議案第35号は委員長の報告どおり可決されました。 

 続きまして、議案第36号「美作市ベルピール自然公園の指定管理者の指定について」、討論に入ります。 

 ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 ないようでございますので、討論を終結し、これより採決を行います。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。 
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 議案第36号「美作市ベルピール自然公園の指定管理者の指定について」、委員長の報告どおり決定するこ

とに賛成の方の起立を求めます。 

〔起立全員〕 

議長（内海 健次君） 

 全員賛成。よって、議案第36号は委員長の報告どおり可決されました。 

 続きまして、議案第37号「能登香の里小房の指定管理者の指定について」、討論に入ります。 

 ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 ないようでございますので、討論を終結し、これより採決を行います。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。 

 議案第37号「能登香の里小房の指定管理者の指定について」、委員長の報告どおり決定することに賛成の

方の起立を求めます。 

〔起立全員〕 

議長（内海 健次君） 

 全員賛成。よって、議案第37号は委員長の報告どおり可決されました。 

 続きまして、議案第38号「作東バレンタインホテルの指定管理者の指定について」、討論に入ります。 

 ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 ないようでございますので、討論を終結し、これより採決を行います。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。 

 議案第38号「作東バレンタインホテルの指定管理者の指定について」、委員長の報告どおり決定すること

に賛成の方の起立を求めます。 

〔起立全員〕 

議長（内海 健次君） 

 全員賛成。よって、議案第38号は委員長の報告どおり可決されました。 

 続きまして、議案第39号「市道路線の廃止及び認定について」、討論に入ります。 

 ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 ないようでございますので、討論を終結し、これより採決を行います。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。 

 議案第39号「市道路線の廃止及び認定について」、委員長の報告どおり決定することに賛成の方の起立を

求めます。 

〔起立全員〕 

議長（内海 健次君） 

 全員賛成。よって、議案第39号は委員長の報告どおり可決されました。 

 続きまして、議案第40号「美作市内の辺地に係る総合整備計画の策定について」、討論に入ります。 
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 ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 ないようでございますので、討論を終結し、これより採決を行います。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。 

 議案第40号「美作市内の辺地に係る総合整備計画の策定について」、委員長の報告どおり決定することに

賛成の方の起立を求めます。 

〔起立全員〕 

議長（内海 健次君） 

 全員賛成。よって、議案第40号は委員長の報告どおり可決されました。 

 続きまして、議案第41号「平成24年度美作市一般会計補正予算（第８号）」について、討論に入ります。 

 ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 ないようでございますので、討論を終結し、これより採決を行います。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。 

 議案第41号「平成24年度美作市一般会計補正予算（第８号）」について、委員長の報告どおり決定するこ

とに賛成の方の起立を求めます。 

〔起立全員〕 

議長（内海 健次君） 

 全員賛成。よって、議案第41号は委員長の報告どおり可決されました。 

 続きまして、議案第42号「平成24年度美作市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）」について、討論

に入ります。 

 ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 ないようでございますので、討論を終結し、これより採決を行います。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。 

 議案第42号「平成24年度美作市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）」について、委員長の報告どお

り決定することに賛成の方の起立を求めます。 

〔起立全員〕 

議長（内海 健次君） 

 全員賛成。よって、議案第42号は委員長の報告どおり可決されました。 

 続きまして、議案第43号「平成24年度美作市介護保険特別会計補正予算（第２号）」について、討論に入

ります。 

 ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 ないようでございますので、討論を終結し、これより採決を行います。 
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 本案に対する委員長の報告は可決です。 

 議案第43号「平成24年度美作市介護保険特別会計補正予算（第２号）」について、委員長の報告どおり決

定することに賛成の方の起立を求めます。 

〔起立全員〕 

議長（内海 健次君） 

 全員賛成。よって、議案第43号は委員長の報告どおり可決されました。 

 続きまして、議案第44号「平成24年度美作市簡易水道特別会計補正予算（第２号）」について、討論に入

ります。 

 ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 ないようでございますので、討論を終結し、これより採決を行います。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。 

 議案第44号「平成24年度美作市簡易水道特別会計補正予算（第２号）」について、委員長の報告どおり決

定することに賛成の方の起立を求めます。 

〔起立全員〕 

議長（内海 健次君） 

 全員賛成。よって、議案第44号は委員長の報告どおり可決されました。 

 続きまして、議案第45号「平成24年度美作市土地取得特別会計補正予算（第１号）」について、討論に入

ります。 

 ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 ないようでございますので、討論を終結し、これより採決を行います。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。 

 議案第45号「平成24年度美作市土地取得特別会計補正予算（第１号）」について、委員長の報告どおり決

定することに賛成の方の起立を求めます。 

〔起立全員〕 

議長（内海 健次君） 

 全員賛成。よって、議案第45号は委員長の報告どおり可決されました。 

 続きまして、議案第46号「平成24年度美作市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算（第２号）」につ

いて、討論に入ります。 

 ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 ないようでございますので、討論を終結し、これより採決を行います。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。 

 議案第46号「平成24年度美作市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算（第２号）」について、委員長

の報告どおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 
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〔起立全員〕 

議長（内海 健次君） 

 全員賛成。よって、議案第46号は委員長の報告どおり可決されました。 

 続きまして、議案第47号「平成24年度美作市公園墓地事業特別会計補正予算（第１号）」について、討論

に入ります。 

 ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 ないようでございますので、討論を終結し、これより採決を行います。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。 

 議案第47号「平成24年度美作市公園墓地事業特別会計補正予算（第１号）」について、委員長の報告どお

り決定することに賛成の方の起立を求めます。 

〔起立全員〕 

議長（内海 健次君） 

 全員賛成。よって、議案第47号は委員長の報告どおり可決されました。 

 続きまして、議案第48号「平成24年度美作市都市と農村の交流施設特別会計補正予算（第１号）」につい

て、討論に入ります。 

 ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 ないようでございますので、討論を終結し、これより採決を行います。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。 

 議案第48号「平成24年度美作市都市と農村の交流施設特別会計補正予算（第１号）」について、委員長の

報告どおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

〔起立全員〕 

議長（内海 健次君） 

 全員賛成。よって、議案第48号は委員長の報告どおり可決されました。 

 続きまして、議案第49号「平成24年度美作市老人保健施設事業特別会計補正予算（第２号）」について、

討論に入ります。 

 ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 ないようでございますので、討論を終結し、これより採決を行います。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。 

 議案第49号「平成24年度美作市老人保健施設事業特別会計補正予算（第２号）」について、委員長の報告

どおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

〔起立全員〕 

議長（内海 健次君） 

 全員賛成。よって、議案第49号は委員長の報告どおり可決されました。 
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 続きまして、議案第50号「平成24年度矢田茂・原田政次郎・福田五男奨学基金特別会計補正予算（第１

号）」について、討論に入ります。 

 ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 ないようでございますので、討論を終結し、これより採決を行います。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。 

 議案第50号「平成24年度矢田茂・原田政次郎・福田五男奨学基金特別会計補正予算（第１号）」につい

て、委員長の報告どおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

〔起立全員〕 

議長（内海 健次君） 

 全員賛成。よって、議案第50号は委員長の報告どおり可決されました。 

 続きまして、議案第51号「平成24年度美作市武蔵の里特別会計補正予算（第２号）」について、討論に入

ります。 

 ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 ないようでございますので、討論を終結し、これより採決を行います。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。 

 議案第51号「平成24年度美作市武蔵の里特別会計補正予算（第２号）」について、委員長の報告どおり決

定することに賛成の方の起立を求めます。 

〔起立全員〕 

議長（内海 健次君） 

 全員賛成。よって、議案第51号は委員長の報告どおり可決されました。 

 続きまして、議案第52号「平成24年度美作市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）」について、討

論に入ります。 

 ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 ないようでございますので、討論を終結し、これより採決を行います。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。 

 議案第52号「平成24年度美作市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）」について、委員長の報告ど

おり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

〔起立全員〕 

議長（内海 健次君） 

 全員賛成。よって、議案第52号は委員長の報告どおり可決されました。 

 続きまして、議案第53号「平成24年度美作市愛の村パーク特別会計補正予算（第１号）」について、討論

に入ります。 

 ございませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 ないようでございますので、討論を終結し、これより採決を行います。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。 

 議案第53号「平成24年度美作市愛の村パーク特別会計補正予算（第１号）」について、委員長の報告どお

り決定することに賛成の方の起立を求めます。 

〔起立全員〕 

議長（内海 健次君） 

 全員賛成。よって、議案第53号は委員長の報告どおり可決されました。 

 続きまして、議案第54号「平成24年度美作市水道事業会計補正予算（第２号）」について、討論に入りま

す。 

 ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 ないようでございますので、討論を終結し、これより採決を行います。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。 

 議案第54号「平成24年度美作市水道事業会計補正予算（第２号）」について、委員長の報告どおり決定す

ることに賛成の方の起立を求めます。 

〔起立全員〕 

議長（内海 健次君） 

 全員賛成。よって、議案第54号は委員長の報告どおり可決されました。 

 続きまして、議案第55号「平成24年度美作市下水道事業会計補正予算（第１号）」について、討論に入り

ます。 

 ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 ないようでございますので、討論は終結し、これより採決を行います。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。 

 議案第55号「平成24年度美作市下水道事業会計補正予算（第１号）」について、委員長の報告どおり決定

することに賛成の方の起立を求めます。 

〔起立全員〕 

議長（内海 健次君） 

 全員賛成。よって、議案第55号は委員長の報告どおり可決されました。 

 続きまして、議案第56号「平成25年度美作市一般会計予算」について、討論に入ります。 

 ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 ないようでございますので、討論を終結し、これより採決を行います。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。 
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 議案第56号「平成25年度美作市一般会計予算」について、委員長の報告どおり決定することに賛成の方の

起立を求めます。 

〔起立全員〕 

議長（内海 健次君） 

 全員賛成。よって、議案第56号は委員長の報告どおり可決されました。 

 続きまして、議案第57号「平成25年度美作市国民健康保険特別会計予算」について、討論に入ります。 

 ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 ないようでございますので、討論を終結し、これより採決を行います。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。 

 議案第57号「平成25年度美作市国民健康保険特別会計予算」について、委員長の報告どおり決定すること

に賛成の方の起立を求めます。 

〔起立全員〕 

議長（内海 健次君） 

 全員賛成。よって、議案第57号は委員長の報告どおり可決されました。 

 続きまして、議案第58号「平成25年度美作市介護保険特別会計予算」について、討論に入ります。 

 ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 ないようでございますので、討論を終結し、これより採決を行います。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。 

 議案第58号「平成25年度美作市介護保険特別会計予算」について、委員長の報告どおり決定することに賛

成の方の起立を求めます。 

〔起立全員〕 

議長（内海 健次君） 

 全員賛成。よって、議案第58号は委員長の報告どおり可決されました。 

 続きまして、議案第59号「平成25年度美作市簡易水道特別会計予算」について、討論に入ります。 

 ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 ないようでございますので、討論を終結し、これより採決を行います。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。 

 議案第59号「平成25年度美作市簡易水道特別会計予算」について、委員長の報告どおり決定することに賛

成の方の起立を求めます。 

〔起立全員〕 

議長（内海 健次君） 

 全員賛成。よって、議案第59号は委員長の報告どおり可決されました。 

 続きまして、議案第60号「平成25年度美作市土地取得特別会計予算」について、討論に入ります。 
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 ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 ないようでございますので、討論を終結し、これより採決を行います。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。 

 議案第60号「平成25年度美作市土地取得特別会計予算」について、委員長の報告どおり決定することに賛

成の方の起立を求めます。 

〔起立全員〕 

議長（内海 健次君） 

 全員賛成。よって、議案第60号は委員長の報告どおり可決されました。 

 続きまして、議案第61号「平成25年度美作市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算」について、討論に入

ります。 

 ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 ないようでございますので、討論を終結し、これより採決を行います。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。 

 議案第61号「平成25年度美作市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算」について、委員長の報告どおり決

定することに賛成の方の起立を求めます。 

〔起立全員〕 

議長（内海 健次君） 

 全員賛成。よって、議案第61号は委員長の報告どおり可決されました。 

 続きまして、議案第62号「平成25年度美作市公園墓地事業特別会計予算」について、討論に入ります。 

 ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 ないようでございますので、討論を終結し、これより採決を行います。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。 

 議案第62号「平成25年度美作市公園墓地事業特別会計予算」について、委員長の報告どおり決定すること

に賛成の方の起立を求めます。 

〔起立全員〕 

議長（内海 健次君） 

 全員賛成。よって、議案第62号は委員長の報告どおり可決されました。 

 続きまして、議案第63号「平成25年度美作市都市と農村の交流施設特別会計予算」について、討論に入り

ます。 

 ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 ないようでございますので、討論を終結し、これより採決を行います。 
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 本案に対する委員長の報告は可決です。 

 議案第63号「平成25年度美作市都市と農村の交流施設特別会計予算」について、委員長の報告どおり決定

することに賛成の方の起立を求めます。 

〔起立全員〕 

議長（内海 健次君） 

 全員賛成。よって、議案第63号は委員長の報告どおり可決されました。 

 続きまして、議案第64号「平成25年度美作市老人保健施設事業特別会計予算」について、討論に入りま

す。 

 ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 ないようでございますので、討論を終結し、これより採決を行います。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。 

 議案第64号「平成25年度美作市老人保健施設事業特別会計予算」について、委員長の報告どおり決定する

ことに賛成の方の起立を求めます。 

〔起立全員〕 

議長（内海 健次君） 

 全員賛成。よって、議案第64号は委員長の報告どおり可決されました。 

 続きまして、議案第65号「平成25年度矢田茂・原田政次郎・福田五男奨学基金特別会計予算」について、

討論に入ります。 

 ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 ないようでございますので、討論を終結し、これより採決を行います。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。 

 議案第65号「平成25年度矢田茂・原田政次郎・福田五男奨学基金特別会計予算」について、委員長の報告

どおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

〔起立全員〕 

議長（内海 健次君） 

 全員賛成。よって、議案第65号は委員長の報告どおり可決されました。 

 続きまして、議案第66号「平成25年度美作市武蔵の里特別会計予算」について、討論に入ります。 

 ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 ないようでございますので、討論を終結し、これより採決を行います。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。 

 議案第66号「平成25年度美作市武蔵の里特別会計予算」について、委員長の報告どおり決定することに賛

成の方の起立を求めます。 

〔起立全員〕 
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議長（内海 健次君） 

 全員賛成。よって、議案第66号は委員長の報告どおり可決されました。 

 続きまして、議案第67号「平成25年度美作市後期高齢者医療特別会計予算」について、討論に入ります。 

 ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 ないようでございますので、討論を終結し、これより採決を行います。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。 

 議案第67号「平成25年度美作市後期高齢者医療特別会計予算」について、委員長の報告どおり決定するこ

とに賛成の方の起立を求めます。 

〔起立全員〕 

議長（内海 健次君） 

 全員賛成。よって、議案第67号は委員長の報告どおり可決されました。 

 続きまして、議案第68号「平成25年度美作市愛の村パーク特別会計予算」について、討論に入ります。 

 ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 ないようでございますので、討論を終結し、これより採決を行います。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。 

 議案第68号「平成25年度美作市愛の村パーク特別会計予算」について、委員長の報告どおり決定すること

に賛成の方の起立を求めます。 

〔起立全員〕 

議長（内海 健次君） 

 全員賛成。よって、議案第68号は委員長の報告どおり可決されました。 

 続きまして、議案第69号「平成25年度美作市水道事業会計予算」について、討論に入ります。 

 ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 ないようでございますので、討論を終結し、これより採決を行います。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。 

 議案第69号「平成25年度美作市水道事業会計予算」について、委員長の報告どおり決定することに賛成の

方の起立を求めます。 

〔起立全員〕 

議長（内海 健次君） 

 全員賛成。よって、議案第69号は委員長の報告どおり可決されました。 

 続きまして、議案第70号「平成25年度美作市病院事業会計予算」について、討論に入ります。 

 ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 
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 ないようでございますので、討論を終結し、これより採決を行います。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。 

 議案第70号「平成25年度美作市病院事業会計予算」について、委員長の報告どおり決定することに賛成の

方の起立を求めます。 

〔起立全員〕 

議長（内海 健次君） 

 全員賛成。よって、議案第70号は委員長の報告どおり可決されました。 

 続きまして、議案第71号「平成25年度美作市下水道事業会計予算」について、討論に入ります。 

 ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 ないようでございますので、討論を終結し、これより採決を行います。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。 

 議案第71号「平成25年度美作市下水道事業会計予算」について、委員長の報告どおり決定することに賛成

の方の起立を求めます。 

〔起立全員〕 

議長（内海 健次君） 

 全員賛成。よって、議案第71号は委員長の報告どおり可決されました。 

 続きまして、請願第１号「安全・安心の医療・介護実現のための夜勤改善・大幅増員を求める請願」につ

いて、討論に入ります。 

 ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 ないようでございますので、討論を終結し、これより採決を行います。 

 本案に対する委員長の報告は採択です。 

 請願第１号「安全・安心の医療・介護実現のための夜勤改善・大幅増員を求める請願」について、委員長

の報告どおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

〔起立全員〕 

議長（内海 健次君） 

 全員賛成。よって、請願第１号は委員長の報告どおり採択されました。 

 続きまして、請願第２号「介護職員処遇改善加算の継続、拡充を求める請願」について、討論に入りま

す。 

 なお、討論は原案に対してとなりますので、原案に対する賛否の討論をお願いいたします。 

 討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 ないようでございますので、討論を終結し、これより採決を行います。 

 本案に対する委員長の報告は一部採択です。 

 請願第２号「介護職員処遇改善加算の継続、拡充を求める請願」について、委員長の報告どおり決定する
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ことに賛成の方の起立を求めます。 

〔起立多数〕 

議長（内海 健次君） 

 賛成多数によって、請願第２号は委員長の報告どおり一部採択されました。 

 ただいまから20分間休憩いたします。 

                                       午後１時56分 休憩 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

                                       午後２時16分 再開 

議長（内海 健次君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 休憩中に議会運営委員会を開催いたしておりますので、議会運営委員長より報告をお願いをいたします。 

 議会運営委員長。 

１８番（新免 昌和君）〔登壇〕 

 ただいまから議会運営委員会の委員長報告を行います。 

 先ほど議員控室において、議長、委員、市長、副市長、政策審議監、担当部長出席のもと、議会運営委員

会を開催いたしました。新たな追加議案３件について審議をいたしましたので、その結果を報告いたしま

す。 

 今定例会に文教厚生委員会に付託されておりました請願第１号「安全・安心の医療・介護実現のための夜

勤改善・大幅増員を求める請願」が採択、請願第２号「介護職員処遇改善加算の継続、拡充を求める請願」

が一部採択となり、議員から議案を提出したい旨の申し入れがあり、協議いたしました。 

 議員からの議案は発議２件であります。発議第４号「安全・安心の医療・介護実現のための夜勤改善・大

幅増員を求める意見書の提出について」、発議第５号「介護職員処遇改善加算の継続、拡充を求める意見書

の提出について」は文教厚生委員会委員長外６人の委員で発議いたします。 

 発議第４号を追加日程第１として、発議第５号を追加日程第２として、日程第１、委員長報告、質疑、討

論、採決の後に追加し、議案上程の後、質疑、討論、採決といたします。 

 市長から送付されました議案は「平成24年度美作市一般会計補正予算（第９号）」、１件であります。こ

の案件につきましては、追加日程第３として、追加日程第２、発議第５号の後に追加し、即決案件として市

長の提案説明を受けた後、質疑、討論、採決といたします。 

 以上、議会運営委員会の委員長報告といたします。〔降壇〕 

議長（内海 健次君） 

 御苦労さまでした。 

 ただいま議会運営委員長の報告がありましたように、発議第４号「安全・安心の医療・介護実現のための

夜勤改善・大幅増員を求める意見書の提出について」、発議第５号「介護職員処遇改善加算の継続、拡充を

求める意見書の提出について」、議案第72号「平成24年度美作市一般会計補正予算（第９号）」を日程に追

加し、追加日程第１、追加日程第２、追加日程第３として議題といたしたいと思いますが、御異議ございま

せんでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 異議なしと認めます。発議第４号「安全・安心の医療・介護実現のための夜勤改善・大幅増員を求める意
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見書の提出について」、発議第５号「介護職員処遇改善加算の継続、拡充を求める意見書の提出につい

て」、議案第72号「平成24年度美作市一般会計補正予算（第９号）」を日程に追加し、追加日程第１、追加

日程第２、追加日程第３として議題とすることに決定をいたしました。 

 これより議案を配付いたしますので、しばらくお待ちください。 

〔議案書配付〕 

 

    追加日程第１  発議第４号「安全・安心の医療・介護実現のための夜勤 

改善・大幅増員を求める意見書の提出について」 

 

議長（内海 健次君） 

 それでは、追加日程第１、発議第４号「安全・安心の医療・介護実現のための夜勤改善・大幅増員を求め

る意見書の提出について」を議題とし、提案者の説明を求めます。 

 文教厚生委員長。 

１番（山本 雅彦君）〔登壇〕 

 それでは、発議第４号について御説明申し上げます。 

 「安全・安心の医療・介護実現のための夜勤改善・大幅増員を求める意見書の提出について」。 

〔以下朗読〕 

 どうぞよろしくお願いいたします。〔降壇〕 

議長（内海 健次君） 

 御苦労さまでした。 

 提案説明が終わりました。 

 これより質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 ないようでございますので、質疑を終了いたします。 

 これより討論を行います。 

 討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 ないようでございますので、討論を終結し、これより採決を行います。 

 追加日程第１、発議第４号「安全・安心の医療・介護実現のための夜勤改善・大幅増員を求める意見書の

提出について」、本案に賛成の方の起立を求めます。 

〔起立全員〕 

議長（内海 健次君） 

 全員賛成。よって、発議第４号は原案のとおり可決されました。 

 

    追加日程第２  発議第５号「介護職員処遇改善加算の継続、拡充を求め 

る意見書の提出について」 
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議長（内海 健次君） 

 続きまして、追加日程第２、発議第５号「介護職員処遇改善加算の継続、拡充を求める意見書の提出につ

いて」を議題とし、提案者の説明を求めます。 

 文教厚生委員長。 

１番（山本 雅彦君）〔登壇〕 

 それでは、発議第５号について御説明申し上げます。 

 「介護職員処遇改善加算の継続、拡充を求める意見書の提出について」。 

〔以下朗読〕 

 よろしくお願いいたします。〔降壇〕 

議長（内海 健次君） 

 提案説明が終わりました。 

 これより質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 ないようでございますので、質疑を終了いたします。 

 これより討論を行います。 

 討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 ないようでございますので、討論を終結し、これより採決を行います。 

 追加日程第２、発議第５号「介護職員処遇改善加算の継続、拡充を求める意見書の提出について」、本案

に賛成の方の起立を求めます。 

〔起立全員〕 

議長（内海 健次君） 

 全員賛成。よって、発議第５号は原案のとおり可決されました。 

 

    追加日程第３  議案第７２号「平成２４年度美作市一般会計補正予算 

（第９号）」 

 

議長（内海 健次君） 

 続きまして、追加日程第３、議案第72号「平成24年度美作市一般会計補正予算（第９号）」を議題とし、

市長より提案説明を求めます。 

 市長。 

市長（安東 美孝君）〔登壇〕 

 それでは、ただいま上程されました議案第72号「平成24年度美作市一般会計補正予算（第９号）」につい

て、御説明を申し上げます。 

 ２億7,520万円を追加し、予算総額を221億1,692万6,000円とするものでございます。今回の補正は、防

災、減災等の調査が主となっております国の補正予算に対応するものでございます。 
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 農林水産業費では、震災対策農業水利施設整備事業によるため池現地調査2,870万円、土木費では、防

災・安全交付金による市道点検、橋梁修繕など3,450万円、社会資本整備総合交付金による市道整備３路線

２億円、消防費では、防災情報通信設備整備事業によるＪ－ＡＬＥＲＴの自動起動整備で1,200万円でござ

いまして、財源としましては、普通交付税の調整額の復活による地方交付税1,600万8,000円、国庫支出金１

億6,199万2,000円、県支出金2,730万円、市債が6,990万円となっております。 

 なお、全額繰り越しとなりますので、御理解をお願いしたいというふうに思います。 

 繰越明許費では、今回の補正の４事業と辺地対策事業などを加えた８事業を追加し、地方債では変更１件

を行っております。 

 以上、議案につきまして御説明を申し上げました。御審議のほどよろしくお願いいたしまして、提案説明

とさせていただきます。〔降壇〕 

議長（内海 健次君） 

 提案理由の説明が終わりました。 

 ただいまより暫時休憩をいたします。 

 議員控室において全員協議会を開催いたします。 

                                       午後２時35分 休憩 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

                                       午後３時03分 再開 

議長（内海 健次君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 追加日程第３、議案第72号「平成24年度美作市一般会計補正予算（第９号）」は、即決案件となっており

ますので、これより質疑、討論、採決に入ります。 

 質疑はございませんでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 ないようでございますので、質疑を終了いたします。 

 これより討論を行います。 

 討論はございませんか。 

 尾髙議員。 

５番（尾髙 誉久君） 

 討論は、今回の自民党が大勝しまして、それで13兆1,054億円も大型補正を組ながら、指の先、足の先ま

で末端に血の通う本当に国の政治ができているのかと、アベノミクスジュースじゃないよっていうのを言い

まして、賛成しますけど……。 

議長（内海 健次君） 

 賛成討論ですね。 

５番（尾髙 誉久君） 

 ええ、賛成しますけど、本当に血の通った国の行政ができているかどうか、このみまちゃんを見ている皆

さんも、この次には自民党でなくてまた民主党へ入れるかもしれませんね、ほんま。こんな本当に血の通わ

ない予算は私は情けないと思いますが、賛成します。 

議長（内海 健次君） 
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 他に討論はございませんでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 討論はないようですので、討論を終結し、これより採決を行います。 

 追加日程第３、議案第72号「平成24年度美作市一般会計補正予算（第９号）」について、本案に賛成の方

の起立を求めます。 

〔起立全員〕 

議長（内海 健次君） 

 全員賛成。よって、議案第72号は原案のとおり可決されました。 

 以上で今議会の日程は全て終了いたしました。 

 この際、市長より御挨拶をお願いいたします。 

 市長。 

市長（安東 美孝君）〔登壇〕 

 平成25年第１回３月美作市議会定例会の閉会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。 

 本定例会は、２月19日に開会させていただきまして、請負変更契約の締結１件、条例の制定、改廃18件、

指定管理者の指定19件、市道の廃止及び認定１件、辺地総合整備計画の策定１件、補正予算15件、当初予算

16件、そして追加補正予算１件を提出をさせていただきました。平成25年度当初予算につきましては、４月

に市長選挙を控え、政策的な経費を除いた経常的な経費及び継続事業を主とした骨格予算となっておりま

す。慎重なる御審議をいただき、全ての議案を原案どおり御承認いただき厚く御礼を申し上げます。 

 さて、私が市長として市議会定例会に出席をするのは本日が最後となります。職員のほうも岩﨑政策審議

監、中尾上下水道部長、神吉保健福祉部長、平尾市民部長が退職となります。 

 市長就任以来、推し進めてまいりました具体的な施策につきましては、本会議冒頭の行政報告で触れさせ

ていただいておりますので、繰り返しはしませんが、この際、その思いの一端を述べさせていただきます。 

 御承知のとおり、全国の中山間地は少子・高齢化と過疎化の波にさらわれ、我が美作市も厳しい市政の運

営を覚悟しなければならない事態に直面しております。いかに交流人口をふやし、それを定住化につなげる

か、経済の生産力をふやし、町を活性化していくことが大きな市政の課題となっておりました。私はそのた

めに賑わいのある田園観光都市みまさかを掲げ、まちづくりは人づくりの理念から新たに部署を設け、市民

との協働を目指した体制づくりを進め、人材の発掘、育成を行ってまいりました。その上で、人と人とのつ

ながりを重視し、市としての一体感を醸し出すため、６次産業化による付加価値の高い農業、地域資源であ

る温泉や豊かな自然環境を生かした観光業などを組み合わせて交流人口をふやし、経済活動の源となる人口

対策を行ってまいりました。これは市民の皆様、そして議員の皆様、市の職員とともに全力で取り組んでま

いったところでございます。 

 議員の皆様とはこの４年間、さまざまな議論をさせていただきました。当然のことですが、私の思いと皆

様の思いがありまして、賛否が分かれることもございました。お互いの意見を率直にぶつけ合ったのは全て

美作市の発展を真に願ってのことであり、議論を重ねることでよりよい土壌へ芽吹かせることができたと確

信をしております。願わくば、まだ頼りない田園観光都市の構想の新芽をみずからの手で育てて花開かせた

いとの思いもございましたが、体調面の不安から今期限りでの引退となりますことを市民の皆様には申しわ

けなく思っております。道半ばであり、後ろ髪を引かれる思いではございますが、新体制のもと、芽吹いた

新芽を枯らすことなく、大輪の花を咲かせていただけるものと期待してやみません。私も立場は変わります
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が、一市民として、また違った形で美作市の発展に協力することができればと考えておるところでございま

す。 

 今期で勇退される議員におかれましても、これまでに培った豊富な経験を生かされ、在任中と変わること

なく、みんなで住みやすい美作市の構築を市政に対して御指導、お力添えをよろしくお願いをいたします。 

 ４月には新市長が誕生し、市議会におかれましても新しい構成となります。今、美作市は大きく市民の手

で変わろうとしております。執行部と議会は車の両輪に例えられております。市民に夢の持てる施策の実現

に積極的に提言、議論を行い、市の活性化という大きな目的のためにこれからも執行部と市議会が一丸とな

って美作市の発展に尽力していただくことを切に願っておるものでございます。 

 最後に、住んでよかった、来てよかった美作市となりますよう祈念し、市民の皆様、議員の皆様を初め、

私を支えてくれました職員の皆さんに心から感謝を申し上げ、閉会の挨拶といたします。４年間、まことに

ありがとうございました。〔降壇〕 

議長（内海 健次君） 

 平成25年第１回３月美作市議会定例会の閉会に当たり、私からも一言御挨拶を申し上げます。 

 議員の皆様には、２月19日の開会以来、本日まで28日間にわたり、平成25年度予算を初めとする重要議案

の御審議を賜りまして、ここに全ての日程を終了し、閉会の運びとなりましたことに心から感謝を申し上げ

ます。 

 さて、合併８年という節目の２期目に当たるこの４年間は大変厳しい財政状況ではございましたが、市民

３万余人の幸せを願い、議会、執行部が連綿と意見討論を重ねてまいりました。急速に進む少子・高齢化、

過疎化、地域活性化等の重要な課題に加え、議会としても議会議員政治倫理条例の制定、厳しい財政事情に

鑑み、みずから身を削る思いで次回改選から議員定数を18名に削減いたしました。議員の皆様、また安東市

長さんを初め執行部の皆様には、これらの諸問題に真摯に取り組まれ、その御苦労に対し、心から敬意を表

する次第であります。 

 私たちの任期も残すところあと１カ月余りとなり、この３月定例会も私たち最後の議会となるわけでござ

います。この議場で皆様とお顔を合わせるのも本日が最後になるものと思います。来月14日には、市長、市

議会議員選挙が予定されています。選挙を経てここに帰ってこられる議員におかれましては、必ずや全員栄

冠に輝かれ、再び市政発展のため御活躍をいただきますよう心からお祈りを申し上げます。また、今期を最

後に御勇退される議員におかれましては、長きにわたり議員としての重責を果たされ、市政の発展に御尽力

を賜りましたことに対しまして、高いところからではございますが、敬意と感謝を申し上げます。今後とも

健康に留意され、その御経験をもとにますます御活躍いただき、市政に対する御指導と御鞭撻を重ねてお願

いを申し上げる次第です。そして、今期限りで御勇退を表明されている安東市長におかれましても、美作市

第２期市長として市政発展の重責の中で大変な御苦労も多かったことと御推察いたします。まことにお疲れ

さまでございました。今後とも健康に留意され、いつまでもお元気でお過ごしいただきますよう心からお祈

り申し上げます。 

 終わりになりましたが、この４年間、議員の皆様を初め執行部の方々、そして多くの市民の皆様から賜り

ました御指導、御鞭撻に対しまして深く感謝を申し上げまして閉会の御挨拶といたします。ありがとうござ

いました。 

 お諮りをいたします。 

 今期定例会の会議に付された事件は全て終了いたしました。よって、会議規則第７条の規定により、本日

をもって閉会したいと思います。これに御異議ございませんでしょうか。 
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（内海 健次君） 

 異議なしと認めます。 

 以上をもって平成25年第１回３月美作市議会定例会を閉会いたします。 

 御苦労さまでした。 

                                       午後３時17分 閉会 

 

   上記会議次第は事務局長の記載したものであるが、その内容が正確であることを証するためにここに署 

  名します。 

                                平成25年３月18日 

 

                            美作市議会旧議長  道 上 政 男 

 

                            美作市議会新議長  内 海 健 次 

 

                            美作市議会旧副議長  内 海 健 次 

 

                            会 議 録 署 名 議 員  則 本 陽 介 

 

                            会 議 録 署 名 議 員  萬 代 師 一 



 

 

 

 

 

 

 

 

そ の 他 資 料 
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一般質問【平成２５年第１回（３月）美作市定例会】  
通告 

 
順番 

氏 名 項 目 質 問 の 要 旨 質問の相手 
 

１  19番 日笠一成  １.少子化対策について  ①幼稚園・保育園（所）の充足対策について  市長 
 教育長 

 ２.定住対策について  ①就労支援策について 
 ②新規定住者・里帰り定住者等への支援策につい 
  て 

 市長 

 ３.高齢者対策について  ①施設入所希望待機者等の対策について  市長 

 ４.地域の活性化対策に 
   ついて 

 ①旧吉野小学校跡地活用計画について 
 ②旧江見商業高等学校跡地活用計画について 

 市長 

２   2番 則本陽介  １.一人暮らし高齢者へ 
   の支援サービスの取 
    組について 
 
 ２.消防業務と救急医療 
    の拡充について 

 ①一人暮らし高齢者の現状と支援について 
 ②緊急通報装置の現状と公的支援 

 市長 
 担当部長 

 ①昨年の活動概要について 
 ②今後予想される課題について 

 市長 
 担当部長 

 ３.災害時のトイレ対策 
    について 

 ①避難場所のトイレの現状と課題について 
 ②災害持出常備袋に携帯用トイレを加えるべきで 
   は 

 市長 
 担当部長 

３  14番 岩江正行  １.防災訓練と市民の安 
    全 
 
 
 
 
 
 ２.自分を守る大切な人 
    を守る地震と災害の 
    備えは 

 ①高齢者や障害者をどう避難させるか 
 ②保育園、幼稚園、小学校、中学校、高等学校に 
   おける防災訓練について 
 ③湯郷温泉他の宿泊施設での防災訓練は、避難地、 
   避難路案内について 
 ④消火訓練、消火器の備え、消火器の取扱 

 市長 
 担当部長 

 ①食料、缶詰、水（３日間）、電池、携帯電話の 
   準備、貴重品の持ち出しの準備は万全か 
 ②家具の転倒、落下防止、点検指導 
 ③住宅の耐震化、耐震補強の進捗状況について 
 ④協力しあった救出活動、応急救護 
 ⑤避難路と避難地の確認（防災マップ） 
 ⑥市民の安心を守る公共放送の強化 

 市長 
 担当部長 

 ３.公共施設等災害に強 
    いインフラ整備につ 
    いて 

 ①道路は日常の社会経済活動だけではなく、地震 
  災害発生時の応急活動において重要な役割を果 
  たす、災害時において道路の機能が十分発揮で 
  きるよう整備されたい 
   ・橋梁等の耐震性の向上 
  ・落石等危険ヶ所の点検整備 
 ②トンネルの安全性の点検 
 ③河川、堤防の耐震性、洪水時の通水断面確認 
 ④土石流、地滑り予防ヶ所の確認、砂防施設、急 
  傾斜地崩壊防止工事の進捗状況について 
 ⑤ダム、ため池の安全確認 
 ⑥山くずれ、土石流、地すべりなど山地災害の対 
  策についての進捗状況、山林保全の取組につい 
  て 

 市長 
 担当部長 

４  18番 新免昌和  １.次代を担う宝を、健 
    やかに育てるために 

 ①体罰・低学力・不登校・いじめ問題の解消につ 
   いて 

 教育長 
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通告 
 
順番 

氏 名 項 目 質 問 の 要 旨 質問の相手 

   ２.行政主導で、自然再 
    生エネルギー小水力 
    発電の早期導入及び 
    太陽光発電の普及支 
    援を 

 ①第１次美作市地球温暖化対策実行計画では自然 
  再生エネルギーの活用として、太陽光発電、風 
  力発電等の再生可能エネルギーの積極導入と設 
  定しています。太陽光発電、小水力発電等に対 
  する評価をどのようにおこない、どのように具 
  体化を進めているのか、取り組みの現状と推進 
  について 

 市長 

 ３.学校給食に地産材の 
    食材供給の拡張を 

 ①平成２２年３月に発表されている、美作市の「い 
  きいきにこにこ夢プラン」は「健康増進・食育 
  推進計画」の「食育」の取り組みの一環として 
  「学校給食、食材の供給を地場生産材拡張を」 
  について 

 市長 
 教育長 

５  21番 本城宏道  １.道州制について  ①道州制が導入されようと検討がはじめられてい 
  るが、市長はこの問題についてどのように考え 
  られますか 

 市長 

 ２.農業問題について  ①ＢＳＥ問題で輸入規制があったが、２月１日よ 
  り規制緩和がなされた。畜産農家への支援を考 
  える必要があると思うがどうか 
 ②人・農地プランの取組みについて、普及センタ 
  ーやＪＡ等との連繋は充分果たされているのか 
 ③岡山甘栗について、ＪＡが本格的に取組むよう 
  だが、市としても産地化目指して進めるべきで 
  はないか 
 ④定住促進のための農地取得（保有）下限面積に 
  ついて、都市交流の中で美作市へ住みたいと考 
  える人が、せっかく住居をもち家庭菜園くらい 
  保有したいと考えても、農地法の制限があり取 
  得できない。農地の保有下限面積を小規模にす 
  るには農委での審議が必要であるが、市の施策 
  としてはどう考えますか 

 市長 
 担当部長 

 ３.防災について  ①各水道施設の設置年度とそれぞれの消火栓の数 
  はどうなっているか 
 ②消火栓ホースの耐用年数はどの位か 
 ③それぞれの施設で消火栓ホース等の設置費の負 
  担状況はどのようになっているか 
 ④消火栓を使って消火にあたった例と破損等につ 
  いて状況がわかればその状況は 
 ⑤交換する場合、年次的に計画して全額補助また 
  は一部補助等の制度をつくるべきではないか 

 市長 
 担当部長 

 ４.旧江見商業高校の跡 
   地利用について 

 ①知的、発達障害などが年々増加しているようだ 
   が美作市での状況はどうなっているか 
 ②県教委は県北へ特別支援学校を新設する検討を 
  はじめ、小、中、高等の統合による廃校施設を 
  利用することも考えているようだが、市として 
  誘致に力を入れるべきと思うがどうか 

 市長 
 担当部長 

６   9番 安東章治  １.この期４年を振り返 
   って各事業の成果と 
   反省・来期に向けて 
   の意気込み 

 ①市民サービスについて、来庁者への心のこもっ 
   たサービスとしてコンシェルジュ的なマインド 
   が必要と言ったが、果たして順番待ちシートの 
  機械がそれをなすのか 
 ②各種大型事業において市民負担を最小限に抑え 
   ているのか又、現在進行中の事業やこれからの 
   大型事業の計画と方向性は 
 ③各旧町村にある総合庁舎の今後の活かし方・住 
   民サービスに向けての取り組みの方法に変化は 
   無いのか 

 市長 
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通告 

 
順番 

氏 名 項 目 質 問 の 要 旨 質問の相手 
 

   ２.農業政策について  ①各種の農業政策を行い一部は徐々に活気が見ら 
  れるようになりつつあるが、今日までの反省を 
  踏まえて農業政策をどのように考え本市に展開 
  されるのか 

 市長 

 ３.観光施設の今後の取 
   り組み方法について 

 ①市内各所の観光施設は多くが厳しい状況にある 
  いままで取り組んだ反省に立ち、来期以降の取 
  り組み方や考えをお聞きしたい 

 市長 

７   7番 西元進一  １.議員定数、議員報酬、 
   政務調査費関係をど 
   のように評価されま 
   すか 

 ①定数が多いのか少ないのか 
 ②議員報酬は高いと考えられていますか 
 ③政務調査費は議員報酬の一部ではない 

 市長 

 ２.具体的アンケート調 
   査の評価について 

 ①全体としてのアンケート調査の対応評価につい 
  て 

 市長 

 ３.市民の議会に対する 
   マイナス指向での対 
    応 

 ①市民が議会はいらないという事について、どの 
  ように対応されますか 

 市長 

 ４.議会が美作市民に対 
   してどのようなもの 
   を執行部として求め 
   ますか 

 ①議会が美作市民に対してどのようなものを執行 
   部として求めますか 

 市長 

８  16番 万殿紘行  １.クリーンセンター建 
   設に絡む刑事告発に 
   ついて 

 ①その後の経緯  市長 
 副市長 

 ２.市内各小、中学校の 
   いじめ、不登校、体 
   罰の現状 

 ①いじめ、不登校の現況 
 ②体罰の有無 

 教育長 

 ３.学校統廃合について  ①統廃合の経緯 
 ②給食施設の経緯、給食材料の地産地消 

 市長 
 教育長 

 ４.新入学児童生徒の対 
   応 

 ①入学児童生徒への対応 
 ②各幼児園の職員の人数、身分 

 教育長 

９   1番 山本雅彦  １.市営住宅について  ①各住宅施設の入居率と各住宅の建設年数、耐用 
  年数と耐震化について 
 ②市営住宅の入居について 

 市長 
 担当部長 

 ２.改正高年齢者雇用安 
   定法について 

 ①対象となる企業の範囲はどうか 
 ②市内でこの法に該当する企業数はどれくらいか 
 ③企業の周知度はどうか 

 市長 
 担当部長 

 ３.学校等の安全対策に 
   ついて 

 ①市内の幼保、小中学校の窓ガラスに「飛散防止 
  フィルム」を貼ってはどうか 

 市長 
 担当部長 

１０   5番 尾髙誉久  １.大型補正予算につい 
   て 

 ①大型補正予算の使途について  市長 
 担当部長 

 ２.公共用地の跡地利用 
   について 

 ①売却された旧国民宿舎のその後、また消防署の 
  跡地はどのような利用方法を考えているのか 

 市長 
 担当部長 

 ３.地域主権一括法に基 
   づく権限委譲につい 
   て 

 ①国からの権限の委譲はどれくらい委譲されたの 
  か 

 市長 
 担当部長 

１１  20番 福島 恊  １.安東市政４年間の総 
    括について 

 ①市長は安東市政の４年間をどのように総括され 
   ますか 

 市長 
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通告 
 
順番 

氏   名 項     目 質  問  の  要  旨 質問の相手 

   ２.市政運営について  ①市政の運営するについて透明性が徹底されたと 
  考えられますか 

 市長 

 ３.請願権について  ①執行部において請願権の侵害があったやに聞く 
   が、実状はどうか 

 市長 
 副市長 

１２   6番 岡﨑正裕  １.獣肉処理加工施設に 
   ついて 

 ①現在の進捗状況 
 ②持込の基準 
 ③ランニングコスト 

 市長 

 ２.もうもう工房跡地利 
   用について 

 ①タイムスケジュール 
 ②バスの再編は 
 ③観光案内所の運営主体は 

 市長 
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